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１－４

（午前１０時 開会） 

○上村高義議長 ただいまから平成２２年第

１回摂津市議会定例会を開会します。 

 会議を開く前に、市長のあいさつを受け

ます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 おはようございます。 

 本日、平成２２年第１回摂津市議会定例

会を招集させていただきましたところ、議

員の皆様方には公私何かとお忙しい中、ご

参集を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、今回お願いいたします案件は、報

告案件といたしまして、損害賠償の額を定

める専決処分報告の件、予算案件といたし

まして、平成２２年度摂津市一般会計予算

ほか１４件、条例案件といたしまして、摂

津市公の施設の指定管理者の指定の手続等

に関する条例制定の件ほか１５件、その他

案件といたしまして、公平委員会委員の選

任について同意を求める件ほか４件、合計

３７件のご審議をお願いいたすものでござ

います。 

 何とぞよろしくご審議の上、ご承認、ご

可決賜りますようお願いを申し上げます。 

 簡単ではございますが、開会に当たりま

してのごあいさつといたします。 

○上村高義議長 あいさつが終わり、本日の

会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、柴田議員及び

三好議員を指名します。 

 日程１、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から３月３０

日までの３６日間とすることに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程２、平成２２年度市政運営の基本方

針に関する説明を求めます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 本日、ここに平成２２年度の一

般会計予算をはじめとする諸議案のご審議

をお願いするに当たりまして、市政運営に

関する所信の一端と施策の大要を申し上げ

ます。 

 平成２２年度は、私が市政をおあずかり

し、６年目の年となります。昨年９月には、

長年の願いでありましたＪＲ千里丘ガード

が両面開通し、今月２７日には新しい鳥飼

大橋も開通いたします。また、３月には阪

急摂津市駅の開業、７月にはコミュニティ

プラザをオープンする運びとなりました。

このように一つ一つの夢が着実に形となっ

てまいりますが、議会の皆様をはじめ、市

民の皆様のご協力なくしてはなし得なかっ

たことであります。この場をお借りし、深

く感謝申し上げる次第でございます。 

 これまで私は、行事などでできるだけ地

域へ出向き、自分の足と目でしっかりと摂

津のまちを見てまいりました。どこへ行き

ましても、地域の皆様はいつも明るく活き

活きとしておられ、そこから伝わってきま

すのは、「自分たちの地域は、自分たち

で」という「熱き思い」であります。これ

からも、この「思い」を深く心に刻み込み、

この「思い」が無にならないよう、行政と

地域が一体となり、みんなで「私たちのま

ち・せっつ」の将来を見据えて、一歩一歩

着実にまちづくりを進めてまいります。 

 さて、我が国の経済は、１月２２日に閣

議決定された「平成２２年度の経済見通し

と経済財政運営の基本的態度」によります

と、「平成２２年度において、景気は緩や

かに回復していく」と、楽観的な予測がな

されています。また、内閣府の経済財政報



 

 

 

１－５

告においても、「一昨年後半からの国内経

済の前例のない大幅な落ち込みは、春以降

底を打ち、持ち直しの傾向が見られる」と

しています。しかし、これまでの景気の落

ち込みが深かった結果、現在のところ経済

活動水準は低い状態のままとなっており、

株式・為替市場の大幅な変動、雇用情勢の

悪化幅が過去最大となるなど、景気の動向

は先行き不透明と言わざるを得ません。 

 次に、本市の財政状況でありますが、過

去いっとき、夕張市に続いて赤字再建団体

かという時期もありましたが、この５年間、

約２００億円の債務を返済するなど、財政

の健全性を示す四つの指標もクリアできま

した。ある意味では、驚異的な回復を遂げ

ることができたと言えます。これには様々

な要因がありますが、何といっても、第１

次、第２次、第３次と、約３６０項目にわ

たる行財政改革を実施し、約１４５億円の

効果額を出したことであります。 

 ただ、平成２２年度当初予算で税収を１

６８億５，０００万円と見積もりましたが、

その落込みが大変気になるところでありま

す。税収が１７０億円を下回るのは実に２

０年ぶりであり、またもや景気の低迷が本

市の台所を直撃し始めたと言えます。現状

を見る限り、今後、非常に厳しい財政運営

を強いられると覚悟しなければなりません。

よって間髪を入れず、本年度から第４次の

行財政改革に取り組んでまいります。スリ

ムで効率性を重視した職員６６０人体制の

構築、前例にとらわれず、勇気を持って行

動する職員の育成、健全で安定した財政基

盤の確立などを目指し、私が常々言ってお

ります「やる気」・「元気」・「本気」に新た

に「勇気」を加え、職員ともどもしっかり

と改革を進めてまいります。 

 本年度は、南千里丘をはじめ、大きくま

ちが動き出す、本市にとっては、まさしく

未来を切り開く年であります。予算編成並

びに諸議案の作成に当たりましては、現在

進めております基盤整備が市民生活に２倍、

３倍の効果を生み出し、「女性」、「障害

者」、「教育」、「健康」など、過去取り組ん

でまいりましたテーマの充実につながって

いくよう、ソフト施策にもしっかり目を向

けました。その結果、平成２２年度予算で

は、民生費が全体の約４０％を占めるまで

になりましたが、依然として景気低迷が続

く中、何よりも市民生活に最大限配慮する

必要があると考え、引き続き、本年度も国

民健康保険料を据え置き、さらに水道料金

につきましても値下げを断行してまいりま

す。 

 厳しい経済情勢ではありますが、本年度

も人間基礎教育の精神を礎に、思いやり、

奉仕、感謝、あいさつ、節約、五つの心を

大切にし、「せっつの明日」を築くべく全

力投球してまいります。 

 以下、平成２２年度に取り組みます新規

事業を中心とした主な施策につきまして、

摂津市総合計画に示しております六つのま

ちづくりの方向に沿って、ご説明を申し上

げます。 

 第１に、「つどい、いこい、にぎわう好

感都市づくり」についてであります。 

 南千里丘のまちづくりは、低炭素型社会

の実現を目指した、我が国初のカーボン・

ニュートラル・ステーションである摂津市

駅の３月開業に合わせて、駅前広場と道路

の供用を開始し、まちびらきを行います。

新駅東側の玄関口として、境川ではボック

ス化した上部にせせらぎと遊歩道による自

然環境に配慮した水辺空間を整備いたしま

す。また、ＣＯ２排出量削減に向けた、官

民一体となった先進的な取組みとして、緑



 

 

 

１－６

化率２５％の導入、屋上緑化、バス停の屋

根への太陽光パネルの設置など、環境に優

しいまちづくりを推進してまいります。 

 次に、南千里丘のまちづくりでの新しい

顔であるコミュニティプラザ複合施設につ

いてであります。この施設は、男女共同参

画センター、保健センターなどを集積する

ことにより、多様な市民活動の場を提供す

る新たな市民交流の拠点となるほか、健康

増進への取組みを推進する市民の健康づく

りの拠点となることを目指しております。

また、市民と行政との協働を目指して、市

民活動支援に関する基本構想を策定し、市

民の皆様が市民活動に参加しやすい環境づ

くりを進めてまいります。 

 コミュニティプラザ複合施設完成後、現

在の男女共同参画センターには、（仮称）

障害者総合支援センターを設置するととも

に教育研究所を移転して、新たに（仮称）

教育センターを整備いたします。また、現

在の保健センターにつきましても、改修工

事を行い、休日応急診療所を移転するとと

もに、新たに市民の皆様にご利用いただけ

る施設として整備してまいります。 

 ＪＲ千里丘駅西口の駅前再開発事業につ

きましては、これまでの調査結果をもとに、

西地区準備組合や地権者の方々と協議を行

い、再開発への事業化についてさらに検討

してまいります。 

 吹田操車場の跡地活用につきましては、

良好で秩序ある都市型居住空間の創出を図

るため、民間によるまちづくりを誘導する

まちづくりガイドラインの検討を行ってま

いります。 

 第２に、「やさしさあふれるこころづく

りを進める幸感都市づくり」についてであ

ります。 

 平和と人権施策につきましては、人権意

識を高め、人権尊重への理解を深めるため、

平和月間や人権週間に街頭啓発、映画会、

講演会など各種事業を展開するとともに、

平和市長会議への参加や平和祈念式典への

市民派遣などを実施してまいります。 

 男女共同参画社会の実現に向けた取組み

としましては、次期男女共同参画計画策定

のための基礎資料となる男女平等に関する

市民意識調査を行ってまいります。また、

増加傾向にあるＤＶ（ドメスティック・バ

イオレンス）対策としまして、新たに専門

相談のホットラインを開設いたします。さ

らに、新しい男女共同参画センターについ

ては、市民の皆様の一層身近な施設として、

働く女性にもご利用いただけるよう、日曜

日及び一部夜間も開業いたします。また、

講座や面接・法律相談を夜間にも実施して

まいります。 

 福祉全般の施策につきましては、地域福

祉活動における総合的かつ多機能な拠点と

して、平成２３年度の完成を目指し、（仮

称）地域福祉活動支援センターの施設整備

を行ってまいります。 

 高齢者施策につきましては、ひとり暮ら

しや認知症の高齢者の実態把握を行い、既

存サービスの利用支援を行うとともに、認

知症高齢者やその家族に対する支援のあり

方について、検討を行ってまいります。ま

た、ふれあい入浴事業につきましては、特

別養護老人ホームの入浴施設を活用して、

新たに安威川以南地域においても実施して

まいります。 

 次に、障害者施策についてであります。

国では、障害者自立支援法を廃止し、新た

に総合的な制度をつくることとしており、

それまでの間、福祉サービスなどの利用者

負担について、市民税非課税世帯は無料と

なる予定であります。しかし、障害者自立
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支援法で市に実施が義務づけられている地

域生活支援事業の利用者負担についても、

本来、国が併せて無料化すべきであります

が、今のところ行なわれておりません。本

市といたしましては、障害のある方に配慮

し、市が実施する地域生活支援事業の利用

者負担について、市独自の施策として、市

民税非課税世帯の方を無料といたします。 

 また、施設整備としまして、（仮称）障

害者総合支援センターに身体・知的・精神

の３障害の相談窓口を設置し、障害のある

方の生活面と就労面を総合的に支援いたし

ます。また、緊急時に利用できる日中一時

支援事業を行ってまいります。 

 次に、バリアフリーの推進につきまして

は、ＪＲ千里丘駅西口構外でのエレベータ

ーの設置に向けて、本年度は、場所の選定

調査や基本設計を行い、ＪＲ西日本との協

議を進めてまいります。 

 子育て支援施策につきましては、子育て

中の親が気軽に集い、語り合えるつどいの

広場事業について、新たに１か所増設いた

します。また、保育所につきましては、定

員を拡大し、年度途中の待機児童の解消に

努めるとともに、保育所の－時預かりを増

設いたします。 

 学童保育事業における取組みといたしま

しては、放課後、子どもたちが安全で伸び

伸び過ごせる保育環境の充実に努めるとと

もに、保護者の利便性の向上を図るため、

保育料の納付について、口座振替システム

を導入してまいります。 

 市民の健康づくりにつきましては、新し

い保健センターにおいて、介護予防事業を

推進するため、機能訓練事業の充実を図る

とともに、運動指導、栄養指導などの健康

増進事業に取り組み、市民の健康づくりを

推進してまいります。また、子宮頚がん検

診及び乳がん検診につきましては、節目年

齢における検診費用の無料化を引き続き実

施し、疾病の早期発見につなげてまいりま

す。さらに、特定健診につきましては、心

電図及び眼底検査項目を追加することによ

り、生活改善や健康増進を支援してまいり

ます。 

 次に、国民健康保険につきましては、先

にも申し上げましたように、保険料を据え

置くことにいたします。現在の国民健康保

険につきましては、国民健康保険制度の構

造上の問題や医療費の増加により、非常に

厳しい状況にあります。このような中、後

発薬品の普及促進をはじめとする医療費適

正化の取組みを一層進めるとともに、土曜

電話相談を実施し、きめ細かい納付相談な

どを通じ、収納率の向上に取り組んでまい

ります。 

 第３に、「地球時代のひとづくりを進め

る交歓都市づくり」についてであります。 

 国際交流の施策につきましては、市内在

住外国人の方が地域になじめるよう、国際

交流協会と連携し、日本語教室を開催して

まいります。また、友好締結都市であるバ

ンダバーグ市ヘ青少年を派遣し、サッカー

やホームステイでの交流を通して、摂津市

の将来を担う青少年が国際的視野を養う機

会を提供いたします。 

 文化活動の振興につきましては、音楽連

盟や文化連盟と連携を図り、摂津音楽祭や

市民芸能文化祭、市美術展など、さまざま

な行事を開催し、市民の皆様が文化に親し

む機会を提供してまいります。 

 文化財保護につきましては、（仮称）文

化財保護条例を制定し、旧一津屋公会堂な

ど、本市の貴重な歴史的資産の保存活用に

努めてまいります。 

 摂津市史につきましては、「新修摂津市
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史」の編さんを１５年計画で進めてまいり

ます。まず、市制施行５０周年となる平成

２８年度の発刊に向け、「新修古代・中世

編」の編さんを進めてまいります。 

 次に、幼児期の教育につきましては、就

学前教育と保育サービスの充実のため、平

成２４年４月に別府保育所をべふ幼稚園に

移転し、（仮称）べふこども園を開設して

一体的に運営いたします。本年度は、その

ために必要なべふ幼稚園改修工事の実施設

計などを行ってまいります。また、せっつ

幼稚園におきましては、通常の保育時間終

了後も園児を預かる、預かり保育の実施に

向けて検討を行ってまいります。 

 子どもの安全施策につきましては、子ど

もたちが犯罪などのトラブルに巻き込まれ

ることのないよう、地域の皆様や事業者の

ご協力のもと、引き続き子どもの安全見ま

もり隊やセーフティパトロール隊、こども

１１０番活動などの取組みを推進してまい

ります。 

 学校教育におきましては、児童・生徒に

確かな学力、豊かな心、たくましく生きる

ための健康・体力を基盤とした生きる力を

はぐくむために、児童・生徒がみずからの

目標を意識できる環境を整え、主体的に判

断・行動できる資質・能力の向上を目指し

てまいります。そのため、小中学校の長期

休業期間を短縮して授業日に充て、適切な

教育課程を編成します。その中で、電子黒

板や教育用及び教員用パソコンの設置など、

ＩＣＴ環境を整備し、情報活用能力を高め

るための授業を推進してまいります。また、

生きる力をはぐくむため、教科指導・生徒

指導を中心に小中一貫教育を進めてまいり

ます。 

 一方、これまで家庭や地域が担ってきた

教育機能が低下しており、このことが、い

じめや不登校問題などが発生する一因とも

考えられます。このような現状への対応策

としまして、スクールソーシャルワーカー

を大阪府内の都市で初めて市内全中学校に

配置し、子どもたちの生活環境の改善を働

きかけ、課題解決を図ってまいります。 

 また、障害のある児童・生徒への指導が

さらに効果的に行われるよう、障害児等支

援員を増員し、支援教育の充実を図ってま

いります。 

 新たに整備される（仮称）教育センター

につきましては、現在の教育研究所の機能

強化を図るもので、学校教育や家庭教育を

支援する拠点として、平成２３年度開設に

向けて取り組んでまいります。 

 学校施設につきましては、児童・生徒の

安全を確保するため、また、災害時には地

域住民の緊急避難場所ともなる鳥飼小学校、

第一中学校及び第四中学校の体育館などの

耐震補強工事を行うとともに、千里丘小学

校体育館の耐震補強実施設計を行ってまい

ります。また、摂津小学校給食調理場につ

きましては、調理業務の衛生管理を強化す

るため、ドライ化工事を行いますが、現有

施設が狭小であるため、隣接する味舌体育

館を閉館し、跡地に新設移転いたします。

本年度はそのための実施設計を行ってまい

ります。 

 生涯学習の推進につきましては、生涯学

習出前講座や生涯学習リーダーバンクの充

実を図り、市民の学習活動を支援してまい

ります。また、生涯学習関係団体の活動発

表と交流の場として、多くの市民の皆様の

参加のもと開催しております生涯学習フェ

スティバルにつきましては、秋のイベント

として定着してきており、引き続き実施し、

充実に努めてまいります。 

 図書館の運営につきましては、利用促進



 

 

 

１－９

のため、自宅からインターネットで本を予

約できるようにいたします。また、コミュ

ニティプラザにおいても予約本の貸出し、

返却を行い、利便性の向上を図ってまいり

ます。 

 スポーツの振興につきましては、毎年恒

例の市長杯総合スポーツ大会をはじめとす

る各種スポーツ大会を開催し、スポーツに

親しんでいただく機会の提供に努めてまい

ります。また、生涯学習大学のスポーツ健

康学部の修了生が中心となった総合型地域

スポーツクラブの設立準備会の活動を支援

してまいります。 

 次に、府立鳥飼高校跡に（仮称）府立吹

田支援学校鳥飼校が開校されることに伴い、

そのグラウンドを借り受け、土曜、日曜、

祝日に一般開放いたします。 

 第４に、「暮らしをささえ、活力にあふ

れたものづくりを進める広環都市づくり」

についてであります。 

 本市には３，７００近くの事業所があり、

そのうち３，３００の事業所が２０人未満

の小規模事業所となっております。一昨年

のリーマンショック以降、厳しい経済状況

が続く中、特別金融支援策として、中小企

業事業資金融資制度において、運転資金の

融資期間の１年間延長、利息と保証料の全

額助成を引き続き実施し、小規模事業所の

経営を支援してまいります。 

 工業振興の施策につきましては、インタ

ーネットで市内事業所が所在や特技を情報

発信することができる事業所ネットへの登

録事業所数の増加を図り、事業所間取引の

きっかけを提供してまいります。また、販

路開拓に結びつく展示会への出展に対し、

支援もしてまいります。 

 商業振興の施策につきましては、商店街

などの持続的な発展のため、（仮称）商業

の活性化に関する条例を制定し、地域にに

ぎわいを取り戻すため、商業者、商店会、

商工会、市が協働して商業の活性化に取り

組んでまいります。 

 また、昨年、緊急経済対策として発売し、

好評を博したプレミアムつきセッピィ商品

券につきましては、第２弾を実施し、地域

経済の活性化を図ってまいります。 

 農業振興の施策につきましては、農業祭

や品評会、即売会を支援し、生産者と消費

者の相互理解と交流を図ってまいります。

また、市民農園につきましては、拡大を図

るとともに、市民が農業に親しむことがで

きる機会を提供していきたいと思います。 

 消費者保護につきましては、昨年９月に

設置されました消費者庁を中心に関係機関

と連携を図りながら、新たな手口の悪質商

法などによる被害を未然に防止するため、

街頭啓発や相談活動の充実に努めてまいり

ます。また、専門家による多重債務無料法

律相談を継続し、適切な助言により早期解

決を図ってまいります。 

 地域就労支援施策につきましては、厳し

い雇用情勢の中、市内各事業所やハローワ

ークなどと連携を図りながら、就職面接会

を開催するとともに、就職に結びつきやす

い講座を開催いたします。また、市内の各

企業において失業者を短期に雇用し、長期

の雇用に結びつく知識や技術を習得する研

修を行う地域人材育成事業にも取り組んで

まいります。 

 第５に、「安全で快適な生活を生みだす

好環都市づくり」についてであります。 

 公園施設につきましては、安全で快適な

都市空間を確保することに加え、地域住民

の住環境や防災空間の確保の観点からも、

適正な管理に努めてまいります。 

 住宅環境の整備につきましては、平成２
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３年度の完成に向けて、市営住宅の建替工

事に着手いたします。ソーラー発電による

屋外照明灯や雨水を利用した貯留タンクの

設置、外周部の断熱化、高木による緑化な

ど、環境に配慮した設計を行い、ＣＯ２排

出量の削減に取り組んでまいります。 

 放置自転車対策につきましては、摂津市

駅の開業に伴い、新たに駅周辺を放置禁止

区域に指定し、安全できれいなまちづくり

を進めてまいります。 

 防犯対策の推進につきましては、防犯協

会、警察署など関係機関と連携して防犯大

会を開催し、啓発に努めてまいります。ま

た、防犯協会による青色防犯パトロールで

の巡回活動や各地区のセーフティパトロー

ル隊活動に対して支援を行ってまいります。 

 防災対策につきましては、洪水ハザード

マップに基づき、浸水が予想されている地

域の避難所・避難経路や住民への情報伝達

手段などについて研究を行ってまいります。 

 次に、消防救急施策についてであります。

消防施設につきましては、携帯電話などか

らの緊急通報に係る位置情報通知システム

を導入し、より迅速かつ確実な指令業務の

運用を図ってまいります。 

 救急業務につきましては、大阪市や関係

自治体とともに、４月から救急安心センタ

ーを運営いたします。市民からの問い合わ

せについて、２４時間常駐の医師、看護師

などが適切な助言を行い、市民の安心感を

確保するとともに、緊急性が高い場合には

ワンストップで救急車が直ちに出動するな

ど、潜在的重症者の救護を図り、迅速かつ

適正な救急業務の実施により、救命率の向

上を目指してまいります。 

 火災予防業務につきましては、引き続き、

住宅用火災警報器の設置促進について周知

徹底を図るとともに、防火指導や広報活動

を通して火災予防の普及啓発に努めてまい

ります。 

 消防団活動につきましては、今年１月、

企業所有の消防ポンプ車と自衛消防隊を本

市消防組織に組み入れる機能別消防分団を

全国に先駆けて発足させましたが、企業の

皆様と行政、そして地域が連携し、市民の

安全・安心を確保する取組みとして、これ

からも推進してまいります。 

 斎場施設の整備につきましては、耐震補

強工事及び火葬設備の更新工事に着手して

まいります。 

 環境施策につきましては、地球温暖化対

策として、市全域の温室効果ガス排出量の

抑制を積極的に推進するために、地球温暖

化防止地域計画を策定してまいります。ま

た、市としてみずから率先して環境負荷を

低減するため、エコオフィス推進プログラ

ムⅡに基づき、省エネルギー・省資源をは

じめ、環境に配慮した取組みを行ってまい

ります。そして、環境に優しい行動を推進

するため、家庭で取り組む地球温暖化防止

活動への支援として、せっつエコポイント

事業を新たに実施するとともに、雨水タン

クを設置された方への－部助成を継続実施

してまいります。さらに、環境フェスティ

バルなどを通して、市民の皆様へ地球に優

しい活動の普及啓発を推進してまいります。 

 廃棄物処理施策につきましては、循環型

社会を構築するため、ごみの減量や適正処

理についての基本方向を定める一般廃棄物

処理基本計画を策定いたします。また、リ

サイクルプラザにおきましては、太陽光パ

ネルを設置し、ＣＯ２の排出を抑制してま

いります。さらに、エコアクション２１の

認証取得を促進するため、中小事業者に対

して取得費用の一部を助成し、ごみ減量を

はじめとする環境に配慮した活動を支援し
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てまいります。 

 道路整備につきましては、交通バリアフ

リー基本構想に基づき、交通バリアフリー

道路特定事業計画を策定し、高齢者や身体

障害者の方が円滑に移動できる安全な道路

整備に向け、検討を進めてまいります。ま

た、千里丘三島線及び正雀南千里丘線の道

路整備につきましては、引き続き移転交渉

を行い、事業実施のための用地確保を図っ

てまいります。さらに、阪急京都線連続立

体交差化の着工準備の採択に向けて、鉄道

及び側道の設計や周辺のまちづくりなど、

都市計画の総合的検討を行ってまいります。 

 公共交通のあり方につきましては、市内

公共交通の課題を検討するため、関係機関

で構成する懇談会を設置し、地域の事情に

即したバス路線網などについて検討してま

いります。 

 上水道事業につきましては、一昨年のリ

ーマンショック以降、水需要が大幅に減少

しており、水道事業における経営状況は以

前にも増して厳しくなっております。よっ

て、大阪府営水道の料金が本年度から値下

げされましても、今後の施設改修の必要性

などを考えれば、本市の水道料金は値下げ

できる状況ではございません。しかし、先

にも申し上げましたように、昨今の厳しい

景気状況を考慮するとき、市民負担を少し

でも軽減するには、市民生活に直結する水

道料金を値下げすべきと判断いたしました。

ただ、料金を値下げしましても、安全で良

質な水道水を安定して供給することを基本

に、災害に強い水道を目指して、計画的か

つ着実に老朽化施設の整備を進めてまいり

ます。 

 下水道事業につきましては、整備人口普

及率が９６．９％まで到達いたしました。

引き続き生活環境の改善、浸水災害の防止

を図るため、公共下水道の整備を行うとと

もに、水洗化率の向上にも努めてまいりま

す。 

 第６に、「市民とともに創りあげる高感

都市づくり」についてであります。 

 市民主体のまちづくりにつきましては、

近年、地域における連帯感や信頼関係が薄

れつつある中、多様化する地域の課題を市

民一人ひとりがみずからの問題としてとら

え、その解決に向けて積極的に取り組むこ

とが必要になってきております。市民の皆

様が主体的にまちづくりに参加できるよう、

今日までの取組みを活かした上で、安威川

以南地域における地域コミュニティセンタ

ーの基本構想を検討してまいります。 

 行政への市民参加につきましては、審議

会、委員会委員への市民公募の拡大やパブ

リックコメントの実施などにより、ご意見

を政策形成に反映できるようにし、開かれ

た市政運営を推進いたします。また、市政

に関して積極的な情報公開・情報提供を行

い、市民の皆様に十分理解していただける

よう、透明性を高めてまいります。そして、

広報活動では、広報紙やホームページなど

を通して、市政に関する情報をよりわかり

やすく迅速に提供するとともに、内容も充

実させてまいります。 

 電子自治体の推進につきましては、市民

の利便性の向上を図るため、軽自動車税の

コンビニ収納を開始するとともに、税の電

子申告の拡大に向けて取り組んでまいりま

す。また、住民基本台帳カードにつきまし

ては、６５歳以上の市民を対象に、交付手

数料を無料にいたします。公的な身分証明

書を必要とされる高齢者への支援とともに、

電子自治体の実現に必要なカードの普及向

上を図ってまいります。 

 市税等徴収事務につきましては、事務の
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効率化を進めるため、コールセンターを設

置し、滞納防止と徴収率の向上に努めてま

いります。 

 職員の人材育成につきましては、人材育

成基本方針に基づき、限られた人材を有効

に活用し、効果的・効率的な行政運営を推

進していくため、職員の意欲と能力の向上

を図ってまいります。 

 行政組織の適正化につきましては、地方

分権改革などの推進により、行政を取り巻

く環境が大きく変化する中、市民の多様な

ニーズに適確に対応するため、意思形成の

迅速化を図り、効率的で簡素な組織に改め

てまいります。 

 総合計画につきましては、第４次総合計

画策定作業も３年目に入り、総仕上げの段

階となってまいりました。今後１０年間の

まちづくりの指針となる新総合計画では、

摂津市の強みである行政を身近に感じるコ

ンパクトさや地域住民同士のつながりを活

かして、摂津のまちをはぐくんでいくこと

を目指しております。昨年開催いたしまし

たまちづくり市民会議での提言や総合計画

審議会での審議内容をもとに、職員総がか

りで策定作業を進めております。本年度は、

地区懇談会やパブリックコメントを行い、

広く市民の皆様のご意見をお伺いいたしま

す。また、行政評価システムと連動させた

計画の進行管理の仕組みについても検討し

てまいります。 

 最後になりましたが、行財政改革につい

て申し上げます。 

 先にも申し上げましたが、今年度から第

４次行財政改革実施計画をスタートさせま

す。この改革では、これまでのように財政

健全化に向けた取組みだけではなく、人材

の育成を大きなテーマとしております。職

員数６６０人体制を目指すには、職員一人

ひとりの質が求められるのは当然のことで

あります。市民サービスの担い手である職

員には、研修などを通じてみずから能力を

開発・向上し、困難な状況にも勇気を持っ

てチャレンジする気概が求められています。

常に市民の目線に立って、効率的・効果的

な市民サービスを提供できるよう改革に取

り組んでまいります。 

 以上、市政運営に当たって、基本的な考

え方、並びに本議会にご提案いたしており

ます施策の大要につきましてご説明申し上

げました。 

 平成２２年度も解決しなればならない課

題が山積しておりますが、何もせず手をこ

まねいているわけにはまいりません。行財

政改革にしっかりと取り組む一方、社会情

勢を見きわめ、先手先手を打っていきたい

と思います。そして、暮らしのセーフティ

ネットを守り、夢のあるまちづくりを着実

に進めていくため、私を先頭に、特別職、

管理職はもとより、全職員の英知を結集す

るとともに、思いやり、奉仕、感謝、あい

さつ、節約、この五つの心を大切にし、こ

の難局を乗り切ってまいる所存でございま

す。 

 どうか皆様のご理解、ご協力を賜ります

ようお願い申し上げ、私の市政運営の基本

方針とさせていただきます。ご清聴ありが

とうございました。 

○上村高義議長 説明が終わりました。 

 日程３、議案第１６号及び議案第１７号

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 ただいま一括上程となりました

議案第１６号及び議案第１７号の提案理由

のご説明を申し上げます。 

 まず、議案第１６号、公平委員会委員の
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選任について同意を求める件につきまして、

ご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２２年３月１

３日付の泉正紹氏の任期満了に伴いまして、

引き続き泉正紹氏を摂津市公平委員会委員

に選任いたしたく、地方公務員法第９条の

２第２項の規定により、議会の同意を求め

るものでございます。 

 続きまして、議案第１７号、監査委員の

選任について同意を求める件につきまして、

ご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２２年５月１

８日付の脇田俊弘氏の任期満了に伴いまし

て、引き続き脇田俊弘氏を摂津市監査委員

に選任いたしたく、地方自治法第１９６条

第１項の規定により、議会の同意を求める

ものでございます。 

 なお、それぞれの履歴書を議案参考資料

の１ページから２ページに添付いたしてお

りますので、ご参照いただきますようお願

いを申し上げます。 

 簡単ではございますが、議案第１６号及

び議案第１７号の提案理由の説明とさせて

いただきます。 

○上村高義議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本２件については委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第１６号及び議案第１７号を採決し

ます。 

 本２件については同意することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、本２件は

同意されました。 

 日程４、議案第１号など３２件を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （奥村総務部長 登壇） 

○奥村総務部長 まず初めに、議案第１号、

平成２２年度摂津市一般会計予算につきま

して、提案内容をご説明申し上げます。 

 平成２２年度当初予算の総額は３１９億

６，５６８万２，０００円で、対前年度当

初予算比６億１，２６７万５，０００円、

２．０％の増額となっております。 

 平成２２年度は、前年度に比べ公債費が

５億９，６７６万２，０００円の減額、補

助費等が４億６，６０６万円の減額となっ

たものの、扶助費が１８億４，０２７万４，

０００円の増額となったことなどにより、

前年度に比べ増額となったものでございま

す。 

 なお、借換債を除く実質予算では、前年

度に比べ１０億４，７７７万５，０００円、

３．４％の増額となっております。 

 歳入の財源構成を見てまいりますと、市

税等の一般財源は２１６億６，５７０万１，

０００円で、歳入全体の６７．８％を占め

ております。前年度に比べ、金額では８億

２，７０４万５，０００円の減額、構成比

率では３．９ポイント減少しております。

これは、法人市民税及び市たばこ税の大幅

な減少などにより、一般財源である市税が

減少したことによるものでございます。 
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 また、自主財源と依存財源の割合は６７．

０対３３．０となり、自主財源の割合は前

年度に比べ４．１ポイント減少しておりま

す。これは、自主財源である市税が減少す

る一方、依存財源である国庫支出金が増加

したことによるものでございます。 

 次に、歳出の性質別内訳について、主な

ものを見てまいりますと、予算概要２１６

ページにありますように、人件費は６８億

９，９６３万７，０００円で、構成比２１．

６％、前年度に比べ４．１％の減額となっ

ております。これは、職員数の減や制度改

正などにより、一般職の給与費が３億３，

９４２万５，０００円の減となったことな

どによるものでございます。 

 公債費は３６億１，４９８万８，０００

円で、構成比１１．３％、前年度に比べ１

４．２％の減額となっております。なお、

本年度は借換債の発行予定はなく、借換債

を除く実質ベースでの公債費は、前年度に

比べ４．３％の減額となっております。 

 物件費は５８億４，３９４万５，０００

円で、構成比１８．３％、前年度に比べ３．

９％の増額となっております。これは、コ

ミュニティプラザ管理運営経費や小学校給

食調理業務の外部委託の拡大による委託料

の増加のほか、非常勤職員及び臨時職員賃

金が増加したことなどによるものでござい

ます。 

 扶助費は７６億４，１４５万９，０００

円で、構成比２３．９％、前年度に比べ３

１．７％の増となっております。これは、

子ども手当や生活保護に係る扶助費が増と

なったことなどによるものでございます。 

 繰出金は３６億５，８７１万４，０００

円で、構成比１１．４％、前年度に比べ３．

８％の増となっております。これは、公共

下水道事業特別会計への繰出金が増額とな

ったことなどによるものでございます。 

 また、普通建設事業費は１７億６，５２

８万５，０００円で、構成比５．５％、前

年度に比べ１４．１％の減となっておりま

す。これは、南千里丘まちづくり関連事業

の減などによるものでございます。 

 それでは、予算書の３ページをご覧いた

だきたいと思います。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を３１９

億６，５６８万２，０００円と定めており、

その款項の区分及び当該区分ごとの金額は、

４ページからの第１表歳入歳出予算に記載

のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１、市税

は１６８億５，０００万円で、前年度に比

べ２３億８２０万円、１２．０％の減額と

なっております。 

 項１、市民税は５６億７，８００万円で、

前年度に比べ１０億９，５００万円、１６．

２％の減額となっております。これは、現

下の経済状況から、個人所得や企業収益の

減少が見込まれることによる個人市民税及

び法人市民税の減額によるものでございま

す。 

 項２、固定資産税は８８億円で、前年度

に比べ１億６，０００万円、１．９％の増

額となっております。これは、家屋の新増

築による増加などによるものでございます。 

 項３、軽自動車税は７，８００万円で、

前年度に比べ８０万円、１．０％の増額と

なっております。 

 項４、市たばこ税は６億７，０００万円

で、前年度に比べ１４億円、６７．６％の

減額となっております。 

 項５、都市計画税は１６億２，４００万

円で、前年度に比べ２，６００万円、１．

６％の増額となっております。これは、固

定資産税と同様、家屋の新増築による増加
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によるものでございます。 

 款２、地方譲与税は１億７，４００万円

で、前年度と同額を計上いたしております。 

 項１、地方揮発油譲与税は４，６００万

円で、前年度に比べ１，７００万円、５８．

６％の増額となっております。これは、地

方道路譲与税法が地方揮発油譲与税法に改

正され、平成２１年４月１日に施行された

ことにより、本年度はすべて地方揮発油譲

与税として譲与されるためでございます。 

 項２、自動車重量譲与税は１億２，８０

０万円で、前年度と同額を計上いたしてお

ります。 

 款３、利子割交付金は７，６００万円で、

前年度と同額を計上いたしております。 

 款４、配当割交付金は２，７００万円で、

前年度と同額を計上いたしております。 

 款５、株式等譲渡所得割交付金は８００

万円で、前年度と同額を計上いたしており

ます。 

 款６、地方消費税交付金は１０億円で、

前年度と同額を計上いたしております。 

 款７、ゴルフ場利用税交付金は２７０万

円で、前年度と同額を計上いたしておりま

す。 

 款８、自動車取得税交付金は１億１，０

００円で、前年度と同額を計上いたしてお

ります。 

 目１、自動車取得税交付金は１億円で、

前年度と同額を計上いたしております。 

 目２、旧法による自動車取得税交付金は

１，０００円で、前年度と同額を計上いた

しております。 

 款９、地方特例交付金は１億８，７００

万円で、前年度に比べ２，３００万円、１

１．０％の減額となっております。これは、

子ども手当創設に伴う地方負担の増加相当

分に対しまして、地方特例交付金の交付が

見込まれる一方、減税補てん特例交付金廃

止の際の激変緩和措置が平成２１年度をも

って終了することによるものでございます。 

 款１０、地方交付税は２億２，６００万

円で、前年度に比べ１億５，３５０万円、

２１１．７％の増額となっております。 

 款１１、交通安全対策特別交付金は１，

８００万円で、前年度と同額を計上いたし

ております。 

 款１２、分担金及び負担金は１０億１，

４００万９，０００円で、前年度に比べ１

億１，６９７万９，０００円、１３．０％

の増額となっております。 

 款１３、使用料及び手数料は６億２，５

６１万円で、前年度に比べ２，２９７万２，

０００円、３．５％の減額となっておりま

す。 

 項１、使用料は５億１４３万４，０００

円で、前年度に比べ８７５万２，０００円、

１．７％の減額となっております。 

 次に５ページをご覧いただきたいと存じ

ます。 

 項２、手数料は１億２，４１７万６，０

００円で、前年度に比べ１，４２２万円、

１０．３％の減額となっております。 

 款１４、国庫支出金は４６億９，５３２

万６，０００円で、前年度に比べ１５億３，

８００万２，０００円、４８．７％の増額

となっております。 

 項１、国庫負担金は４２億２，５６８万

９，０００円で、前年度に比べ１４億４，

１１７万９，０００円、５１．８％の増額

となっております。これは、子ども手当負

担金の増加及び生活保護費等負担金の増額

などによるものでございます。 

 項２、国庫補助金は３億４，７２６万４，

０００円で、前年度に比べ４，１５３万５，

０００円、１３．６％の増額となっており
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ます。これは、市営住宅建替え事業等に係

る交付金の増加などによるものでございま

す。 

 項３、委託金は１億２，２３７万３，０

００円で、前年度に比べ５，５２８万８，

０００円、８２．４％の増額となっており

ます。これは、基幹統計調査委託金の増額

及び参議院議員通常選挙費委託金の増加な

どによるものでございます。 

 款１５、府支出金は１７億７，３７９万

６，０００円で、前年度に比べ３億２，４

７７万６，０００円、２２．４％の増額と

なっております。 

 項１、府負担金は１０億６，３５０万５，

０００円で、前年度に比べ１億２，３９５

万３，０００円、１３．２％の増額となっ

ております。これは、障害者自立支援給付

費等負担金が増額となったことによるもの

でございます。 

 項２、府補助金は５億４，１２１万４，

０００円で、前年度に比べ１億８，７８５

万８，０００円、５３．２％の増額となっ

ております。これは、制度変更による保育

所運営費補助金の増額やグリーンニューデ

ィール基金市町村補助金の増加などによる

ものでございます。 

 項３、委託金は１億６，９０７万７，０

００円で、前年度に比べ１，２９６万５，

０００円、８．３％の増額となっておりま

す。これは、府議会議員選挙費委託金の増

加などによるものでございます。 

 款１６、財産収入は４億５，３０６万５，

０００円で、前年度に比べ４億１，６０５

万７，０００円の増額となっております。 

 項１、財産運用収入は４，３７６万４，

０００円で、前年度に比べ６７５万７，０

００円、１８．３％の増額となっておりま

す。これは、土地貸付収入の増額によるも

のでございます。 

 項２、財産売払収入は４億９３０万１，

０００円で、南千里丘土地区画整理事業に

係る保留地処分金収入を計上いたしており

ます。 

 款１７、寄附金は１，０００円の計上で、

前年度と同額を計上いたしております。 

 款１８、繰入金は１０億４，１４８万５，

０００円で、前年度に比べ５億２，９７７

万円、５２．４％の増額となっております。 

 項１、特別会計繰入金は１，２４４万２，

０００円で、前年度と同額を計上いたして

おります。 

 項２、基金繰入金は１５億２，９０４万

３，０００円で、前年度に比べ５億２，９

７７万円、５３．０％の増額となっており

ます。 

 款１９、諸収入は６億１，７３８万９，

０００円で、前年度に比べ６，７６６万３，

０００円、１２．３％の増額となっており

ます。 

 項１、延滞金、加算金及び過料は１，８

００万円で、前年度と同額を計上いたして

おります。 

 項２、市預金利子は３１０万円で、前年

度に比べ１１０万円、２６．２％の減額と

なっております。 

 項３、貸付金元利収入は１億４１７万５，

０００円で、前年度に比べ５８万５，００

０円、０．６％の増額となっております。 

 項４、雑入は４億９，２１１万４，００

０円で、前年度に比べ６，８１７万８，０

００円、１６．１％の増額となっておりま

す。 

 款２０、市債は２２億７，６３０万円で、

前年度に比べ４億７，９９０万円、１７．

４％の減額となっております。本年度は、

借換債の発行の予定はないため、借換債を
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除く実質ベースでの前年度市債との比較で

は４，４８０万円、１．９％の減額となっ

ております。なお、市債発行予定額は、元

金償還額以内となっております。また、建

設事業債につきましては、２億６，６３０

万円となっております。 

 款２１、繰越金は３億円を計上いたして

おります。これは、平成２１年度決算にお

ける剰余金を見込み、計上いたすものでご

ざいます。 

 次に、６ページからの歳出でございます。 

 款１、議会費は３億１，５３７万６，０

００円で、前年度に比べ１，００６万２，

０００円、３．１％の減額となっておりま

す。 

 款２、総務費は４０億４，９１２万５，

０００円の計上で、前年度に比べ５，０９

２万９，０００円、１．３％の増額となっ

ております。 

 項１、総務管理費は３２億２，８７７万

５，０００円で、前年度に比べ１億４，４

６０万７，０００円、４．７％の増額とな

っております。これは、一般職の退職手当

の増額やコミュニティプラザ管理運営事業

の増加などによるものでございます。 

 項２、徴税費は４億８，３０５万１，０

００円で、前年度に比べ８，１７６万１，

０００円、１４．５％の減額となっており

ます。これは、過誤納還付金の減額などに

よるものでございます。 

 項３、戸籍住民基本台帳費は１億６，２

２８万１，０００円で、前年度に比べ１，

３４６万５，０００円、７．７％の減額と

なっております。 

 項４、選挙費は７，３６５万１，０００

円で、前年度に比べ３，９２０万円、３４．

７％の減額となっております。本年度は府

議会議員選挙及び参議院議員通常選挙事業

を計上いたしております。 

 項５、統計調査費は７，７９４万４，０

００円で、前年度に比べ４，５９５万２，

０００円、１４３．６％の増額となってお

ります。これは、国勢調査の実施に係る増

額などによるものでございます。 

 項６、監査委員費は２，３４２万３，０

００円で、前年度に比べ５２０万４，００

０円、１８．２％の減額となっております。 

 款３、民生費は１２５億９５８万８，０

００円で、前年度に比べ１７億６，９７６

万８，０００円、１６．５％の増額となっ

ております。 

 項１、社会福祉費は４７億９，９２９万

３，０００円で、前年度に比べ１億７，８

６０万９，０００円、３．９％の増額とな

っております。これは、障害者自立支援給

付費の増額などによるものでございます。 

 項２、児童福祉費は４８億９２７万６，

０００円で、前年度に比べ１０億６，３３

８万８，０００円、２８．４％の増額とな

っております。これは、子ども手当給付事

業の新規実施などによるものでございます。 

 項３、生活保護費は２５億５，３８８万

３，０００円で、前年度に比べ３億７，３

６４万３，０００円、１７．１％の増額と

なっております。 

 項４、生活文化費は３億４，２１１万８，

０００円で、前年度に比べ１億５，４１２

万８，０００円、８２．０％の増額となっ

ております。これは、保健センター移転後

の改修工事の増加などによるものでござい

ます。 

 項５、災害救助費は５０１万８，０００

円で、前年度と同額を計上いたしておりま

す。 

 款４、衛生費は２４億４４４万４，００

０円で、前年度に比べ１億８，８８４万５，
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０００円、８．５％の増額となっておりま

す。 

 項１、保健衛生費は８億７３５万９，０

００円で、前年度に比べ１億１，４９１万

３，０００円、１６．６％の増額となって

おります。これは、火葬炉設備改修工事の

増加や保健センター管理委託料の増額など

によるものでございます。 

 項２、清掃費は１５億９，７０８万５，

０００円で、前年度に比べ７，３９３万２，

０００円、４．９％の増額となっておりま

す。これは、ごみ処理施設の修繕料の増額

などによるものでございます。 

 款５、農林水産業費は１億１，２９１万

９，０００円で、前年度に比べ１，６６６

万６，０００円、１２．９％の減額となっ

ております。これは、農業水路等の整備に

係る負担金の減額などによるものでござい

ます。 

 款６、商工費は２億２，１８５万５，０

００円で、前年度に比べ２億７，０１３万

７，０００円、５４．９％の減額となって

おります。これは、企業誘致奨励金の減額

などによるものでございます。 

 款７、土木費は４７億７，８７０万７，

０００円で、前年度に比べ６，８８７万６，

０００円、１．４％の減額となっておりま

す。 

 項１、土木管理費は２７億４４７万３，

０００円で、前年度に比べ１億２，９０５

万５，０００円、５．０％の増額となって

おります。これは、公共下水道特別会計に

対する繰出金の増額などによるものでござ

います。 

 項２、道路橋りょう費は６億７，６８８

万円で、前年度に比べ１，２２０万７，０

００円、１．８％の増額となっております。

これは、千里丘三島線道路改良事業の増額

などによるものでございます。 

 項３、水路費は８，７２２万２，０００

円で、前年度に比べ１，６３１万１，００

０円、１５．８％の減額となっております。 

 項４、都市計画費は８億９，６２２万３，

０００円で、前年度に比べ５億３，７８９

万円、３７．５％の減額となっております。

これは、南千里丘まちづくり関連事業の減

額などによるものでございます。 

 項５、住宅費は４億１，３９０万９，０

００円で、前年度に比べ３億４，４０６万

３，０００円、４９２．６％の増額となっ

ております。これは、市営住宅建替え事業

の増額によるものでございます。 

 款８、消防費は９億１，０５９万７，０

００円で、前年度に比べ１億７，５６０万

５，０００円、１６．２％の減額となって

おります。これは、消防本部車両・資機材

整備事業の減額などによるものでございま

す。 

 款９、教育費は３０億１，４５８万３，

０００円で、前年度に比べ２億５，８７５

万９，０００円、７．９％の減額となって

おります。 

 ７ページに移りまして、項１、教育総務

費は５億５，５０１万５，０００円で、前

年度に比べ１０１万１，０００円、０．

２％の減額となっております。 

 項２、小学校費は１０億１，２７８万９，

０００円で、前年度に比べ１億４，１３３

万８，０００円、１２．２％の減額となっ

ております。これは、耐震補強等事業及び

給食調理場補修事業の減額によるものでご

ざいます。 

 項３、中学校費は２億７，２７１万２，

０００円で、前年度に比べ１億３，２０３

万５，０００円、３２．６％の減額となっ

ております。これは、学習環境改善事業の
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減少によるものでございます。 

 項４、幼稚園費は３億１，６９４万３，

０００円で、前年度に比べ１，８９５万３，

０００円、６．４％の増額となっておりま

す。 

 項５、社会教育費は４億４，３２３万３，

０００円で、前年度に比べ１，３２８万４，

０００円、２．９％の減額となっておりま

す。 

 項６、図書館費は１億７，４１７万１，

０００円で、前年度に比べ１，２９２万２，

０００円、８．０％の増額となっておりま

す。 

 項７、保健体育費は２億３，９７２万円

で、前年度に比べ２９６万６，０００円、

１．２％の減額となっております。 

 款１０、公債費は３６億１，４９８万８，

０００円で、前年度に比べ５億９，６７６

万２，０００円、１４．２％の減額となっ

ております。本年度は、借換債の発行の予

定はございません。そのため、借換債を除

く実質ベースでの前年度公債費と比較いた

しますと、１億６，１６６万２，０００円、

４．３％の減額となっております。 

 款１１、諸支出金は３５０万円で、前年

度と同額を計上いたしております。 

 款１２、予備費は３，０００万円で、前

年度と同額を計上いたしております。これ

は、災害等、当初に予想できない経費に備

えるものでございます。 

 次に、第２条、継続費につきましては、

経費の総額及び年割額について、８ページ、

第２表継続費に定めております。その内容

につきましては、地域福祉活動支援センタ

ー事業、斎場管理事業及び市営住宅建替え

事業となっております。 

 第３条、債務負担行為につきましては、

債務を負担することができる事項、期間、

及び限度額につきまして、９ページ、第３

表債務負担行為に定めております。その内

容につきましては、道路用地買収事業など

６件となっております。 

 第４条、地方債につきましては、起債の

目的、限度額等につきまして、１０ページ、

第４表地方債に定めております。その内容

につきましては、災害援護資金貸付など８

件となっております。 

 第５条、一時借入金につきましては、本

年度の借入れの最高額を５０億円と定めて

おります。 

 第６条は、歳出予算の流用について定め

ております。 

 以上、平成２２年度摂津市一般会計予算

の内容説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第５号、平成２２年度

摂津市財産区財産特別会計予算につきまし

て、提案内容のご説明を申し上げます。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を１５億

３，３４６万１，０００円と定め、その款

項の区分及び当該区分ごとの金額は、３ペ

ージ、第１表歳入歳出予算に記載のとおり

でございます。 

 まず、歳入でございますが、款１、財産

収入、項１、財産運用収入６，２２０万８，

０００円で、前年度と同額となっておりま

す。これは、味舌上財産区財産の一部を民

間事業所へ貸し付けいたしております駐車

場の地代収入でございます。 

 款２、繰越金、項１、繰越金１４億６，

７０２万６，０００円は、前年度に比べて

１．３％、１，９４７万１，０００円の増

額となっております。 

 次に、款３、諸収入、項１、預金利子等

４２２万７，０００円は、前年度に比べて
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３４．２％、１０７万８，０００円の増額

となっております。これは、前年度繰越金

の大部分を摂津市の一時借入金などにして

運用している利子であります。 

 次に、歳出でございますが、款１、繰出

金、項１、繰出金１，２４４万２，０００

円は、前年度と同額となっております。こ

れは、財産収入の２０％相当額を一般会計

に繰り出すものでございます。 

 款２、諸支出金、項１、地方振興事業費

１５億２，１０１万９，０００円は、前年

度に比べて１．４％、２，０５４万９，０

００円の増額となっております。その内容

につきましては、１２ページ以降に記載い

たしておりますとおり、各財産区に対する

事業交付金であります。 

 以上、平成２２年度摂津市財産区財産特

別会計予算の内容説明とさせていただきま

す。 

 次に、議案第１０号、平成２１年度摂津

市一般会計補正予算（第８号）につきまし

て、提案内容をご説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の内

容としましては、歳入につきましては、市

民税の減収見込みによる減額補正、国庫支

出金並びに府支出金の年度末見込みによる

増減額補正、市債の増減額補正などとなっ

ております。歳出につきましては、国の緊

急経済対策に呼応した事業の追加や全国瞬

時警報システム整備など、一部緊急を要す

る事業についての追加補正となっておりま

す。 

 まず、補正予算の第１条といたしまして、

既定による歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１０億１，６１０万８，０００円

を追加し、その総額を３４６億５，７３９

万６，０００円といたすものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページからの第１表歳入歳出予算補正に

記載のとおりでございます。 

 歳入につきましては、款１、市税は７億

６，０００万円の減額をいたしております。 

 項１、市民税は８億６，０００万円の減

額で、景気後退による企業収益低下により、

法人市民税が減収の見込みとなったことな

どによる減額でございます。 

 項２、固定資産税は１億円の増額で、償

却資産の増加などによる増額でございます。 

 款９、地方特例交付金は１万９，０００

円の減額で、交付額の確定により減額いた

すものでございます。 

 款１２、分担金及び負担金は１２６万９，

０００円の増額で、南千里丘土地区画整理

事業に係る電線共同溝整備工事負担金の増

額のほか、包括支援センター負担金の減額

を計上いたしております。 

 款１３、使用料及び手数料は６６０万円

の減額で、自動車駐車場使用料の減額を計

上いたしております。 

 款１４、国庫支出金は４，７９１万９，

０００円の増額となっております。 

 項１、国庫負担金は１，３０５万５，０

００円の減額で、保育所運営費負担金、児

童手当負担金及び児童扶養手当負担金の減

額を計上いたしております。 

 項２、国庫補助金は６，９６２万７，０

００円の増額で、まちづくり交付金や地域

活性化・きめ細かな臨時交付金の増額のほ

か、緊急消防援助隊設備整備費補助金の減

額などを計上いたしております。 

 項３、委託金は８６５万３，０００円の

減額で、基幹統計調査委託金及び衆議院議

員総選挙委託金の減額のほか、子ども手当

事務委託金を新たに計上いたしております。 

 款１５、府支出金は５２５万９，０００
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円の減額となっております。 

 項１、府負担金は１１８万２，０００円

の減額で、保育所運営費負担金や児童手当

負担金の減額のほか、後期高齢者医療保険

基盤安定負担金の増額を計上いたしており

ます。 

 項２、府補助金は３５２万８，０００円

の増額で、大阪府安心こども基金特別対策

事業費補助金の増額などのほか、放課後子

ども教室推進事業補助金の減額などを計上

いたしております。 

 項３、委託金は７６０万５，０００円の

減額で、連続立体交差事業調査委託金や河

川環境整備工事委託金の減額などを計上い

たしております。 

 款１６、財産収入は５４４万２，０００

円の増額で、土地貸付収入及び財政調整基

金ほか７基金の利子の増額などを計上いた

しております。 

 款１７、寄附金は４９３万７，０００円

の増額で、一般寄附金の増額や緑化事業寄

附金を新たに計上いたしております。 

 款１８、繰入金は１０億９，０００万円

の増額で、減債基金から財政調整基金へ積

み替えを行うため、減債基金繰入金を新た

に計上いたしております。 

 款１９、諸収入は２４１万９，０００円

の増額で、環境対応車普及促進対策費補助

金などを計上いたしております。 

 款２０、市債は６億３，６００万円の増

額で、減収補てん債の増額のほか、南千里

丘まちづくり整備事業債及び市道千里丘２

３号線改良事業債の減額を計上いたしてお

ります。 

 続きまして、３ページの歳出でございま

すが、款１、議会費は５７２万６，０００

円の減額で、決算見込みにより不用額を減

額いたすものでございます。 

 款２、総務費は１６億２４１万８，００

０円の増額となっております。 

 項１、総務管理費は１６億５，６０６万

７，０００円の増額で、退職手当や減債基

金から財政調整基金への積み替えに係る積

立金の増額などを計上いたすほか、決算見

込みにより不用額を減額いたすものでござ

います。 

 項２、徴税費から、項６、監査委員費ま

での減額につきましては、いずれも決算見

込みにより不用額を減額いたすものでござ

います。 

 款３、民生費では９，１６０万４，００

０円の減額となっております。 

 項１、社会福祉費は５，７２５万４，０

００円の減額で、障害者総合支援センター

事業に係る改修工事などを計上いたすほか、

決算見込みにより不用額を減額いたすもの

でございます。 

 項２、児童福祉費は２，３１３万３，０

００円の減額で、保育所の修繕料の増額及

び子ども手当給付に係るシステム改修経費

を新たに計上いたすほか、決算見込みによ

り不用額を減額いたすものでございます。 

 項３、生活保護費及び項４、生活文化費

の減額は、決算見込みにより不用額を減額

いたすものでございます。 

 款４、衛生費は３，２８０万２，０００

円の減額となっております。 

 項１、保健衛生費は８５７万８，０００

円の減額で、別府斎場耐震補強工事などを

計上いたすほか、決算見込みにより不用額

を減額いたすものでございます。 

 項２、清掃費は決算見込みにより不用額

を減額いたすものでございます。 

 款５、農林水産業費は３０６万８，００

０円の減額で、決算見込みにより不用額を

減額いたすものでございます。 
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 款７、土木費は２億７，４３５万１，０

００円の減額となっております。 

 項１、土木管理費から項３、水路費まで

の減額につきまして、いずれも決算見込み

により不用額を減額いたすものでございま

す。 

 項４、都市計画費は３，６７３万１，０

００円の増額で、新在家鳥飼上線に係る土

地購入費、公園遊具改修工事及び緑化基金

積立金を計上いたすほか、決算見込みによ

り不用額を減額いたすものでございます。 

 項５、住宅費は２６万９，０００円の減

額で、市営住宅整備基金積立金を計上いた

すほか、決算見込みにより不用額を減額い

たすものでございます。 

 款８、消防費は２，２７８万１，０００

円の減額で、全国瞬時警報システム整備費

用を計上いたすほか、決算見込みにより不

用額を減額いたすものでございます。 

 款９、教育費では１億２，１１９万４，

０００円の減額となっております。 

 項１、教育総務費は７５５万６，０００

円の増額で、教育研究所移転に係る改修工

事を計上いたすほか、決算見込みにより不

用額を減額いたすものでございます。 

 項２、小学校費から４ページ、項７、保

健体育費までは、いずれも決算見込みによ

り不用額を減額いたすものでございます。 

 款１０、公債費は３，４７８万４，００

０円の減額となっております。これは、決

算見込みにより不用額を減額いたすもので

ございます。 

 次に、第２条、繰越明許費につきまして

は、５ページ、第２表繰越明許費に記載の

とおり、学校等ＩＣＴ環境整備事業ほか１

７事業につきまして、事業の進捗状況から

繰り越しが見込まれるため、繰越明許をお

願いいたすものでございます。 

 次に、第３条、債務負担行為の補正につ

きましては、６ページからの第３表債務負

担行為の補正に記載のとおり、小学校用副

読本作成事業につきまして、その期間を延

長し、平成２１年度から平成２３年度まで

に変更いたすものでございます。 

 第４条、地方債の補正につきましては、

８ページからの第４表地方債の補正に記載

いたしております。南千里丘まちづくり整

備事業債につきましては、平成２１年度分

のまちづくり交付金が増額交付の見込みと

なったことに伴い、起債の限度額を変更い

たすものでございます。 

 市道千里丘２３号線改良事業につきまし

ては、本年度事業実施が平成２２年度とな

ったことに伴い、起債の限度額すべてを減

額いたすものでございます。 

 減収補てん債につきましては、法人市民

税の減収見込みに伴い、起債の限度額を変

更いたすものでございます。 

 以上、平成２１年度摂津市一般会計補正

予算（第８号）の内容説明とさせていただ

きます。 

 続きまして、議案第２９号、摂津市税条

例の一部を改正する条例制定の件につきま

して、提案内容をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、市税督促状の発行

期間を定めることと、個人の市民税及び固

定資産税に係ります納期前納付報奨金を廃

止するものでございます。 

 それでは、議案書の条文に従いまして、

改正内容をご説明申し上げます。議案参考

資料（条例関係その２）、１４４ページか

ら１４５ページの新旧対照表も併せてご参

照賜りますようお願い申し上げます。 

 まず最初に、第１２条の次に第１２条の

２を加えるものでございます。その内容は、

督促状の発行期間を納付期限後５０日以内
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と定めるものでございます。 

 督促状の発行期間につきましては、通常、

市税が金融機関で収納されてから本市に届

き、収納データの消し込みから督促状発送

までおおむね５０日必要なため、督促状を

発すべき期間を条例に明記するものでござ

います。 

 次に、第３６条第２項及び同条第３項は、

個人の市民税の納期前納付報奨金について、

第７７条第２項及び同条第３項は、固定資

産税の納期前納付報奨金について規定した

ものでございますが、廃止に伴い削除する

ものでございます。納期前納付報奨金制度

につきましては、昭和２５年に地方税法が

制定された際に、納税者の納税意識を高め、

自主納税を促進することを目的として創設

され、本市におきましても同様の目的で制

度運用を行ってまいりましたが、現在では

市税等の公金収納を扱う金融機関も増え、

納税環境も整備されるなど、その目的はお

おむね達成されておりますことから廃止す

るものでございます。 

 次に、附則でございますが、施行期日に

つきましては、この条例は平成２３年４月

１日から施行するものでございます。ただ

し、第１２条の２の改正規定につきまして

は、公布の日から施行するものでございま

す。 

 以上、提案内容の説明とさせていただき

ます。 

○上村高義議長 次に、水道部長。 

  （中岡水道部長 登壇） 

○中岡水道部長 それでは、議案第２号、平

成２２年度摂津市水道事業会計予算につき

まして、提案内容をご説明申し上げます。 

 まず、予算書１ページをご覧いただきた

いと存じます。 

 第１条は、本予算の総則を定めたもので、

第２条では、業務の予定量といたしまして、

給水戸数を３万６，７００戸、給水人口を

８万４，０００人、年間総給水量を１，１

２６万５，０００立方メートル、１日当た

りの平均給水量を３万８６３立方メートル

と定めたものでございます。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額

を定めたもので、収入につきましては、款

１、水道事業収益で２４億９，４１１万５，

０００円、前年度に比べ１．７％、４，３

０９万９，０００円の減額となっておりま

す。これは、項１、営業収益で２２億８，

３４４万円、前年度に比べ６．６％、１億

６，０６３万８，０００円の減額となって

おり、この主な理由といたしましては、水

需要の減少により給水収益が減少すること

や、南千里丘土地区画整理事業に係る受託

工事収益が減少することなどによるもので

ございます。 

 項２、営業外収益では２億１，０６７万

５，０００円、前年度に比べ１２６．２％、

１億１，７５３万９，０００円の増額とな

っており、この主な理由といたしましては、

南千里丘における大規模集合住宅の建設に

より納付金が増加することなどによるもの

でございます。 

 次に、支出につきましては、款１、水道

事業費用で２１億１，４４５万７，０００

円、前年度に比べ５％、１億１，１６０万

１，０００円の減額となっております。こ

れは、項１、営業費用で１９億４，３０５

万３，０００円、前年度に比べ４．６％、

９，３６４万円の減額となっており、この

主な理由といたしましては、太中浄水場な

どに係る委託料や修繕費などは増加するも

のの、人件費や府営水の受水費、受託工事

費、減価償却費などが減少することによる

ものでございます。 
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 項２、営業外費用では１億６，１４０万

４，０００円、前年度に比べ１０％、１，

７９６万１，０００円の減額となっており、

この主な理由といたしましては、企業債の

支払利息の減少などによるものでございま

す。 

 項３、予備費は、前年度と同額の１，０

００万円を計上いたしております。 

 第４条は、資本的収入及び支出の予定額

を定めたもので、収入につきましては、款

１、資本的収入で５億３，０９０万円、前

年度に比べ０．１％、５５万円の減額とな

っております。これは、項１、企業債では

前年度と同額の３，０００万円を計上いた

しておりますが、項２、工事負担金は９０

万円、前年度に比べ３７．９％、５５万円

の減額となっており、この理由は消火栓設

置箇所数が減少することによるものでござ

います。 

 項３、貸付金は５億円で、前年度と同額

を計上いたしております。 

 次に、支出につきましては、款１、資本

的支出で１２億４，８９５万２，０００円、

前年度に比べ７．５％、８，６９４万８，

０００円の増額となっております。これは、

項１、建設改良費で４億５，５８２万５，

０００円、前年度に比べ２８．９％、１億

２１９万円の増額となっており、この主な

理由といたしましては、固定資産取得費な

どは減少するものの、施設改修費や鉛管対

策工事費が増加することによるものでござ

います。 

 項２、企業債償還金では２億８，８１２

万７，０００円、前年度に比べ５％、１，

５２４万２，０００円の減額となっており

ます。この理由といたしましては、企業債

の未償還残高が減少したことによるもので

ございます。 

 項３、貸付金は５億円、項４、予備費は

５００万円で、それぞれ前年度と同額を計

上いたしております。 

 ２ページ、第５条は、債務負担行為をす

ることができる事項、期間及び限度額を定

めたもので、太中浄水場運転監視業務委託

事業につきまして、平成２２年度から平成

２４年度までの３か年で、限度額１億３，

５００万円といたしております。 

 第６条は、企業債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法を定めた

もので、本年度につきましては、配水管整

備事業で３，０００万円の起債を予定して

おります。 

 ３ページ、第７条は、議会の議決を経な

ければ流用することのできない経費を定め

たもので、職員給与費３億７，４８７万４，

０００円、交際費５万円、退職給与金１億

２，０００万円といたしております。 

 第８条は、たな卸資産の購入限度額を定

めたもので、その限度額を２，８４５万１，

０００円といたしております。 

 なお、４ページ以降に、予算実施計画、

資金計画、平成２１年度予定貸借対照表及

び予定損益計算書、平成２２年度予定貸借

対照表、給与費明細書、債務負担行為に関

する調書、予算総括表並びに予算実施計画

説明書など、予算に関する説明書を添付い

たしておりますので、ご参照賜りますよう

お願い申し上げます。 

 以上、平成２２年度摂津市水道事業会計

予算の提案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１１号、平成２１年

度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）

につきまして、提案内容をご説明申し上げ

ます。 

 今回の補正予算の内容は、年度末までの

収入見込みと支出における執行差金などを
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精査したものでございます。 

 まず、補正予算書１ページをご覧いただ

きたいと存じます。 

 第１条は、総則を定めたものでございま

す。 

 第２条は、収益的収入及び支出における

予定額の補正を定めたもので、収入につき

ましては、款１、水道事業収益で、既決額

２５億３，７２１万４，０００円から１億

２，７１３万１，０００円を減額し、補正

後の額を２４億１，００８万３，０００円

といたすものでございます。これは、項１、

営業収益で、給水収益の減少や公共下水道

工事に係る給配水管移設工事の減少などに

伴う受託工事収益の減少により減額いたす

ものでございます。 

 次に、支出につきましては、款１、水道

事業費用で、既決額２２億２，０１４万５，

０００円から３，５３３万２，０００円を

減額し、補正後の額を２１億８，４８１万

３，０００円といたすものでございます。

これは、項１、営業費用で、薬品費や府営

水の受水費、公共下水道工事に係る給配水

管移設工事などの受託工事費、業務委託料

の減少などにより減額いたすものでござい

ます。 

 項２、営業外費用では、消費税の減少な

どに伴い１１９万４，０００円を減額いた

すものでございます。 

 項３、特別損失につきましては、転出先

不明や会社倒産等による水道料金等の徴収

不能分を欠損処分するため、１，２０２万

４，０００円を新たに計上いたすものでご

ざいます。 

 ２ページ、第３条は、資本的支出におけ

る予定額の補正を定めたもので、款１、資

本的支出で、既決額１１億６，１４８万９，

０００円から５，５１０万円を減額し、補

正後の額を１１億６３８万９，０００円と

いたすものでございます。これは、項１、

建設改良費で、太中浄水場の施設改修事業

や配水管整備事業の工事請負費の執行差金

の発生などにより減額いたすものでござい

ます。 

 これに伴い、資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額につきましては、既決

額６億３，００３万９，０００円を５億７，

４９３万９，０００円に改めるとともに、

補てん財源につきましては、過年度分損益

勘定留保資金２億６，４０８万円、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

１，５９５万９，０００円を、過年度分損

益勘定留保資金２億１，１６０万４，００

０円、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額１，３３３万５，０００円に

改めるものでございます。 

 第４条は、たな卸資産購入限度額を定め

たもので、既決額３，５１６万１，０００

円を２，９９１万１，０００円に改めるも

のでございます。 

 なお、３ページ以降には、補正予算実施

計画、補正予算資金計画、予定貸借対照表

及び補正予算実施計画説明書を添付いたし

ておりますので、ご参照賜りますようお願

い申し上げます。 

 以上、平成２１年度摂津市水道事業会計

補正予算（第３号）の提案説明とさせてい

ただきます。 

○上村高義議長 次に、保健福祉部長。 

  （佐藤保健福祉部長 登壇） 

○佐藤保健福祉部長 それでは、議案第３号、

議案第４号、議案第８号、議案第９号、議

案第１２号、議案第１４号、議案第１５号、

議案第３１号、議案第３４号について、提

案内容をご説明申し上げます。 

 まず、議案第３号、平成２２年度摂津市
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国民健康保険特別会計予算につきまして、

ご説明申し上げます。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ９８億６，７２５万９，０００

円と定め、その款項の区分及び当該区分ご

との金額は、３ページからの第１表歳入歳

出予算に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１、国民

健康保険料２４億８，５１３万７，０００

円は、前年度に比べ２．１％、５，４３９

万７，０００円の減額でございます。これ

は、被保険者数の減少などにより減額とな

ったものでございます。 

 款２、使用料及び手数料、項１、手数料

３２万円は、前年度と同額でございます。 

 款３、国庫支出金２０億７，０１７万５，

０００円は、前年度に比べ３．９％、８，

３９６万９，０００円の減額でございます。 

 項１、国庫負担金１７億８，５３６万６，

０００円は、前年度に比べ３．６％、６，

５７５万６，０００円の減額でございます。

これは、主に療養給付費等負担金の算定に

当たって、前期高齢者交付金を控除する仕

組みのため減少したものでございます。 

 項２、国庫補助金２億８，４８０万９，

０００円は、前年度に比べ６％、１，８２

１万３，０００円の減額となっております。 

 款４、療養給付費交付金４億９２９万５，

０００円は、前年度に比べ３０．９％、１

億８，２６８万６，０００円の減額でござ

います。これは、退職被保険者数の減によ

るものでございます。 

 款５、前期高齢者交付金２２億９，５６

５万５，０００円は、前年度に比べ４４．

１％、７億２６８万６，０００円の増額と

なっております。これは、概算交付額の大

幅な増加に加え、過年度精算分が加算して

交付される見込みとなったことによるもの

でございます。 

 款６、府支出金３億８，９７５万３，０

００円は、前年度に比べ１３．４％、６，

０３７万８，０００円の減額でございます。 

 項１、府負担金６，１２８万６，０００

円は、前年度に比べ４．７％、３００万８，

０００円の減額で、高額医療費共同事業拠

出金の減に伴うものでございます。 

 項２、府補助金３億２，８４６万７，０

００円は、前年度に比べ１４．９％、５，

７３７万円の減額でございます。 

 款７、共同事業交付金１３億５，１８３

万２，０００円は、前年度に比べ１７．

９％、２億５４３万３，０００円の増で、

拠出額に対する交付割合を、平成２１年度

実績をもとに見込んだことによるものでご

ざいます。 

 款８、繰入金、項１、一般会計繰入金８

億５，４１２万６，０００円は、前年度に

比べ２．５％、２，２１７万７，０００円

の減額でございます。これは、国保財政安

定化支援事業の増は見込めるものの、本年

度は赤字解消分５，０００万円を見込んで

いないことによるものでございます。 

 款９、諸収入、項１、雑入は１，０９６

万６，０００円を見込んでおります。 

 次に、歳出でございますが、４ページ、

款１、総務費１億３，４６８万３，０００

円は、前年度に比べ１．５％、１９３万５，

０００円の増額でございます。 

 項１、総務管理費１億９３３万９，００

０円は、前年度に比べ３．６％、３７５万

１，０００円の増額で、主に被保険者証の

更新年度に当たるため、書留郵送料が増と

なったことによるものでございます。 

 項２、徴収費２，４９５万６，０００円
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は、前年度に比べ６．７％、１８０万４，

０００円の減額でございます。 

 項３、運営協議会費３８万８，０００円

は、前年度に比べ３％、１万２，０００円

の減額でございます。 

 款２、保険給付費６８億６，７９９万３，

０００円は、前年度に比べ５．３％、３億

４，７２６万７，０００円の増額でござい

ます。 

 項１、療養諸費６０億９，８５９万５，

０００円は、前年度に比べ４．５％、２億

６，０１５万８，０００円の増額でござい

ます。 

 項２、高額療養費６億７，３１８万７，

０００円は、前年度に比べ１６．４％、９，

４６１万１，０００円の増額でございます。 

 項３、移送費１０万円は、前年度と同額

でございます。 

 項４、出産育児諸費７，５６３万８，０

００円は、前年度に比べ５．２％、４１６

万２，０００円の減額でございます。 

 項５、葬祭諸費９２５万円は、前年度に

比べ１１．９％、１２５万円の減額でござ

います。 

 項６、精神・結核医療給付費１，１２２

万３，０００円は、前年度に比べ１５．

７％、２０９万円の減額となっております。 

 款３、後期高齢者支援金等１０億９，７

６３万５，０００円は、前年度に比べ５．

８％、６，７８１万９，０００円の減額で、

１人当たりの後期高齢者支援金等の増はあ

ったものの、過年度精算分の返戻分が相殺

されることから減となったものでございま

す。 

 款４、前期高齢者納付金等１９５万７，

０００円は、前年度に比べ４７．４％、１

７６万７，０００円の減額でございます。 

 款５、老人保健拠出金１，７６５万１，

０００円は、前年度に比べ１，７５６万２，

０００円の増額でございます。これは、平

成２０年度精算拠出によるものでございま

す。 

 款６、介護納付金４億３，７５０万８，

０００円は、前年度に比べ６．１％、２，

５１９万９，０００円の増額で、１人当た

りの介護納付金の増によるものでございま

す。 

 款７、共同事業拠出金１２億２７７万９，

０００円は、前年度に比べ５．６％、７，

１３２万７，０００円の減額でございます。 

 款８、保健施設費９，８３０万２，００

０円は、前年度に比べ４．７％、４３７万

円の増額でございます。これは、医療費適

正化を進めるために、特定健康診査受診勧

奨委託料及び後発医薬品普及促進委託料を

計上したことなどによるものでございます。 

 款９、諸支出金、項１、償還金及び還付

加算金７７５万１，０００円は、前年度と

同額でございます。 

 款１１、予備費１００万円は、前年度と

同額でございます。 

 次に、１ページに戻りますが、第２条は

歳出予算の流用につきまして定めておりま

す。 

 また、給与費明細書を３６ページ以降に

記載しておりますので、併せてご参照をお

願いいたします。 

 以上、平成２２年度摂津市国民健康保険

特別会計予算につきましての提案説明とさ

せていただきます。 

 続きまして、議案第４号、平成２２年度

摂津市老人保健医療特別会計予算につきま

して、その内容をご説明申し上げます。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳
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出それぞれ３６０万７，０００円と定め、

その款項の区分及び当該区分ごとの金額は、

３ページからの第１表歳入歳出予算に記載

のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１、支払

基金交付金、項１、支払基金交付金４，０

００円は、前年度に比べ２，１８１万円の

減額でございます。 

 款２、国庫支出金、項１、国庫負担金２，

０００円は、前年度に比べ１，１８２万９，

０００円の減額、款３、府支出金、項１、

府負担金２，０００円は、前年度に比べ２

９５万６，０００円の減額で、これらは、

基金、国・府それぞれの負担分で、いずれ

も老人保健医療制度が廃止されて２か年が

経過したことによる医療費支出の減少に伴

うものでございます。 

 款４、繰入金、項１、一般会計繰入金５

０万６，０００円は、前年度に比べ３４７

万３，０００円の減額で、これも、国・府

と同様、医療費支出の減少などに伴うもの

でございます。 

 款５、諸収入、項１、延滞金及び加算金

１，０００円は、不正利得返納金に対する

加算金でございます。 

 項２、雑入３０９万２，０００円の主な

ものは、平成２０年３月以前の診療分によ

る調整金でございます。 

 次に、歳出でございますが、４ページ、

款１、総務費、項１、総務管理費４，００

０円は、前年度に比べ１万６，０００円の

減額でございます。 

 款２、医療諸費、項１、医療諸費３１０

万２，０００円は、前年度に比べ３，６４

６万２，０００円の減額でございます。こ

れは、平成２０年３月以前の診療分に係る

老人保健医療対象者の医療費現物給付及び

現金給付などに係る経費でございます。 

 款３、諸支出金、項１、償還金１，００

０円は、過年度分の国庫返還金等でござい

ます。 

 款４、予備費、項１、予備費５０万円は、

前年度に比べ５０万円の減額でございます。 

 以上、予算内容の説明とさせていただき

ます。 

○上村高義議長 説明の途中でありますが、

暫時休憩します。 

（午前１１時５１分 休憩） 

                 

（午後 １時    再開） 

○上村高義議長 再開します。 

 引き続き提案理由の説明を求めます。保

健福祉部長。 

  （佐藤保健福祉部長 登壇） 

○佐藤保健福祉部長 それでは、議案第８号、

平成２２年度摂津市介護保険特別会計予算

につきまして、提案内容をご説明申し上げ

ます。 

 予算書の１ページをご覧いただきたいと

存じます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ３７億７，３２１万７，０００

円と定め、その款項の区分及び当該区分ご

との金額は、３ページからの第１表歳入歳

出予算に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１、保険

料、項１、介護保険料８億４，１４２万円

は、第１号被保険者の保険料で、前年度に

比べ３．９％、３，１９５万５，０００円

の増額となっております。これは、被保険

者数の増によるものでございます。 

 款２、使用料及び手数料、項１、手数料

９万円は、保険料の督促手数料で、前年度

と同額となっております。 

 款３、国庫支出金６億９，４９８万４，

０００円は、介護給付費及び地域支援事業
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費の法定負担分で、前年度に比べ３．９％、

２，５７７万６，０００円の増額となって

おります。 

 項１、国庫負担金６億３，９１１万３，

０００円は、介護給付費負担金で、前年度

に比べ４．３％、２，６１３万５，０００

円の増額となっております。 

 項２、国庫補助金５，５８７万１，００

０円は、調整交付金及び地域支援事業交付

金で、前年度に比べ０．６％、３５万９，

０００円の減額となっております。 

 款４、支払基金交付金、項１、支払基金

交付金１０億７，５８８万４，０００円は、

社会保険診療報酬支払基金から交付される

介護給付費及び地域支援事業費の法定負担

分で、前年度に比べ３．９％、４，０６２

万５，０００円の増額となっております。 

 款５、府支出金５億３，８９５万１，０

００円は、介護給付費及び地域支援事業費、

施設整備費の法定負担分で、前年度に比べ

４．５％、２，３２７万５，０００円の増

額となっております。 

 項１、府負担金５億１，８１０万１，０

００円は、介護給付費負担金で、前年度に

比べ４％、２，０１１万３，０００円の増

額となっております。 

 項２、府補助金２，０８５万円は、地域

支援事業交付金及び地域介護・福祉空間整

備交付金で、前年度に比べ１７．９％、３

１６万２，０００円の増額となっておりま

す。これは、地域介護・福祉空間整備交付

金が前年度当初予算にはなかったことによ

るものでございます。 

 款６、繰入金６億２，１３９万２，００

０円は、一般会計及び基金からの繰入金で、

前年度に比べ１．１％、７０２万１，００

０円の増額となっております。 

 項１、一般会計繰入金５億６，８５０万

円は、介護給付費及び地域支援事業費の法

定負担分ほか、職員人件費及び事務経費の

財源の繰り入れで、前年度に比べ１．２％、

６７７万１，０００円の増額となっており

ます。 

 項２、基金繰入金５，２８９万２，００

０円は、介護保険事業計画に基づき、介護

保険料の上昇を抑えるために、介護保険給

付費準備基金及び介護従事者処遇改善臨時

特例基金から財源を繰り入れるもので、前

年度に比べ０．５％、２５万円の増額とな

っております。 

 款７、諸収入、項１、雑入４万１，００

０円は、前年度に比べ２．５％、１，００

０円の増額となっております。 

 款８、財産収入、項１、財産運用収入４

５万５，０００円は、介護保険給付費準備

基金及び介護従事者処遇改善臨時特例基金

の利子で、前年度に比べ３２．５％、２１

万９，０００円の減額となっております。 

 次に、歳出でございますが、４ページを

ご覧いただきたいと存じます。 

 款１、総務費１億１，１４７万７，００

０円は、介護保険制度運営に係る人件費及

び事務費で、前年度に比べ７．１％、８５

０万１，０００円の減額となっております。 

 項１、総務管理費７，８７２万３，００

０円は、人件費及び一般事務事業費、ＯＡ

機器管理事業費、地域介護・福祉空間整備

事業費及び連合会負担金で、前年度に比べ

７．２％、６１４万４，０００円の減額と

なっております。 

 項２、徴収費３１７万円は、介護保険料

賦課徴収に係る事務費等で、前年度に比べ

１８％、６９万４，０００円の減額となっ

ております。 

 項３、介護認定審査会費２，９５８万４，

０００円は、要介護認定に係る調査及び審
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査の費用で、前年度に比べ５．３％、１６

６万３，０００円の減額となっております。 

 款２、保険給付費３５億６，０６５万５，

０００円は、前年度に比べ４．２％、１億

４，２２９万８，０００円の増額となって

おります。 

 項１、介護サービス等諸費３１億４１２

万４，０００円は、要介護者への保険給付

に係る費用で、前年度に比べ４．１％、１

億２，２８６万１，０００円の増額となっ

ております。 

 項２、介護予防サービス等諸費２億５，

６３３万１，０００円は、要支援者への保

険給付に係る費用で、前年度に比べ４．

１％、１，０１９万７，０００円の増額と

なっております。 

 項３、その他諸費３７５万２，０００円

は、国保連合会への審査支払手数料で、前

年度に比べ４．３％、１５万３，０００円

の増額となっております。 

 項４、高額介護サービス等費５，７６７

万４，０００円は、自己負担の月額上限額

を超えた方への給付費で、前年度に比べ４．

６％、２５３万１，０００円の増額となっ

ております。 

 項５、高額医療合算介護サービス等費１

１０万円は、高額介護サービス費及び高額

療養費支給後の自己負担の年額上限額を超

えた方への給付費で、前年度と同額となっ

ております。 

 項６、特定入所者介護サービス等費１億

３，７６７万４，０００円は、食費及び居

住費の利用者負担額軽減に係る介護保険施

設への補足給付で、前年度に比べ５％、６

５５万６，０００円の増額となっておりま

す。 

 款３、地域支援事業費９，４９９万３，

０００円は、介護予防事業、包括的支援事

業及び任意地域支援事業に係る費用で、前

年度に比べ５．６％、５６４万５，０００

円の減額となっております。 

 項１、介護予防事業費２，５６３万１，

０００円は、特定高齢者及び一般高齢者を

対象とした介護予防事業に係る費用で、前

年度に比べ２１．２％、６８７万８，００

０円の減額となっております。 

 項２、包括的支援事業・任意事業費６，

９３６万２，０００円は、地域包括支援セ

ンターの運営経費及び成年後見制度利用支

援等に係る費用で、前年度に比べ１．８％、

１２３万３，０００円の増額となっており

ます。 

 款４、基金積立金４５万５，０００円は、

介護保険給付費準備基金及び介護従事者処

遇改善臨時特例基金の預金利子を基金に積

み戻しするもので、前年度に比べ３２．

５％、２１万９，０００円の減額となって

おります。 

 款５、諸支出金、項１、償還金及び還付

加算金５６３万７，０００円は、過年度分

保険料払戻金で、前年度に比べ９．８％、

５０万１，０００円の増額となっておりま

す。 

 次に、１ページに戻りますが、第２条は

歳出予算の流用につきまして定めておりま

す。 

 また、給与費明細書を３０ページ以降に

記載しておりますので、併せてご参照をお

願いいたします。 

 以上で、平成２２年度摂津市介護保険特

別会計予算につきましての提案説明とさせ

ていただきます。 

 続きまして、議案第９号、平成２２年度

摂津市後期高齢者医療特別会計につきまし

て、ご説明を申し上げます。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた
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だきたいと存じます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ６億４，４８２万４，０００円

と定め、その款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、３ページからの第１表歳入歳出

予算に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１、後期

高齢者医療保険料５億４，３１１万７，０

００円は、前年度に比べ０．２％、１１８

万８，０００円の増額で、本市が後期高齢

者被保険者から収納いたします保険料でご

ざいます。 

 款２、使用料及び手数料４万円は、督促

手数料でございます。 

 款３、繰入金、項１、一般会計繰入金１

億１６６万７，０００円は、事務費繰入金

及び保険基盤安定繰入金で、前年度に比べ

１３．６％、１，２１３万８，０００円の

増額でございます。 

 次に、歳出でございますが、４ページ、

款１、総務費、項１、総務管理費４９６万

３，０００円は、前年度に比べ２４．５％、

１６１万円の減額、項２、徴収費１８１万

３，０００円は、前年度に比べ４３％、１

３７万円の減額で、保険料徴収に関する経

費でございます。 

 款２、後期高齢者医療広域連合納付金６

億３，６０４万円は、前年度に比べ２．

５％、１，５３０万８，０００円の増額で、

本市が徴収した保険料及び基盤安定繰入金

を大阪府後期高齢者医療広域連合へ納付す

るものでございます。 

 款３、諸支出金、項１、償還金利子及び

還付金１００万８，０００円は、過年度分

保険料の還付金でございます。 

 款４、予備費は１００万円を計上いたし

ております。 

 なお、保険料徴収費に係る集金人の給与

費明細書を１６及び１７ページに記載して

おりますので、併せてご参照をお願いいた

します。 

 以上、予算内容の説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第１２号、平成２１年

度摂津市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）につきまして、ご説明を申し上

げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の内

容といたしましては、共同事業の交付金及

び拠出金が確定したことに伴う歳入歳出の

補正及び年度末見込みによる不用額の減額

に伴う補正でございます。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ２億５，３８０万

８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を１０４億５，８２９万６，０００円と

するものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算は、２ペー

ジの第１表歳入歳出予算補正に記載のとお

りでございます。 

 まず、歳入でございますが、款３、国庫

支出金、項１、国庫負担金７９８万５，０

００円の減額は、高額医療費共同事業拠出

金の確定に伴い、その４分の１に相当する

高額医療費共同事業負担金を減額するもの

でございます。 

 款６、府支出金、項１、府負担金７９８

万５，０００円の減額は、高額医療費共同

事業拠出金の確定に伴い、その４分の１に

相当する高額医療費共同事業負担金を減額

するものでございます。 

 款７、共同事業交付金、項１、共同事業

交付金６，２３５万６，０００円の増額は、
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高額医療費共同事業交付金及び保険財政共

同安定化事業交付金の確定による増額でご

ざいます。 

 款８、繰入金、項１、一般会計繰入金は

１，１２３万４，０００円の減額で、年度

末見込みによる総務費等に係る不用額の減

額でございます。 

 款９、諸収入、項１、雑入は２億８，８

９６万円の減額でございます。これは、共

同事業の交付金及び拠出金が確定したこと

に伴い、拠出金に対する交付金の返戻率が

当初見込みから大幅に増加し、収支が改善

したため、この収支改善額を雑入から減額

するものでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、款１、

総務費、項１、総務管理費及び項２、徴収

費は、年度末見込みによる不用額の減額で

ございます。 

 款７、共同事業拠出金、項１、共同事業

拠出金２億４，２５７万４，０００円の減

額は、高額医療費共同事業拠出金及び保険

財政共同安定化事業拠出金の確定に伴うも

のでございます。 

 款８、保健施設費、項１、保健施設費は、

年度末見込みによる不用額の減額でござい

ます。 

 以上で、平成２１年度摂津市国民健康保

険特別会計補正予算（第４号）につきまし

ての提案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１４号、平成２１年

度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４

号）につきまして、その内容をご説明申し

上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の内

容は、大阪府の施設開設準備経費助成特別

対策交付金及び市の介護職員処遇改善臨時

特例基金を活用した事業費を、事業の進捗

状況に合わせ減額するものでございます。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ５６６万９，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を３６

億８，２４０万円といたすものでございま

す。 

 なお、補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、３ページの第１表歳入歳出予算補正

に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款５、府支

出金、項２、府補助金３７７万５，０００

円の減額は、小規模多機能型居宅介護拠点

の整備に係る施設開設準備経費助成特別対

策交付金について、２１年度内に執行され

る対象経費が予定を下回る見込みとなった

ために減額するものでございます。 

款６、繰入金、項２、基金繰入金１８９

万４，０００円の減額は、介護職員処遇改

善臨時特例基金繰入金のうち、２１年度内

に執行される保険料軽減分以外の啓発等の

事務経費が予定を下回る見込みとなったた

めに減額するものでございます。 

 次に、歳出でございますが、款１、総務

費、項１、総務管理費５６６万９，０００

円の減額は、歳入でご説明しましたように、

施設開設準備経費助成特別対策交付金及び

介護職員処遇改善臨時特例基金繰入金につ

いて、２１年度内に執行される対象経費が

予定を下回る見込みとなったために減額す

るものでございます。 

 最後に、１ページに戻りますが、第２条、

繰越明許費につきましては、４ページの第

２表繰越明許費に記載のとおり、款１、総

務費、項１、総務管理費、地域介護・福祉

空間整備事業におきまして、国庫支出金の

対象である小規模多機能型居宅介護拠点の
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整備事業の完了が翌年度になる見込みとな

り、繰越明許をお願いするものでございま

す。 

 以上、補正予算（第４号）の内容説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第１５号、平成２１年

度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）につきまして、その内容をご説

明申し上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の内

容といたしましては、保険基盤安定負担金

の増額及び不用額の精査によるものでござ

います。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、既定の歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ３，１８８万３，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を５億

９，９６０万５，０００円とするものでご

ざいます。 

 なお、補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、２ページの第１表歳入歳出予算補正

に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１、後期

高齢者医療保険料で３，６６８万９，００

０円の減は、国による保険料の軽減措置な

どの影響によるものでございます。 

 款３、繰入金、項１、一般会計繰入金４

８０万６，０００円の増額は、保険基盤安

定繰入金の増額及び事務費繰入金の減額に

よるものでございます。 

 次に、歳出でございますが、款１、総務

費、項２、徴収費５１万円の減額は、本年

度支出見込みの精査によるものでございま

す。 

 款２、後期高齢者医療広域連合納付金３，

１３７万３，０００円の減額は、平成２１

年度の保険料収入の減少によるものでござ

います。 

 以上、補正予算（第１号）の内容説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第３１号、摂津市保育

の実施に関する条例の一部を改正する条例

制定の件につきまして、提案内容をご説明

申し上げます。 

 児童福祉法等の一部を改正する法律が平

成２０年１２月３日に公布され、保育の実

施とは保育所における保育と家庭的保育事

業における保育の総称であるとの定義が、

平成２２年４月１日より適用されることと

なりましたため、本条例における保育の実

施については、家庭的保育事業における保

育を含まない趣旨にするため、「保育の実

施」を「保育所における保育」に文言を改

めるものでございます。 

 それでは、条例の内容につきまして、ご

説明を申し上げます。 

 なお、議案参考資料の１４７ページに新

旧対照表を記載いたしておりますので、併

せてご参照賜りますようお願い申し上げま

す。 

 まず、題名を「摂津市保育の実施に関す

る条例」から「摂津市保育所における保育

に関する条例」に改め、また、第１条から

第３条までの「保育の実施」を「保育所に

おける保育」に文言を改めるものでござい

ます。他の改正箇所の改正につきましては、

文言の整理などによるものでございます。 

 附則といたしまして、本条例は平成２２

年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、議案第３１号の提案説明とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案第３４号、摂津市国民

健康保険条例の一部を改正する条例制定の

件につきまして、その内容をご説明申し上
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げます。 

 本件は、国民健康保険法施行令等の一部

を改正する政令（平成２１年政令第２７０

号）の公布等により、本条例の一部を改正

するものでございます。 

 なお、議案参考資料（条例関係その２）

の１５１ページから１６３ページの新旧対

照表も併せてご参照賜りますようお願い申

し上げます。 

 それでは、改正条文につきまして、ご説

明を申し上げます。 

 まず、国民健康保険条例第１４条につい

てでございます。同条は、一般被保険者に

係る基礎賦課額の所得割額の算定について

規定したもので、第１項は、これまで総所

得金額及び山林所得金額と区分して計算さ

れる譲渡所得等の金額について、算定の特

例として附則第５条から附則第１０条まで

において規定してまいりましたが、今後、

恒久的に保険料の算定所得とするという考

えから、附則から本則に移行させるもので

ございます。 

 また、平成２２年度税制改正により、新

たに租税特別措置法第３５条の２第１項に

規定する長期譲渡所得の特別控除を適用す

るとともに、地方税法附則第３３条の２第

５項に規定する申告分離課税を選択した上

場株式等に係る配当所得を算定所得として

追加し、地方税法附則第３５条の２第１１

項及び第１５条に規定する上場株式等の譲

渡所得等の計算上生じた上場株式等譲渡所

得の損失や、３年以内に生じた上場株式等

譲渡所得の損失がある場合の上場株式等の

配当所得との間の損益通算の特例を追加し

ております。 

 第２項は、総所得金額等の算定において、

雑損失の適用を除外する旨の規定で、第１

項の改正に伴う文言整理でございます。 

 次に、第２０条は、保険料の減額につい

て規定したもので、第１項第１号は、第１

４条と同様、これまで総所得金額及び山林

所得金額と区分して計算される譲渡所得等

の金額について、算定の特例として附則第

５条から附則第１０条において規定してい

たものを附則から本則に移行させるもので

ございます。 

 なお、保険料の軽減につきましては、平

成２２年度税制改正分のうち、地方税法附

則第３３条の２第５項に規定する申告分離

課税を選択した上場株式等に係る配当所得

及び地方税法附則第３５条の２第１１項及

び第１５条に規定する上場株式等の譲渡所

得等の計算上生じた上場株式等譲渡所得の

損失や、３年以内に生じた上場株式等譲渡

所得に損失がある場合の上場株式等の配当

所得との間の損益通算の特例についてのみ

追加することとしております。 

 第１項第２号及び第３号は、第１項第１

号の改正に伴う文言整理でございます。 

 次に、旧条例附則第５条から附則第１０

条までは、規定の内容を附則から本則に移

行したことにより削除するものでございま

す。 

 附則第５条及び附則第６条は、旧条例附

則第５条から附則第１０条までを削除した

ことによる項ずれでございます。 

 附則第７条は、被用者保険の被保険者の

被扶養者であった者に係る保険料の減免の

特例で、後期高齢者医療制度が平成２４年

度末で廃止と決定され、それまでの間、保

険料の減免の適用を続けることとなったた

め、新たに読み替え規定を設けるものでご

ざいます。 

 次に、今回の条例改正の附則といたしま

して、この条例は平成２２年４月１日から

施行するものでございます。また、改正後
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の摂津市国民健康保険条例第１４条及び第

２０条第１項の規定は、平成２２年度以後

の保険料について適用し、平成２１年度ま

での保険料については、なお従前の例によ

るものでございます。 

 以上、提案内容の説明とさせていただき

ます。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長 議案第６号、平成２

２年度摂津市公共下水道事業特別会計予算

につきまして、提案内容をご説明申し上げ

ます。 

 本市の公共下水道事業は、平成２１年度

末人口普及率を９７．１％と見込んでおり

ます。平成２２年度の整備内容でございま

すが、東別府２丁目の下水道管埋設不同意

路線の工事を実施する場合と実施しない場

合との二通りの工事計画を作成しておりま

す。今後、土地所有者との協議等を踏まえ

判断することになりますが、前者を実施す

る場合の工事延長は約２．１キロメートル、

後者の場合は約２．３キロメートルとなっ

ております。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を５７億

３７５万５，０００円と定め、その款項の

区分及び当該区分ごとの金額は、３ページ

から４ページの第１表歳入歳出予算に記載

しております。 

 まず、３ページの歳入でございますが、

款１、分担金及び負担金、項１、負担金１

億４，０６８万円は、前年度に比べ２．

３％、３３３万４，０００円の減額となっ

ております。これは、主に吹田市及び茨木

市の起債償還金負担金の減少によるもので

ございます。 

 款２、使用料及び手数料１８億５，１０

０万２，０００円は、前年度に比べ９．

１％、１億８，４２２万１，０００円の減

額となっております。 

 項１、使用料１８億５，０５１万６，０

００円は、前年度に比べ９．１％、１億８，

４４９万６，０００円の減額となっており

ます。これは、節水意識の定着及び不況に

伴う水需要の減少を考慮したものでござい

ます。 

 項２、手数料４８万６，０００円は、前

年度に比べ１３０．３％、２７万５，００

０円の増額となっております。これは、主

に排水設備に係る責任技術者登録件数等の

増加によるものでございます。 

 款３、国庫支出金、項１、国庫補助金８，

０００万円は、前年度に比べ３３．３％、

２，０００万円の増額となっております。

これは、補助対象事業の増加によるもので

ございます。 

 款４、繰入金、項１、一般会計繰入金２

１億３，２８３万３，０００円は、前年度

に比べ７．１％、１億４，１４８万１，０

００円の増額となっております。これは、

主に下水道使用料の収入の減少によるもの

でございます。 

 款５、諸収入１２４万円は、前年度に比

べ４３．３％、９５万円の減額となってお

ります。 

 項１、資金貸付金返還収入１２３万円は、

前年度に比べ４３．６％、９５万円の減額

となっております。これは、主に貸付件数

の減少によるものでございます。 

 項２、雑入１万円は、前年度と同額とな

っております。 

 款６、市債、項１、市債１４億９，８０

０万円は、前年度に比べ５％、７，８２０

万円の減額となっております。これは、主
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に流域下水道建設負担金の減少に伴うもの

でございます。 

 次に、４ページの歳出でございます。 

 款１、下水道費１３億２，０４７万４，

０００円は、前年度に比べ６％、８，４７

８万９，０００円の減額となっております。 

 項１、下水道総務費１億５，２９８万５，

０００円は、前年度に比べ２．１％、３０

８万２，０００円の増額となっております。

これは、主に公課費の増加によるものでご

ざいます。 

 項２、下水道事業費１１億６，７４８万

９，０００円は、前年度に比べ７％、８，

７８７万１，０００円の減額となっており

ます。これは、主に流域下水道建設負担金

の減少によるものでございます。 

 款２、公債費４３億７，７２８万１，０

００円は、前年度に比べ０．５％、２，０

４３万５，０００円の減額となっておりま

す。これは、利子償還金の減少によるもの

でございます。 

 款３、予備費６００万円は、前年度と同

額となっております。 

 次に、第２条、債務負担行為につきまし

ては、事項、期間及び限度額を５ページの

第２表債務負担行為に記載しております。 

 第３条、地方債につきましては、地方債

の起債の目的、限度額等を６ページの第３

表地方債に記載しております。 

 第４条は、歳出予算の流用について定め

たものでございます。 

 以上、予算内容の説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第１３号、平成２１年

度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）につきまして、提案内容をご説

明申し上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の内

容といたしましては、事業費等の確定及び

年度末見込みによる歳入歳出予算額の補正

でございます。 

 補正予算書の１ページをご覧いただきた

いと存じます。 

 まず、第１条で、既定による歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ９，５９７

万７，０００円を減額し、その総額を５７

億３，８７２万４，０００円といたすもの

でございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につ

きましては、３ページの第１表歳入歳出予

算補正に記載しております。 

 まず、歳入でございますが、款２、使用

料及び手数料、項１、使用料は１億５，０

００万円の減額で、これは、節水及び不況

に伴う水需要の低下によるものでございま

す。 

 款３、国庫支出金、項１、国庫補助金は

５００万円の増額で、これは、補助金の追

加要望が承認されたものでございます。 

 款５、諸収入、項２、雑入は９，０４２

万３，０００円の増額で、これは、主に使

用料収入の減少に伴う財源調整等によるも

のでございます。 

 款６、市債、項１、市債は４，１４０万

円の減額で、これは、主に公共下水道の工

事請負費の減額によるものでございます。 

 次に、歳出でございますが、款１、下水

道費は８，４１８万８，０００円の減額で

ございます。 

 項１、下水道総務費では３７３万７，０

００円の減額で、これは、主に公課費の執

行差金によるものでございます。 

 項２、下水道事業費は８，０４５万１，

０００円の減額で、これは、主に下水道施

設に係る修繕料、管理委託料、流域下水道
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維持管理負担金及び公共下水道工事請負費

の執行差金によるものでございます。 

 款２、公債費、項１、公債費は１，１４

９万８，０００円の減額で、これは、元金

及び利子償還金の確定に伴うものでござい

ます。 

 款４、繰上充用金、項１、繰上充用金は

２９万１，０００円の減額で、これは、前

年度決算額の確定に伴うものでございます。 

 第２条、地方債の補正につきましては、

事業費の確定に伴い、限度額の変更をする

もので、４ページ、第２表地方債の補正に

記載のとおりでございます。 

 以上、補正予算の説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第２０号、摂津市立自

転車駐車場指定管理者指定の件につきまし

て、その提案内容をご説明申し上げます。 

 本件は、南千里丘の開発に伴い、現在、

コミュニティプラザを建設中でございます

が、その一部に新設いたします摂津市立摂

津市駅前第１自転車駐車場でございます。

この施設の指定管理者を指定することにつ

きまして、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により議会の議決をお願いいたす

ものでございます。 

 なお、議案書に記載のとおり、管理を行

わせる施設の名称は、摂津市立摂津市駅前

第１自転車駐車場でございます。指定管理

者となる団体は、摂津市千里丘東２丁目１

０番１号に所在します摂津都市開発株式会

社でございます。指定の期間としましては、

供用の開始の日から平成２３年３月３１日

までといたすものでございます。 

 以上、議案第２０号、摂津市立自転車駐

車場指定管理者指定の件の提案説明とさせ

ていただきます。 

 続きまして、議案第３２号、摂津市立自

転車駐車場条例の一部を改正する条例制定

の件につきまして、その提案内容をご説明

申し上げます。 

 本件は、摂津市駅前第１自転車駐車場を

新設するに当たりまして、本条例の改正を

いたすものでございます。 

 なお、議案参考資料（条例関係その２）

の１４８ページ、１４９ページをご参照願

います。 

 改正の内容でございますが、第１条、設

置の表中に名称としまして「摂津市立摂津

市駅前第１自転車駐車場」を、位置としま

して「摂津市南千里丘５番３５号」を、駐

車できる車両の種類としまして「自転車」

を、また、第１１条、供用時間及び休場日、

表の中に名称としまして「摂津市立摂津市

駅前第１自転車駐車場」を、供用時間とし

まして「午前４時３０分から翌日午前１時

まで」を、そして休場日を追加記載するも

のでございます。 

 附則としまして、この条例は、今回上程

しております摂津市立コミュニティプラザ

条例の施行の日から施行するものでござい

ます。 

 以上、提案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第３５号、摂津市道路

占用料徴収条例の一部を改正する条例制定

の件につきまして、提案内容をご説明申し

上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係その２）

の１６４ページから１６６ページの新旧対

照表を併せてご参照いただきたいと存じま

す。 

 本件は、道路法施行令の一部を改正する

政令が公布され、改正に係る関係規定につ

きまして、摂津市道路占用料徴収条例の規

定を改正するものでございます。 

 今回の改正の内容でございますが、摂津
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市道路占用料徴収条例の別表及び附則の用

語の改正でございます。 

 別表中、占用物件の欄中の「縁日等」を

「縁日その他の催し」に、「第７条第８号

に掲げる器具」を「第７条第９号に掲げる

器具」に、「第７条第１０号に掲げる施

設」を「第７条第１１号に掲げる施設」に

それぞれ改正いたすものでございます。 

 なお、附則につきましては、第１項で、

本条例の施行期日は公布の日から施行する

ものとしております。 

 以上、摂津市道路占用料徴収条例の一部

を改正する条例制定の件の提案説明とさせ

ていただきます。 

○上村高義議長 次に、生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 議案第７号、平成２２

年度摂津市パートタイマー等退職金共済特

別会計予算について、提案内容をご説明申

し上げます。 

 予算書の１ページをご覧いただきたいと

存じます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を２，７

８３万２，０００円と定め、その款項の区

分及び当該区分ごとの金額は、３ページ、

４ページの第１表歳入歳出予算に記載のと

おりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１、共済

掛金、項１、共済掛金は５７６万円の計上

で、前年度に比べ４％、２４万円の減額と

なっております。これは、加入者見込み数

の減少に伴うものでございます。 

 款２、繰入金、項１、共済繰入金は２，

０９０万円で、前年度に比べ３．７％、８

０万円の減額となっております。これは、

退職者への退職給付金として、共済積立金

から繰り入れるものでございます。 

 項２、一般会計繰入金は１０８万２，０

００円の計上で、前年度に比べ２５．７％、

３７万３，０００円の減額となっておりま

す。これは、パート共済事務経費と退職金

に加算する１％の利息を確保するために一

般会計から繰り入れるものでございます。 

 款３、諸収入、項１、預金利子は、前年

度と同額の９万円を計上いたしております。 

 次に、歳出でございますが、款１、共済

総務費、項１、共済総務管理費は２３万４，

０００円で、前年度に比べ１７．７％、５

万円の減額となっております。これは、共

済事務執行に係る経費でございます。 

 款２、共済金、項１、共済金は２，７５

９万円で、前年度に比べ４．８％、１３６

万３，０００円の減額となっております。

これは、退職者に支払う退職給付金及び積

立金でございます。 

 款３、予備費、項１、予備費の８，００

０円は、前年度と同額を計上いたしており

ます。 

 以上、予算内容の説明とさせていただき

ます。 

 次に、議案第２３号、摂津市商業の活性

化に関する条例制定の件について、提案理

由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、摂津市商業の活性化に関する

基本となる事項を定めることにより、商業

者などが基本的な理念を共有し、行動する

ことにより、市内商業の活性化を促し、地

域社会の持続的な発展及び市民生活の向上

に寄与することを目指すものであります。

具体的には、本条例を制定することにより、

商店会への加入促進と地域活動の積極的参

加など、商業者の役割を明確化することを

目的とし、商業者、商店会、商工会、行政

が一丸となった取組みが図っていけるもの

と考えております。 

 以下、条文に沿ってご説明申し上げます。 
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 第１条は、初めに述べました本条例の目

的について記載しております。 

 第２条は、商業者、商店会、商工会の用

語の定義をいたしております。 

 第３条は、商業の活性化についての基本

理念を記載し、商業者の自助努力のもと、

関係機関と協働し、推進していくことを目

指しております。 

 第４条は、商業者の役割として、商店会

への加入や商店会の活性化に寄与する事業

への協力、大型店の努めなどを記載してお

ります。 

 第５条は、商店会の役割として、商店街

の環境の改善と商業の活性化に寄与する事

業、商店会の組織基盤の強化、商店会相互

間の連携などへの努めを記載しております。 

 第６条は、商工会の役割として、商業者、

商店会に対する支援、地域経済の健全な発

展の寄与に努めることなどを記載しており

ます。 

 第７条は、市の施策を記載し、商業者な

どが地域活性につながる取組みを進めてい

くための支援としての情報提供、事業資金

融資、経営改善への支援、イベント、事業

に対する助成などを規定しております。 

 第８条は、この条例の施行に関し、必要

な事項を市長が定めることとしております。 

 附則といたしまして、本条例の施行期日

を平成２２年４月１日と定めております。 

 以上、提案説明とさせていただきます。 

○上村高義議長 市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 それでは、議案第２１号、

議案第２２号、議案第２４号、議案第２５

号、議案第２６号、議案第２７号の６件の

議案につきまして、提案内容のご説明を申

し上げます。 

 まず、議案第２１号、摂津市公の施設の

指定管理者の指定の手続等に関する条例制

定の件でございますが、議案参考資料（条

例関係その１）１ページから２ページに施

行規則を掲載しておりますので、ご参照い

ただきますようお願いを申し上げます。 

 本市では、平成１５年９月施行の地方自

治法の改正を受け、平成１８年４月１日か

ら４２の公の施設において指定管理者制度

を導入したところでございます。制度の導

入に当たっては、条例で指定管理者の指定

の手続き等、必要な事項を定めるものとさ

れておりますが、その条例の制定方式には、

通則分離型と言われる指定の手続き等に関

する共通事項を一本の包括的な条例にまと

めて制定し、他の個別事項は既存の施設設

置条例に定める方式と、相互型と言われる

必要なすべての事項を既存の施設設置条例

に盛り込む方式がございまして、本市では

制度導入の当初、相互型の形式のほうが一

覧的で網羅性があると判断し、条例を制定

いたしておるところでございます。しかし

ながら、平成２３年度からの新たな指定に

向け、条例制定方式について再検討した結

果、指定管理者制度そのものが指定管理者

の指定手続きと施設の管理運営に大別され

ることから、条例もこれに合わせ、各施設

設置条例に共通する指定手続き、いわゆる

通則部分を各施設設置条例から分離し、指

定管理者の指定手続きの条例として新規制

定することが指定管理者制度への理解へつ

ながり、さらに市民にとっても見やすくわ

かりやすい条例となると考え、本条例案を

提案させていただくものでございます。 

 それでは、各条文についてご説明を申し

上げます。 

 第１条は、この条例を制定するに当たっ

ての趣旨を定めたものでございます。 

 第２条は、指定管理者の指定を受けるた
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めの申請手続き及び申請に必要な書類を定

めたものでございます。 

 第３条は、指定管理者の指定の手続き及

び審査基準等を定めたものでございます。 

 第４条は、指定管理者を指定した場合の

協定締結義務について規定したものでござ

います。 

 第５条は、指定管理者の事業報告書の作

成及び提出義務について規定したものでご

ざいます。 

 第６条は、公の施設の管理の適正を期す

るために行う指定管理者に対する業務報告

の聴取等について規定したものでございま

す。 

 第７条は、指定管理者の指定の取消し、

業務の一時停止及びそれらの場合における

市の賠償責任の免責等について規定したも

のでございます。 

 第８条は、指定管理者が管理する施設の

原状回復義務について規定したものでござ

います。 

 第９条は、指定管理者の故意または過失

により施設に損害を与えた場合の損害賠償

義務について規定したものでございます。 

 第１０条は、指定管理者の秘密保持義務

について規定したものでございます。 

 第１１条は、この条例を教育委員会所管

の施設に適用する場合の読み替え規定でご

ざいます。 

 第１２条は、この条例の施行に関し、必

要な事項を規則に委任する旨の委任規定で

ございます。 

 次に、附則でございますが、第１項は、

この条例の施行期日について、公布の日か

ら施行する旨を定めたものでございます。 

 第２項から第１９項までは、本条例制定

に当たり、各公の施設設置条例から不要と

なる指定管理者の指定の手続き等に関する

規定を削り、これに伴う条ずれ等に対し、

所要の整備を行うものでございます。 

 詳細につきましては、議案参考資料３ペ

ージから１２７ページまでの新旧対照表を

ご参照いただきますようお願い申し上げま

す。 

 附則において、一部改正する条例は、第

２項で摂津市青少年運動広場条例、第３項

で摂津市立体育館条例、第４項で摂津市立

テニスコート条例、第５項で摂津市立温水

プール条例、第６項で摂津市スポーツ広場

条例、第７項で摂津市立児童センター条例、

第８項で摂津市立障害児童センター条例、

第９項で摂津市立せっつ桜苑条例、第１０

項で摂津市立ふれあいの里条例、第１１項

で摂津市立みきの路条例、第１２項で摂津

市民文化ホール条例、第１３項で摂津市立

市民ルーム条例、第１４項で摂津市立自動

車駐車場条例、第１５項で摂津市立自転車

駐車場条例、第１６項で摂津市立保健セン

ター条例、第１７項で摂津市立休日応急診

療所条例、第１８項で摂津市斎場条例、第

１９項で摂津市立葬儀会館条例の１８条例

でございます。 

 以上、議案第２１号、摂津市公の施設の

指定管理者の指定の手続等に関する条例制

定の件の提案内容の説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第２２号、摂津市立コ

ミュニティプラザ条例制定の件につきまし

て、提案内容をご説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係その２）

１２８ページから１３３ページに施行規則

等を掲載しておりますので、ご参照いただ

きますようお願い申し上げます。 

 摂津市立コミュニティプラザは、平成１

８年３月末に閉館いたしました旧総合福祉

会館の機能を引き継ぐとともに、保健セン
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ター、男女共同参画センター、シルバー人

材センターを合わせ、複合化した施設とし

て設置するものであります。これらの施設

の複合化につきましては、本市の総合計画

に位置付けられておりますシビックゾーン

の整備として総合福祉会館周辺整備構想を

基本とし、平成１９年１１月に策定いたし

ました（仮称）摂津市コミュニティプラザ

複合施設基本構想に基づき整備を進めてい

るものでございます。本施設は、南千里丘

まちづくりの共同事業者の協力を得て施設

整備が進められておりますが、工事等の完

了は本年５月末と予定をいたしており、そ

の後、本市への引き渡しを経て、７月の上

旬からの供用開始を予定いたしております

関係から、今回、摂津市立コミュニティプ

ラザについて、条例を提案させていただく

ものです。 

 それでは、各条文を追ってご説明を申し

上げます。 

 第１条では、コミュニティプラザの設置

目的及び位置を定めております。 

 第２条では開館時間について、第３条で

は休館日について定めております。 

 第４条では使用の許可について、第５条

では使用の制限について、第６条では使用

許可の取消し、または使用の中止を命ずる

場合について定めております。 

 第７条では、舞台等の特別な設備を使用

する場合の許可について定めております。 

 第８条では使用料の納付について、第９

条では使用料の減免について、第１０条で

は使用料の還付について定めております。 

 第１１条では、本施設の使用権の譲渡等

の禁止を定めております。 

 第１２条では、使用した施設、設備の原

状回復の義務を定めております。 

 第１３条では、施設や設備を損壊または

滅失した場合の損害賠償義務を定めており

ます。 

 第１４条は、この条例の施行に関し、必

要な事項を規則に委任する旨の委任規定で

ございます。 

 次に、附則でございますが、第１項は、

この条例の施行期日について、規則で定め

る日から施行する旨を定めたものでござい

ます。 

 第２項は、本条例制定に伴い、重要な公

の施設に関する条例にコミュニティプラザ

を加える旨を定めたものです。 

 第３項は、本条例の制定に伴い、摂津市

公の施設における暴力団の排除に関する条

例別表中に文言を追加する旨の規定でござ

います。 

 以上、摂津市立コミュニティプラザ条例

制定の件の内容説明とさせていただきます。 

 次に、議案第２４号、摂津市立男女共同

参画センター条例制定の件につきまして、

提案内容のご説明を申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係その２）

１３４ページに附則に関連する新旧対照表

を掲載しておりますので、ご参照いただき

ますようお願い申し上げます。 

 摂津市立男女共同参画センターは、来年

度、新しく開設される摂津市立コミュニテ

ィプラザに移転し、事業を展開する予定で

ございますが、それに伴い、施設の位置や

利用の手続き関係の見直しを行うとともに、

これまで規則で規定しておりました開館時

間等に関する事項を条例に規定するなど、

条例の構成全般にわたり見直す必要が生じ

ましたことから、今回、条例の全部を改正

いたすものでございます。 

 それでは、各条文についてご説明を申し

上げます。 

 第１条は、男女共同参画センターの設置
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目的及び設置場所を定めたものでございま

す。 

 第２条は、実施いたします事業を規定し

ております。 

 第３条は開所時間を、第４条は休所日を

規定しております。 

 第５条は、男女共同参画センターの使用

者の範囲を規定しております。 

 第６条は、使用の承認について、あらか

じめ市長の承認を受ける旨、規定をいたし

ております。 

 第７条は、使用の制限について規定をい

たしております。 

 第８条は、使用承認の取消し及び中止に

ついて規定をいたしております。 

 第９条は、使用料についての規定でござ

います。 

 第１０条は、使用者が施設または設備に

損害を与えた場合の損害賠償義務について

規定をいたしております。 

 第１１条は、この条例の施行に関し、必

要な事項を規則に委任する旨の委任規定で

ございます。 

 次に、附則でございますが、第１項は、

この条例の施行期日について、摂津市立コ

ミュニティプラザ条例の施行の日から施行

する旨を定めたものでございます。 

 第２項は、今回の条例改正に伴い、摂津

市公の施設における暴力団の排除に関する

条例別表中の文言を一部修正する旨の規定

でございます。 

 以上、摂津市立男女共同参画センター条

例制定の件の提案理由の説明といたします。 

 次に、議案第２５号、摂津市事務分掌条

例の一部を改正する条例制定の件について、

提案内容をご説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係その２）

１３５ページに新旧対照表を掲載しており

ますので、ご参照いただきますようお願い

を申し上げます。 

 本条例の改正は、摂津市立コミュニティ

プラザが新設されることに伴い、生活環境

部の分掌事務に市民活動支援に関すること

を加えるものでございます。 

 なお、本条例の改正に合わせまして、規

則において市民活動の支援及びコミュニテ

ィプラザの管理運営等を担当する課を設置

する予定でございます。 

 それでは、改正の内容についてご説明を

申し上げます。 

 摂津市事務分掌条例第２条の生活環境部

の項中、第８号を第９号とし、第４号から

第７号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の

次に第４号として「市民活動支援に関する

こと」を加えるものでございます。 

 次に、附則でございますが、この条例は

平成２２年７月１日から施行いたします。 

 以上、摂津市事務分掌条例の一部を改正

する条例制定の件の内容説明とさせていた

だきます。 

 次に、議案第２６号、一般職の職員の給

与に関する条例及び摂津市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例

制定の件について、提案内容をご説明申し

上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係その２）

１３６ページから１４１ページの新旧対照

表も併せてご参照いただきますようお願い

を申し上げます。 

 今回の改正は、国家公務員の給与に関す

る法律等が改正されたことを受け、各条例

をそれに準ずる内容に改正し、併せて文言

の整理を行うものでございます。 

 改正内容といたしましては、月に６０時

間を超える一般職の職員の時間外勤務に係

る時間外勤務手当を１００分の１５０、ま



 

 

 

１－４３

たは１００分の１７５に改正することと、

６０時間を超える部分については、時間外

勤務手当の支給割合の引き上げ分の支給に

かえて、勤務することを要しない日、また

は時間の指定が可能になる内容の改正でご

ざいます。 

 一般職の職員の給与に関する条例第１７

条第３項、第４項並びに第５項の改正及び

摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例に第７条の２を追加した改正は、ただい

まご説明申し上げました法改正に伴う条文

の改正であり、その他の改正は文言の整理

を行うものでございます。 

 なお、附則といたしまして、第１項は、

この条例の施行期日について、平成２２年

４月１日から施行する旨を定めたものでご

ざいます。 

 第２項は、今回の条例改正に伴い、職員

団体のための職員の行為の制限の特例に関

する条例の一部を改正するものでございま

す。 

 以上、一般職の職員の給与に関する条例

及び摂津市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例制定の件の提

案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第２７号、特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例制定の件に

ついて、提案内容をご説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係その２）

１４２ページの新旧対照表も併せてご覧い

ただきますようお願い申し上げます。 

 今回の改正は、農地法の改正により、引

用する条項を改正するとともに、男女共同

参画センターの施設長を常勤とするため、

別表から男女共同参画センター館長の項を

削除するものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例の

うち第３条第３項の改正規定は公布の日か

ら、それ以外の改正は平成２２年７月１日

から施行いたします。 

 以上、特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例制定の件の提案説明といたします。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

  （福永保健福祉部理事 登壇） 

○福永保健福祉部理事 議案第２８号、摂津

市墓地管理基金条例の一部を改正する条例

制定の件につきまして、ご説明申し上げま

す。 

 なお、議案参考資料の１４３ページの新

旧対照表を併せてご参照いただきたいと存

じます。 

 本件は、摂津市一津屋西墓地の管理の変

更に伴い、所要の規定整備を行うものでご

ざいます。 

 改正内容でございますが、摂津市墓地管

理基金は、昭和６２年３月に鳥飼中墓地及

び鳥飼下墓地の管理経費に充てるため設置

されたもので、摂津市一津屋西墓地につき

ましては対象施設ではございませんでした。

これは、昭和４９年に一津屋西墓地を整備

した際に、隣接する地元の墓地と一体的な

管理を目的として、市の墓地の管理を地元

墓地管理委員会にゆだねたことによるもの

でございます。これまでの間、長期にわた

り管理いただいておりましたが、このたび、

墓地管理委員会の役員方より管理委託関係

の解消の申し出を受け、協議を進めてまい

りました。その結果、今年度に地元墓地管

理委員会に預託しておりました管理委託料

の返還を受け、覚書を解消するに至りまし

た。このような経過より、今後、一津屋西

墓地の経常的な管理経費につきまして、墓

地管理基金を活用することができるよう改

正をいたすものでございます。 
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 なお、附則といたしまして、この条例は

公布の日から施行いたすものでございます。 

 以上、摂津市墓地管理基金条例の一部を

改正する条例の提案内容のご説明とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案第３３号、摂津市立保

健センター条例の一部を改正する条例制定

の件につきまして、ご説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料の１５０ページの新

旧対照表を併せてご参照いただきたいと存

じます。 

 本件は、摂津市立保健センターが（仮

称）摂津市立コミュニティプラザと一体的

に整備されました建物内に移転することに

伴い、第１条の所在地を変更するため、一

部改正をお願いするものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は

議案第２２号の摂津市立コミュニティプラ

ザ条例施行の日から施行いたすものでござ

います。 

 以上、議案第３３号の提案説明とさせて

いただきます。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

  （馬場教育総務部長 登壇） 

○馬場教育総務部長 摂津市私立幼稚園の園

児の保護者に対する補助金交付条例の一部

を改正する条例制定の件の提案理由をご説

明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係その２）

の１４６ページの新旧対照表を併せてご参

照いただきたいと存じます。 

 本条例は、私立の幼稚園に通う園児の保

護者に対し補助金を交付することにより、

保護者の負担軽減を図ることを目的に、別

途、国の制度であります幼稚園就園奨励費

補助金の交付金額に上乗せする形で、昭和

５９年に市の独自施策として制定されたも

のでございます。 

 現在の条例上では、新旧対照表に記載の

とおり、第３条で条例の金額を月額４，５

００円の範囲内で市長が定めると規定して

いる一方で、第８条で、この条例の施行に

関して必要な事項は教育委員会規則で定め

ると規定し、この教育委員会規則の中で保

護者の金額に応じて補助金の額を定めてお

ります。しかし、このような規定の仕方は、

市の補助金交付に関する他の例規との整合

性を欠いておりましたので、今回、施行規

則の改正と条例の施行を円滑にするため改

正させていただくものでございます。 

 本条例の改正の内容といたしましては、

第３条の「市長が」を「規則で」、同じく

第８条の「教育委員会規則」を「規則」に

することにより、今後は教育委員会の規則

ではなく市の規則で補助金の額を定めるも

のとし、他の例規との整合性を図るもので

ございます。 

 以上、提案内容の説明とさせていただき

ます。 

○上村高義議長 消防長。 

  （石田消防長 登壇） 

○石田消防長 議案第３６号、摂津市火災予

防条例の一部を改正する条例制定の件につ

きまして、提案内容をご説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係その２）

の１６７ページに新旧対照表を記載してお

りますので、併せてご参照いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 今回の改正は、大阪市内で発生した個室

ビデオ店火災を踏まえ、個室型店舗におけ

る外開き戸の自動閉鎖装置に係る火災予防

条例の一部改正案が、総務省、消防庁から

示されたため、改正するものでございます。 

 それでは、改正の概要についてご説明申

し上げます。 

 第３７条の２の次に第３７条の３を加え、
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個室型店舗の避難管理について定めるもの

で、当該個室に設ける外開き戸のうち避難

通路に面するものは、開放した場合におい

て自動的に閉鎖するものとする。ただし、

開放した場合において、当該避難通路の有

効幅員を狭めないような構造、その他、避

難上、支障がないと認められるものについ

ては適用外としたものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成２

２年４月１日から施行するものでございま

す。ただし、経過措置といたしまして、こ

の条例の施行に際し、現にある店舗につき

ましては、平成２３年３月３１日までの間

は適用しないこととするものでございます。 

 以上、提案説明とさせていただきます。 

○上村高義議長 説明が終わりました。質疑

は後日受けます。 

 日程５、報告第１号を議題とします。 

 報告を求めます。教育総務部長。 

  （馬場教育総務部長 登壇） 

○馬場教育総務部長 報告第１号、損害賠償

の額を定める専決処分報告の件につきまし

て、内容のご説明を申し上げます。 

 本件は、学校校務員の業務中における自

転車運転者への人身事故で、相手方との示

談が成立しましたので、平成２１年１２月

８日に、損害賠償の額につきまして、地方

自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分したもので、同条第２項の規定により

ましてご報告するものでございます。 

 賠償に係る事故発生の経緯につきまして、

ご説明申し上げます。 

 本件事故は、平成２１年６月２５日午後

２時１５分ごろ、鳥飼西小学校北側の歩道

において、当該学校校務員が学校のフェン

スから出ていた校庭樹木の剪定作業を行っ

ていた際に、電動剪定機の延長コードが歩

道上に伸びていたため、その歩道を通行し

てきた相手方自転車の前輪がコードに乗り

上げ、バランスを崩して歩道の側溝に前輪

が転落し、そのはずみで歩道横にある電柱

に左半身がぶつかり、顔面打撲し、歯の一

部欠損及びぐらつき等のけがを負ったもの

でございます。打撲に関しましては、整形

外科にて検査等を受けた結果、骨には異常

なく、大事には至りませんでしたが、歯科

医院での歯の治療については、長期的な治

療が必要との診断でございました。この間、

通院加療を続けられておられましたが、平

成２１年１１月４日に本人様から治癒との

連絡を受け、示談交渉を行い、また、保険

会社とも協議を行った結果、示談が成立い

たしましたので、本市の負担割合に係る賠

償額として４万６，７９１円の支払いを行

ったものでございます。この賠償金につき

ましては、加入しております全国市長会学

校災害賠償補償保険により、賠償額の全額

が補てんされております。 

 当該職員に対しましては、作業の安全実

施に努めるよう厳重に注意するとともに、

全校務員に対しましても、事故防止に向け、

作業において安全を第一に行うよう、注意

喚起及び指導をいたしました。 

 以上、報告第１号、損害賠償の額を定め

る専決処分報告の件についての説明内容と

させていただきます。 

○上村高義議長 報告が終わり、質疑があれ

ばお受けいたします。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 日程６、議案第１８号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。土木下水道

部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長 議案第１８号、市道
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路線認定の件につきまして、提案内容をご

説明申し上げます。 

 本件は、専用自歩道として３路線、地区

内道路として１０路線、総延長２，２５５．

４メートルを市道として、道路法第８条第

２項に基づき路線の認定を行うものでござ

います。 

 それでは、路線認定の概要につきまして、

ご説明申し上げます。 

 路線名、区間、敷地の延長、敷地の幅員、

敷地の面積につきましては、議案書の記載

のとおりでございます。 

 位置等につきましては、議案参考資料３

ページから１０ページに記載しております

ので、併せてご覧いただきますようお願い

申し上げます。 

 専用自歩道としまして、番号１、路線名、

境川１号線、番号２、路線名、境川２号線、

番号３、路線名、大正川右岸２号線、以上

３路線は、南千里丘土地区画整理事業の施

設整備に合わせ、専用自歩道の整備を行っ

たものでございます。 

 続きまして、地区内道路としまして、番

号１、千里丘８２号線、番号２、千里丘８

３号線、番号３、東正雀２６号線、番号４、

学園町２５号線、番号５、鶴野６５号線、

番号６、鶴野６６号線、番号７、別府７６

号線、番号８、別府７７号線、番号９、一

津屋１１１号線、番号１０、一津屋１１２

号線でございます。 

 地区内道路のうち、番号１番と２番の路

線につきましては、摂津市開発協議基準に

より寄附を受けたものでございます。 

 番号３番、５番、６番、７番、８番、９

番及び１０番の７路線につきましては、都

市計画法第４０条第２項の規定により帰属

を受けたものでございます。 

 また、番号４番の１路線につきましては、

道路課におきまして、道路改良事業で整備

を行ったものでございます。 

 以上、議案第１８号についての提案内容

の説明とさせていただきます。 

○上村高義議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本件については委員会付託を省略するこ

とに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第１８号を採決します。 

 本件について可決することに賛成の方の

起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○上村高義議長 起立者全員です。よって本

件は可決されました。 

 日程７、議案第１９号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。土木下水道

部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長 議案第１９号、市道

路線廃止の件について、提案内容のご説明

を申し上げます。 

 本件は、専用自歩道として１路線、地区

内道路として１路線、総延長２，２９７．

０メートルを市道として、道路法第１０条

第３項に基づき路線の廃止を行うものでご

ざいます。 

 それでは、路線廃止の概要につきまして、
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ご説明申し上げます。 

 路線名、区間、敷地の延長、敷地の幅員、

敷地の面積につきましては、議案書に記載

のとおりでございます。 

 位置等につきましては、議案参考資料１

１ページ及び１２ページに記載いたしてお

りますので、併せてご覧いただきますよう

お願い申し上げます。 

 専用自歩道としましては、番号１、路線

名、境川大正川右岸線の１路線でございま

す。 

 続きまして、地区内道路としましては、

番号１、路線名、千里丘３５号線でござい

ます。 

 以上の２路線でございます。これら２路

線は、起終点及び延長の変更が生じました

もので、路線廃止を行うものでございます。 

 以上、議案第１９号についての提案内容

の説明とさせていただきます。 

○上村高義議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本件については委員会付託を省略するこ

とに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第１９号を採決します。 

 本件について可決することに賛成の方の

起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○上村高義議長 起立者全員です。よって本

件は可決されました。 

 以上で、本日の日程は終了しました。 

 お諮りします。 

 ２月２４日から３月５日までを休会する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午後２時２３分 散会） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 

 

摂津市議会議長     上 村 高 義 

 

 

摂津市議会議員     柴 田 繁 勝 

 

 

摂津市議会議員     三 好 義 治 
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（午前１０時 開議） 

○上村高義議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、原田議員及び

安藤議員を指名します。 

 日程１、議案第１号など３２件を議題と

します。 

 本３２件について質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本３２件のうち、議案第１号及び議案第

１０号の駅前等再開発特別委員会の所管分

並びに議案第２２号については、同委員会

に付託することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 ただいま決定した以外については、議案

付託表のとおり、常任委員会及び議会運営

委員会に付託します。 

 日程２、代表質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 山崎議員。 

  （山崎雅数議員 登壇） 

○山崎雅数議員 では、日本共産党市会議員

団を代表いたしまして、質問を行います。 

 まず、先日起きたチリでの大地震で被害

を受けられた方々にお見舞いを申し上げた

いと思います。 

 まず、現在の政治状況から話を始めます。 

 昨年の総選挙で自民党の歴史的敗退、政

権交代が起こりました。この最大の要因は

何であったか。それは、国民が構造改革に

ノーの審判を突きつけた。これ以上の弱肉

強食ではたまらない、貧困と格差を何とか

してほしい、福祉の後退をさせないでほし

いとの願いではなかったか。その声が民主

党に集中したのだと考えます。民主党のマ

ニフェストも巻頭に、鳩山首相の「コンク

リートではなく人間を大事にする政治にし

たい」との言葉が語ったように、自民党と

異なることを強調し、後期高齢者医療保険

制度廃止など、構造改革は一たんとめる政

策を公約としました。この国民の願いを実

現することが政治の責任であり、自治体も

市民の声を酌み取って政策の転換を求めら

れているのではないでしょうか。 

 国の新年度予算も衆議院を通過し、年度

内成立がされようとしています。一部に国

民の要求と運動を反映した部分的な前進も

ありながらも、その中身は、人を大事とい

うこととは裏腹に後期高齢者医療制度の廃

止を先送り、障害者自立支援法の医療の応

益負担も残しました。労働者派遣法も肝心

の原則禁止に大穴があいています。一方、

軍事費は増額、大企業の研究開発減税、株

取引配当の大幅減税の継続です。財源論で

行き着く先が消費税増税では、低所得者、

生活保護世帯にも負担が容赦なくかかって

きます。決して旧政権の害悪が大もとから

変えられたことにはなっていない。そのた

め、国民の鳩山政権への支持率がとうとう

不支持が支持を上回り、公約違反が明らか

になってきました。今こそ軍事費と大企業

優遇という自公政治の聖域にメスを入れ、

大企業の内部留保を社会に還元させ、雇用

と中小企業を守る政治の転換が求められて

いるのではないでしょうか。このことを申

し上げて質問に入ります。 

 まず、基本問題について、項目の１と２

をまとめてお聞きいたします。 

 今年度、森山市政６年目を迎えますが、

この間の市政運営と新年度予算案が今日の

実態としての課題でもある市民の暮らしと
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雇用を守り応援する予算案になっているか。

６年前、市長に初当選後、市民世論の広が

りを受けて、市長は退職金の削減を行いま

した。そして、２年目から基本的には市民

生活関連施策の切り捨ては行わないとされ

ています。今年度は、昨年度に引き続き、

すべての公共料金の据え置きを、さらに府

営水道値下げに伴う水道料金の引き下げを

行うとの発言、市内企業への雇用問題での

直接要請など、市民の願いに応える対応に

ついては評価をいたします。 

 一方で、１期目の１年目に修学旅行費助

成の廃止や幼稚園保育料７，０００円から

１万円への引き上げ、小学校統廃合を強行

し、２年目に、この１０年間では最大の４

億６，０００万円の公共料金値上げを行う。

その後、今日まで学校給食の民間委託の強

行、二つの大型開発などを推し進めてきま

した。市長は、民生費の構成比率が４０％

になったと言われますが、２００８年度決

算では３１．８％で、府下、下から４番目

でありました。今回、子ども手当関連で、

国と府より約１５億円、生活保護費で４億

円増などが４０％になった理由であり、本

市としての努力をされた結果ではないこと

は明らかであります。 

 長引く不況のもと、市民の暮らしや地元

中小零細企業の現状はどうでしょうか。サ

ラリーマンの所得額は１０年前より一人当

たりで４６万５，０００円減少しています。

本市でも市独自の融資制度利用者が昨年度

より２倍に増加しています。さらには生活

保護受給者が１年前に比べ１７％増加して

いる。全国では、４日の速報で１９５６年

以来５３年ぶりに１８０万人を突破する大

変な状況になっています。こうした実態を

見るにつけ、今こそ市民の暮らしと雇用を

守り、応援する立場にしっかり立つべきで

はないでしょうか。市長の見解を求めます。 

 次に、第４次行革実施計画が示されまし

た。３６億円の財源をつくり出すために人

件費の削減、公共料金の改正、これまで積

み上げてきた制度の廃止などが中心になっ

ています。これまで３次行革の結果、１４

５億円の財政効果をつくり出したと総括し

ています。この総括には市民の暮らしの視

点からは一言も触れられておらず、保育所

の統廃合から始まり、幼稚園、小学校の統

廃合、市民プールの廃止はじめ、公共料金

値上げ総額は１６１億円に上り、また、先

人が引き継いできた大切な制度も削減・廃

止・縮小、このままでは２００５年度に夕

張のようになると、翌年度に過去１０年間

で最大の４億６，０００万円の公共料金値

上げを行いました。同時に南千里丘の開発

や吹田操車場の跡地開発には無批判的に６

０億円もの資金をつぎ込んできました。今

年度から始まる第４次行財政改革実施計画、

これは基本的にこれを踏襲しています。改

めて市民の暮らしを守るために、今、何が

求められているのか、これまでの計画の検

証が必要ですし、第４次計画をわずか２週

間のパブリックコメントにゆだねるだけに

しないで、市民的に議論を巻き起こしてい

くことを求めるものです。市長の見解を求

めます。 

 次に、新総合計画の策定について、３点

お尋ねします。 

 一つは、昨年、半年間開催されたまちづ

くり市民会議でまとめられた市民意見がど

う生かされたのか、市内どこでも安心して

いけるまちづくり、水辺空間を生かしたま

ちづくり、子育て一番のまちづくり、孤独

死ゼロのまちづくり、医療体制の充実、小

学校区ごとのまちづくり委員会設置など、

こうした意見が審議会の段階でどう反映さ
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れたのか。 

 二つ目は、まちづくりの基本方向で、人

口減少社会に向け、生活のレベルを落とさ

ず、環境面でも暮らしやすいまちづくりを

行政と市民がともにどう構築していくのか

お聞かせください。 

 三つ目は、進行管理について、現総合計

画策定時に、行政がフリーハンドではなく、

進行管理を市民的にすべきだと指摘しまし

たが、今回はどういう対応をされるかお聞

きします。 

 次は、市民の暮らしを守る問題について

お聞きをします。 

 まず、国民健康保険についてです。今年

も昨年に引き続き、連続で保険料を据え置

きにされたことは評価をしたいと考えます。

年末、年明けまでは法人税の減とたばこ税

がどうなるのか、値上げやむなしの姿勢が

一転変わったわけですが、この据え置きに

至る過程で、本市はどういう態度で臨まれ

たのか、これが１点。２点目に、保険料軽

減のためにと入れられてきた繰り入れを本

年度は減らしていることは、保険料軽減へ

の努力を後退させたことにならないか。保

険料は、退職者医療の方々が入って増加し

た被保険者の状態、医療費給付の伸びに応

じて引き上がることになります。国に抜本

的な改善要求をするべきだと考えますが、

この３点を伺います。 

 次に、生活保護の取組みです。一昨年の

派遣村の取組みから、稼働年齢でも生活に

困窮する者には保護の適用ということがク

ローズアップされ、各地で保護受給者が急

増しています。より最後のセーフティネッ

トとして人権を守り、そして、自立に向け

ての対応が求められると思いますが、この

１年間の体制的な補充の効果はどうであっ

たのか、さらに今後のケースワーカーの増

員などはどうなっているか、お聞きをしま

す。 

 次は、後期高齢者医療保険です。後期高

齢者医療の保険料は、後期高齢者の人口増

や医療給付費の伸びに応じて引き上げられ

る仕組みになっています。今年４月、保険

料の見直し時期で、２０１０年と２０１１

年の大阪府の後期高齢者医療保険料は平均

で５．０７％増と全国有数の伸び率となり

ました。とりわけ中所得者の伸び率が高く、

年金収入３００万円の後期高齢者夫婦２人

世帯で約５．８％増、２３万５，３７０円

となります。摂津市の夫婦二人世帯の国民

健康保険料２２万１，５７４円と比べると、

これから７５歳を迎え、後期高齢者医療制

度に加入させられる摂津市の高齢者にとっ

ては二重の負担増となるわけです。廃止を

公約にして政権につきながら先送りにした

のですから、少なくとも廃止までの保険料

上昇は国の責任で抑えるべきで、摂津市と

しても他市と協力して国の財政措置を強く

求めるべきだと考えますが、見解を伺いま

す。また、それでも国の抑制策が不十分な

らば、即時廃止は混乱を招くとして廃止先

送りの進言をした地方自治体が高齢者の負

担軽減の措置を講じるべきではないでしょ

うか。 

 次に、障害者施策です。障害のある人た

ちの当たり前の暮らしを支援するのに、自

己負担を課し、人間らしく生きていくため

の権利を阻害する障害者自立支援法は廃止

が決まりました。自立支援法をめぐっては、

この４年間、当事者団体や個人が声を上げ、

全国的な運動が広がる中で、政府も軽減策

を実施し、摂津市としても独自の支援策が

取り組まれてきたと認識をしています。１

月には裁判の和解も図られました。新たな

制度を見守りたいところでありますが、そ
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の改善方向と本市の取組みについてお聞き

をします。 

 次に、介護保険制度と地域包括支援につ

いて伺います。介護保険がスタートをして

１０年、いかに老人福祉を実現していくか、

問題点も次々と出てきています。保険料、

自己負担金、現場のサービスの充足、認定、

プランなど、地域包括支援計画も示され、

地域やボランティアにお願いする計画にも

なっていますが、摂津市のお年寄りの状況

についてどう考えておられるのか。ボラン

ティア頼みでいいとは思いません。 

 次に、保育料や住民税の減税問題につい

てです。これらは前年の所得で額が決定さ

れているので、この不況で急速に収入が減

少した方などは対象外になっています。住

民税については、収入状況の変化によって

減免できると条例でうたっていますし、保

育料については一定の改善方向が出されて

いるとお聞きしていますが、どう対応され

るのかお聞きします。 

 また、急増する失業者や困窮者に対する

対応として、短期間で対応できる貸し付け

の制度がやはり必要ではないか。国・府の

支援貸し付けもありますが、審査に時間が

かかり、切迫した状況では使えない面もあ

ります。お考えをお聞かせください。 

 次は、地元商工業の振興、不況対策につ

いてです。 

 今議会、商業活性化条例の制定が提案さ

れ、活性化を市の事業に位置付けることに

賛成をするものですが、他の自治体でも取

り組まれている振興条例などでは市の責務

までうたっているものもあり、市の責任と

してどこまでどうかかわっていくのか、積

極的役割を果たされることを期待するもの

ですが、見解をお聞かせください。 

 近年の不況による影響は、日がたつにつ

れ、中小零細企業にとっては深刻な状況に

なっています。そうした状況の中で、かね

てからも提案して実施を訴えている住宅リ

フォーム助成制度については、この間、本

市ではセッピィ券となりましたが、地域経

済活性化の臨時交付金を使って実施する自

治体も生まれ、今年度８３の自治体で取り

組まれ、需要の喚起につながっています。

本市においても実施する意義は大きいと考

えますが、認識をお伺いします。 

 小規模修繕工事等希望者登録制度につい

ては、今年度から工事発注の上限金額を引

き上げていますが、各部署へ制度の運用に

ついての周知とさらなる拡充についてどう

なっているのかお聞きをします。 

 また、市独自の融資制度についても、引

き続き取り組まれるということですけれど

も、現状の認識についてお聞かせください。 

 次に、摂津市の子育て支援策の方向性に

ついてです。先般閣議決定された子ども・

子育てプランでは、子どもを大切にする社

会をつくりたい、財源においては問題があ

るにしても、子ども手当や高校授業料の無

償化などが打ち出されました。また、摂津

市の次世代育成支援後期行動計画案では、

最善の利益は子どもに、地域や社会による

子育て支援、子どもとともに育つまちづく

りを基本理念に掲げています。次世代育成

支援行動計画策定のために、摂津市が小学

生以下の子どもを持つ保護者に行ったアン

ケートでは、もう一人子どもを産み育てた

いと思う環境について、経済的な環境が最

も多く、次いで家庭環境、保育環境と続い

ています。要するに、この三つの環境を充

実することが安心して子育てができる社会

に近付く方策だと言えると思います。一方

で、摂津市第４次行革案では、施設の民営

化、民間委託や単独扶助費等の見直しが検
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討課題にあげられています。これは本当に

国の子育てプラン、摂津市の次世代育成支

援計画の理念に沿った、また市民が願う子

育て支援を展開していくことができるのか

不安を感じます。 

 そこで次の３点について見解を伺います。 

 まず第１に、乳幼児医療助成制度のさら

なる拡大についてです。一昨年、通院医療

費で就学前まで、昨年、入院医療費につい

て中学校卒業まで拡大され、府内でもトッ

プレベルの助成制度になりましたが、さら

なる拡大が必要だと考えますが、今後の発

展方針はお持ちでしょうか。 

 第２に、保育所と幼稚園の統合施設、こ

ども園についてです。保育と幼児教育とい

う異なった機能、保育所と幼稚園という保

育時間、費用負担、配置基準などにも違い

がある施設を統合するこども園が検討され

ていますが、保護者、地域住民へ説明、合

意、保育・就学前教育の現場で最善の利益

を子どもにという理念が生かされるような

幼保一元化へ検討が行われているのでしょ

うか。拙速なこども園化は経費削減や効率

化を最優先にしているのではないか、安心

して子どもを預けられるのか不安です。ま

た、全体として民営化、民間委託方針が出

されてきている中で、別府保育所とべふ幼

稚園を統合しようとしているべふこども園

については、公立で運営していく方針が出

され、この点については評価しますが、今

後の保育に対する公的責任について伺いま

す。 

 第３に、第４次行革メニューにあげられ

ている四つについてお聞きします。 

 その１として、保育所給食の一部外部委

託です。乳幼児の給食については、小学生

に対するそれ以上に一人ひとりの子ども発

達状況に応じたきめ細かな対応が求められ

るものです。それを調理業務に限定すると

しても、外部委託することは間違いだと思

いますが、いかがですか。 

 その２は、学童保育の運営見直しです。

学校内に設けられた学童保育室は、働く親

にとっては安心して預けられる施設です。

民間保育所での学童保育の実施が増えてき

ていますが、摂津市として実施する学童の

役割が小さくなるものではありません。逆

に一層の充実が期待されています。学童保

育の公的責任と保護者の期待に応える制度

の充実をどう考えているのかお答えくださ

い。 

 その３は、就学援助金制度です。摂津市

の受給率は府内でもトップクラスです。義

務教育を経済的に支援していくために、長

年、制度の充実に努力してきた結果です。

子ども手当とは趣旨が異なるもので、引き

続き制度の充実を図っていくべきだと考え

ますが、いかがですか。 

 最後に、組織機構改革の一つとしてあげ

られている就学前教育と子育て窓口との一

元化についてです。なるほど、子どもにか

かわる事業を一つにまとめられれば、市民

にとってわかりやすく、子育て支援を大き

な視野で展開していけるようになると思い

ます。しかし、現段階で就学前教育と児童

福祉という観点の整理をどのようにつけて

いくのか。ともすれば、幼保という観点が

なおざりにされてしまうのではないかとい

う危惧もあります。第４次行革計画では、

２０１０年度に検討し、２０１１年度から

実施していく計画になっていますが、どの

ような議論が行われているのでしょうか。 

 次は、学力保障についてです。学校教育

は、すべての子どもに基礎的な学力を保障

し、子どもたちが社会の主人公として行動

できる能力を身につけることを助ける責任
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を負っています。ところが、これまで教育

予算はＯＥＣＤ諸国で最低、各国平均の７

割にも達していません。また、構造改革路

線のもと、格差と貧困の拡大が教育格差、

学力格差につながっています。政権交代後、

高校授業料の無償化など、一定前進面があ

りますが、少なくともＯＥＣＤ平均まで計

画的に引き上げていくことが必要です。教

育予算を大幅に引き上げ、子ども一人ひと

りに光を当て、丁寧に指導ができるよう人

的な配置を拡大することを国に求めていた

だきたいと思います。摂津市は、この間、

小学校１年生の学級へ補助員を配置してき

ました。また、今回、全中学校にスクール

ソーシャルワーカー配置をするなど、独自

に人的配置を進めようとする姿勢は評価で

きます。しかし、学校生活の基本となる学

級の定員は小学校３年生以上では４０人が

基礎となっていて、一人ひとりの子どもに

光を当て、行き届いた教育を保障する環境

が整っているとは言えません。少人数学級

の拡大を求めるものですが、市教委の見解

を伺います。 

 また、これまで３回実施されてきた全国

学力テストが悉皆調査から抽出調査へと規

模が縮小されました。すべての子どもたち

を対象にテストを実施することで、市町村、

学校単位での順位づけが行われ、競争をあ

おること、点数イコール学力という図式で

点数アップ自体を目的化するような議論、

そして、それをもとにした学力向上策に教

育現場や子どもが振り回されている問題が

指摘されています。明らかになった学力と

生活実態の相関関係、これも約６０億円も

かけて実施しなくても、既にわかっていた

ものが大半で、実施するマイナス面を合わ

せれば縮小は当然と言えます。国は、今回

抽出されなかった学校には、希望すれば参

加を可能としています。授業数の確保に苦

心し、今年から休業期間が短縮される状況

のもと、摂津市としてあえて参加する必要

はない、先の指摘からも参加すべきではな

いと考えますが、市教委の見解を伺います。 

 次に、学校給食の民間委託です。今年４

月から、２年前に実施されている鳥飼西小

学校に続き、鳥飼北小学校で給食の民間委

託が始まります。この間も指摘してきまし

たが、子どもたちが大好きな給食を安全に

提供し続ける公的責任を後退させるべきで

はありません。つくり手が公務員から委託

会社の調理員さんにかわるだけで、質はこ

れまでと変わりませんとのことですが、利

益を上げることを最大の目的とする民間会

社に、限られた委託料のもと、安心・安全

の給食づくりのための手間のかかる作業を

継続的に任せられるのかという不安があり

ます。今からでも民間委託の拡大方針を撤

回すべきではないでしょうか。また、鳥飼

北小学校での実施を目前にし、実施済みの

鳥飼西小学校での検証結果、鳥飼北小学校

での委託会社の決定方法、選定基準はこう

した不安に応えられるものなのでしょうか。

そして、保護者への説明は十分なされてい

るのでしょうか。民間委託の拡大が第４次

行革案に示されていますが、今後どこまで

委託を広げるのか、また、その進行計画は

どうなっているのか、お答えください。 

 教育の４番目、日の丸・君が代の押しつ

けはやめることについてです。国旗・国歌

が法律で定められているということは、国

が公的な場で、国の象徴として公式に用い

ることを意味するものであり、国民への強

制は許されていません。この原則は、君が

代・日の丸が好きな人でも嫌いな人でも守

ることができる民主主義の当然のルールで

す。日の丸・君が代が大日本憲法下におい
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て、大日本帝国と天皇主権を象徴する機能

を有し、そのような国家体制が国民とアジ

ア諸国民に多大な被害を与えた戦争を引き

起こしたことを想起させることや、日本国

憲法と国民主権と相入れないとの見解もあ

ることから、日の丸への敬意を示すこと、

君が代を歌うこと自体に抵抗があると考え

る人は少なくありません。そのような社会

的課題を内包する日の丸・君が代の押しつ

けを持ち込まないことを求めますが、答弁

を求めます。 

 次に、生活道路と歩道の改善、市バス路

線の見直し、検討について伺います。今年

度予算では、道路の補修予算が昨年比２，

０００万円も減額となっています。正雀駅

前、千里丘三島線の道路幅員拡幅、用地買

収費と市税収入の落ち込みがこのような結

論の根拠だと考えますが、これまで長年放

置されてきた生活道路の補修を進めていく

方針が、これではもとのもくあみになりか

ねません。市長の掲げられる安心・安全の

まちづくりに疑念を抱くものです。交通事

故件数が北摂の中で最も多く、生活道路の

安全対策・改善は摂津市にとって重点課題

であることははっきりしています。昨年、

正雀駅前の道路から転落したとして損害賠

償に応じた事故等からも教訓をくみ取るべ

きではないでしょうか。改めて市長の見解

を伺います。 

 また、長年、市民の願いであった市内公

共施設巡回バスをもっと充実してほしいと

の声が広がっています。基本方針で述べら

れましたが、路線の決定、財源、事業主体、

市民ニーズの把握など、課題が多くあり、

実施に関係者はもとより全市民的な理解と

協力体制が欠かせません。どのように図っ

ていくおつもりかお聞きをします。 

 次に、旧三宅・味舌小学校跡地を保有し、

活用することについて伺います。市民プー

ルの廃止、幼稚園、小学校の統廃合、市営

住宅の建替え、ほか用地の買収、市の財産

のあり方の変化の中で、その活用が問われ

ています。特に旧三宅・味舌の小学校跡地

は、これまで地域の小学校として愛され、

育てられてきた歴史など、地域の中心とし

ての役割を果たしてきました。これを変わ

らず地域の中心として公的な施設として活

用していくことが必要ではないか、また、

避難所としても重要な位置、避難施設とし

ても役立つ建造物ではないか、この先、売

却ではなくて存続すべきだと考えますが、

見解をお聞かせください。 

 次に、南千里丘開発についてお尋ねしま

す。依然として多くの市民がこの開発に対

して疑問を持たれていますが、現時点で改

めてこの計画の全体像について、学生マン

ション計画がなくなり分譲マンション計画

が予定以上の計画となります。Ａ街区への

商業施設もなくなるなど、当初計画と基本

的なコンセプトが変わろうとしています。

どう評価されるのでしょうか。また、公共

施設を市民にとって使いやすい内容にする

ことは基本でありますが、その点でコミュ

ニティプラザの使用料についてどういう検

討をされてきたのか、さらにコミュニティ

プラザ完成までの代替施設に位置付けられ

ているふれあいルームについて、断トツの

利用状況や地元住民の声を見れば存続との

選択肢も検討すべきだと考えますが、いか

がでしょうか。 

 次は、吹田操車場跡地開発とクリーンセ

ンター問題についてです。摂津市は、吹田

操車場跡地への貨物駅移転は、環境破壊を

もたらさない保証がない限り賛成できない

としていました。現状はどうでしょうか。

国策で無償に等しい形で用地を提供させら
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れ、国民の財産として活用されてきたもの

が民間に移行した途端、もうけを目的とす

る財界の旗振りで新たな開発計画が強行さ

れ、それにむしろ積極的に加担している状

況ではないでしょうか。今回、吹田貨物タ

ーミナル駅開通が２年延期されることにな

りました。これは、埋蔵物発掘の拡大を理

由にしていますが、当初、梅田貨物駅の全

面移転計画を半分に抑え、環境悪化をもた

らす計画はやめよとの長い市民運動の広が

りがその根底にあるのではないでしょうか。

国鉄債務の解消と言いながらも、その根拠

は既に破綻をしており、この計画の本質が

浮かび上がっています。市長は今でもこの

計画が間違いなかったと胸を張る自信がお

ありなのか。また、クリーンセンター問題

の到達点についてお聞かせください。 

 次に、小学校区ごとのまちづくり委員会

の設置については、総合計画で案が出てい

るということに触れました。まちづくりに

市民の意見を反映させていくことが、住民

が主人公を貫く、このことが自治体の責務

と考えますが、いかがですか。 

 最後に、環境アセスメント条例について

は、昨年の代表質問で提案いたしましたが、

現行の環境の保全及び創造に関する条例で、

環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開

発は未然に防止できるということなどから、

新しく制定することは考えていないという

言葉にとどまっています。しかしながら、

今の摂津市の限られた自然環境を守ってい

く上で、今後、大きな開発の予定がないに

しろ、条例によって独自の環境アセスメン

ト制度を設けていくことも必要ではないで

しょうか。すべての都道府県や政令市をは

じめ、吹田市や枚方市など、今現在つくら

れている地方公共団体の制度は、環境影響

評価法と比べ、対象事業の種類を多くする、

小規模の事業も対象にする、公聴会を開催

して住民などの意見を聞く、第三者機関に

よる審査の手続きを設ける、手続きに入る

前の環境配慮を義務づける、手続きを行っ

た後の事後モニタリングを義務づけるなど、

地域の実情に応じた特徴ある内容のものと

なっています。そもそも世界で初めて環境

アセスが制度化されて４０年、日本での環

境影響評価法の制定は１９９７年です。そ

の後、２００１年には環境省もつくられ、

地球規模の温暖化防止も含め議論されてい

る中、だからこそ身近な地方自治体として

も、より厳しい縛りをかけていくことは必

要なのではないでしょうか。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○上村高義議長 答弁を求めます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 山崎議員の質問にお答えをいた

します。多岐にわたっておりますので、足

らずは担当部長のほうからまた説明をさせ

ていただきますので、ご了解をいただきた

いと思います。 

 まず最初に、私の６年間の総括について

でございますけれども、正確には市長に就

任させていただいてちょうど５年と５か月

になろうかと思います。思い出しますけれ

ども、ちょうど私が就任いたしましたとき

は、夕張市の次には摂津市が危ないのでは

ないか、皆さん、口をそろえてそんな話が

聞かれたころだと思います。言葉をかえま

すと守りからのスタートであったと思いま

す。守りということはいろんな意味があり

ますが、攻撃は最大の防御なりという言葉

があるんですけれども、私は、恐らく守り

に徹していたら今日の摂津市はなかったと

思っています。いろんな理屈は大切であり

ますけども、やっぱりしっかりとした財政

が確立していなかったら、まちは成り立っ
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ていなかったと思いますね。そういう意味

では、お金づくり、財政の立て直し、これ

が最大の課題であったと思います。でも、

お金ばっかりじゃだめだよと、人もしっか

り育てておかないと、まちの将来なんかな

いということで、私は非常に大きなとらえ

方でしたけれども、社会のルールを守れる

人づくり、人間基礎教育、恐らくこれは、

全国の自治体の中でこういった課題をまち

づくりの柱に掲げているところはないと思

います。もう一つ、お金と人だけではだめ

です。しっかりとした夢、夢だけじゃない、

形にしていける、そういったことがないと

人は集まってこないということで、非常に

粗削りかもわかりませんけれども、お金づ

くり、人づくり、夢づくり、この３本柱を

掲げました。そして、健康でやる気がない

と物事は前へ進まないということで、「や

る気」・「元気」・「本気」、これをモットー

にスタートを切らせていただいたわけでご

ざいます。 

 このことは山崎議員も重々ご承知だと思

いますけれども、そういう中で５年５か月

がたちました。振り返ってみますと、私、

ただひたすらまっしぐらという言葉が当た

ると思います。一直線、全速力で駆け抜け

てきた５年５か月であります。共産党さん

からいうと満足ではないかもわからない。

けれども、私は市民の最大公約数を全うで

きたのではないかと思っています。これは、

やっぱり市民の皆さんの理解、そして議会

の皆さんの協力があったからこそだと思っ

ています。 

 この辺で一息つきたいなという言葉が出

てくるんですが、まちづくりは待ったなし

です。そんな悠長なことは言っていられな

いです。ただ、急ぐあまりに息切れをして

しまったら、これはだめだと。そういう意

味では、今、もう一度振り返るといいます

か、しっかりと足元を見て、次なる方向づ

けをしないといかん、そういう時期ではな

いかと思っています。そういうことで、議

会ごとに皆さん方からいろんなご指摘、ご

質問をいただきます。今日までも聞いてま

いりましたけれども、これからもしっかり

耳を向けまして、摂津のまちづくり、方向

を間違えないよう、より確実なまちづくり

につながっていくよう、これからも取り組

んでまいりたいと存じますので、またご指

導のほど、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 そんな中に、今年の予算についてどうや

ねんという話をいただきましたけれども、

新年度の予算が市民の雇用と暮らしを守り、

応援する予算となっているのかというご質

問だったと思いますけれども、今年度の予

算編成に際しましては、こういうときだけ

に市民生活にいかに最大限配慮できるか、

そういったことにかなり頭を使いました。

よってといいますか、前年度に引き続きま

して国民健康保険料、これを据え置き、さ

らに水道料金の値下げをはじめ福祉施策、

健康増進施策、中小企業の支援など、市民

生活に直結する施策に重点を置いたところ

でございます。ただ、この経済対策、雇用

対策につきましては、我々末端の自治体で

すべてが解決できないです。やっぱり国・

府がしっかりしてもらわなくてはならない

と思っています。そうではありますけれど

も、こういった始まって以来の税収の大幅

な落ち込みの中ではありますけれども、市

民生活への影響を最小限度に食いとめられ

るように、今年度の予算編成にはできる限

りのことは盛り込んだつもりでございます。 

 次に、第４次の行財政改革云々について

の話でございますけれども、先ほど山崎議
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員、無批判に６０億円の金を使っていると

いうようなお話をいただきましたが、私は、

それは当たらないのではないかと思ってい

ます。質問の筋道からいったら、それを言

わないと話につながっていかないのはわか

りますけれども、私はいつも言っています

けれども、やっぱり私のほうから一言、こ

れはご理解をいただきたい。この答えの前

段で、このことについてもお話ししておき

たいと思います。私はあっちこっちで別に

宣伝しているつもりはないんですけど、例

えば、去年、ガードの拡幅ができて、この

間、鳥飼大橋ができて、また今度、駅がで

きる、会館ができる云々あります。十三高

槻線が今、工事が進んでいますね。等々、

いろいろな一つのハードなまちづくりが進

んでおります。そのことについて、恐らく

こんなことばっかりやるなというような話

に続いていかなあかんからお話しされてい

るんだと思いますけれども、ちなみに、こ

れは国・府・市、いろいろかかわりますか

ら、市だけとは申しませんけれども、大体

今言った話だけでもトータル３００億円ぐ

らいの金が、要するに国であろうと府であ

ろうとみんなの税金が使われているわけで

すが、その中で摂津市が出している金、負

担した金、約２５億円ぐらいだと思います。

そんなことないと言われますけども、私は

それぐらいだと思います。そのお金はどう

しても、別にこの開発がなされようとなさ

れまいと、摂津市はみんなが集えるコミュ

ニティセンター、保健センター、これはや

らないかんのですね。別に開発がなかった

って２０億円、３０億円のお金が要るわけ

でありますから、そういう意味からいいま

すと、この大きなプロジェクトが進んでお

りますが、ほとんどと言っていいほど市民

の税金がむだに使われていないと私は言い

切りたいんですね。だから、６０億円も何

やねんというような話は、私は当たらない

と思いますので、この辺は私は説明をして

おきたいと思います。 

 それで、第４次行革についてのお話につ

いてお答えしておきます。これまで、第１

次、第２次、第３次と現在まで行財政改革

の取組みを進めてきました結果、約１４５

億円の効果を生み出しております。市債償

還のピークを乗り切るとともに、団塊の世

代、大量退職への対応についても一定めど

をつけることができたと思います。また、

財政の健全性を示す経常収支比率は１０年

連続で１００％を上回り、赤字体質が続い

ていましたが、平成１８年度から黒字転換

し、平成２０年度決算では９４％まで改善

をいたしました。さらに職員数はピーク時

の９０４名から平成２２年度には７００名

以下体制を実現する見通しでございます。

これは、職員のみならず議会、市民の協力

を得て、危機感を共有し、議会議員、市民

の皆様にご理解、ご協力をいただいた結果

であります。しかし、一昨年秋のリーマン

ショックから発した世界同時不況のあおり

を受けて、法人税収に依存する市財政は大

きな打撃を受けております。景気の大幅な

回復がなければ、再び赤字再建団体転落か

という財政状況を招くことになります。さ

らなる財政の体質改善を急がなくてはなら

ないと思っています。 

 第４次行財政改革実施計画は、機構改革、

職員６６０人体制の構築、行政経営システ

ムの構築、人事制度改革、財政基盤の確立

の５本柱を理念として掲げています。もち

ろん財政の健全化は大きなテーマであり、

市民の皆様に負担をお願いする改革項目も

掲げておりますけれども、平成２２年度予

算編成で国民健康保険料を据え置きました
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ように、社会経済情勢を十分しんしゃくし、

市民生活にかかわる改革項目については慎

重に対応してまいります。現在、パブリッ

クコメントを実施し、市民の皆様のご意見

を求めているところでございますが、新総

合計画で目指すまちづくりを実現していく

ためにも、市民の皆様のご意見をしっかり

受けとめた上で、第４次行財政改革の五つ

の柱を着実に実施し、健全で安定した財政

運営を目指してまいります。 

 人口減少が見込まれる中での第４次総合

計画におけるまちづくりについてでござい

ますが、まず人口につきましては、我が国

全体が人口減少期に入り、この時代潮流は

なかなか食いとめることは困難であると考

えております。しかし、できる限りの人口

流出を防ぐ施策は打っていかなければなら

ないと考えております。本市の人口も減少

傾向が続いておりますが、今後のまちづく

りにつきましては、人口を市の活力のバロ

メーターとしつつも、やはり市民がより生

活しやすいまちづくり、そして、この１０

年間だけでなく、時々の機を逃さず、本市

の２０年先、３０年先のあるべき姿を見定

め、一歩一歩着実にまちづくりに取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 国民健康保険についてでありますけれど

も、ご承知のように一人当たりの医療費は

年々増加しており、国保財政は依然大変厳

しい状況でございます。平成２１年度決算

見込みにつきましては、当初、保険料の据

え置きと医療費の増額補正により４億円を

超える単年度赤字となり、累積赤字が１２

億円に達するものと想定しておりましたけ

れども、この１月末に共同事業において大

きな収支改善があったことから、平成２０

年度の過年度精算金の交付を含めると、赤

字拡大が避けられる見込みとなりました。

平成２２年度も保険料率の据え置きをさせ

ていただくことができたわけであります。

今後、国保財政の安定化を図るためには、

基本的には歳出に見合った歳入の確保に努

めていくことが肝要であります。そのため

には、特定健診をはじめとする医療費の適

正化を行い、そして、負担の公平性の観点

から収納率向上の対策を行い、その上で条

例に沿った保険料率の設定を行っていくと

いうことが必要と考えています。また、平

成２２年度改正で、都道府県が広域化等支

援方針を策定することなどを条件に、収納

率にかかわる国の調整交付金の減額措置の

緩和等が図られる予定となっております。

調整交付金の減額措置回避のため、早期に

広域化等支援方針の策定を行うよう大阪府

に要望していきたいと思います。なお、国

に対しても国民健康保険事業に係る財政措

置の拡充、国庫負担金の負担割合の引き上

げなど、大阪府市長会を通じて引き続き要

望してまいります。 

 次に、生活保護の取組みについてであり

ますが、今日の長引く不況の中、企業業績

の悪化に伴い、派遣切りなどが全国的に大

きな社会問題となっています。この１年、

本市におきましても、雇用情勢の悪化に伴

い、生活保護の相談、受給世帯数は急激に

増加しております。このような厳しい社会

情勢の中、失業などで生活に困られ、保護

開始につながった方には、就労支援等のき

め細かな対応が必要と考えて、現行１名の

自立支援相談員を平成２２年度には１名増

員し、２名の配置を予定しております。ま

た、保護世帯の増加に伴い、扶助費の予算

措置、人員配置面でも配慮し、生活保護制

度の適正運営に全力で取り組んでいきたい

と思います。 

 後期高齢者医療制度についてのご質問で
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すけれども、医療保険制度は、市民の生活

と健康を守るための非常に重要な制度であ

ると理解をしております。特に高齢者の医

療制度は、急激に少子・高齢化が進展し、

過去のような経済成長が見込めない状況の

中で、増大する医療費負担を安定的に賄い、

持続が可能な医療保険制度を構築するため

には、再度国民的な議論が必要と考えてお

ります。 

 次に、障害者自立支援法の改善方向と本

市の取組みについてでございますが、国は、

障害者福祉制度に関しましては、障害者自

立支援法を廃止し、新たな総合的な制度を

つくることとしており、昨年１２月に全閣

僚で構成する障害者制度改革推進本部の初

会合を開き、委員の半数を障害者や障害者

団体代表とする障害者制度改革推進会議を

設置し、既に３回の会議が持たれていると

聞いております。また、平成２２年度政府

予算案では、新たな制度ができるまでの間、

市民税非課税の障害者等につき、福祉サー

ビス及び補装具にかかわる利用者負担を無

料とする予定であります。本市といたしま

しても、平成２２年４月から市が実施する

地域生活支援事業の利用者負担について、

市民税非課税世帯の方は無料といたします。

また、本市では、平成２１年度に障害者の

方々が利用する福祉作業所等が障害者自立

支援法に基づく新体系に円滑に移行できる

ように独自の補助制度をつくり、経営を支

援してまいりましたが、平成２２年度には

現在の男女共同参画センター跡を活用し、

３障害の総合相談や就労支援の開設など、

相談支援ができる体制の整備などに努めて

まいります。今後も障害のある方が安心し

て地域で暮らせるよう、障害福祉施策の推

進に取り組んでまいります。 

 介護保険制度と地域包括支援についてで

ありますが、老人福祉法では、基本理念と

して、老人は多年にわたり社会の進展に寄

与した者として、かつ豊富な知識と経験を

有する者として敬愛されるとともに、生き

がいを持てる健全で安らかな生活を保障さ

れる者とするとうたっています。この基本

理念のもとに、介護の問題を社会全体で支

えていくという趣旨から、平成１２年度よ

り介護保険制度がスタートいたしました。

これにより、在宅サービスの充実や施設の

整備が進み、介護をめぐる状況は大きく変

わったと思います。しかし、その一方で、

ひとり暮らし、高齢者世帯、高齢者のみの

世帯、認知症高齢者のいる世帯などが急速

に増えてきたことから、新たなる課題が出

てきております。介護保険制度のサービス

だけでは対応できない問題が増えてきてい

るという状況にあります。 

 このような中で、高齢者の心身の健康維

持、生活の安定のために必要な援助を行う

ことにより、保健医療の向上及び福祉の増

進を包括的に支援する地域包括支援センタ

ーが平成１８年度からスタートいたしまし

た。本市では平成２０年度より地域包括支

援センターを地域福祉課に配置し、コミュ

ニティソーシャルワーク事業と一体化する

など、地域福祉の取組みと連携させながら

業務を進めています。今後も日常的に介護

をしていく上での具体的な問題に対し、介

護保険制度が柔軟に対応できるような制度

となるよう、利用者やその家族、介護保険

事業者などのご意見を聞いて、国や大阪府

に要望していくなどの取組みを進めていき

ます。また、介護保険制度のサービスを補

完する一般高齢者福祉サービスの充実を図

るとともに、地域包括支援センターが中心

となって、地域の福祉関係者や介護保険事

業者などと連携して、地域における見守り
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や相談支援の取組みを強化してまいります。 

 保育所保育料につきましては、前年の所

得に対する課税状況により決定いたしてお

りますけれども、失業や病気などにより所

得が著しく減少し、保育料の納付が困難と

なったときや、災害や不慮の事故等により

多大な出費を要した保育料の納付が困難と

なったときに、当該年中の所得を試算し、

保育料の変更を行うことで対応を行ってお

ります。保育料の徴収につきましては、今

後も困難な家庭には分割納付などの相談に

も応じながら適正に行ってまいります。 

 住民税の減免制度につきましてでありま

すが、徴収猶予や納期限の延長などによっ

ても到底納税が困難であると認められるよ

うな担税力の薄弱な方などにつき、その個

別具体の事情に則して、税負担の軽減・免

除を行うための措置として設けられている

ものでございます。税については、特に公

平性が厳格に求められており、所得が得ら

れなくなったとしても、また減少したとし

ても、直ちに減免理由に相当するとはなっ

ておりません。減免適用については、担税

力のいかんに着目し、裁量すべきと考えて

おります。府下の一部の自治体では、減免

の所得基準を数値化している団体もあるよ

うですけれども、基準内であれば、すべて

減免対象となることは疑問でございます。

したがいまして、本市市税条例では、担税

力が客観的にないとする納税者の所得基準

などを定めておりません。いずれにいたし

ましても、減免を適用するに当たりまして

は、個々具体の生活実態について総合的に

判断する必要があり、他の納税者との負担

の均衡を失することのないようにしなけれ

ばなりませんので、慎重に取り扱っている

ところでございます。 

 緊急に対応可能な貸付金制度の創設につ

いてでありますが、急増する失業者や生活

困窮者に対応するため、国はこれまでの生

活福祉資金貸付制度を改正し、昨年１０月

より貸し出し要件を大幅に緩和した総合支

援資金貸付制度を新設いたしました。本制

度の申請窓口は、従前どおり各市町村の社

会福祉協議会となっております。本制度に

つきましては、これまでの制度と異なり、

連帯保証人を確保できない人でも利用でき

るようになっております。本市におきまし

ても、相談件数や申し込み件数が急増いた

しております。今後も利用者は増えると想

定されますが、その一方で、雇用情勢の厳

しさが変わらない中で返済の状況がどのよ

うになっていくのか危惧されております。

そのような中で、これまでの生活福祉資金

の小口生活資金のように、市の制度として

１０万円程度の貸付金制度を創出しても、

生活再建を図ることは困難であり、自立に

はつながりにくいと思われます。今後も相

談者の生活状況を踏まえ、総合支援資金貸

付制度などを紹介するとともに、生活再建

に向けて、生活保護制度を適正運用するな

ど、適切な相談支援の対応に努めてまいり

ます。 

 商業活性化条例における自治体の積極的

役割等についてのご質問でございますが、

（仮称）商業の活性化に関する条例におけ

る市の役割については、第７条の市の施策

として、商業者に対する有益な情報の収集

及び提供、融資のあっせん、経営革新の支

援、商工業活性化補助など、状況に応じた

支援策を明記いたしております。条例制定

後は、商店街のこども１１０番や商品券の

第２弾を実施し、市内商業の活性化を図っ

てまいります。 

 次に、住宅リフォーム助成については、

中小零細事業者の振興を図る一つの施策と
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なりますが、行財政改革に取り組んでおり

ます本市の厳しい財政状況を勘案すると、

実施することは困難であると考えておりま

す。 

 次に、市独自の融資制度については、一

昨年に起きたリーマンショックに端を発し

た世界経済の不況の波が日本経済に大きな

影響をもたらし、中小零細事業者の支援の

ため、平成２１年度に特別金融支援策とし

て融資期間の１年間の延長や利息と保証料

の全額助成を実施しております。現在もデ

フレーションの進行などで景気回復の足取

りがまだまだ弱く、厳しい経営環境が続い

ており、さらに中小零細事業者の支援のた

め、平成２２年度におきましても特別金融

支援策を延長してまいりたいと思います。 

 次に、小規模修繕工事契約希望者登録制

度についてでありますが、当制度は、建設

業の許可を受けていないなどで本市に指名

参加登録できない市内の小規模事業者の

方々の受注期間を拡大することを目的とし

て、平成１９年４月より実施いたしており

ます。実施当初は、対象工事を３０万円未

満の修繕工事といたしておりましたが、平

成２１年４月より対象工事の上限額を６０

万円まで引き上げ、本市において随意契約

となる１３０万円未満の修繕工事のうち、

工事件数では９割、金額ベースでは当初の

制度からいたしますと２倍へ拡大したもの

となっております。実際の受注額につきま

しても年度を追うごとに倍増しており、こ

の不況のさなかにあって、市内小規模事業

者の方々への景気対策、生活対策の一助と

なっているものと考えております。今後も

当制度の活用・運用充実に努め、地元商工

業の振興を図ってまいります。 

 子育て支援施策につきましては、案とし

てお示ししておりますせっつすこやか子育

てプランにおいて、総合的に全庁的に取り

組むものとして、最善の利益は子どもに、

地域や社会による子育て支援、子どもとと

もに育つまちを基本理念としております。

また、行財政改革を進め、市政運営のしっ

かりとした基盤を固めていきながら、厳し

い財政状況にあっても必要な施策にしっか

りと取り組んでいくことが必要と考えてお

ります。 

 こども園につきましては、保育サービス

の充実と就学前教育の充実を併せて行うも

のであり、子どもにとっても保護者にとっ

ても地域の方々にとってもよいものとなる

よう、教育委員会とともに一つ一つきめ細

かな検討を重ねてまいります。また、保護

者や地域の方々のご意見をお聞きし、さま

ざまな形で参加・参画していただき、スタ

ートに向けて取組みを進めてまいります。 

 保育所の給食の一部民間委託についてで

ありますが、行財政改革の一環として検討

を始めるもので、アレルギー食が必要な子

どもへの対応や食育の推進にも配慮しなが

ら検討してまいります。 

 乳幼児等医療費助成制度の充実につきま

しては、子育てに伴う経済的負担の軽減と

して、また、子どもの健康づくりとして重

要な事業と認識いたしております。年々助

成を拡大し、平成２１年度より入院医療費

について中学生終了時まで拡充してきたと

ころでございます。今後は、次世代育成支

援後期行動計画、せっつすこやか子育てプ

ランに基づき、子育てを総合的に支援し、

地域全体で子育てを支援する体制づくりに

努めていきたいと思います。 

 質問番号５のまちづくり、環境等につい

てでありますが、生活道路と歩道の改善に

ついてでございますが、道路の安全確保の

ため、安全総点検や道路パトロールを実施
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し、危険箇所の早期発見、早期補修に努め、

事故などを未然に防止するため努力を続け

ております。道路の補修工事は、年次計画

を立て、毎年、時点修正を加え、それに基

づいて補修工事を実施しております。生活

道路や歩道の改善は、平成１２年に策定さ

れました高齢者、身体障害者等の公共交通

機関を利用した移動の円滑化の促進に関す

る法律に基づき、本市では平成１７年３月

に摂津市交通バリアフリー基本構想を策定

し、中心となる公共交通機関の特定旅客施

設を阪急正雀駅及びＪＲ千里丘駅の２駅と

して周辺道路を特定道路として位置付けて

おります。この基本構想に基づいた道路の

整備計画を示す摂津市交通バリアフリー道

路特定事業計画を平成２２年度に策定し、

高齢者や身体障害者が円滑に移動できる安

全な道路整備に向けて検討を進めてまいり

ます。 

 次に、市内バス路線の見直し、検討につ

いてご答弁を申し上げます。今日の社会に

おいては、高齢者の移動手段の確保、都市

の活性化、コンパクトなまちづくりなどの

観点から、公共交通や自転車などの利用を

中心とした生活が可能な環境の形成が必要

であり、そのため地域公共交通の活性化や

公共交通サービスの充実を図ることの重要

性が高まっていると考えております。本市

におきましても、民間の路線バス、市内循

環バス、公共施設巡回バスを運行いたして

おりますけれども、バス交通網の空白地帯、

また運行形態が異なるなど、市議会や市民

からご意見をいただいており、地域全体の

バス路線のあり方など、現状における問題

点などの整理が必要なことから、市内公共

交通の課題を検討するため、関係機関で構

成する懇談会を設置し、地域の実情に即し

たバス路線網の構築を検討してまいります。 

 旧三宅・味舌小学校用地を存続し、活用

することについてでありますけれども、現

在のところ、両校の体育館は、災害時には

避難所にもなるスポーツ施設として恒久活

用としており、旧運動場については、暫定

ではありますが、スポーツ広場として市民

の方にもご利用いただいております。跡地

活用につきましては、これまでにも住民の

皆様からのご意見やご要望を伺っておりま

すが、以前からも答弁しておりますとおり、

売却しないで済むなら、それにこしたこと

はございません。しかし、今後の財政は非

常に厳しい見通しがあり、毎年の財政状況

を勘案しながら、あらゆる選択肢を排除す

ることなく検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 南千里丘の開発について、当初計画から

現時点でどう変わり、それについてどう評

価しているかとの質問でございますけれど

も、南千里丘のまちづくりは、将来の阪急

京都線の摂津市域での連続立体交差事業を

視野に入れ、今日まで事業を着々と進めて

まいりました。その結果、おおむね当初考

えていた南千里丘のまちづくりができつつ

あると考えております。今月には南千里丘

のまちびらき並びに摂津市駅の開業、そし

て７月にはコミプラのオープンを予定いた

しております。これら一連の事業は、当初、

摂津市が視野に入れていた阪急京都線の連

続立体交差事業に向け、大きく前進させる

ものと考えております。 

 コミュニティプラザの使用料の設定につ

きましては、年間のランニングコスト、公

民館を除く本市の既存公共施設の使用料の

平均、そして北摂６市の使用料の平均の３

要素を基本にして本施設の使用料を設定い

たしております。 

 ふれあいルームにつきましては、旧総合
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福祉会館の閉館によります市民サービス低

下の抑止策として暫定で供用をいたしてお

りましたが、コミュニティプラザのオープ

ンによりまして、その役割は終了するもの

といたしておりますので、本施設の当初の

取り扱いに従い、用地については売却した

いと考えております。 

 吹田操車場跡地についての質問でござい

ますが、吹田操車場跡地まちづくりにつき

ましては、平成１９年６月にまちづくり全

体構想、平成２１年９月にはまちづくり基

本計画を策定し、その中で摂津市域を都市

型居住ゾーンと位置付け、防災機能を持つ

都市公園や鉄道機構による緑道の整備も含

め、環境に配慮した良好で秩序ある都市型

居住空間の創生を目指しております。土地

利用につきましては、昨今の経済情勢も見

きわめながら、この緑と駅の近接性を生か

した魅力あるまちづくりを進めてまいりた

いと考えております。 

 次に、クリーンセンターの問題でありま

すけれども、正雀下水処理場の機能停止後

のし尿及び浄化槽汚泥の処理につきまして

は、近隣自治体で処理する案及び流域下水

道処理場内に前処理施設を設ける案を優先

案と位置付け、吹田市及び大阪府と協議し

ているところでございます。両案とも厳し

い交渉が続いておりますが、この問題は、

し尿処理の問題にとどまらず、本市のまち

づくりにかかわる問題でもございます。こ

のため、引き続き粘り強く交渉し、協力が

得られるよう努力をしてまいります。 

 まちづくり委員会の設置についてであり

ますが、さまざまな行政課題を推進するに

当たり、行政と市民が協働することは重要

な課題と考えております。広く市民のご意

見を伺う方法として、本市では地区振興委

員を置き、地域のご要望を伺うほか、市民

の声により直接ご意見を伺う制度や、市政

モニターからさまざまなご意見、ご提案を

いただく、また、パブリックコメント制度

を活用してさまざまな計画策定に市民の参

画を得るなどの取組みを行っております。

また、今回の総合計画の策定に当たっては、

公募市民によるまちづくり市民会議を開催

し、直接市民にご議論をいただき、行政と

協働する取組みを行いました。今後は、こ

のようなさまざまな取組みを推進すること

により、広く市民のご意見を伺うことがで

きるものと考えております。まちづくり委

員会を設置する考えはございません。 

 環境アセスメント条例の制定についてご

答弁申し上げます。現在、大規模開発行為

に関しましては、環境影響評価法もしくは

大阪府環境影響評価条例において、環境影

響評価を義務づけております。法及び府条

例対象外の小規模開発行為に関し、本市に

おきましては、環境の保全及び創造に関す

る条例において、環境に著しい影響を及ぼ

すおそれがある開発行為については、環境

の保全に配慮するよう必要な措置を講ずる

ものと定めており、環境に影響を及ぼす開

発行為の未然防止に努めているところでご

ざいます。そのため、本市独自の環境アセ

スメント条例の制定につきましては、現時

点での検討は考えておりませんが、将来的

に自然的条件及び社会経済活動の状況など

も考慮した上で、環境影響評価が必要な状

況などになれば、環境アセスメント条例制

定の検討を考慮していかなければならない

と認識をいたしております。 

 私のほうからの答弁は以上でございます。

詳細にわたっては、後ほどまた担当部長か

らお答えを申し上げます。 

○上村高義議長 次に、教育長。 

  （和島教育長 登壇） 
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○和島教育長 教育委員会にかかわる４点の

ご質問にご答弁を申し上げます。 

 まず、摂津市の子育て支援策の方向性に

ついて、教育委員会における第４次行財政

改革実施計画のあり方についてでございま

すが、行財政改革は、事務事業のあり方や

仕事の進め方、費用対効果等を常に検証す

るとともに、国や府の施策のあり方や動向

とも調整を図る必要があるものと認識いた

しております。今般の国における子育て支

援等の考え方に基づく平成２２年度以降の

施策展開は、本教育委員会の施策とも大き

くかかわるものと考えております。したが

いまして、その内容を見きわめながら、第

４次行財政改革実施計画において、就学援

助金の見直しや学童保育のあり方について

検討してまいりたいと考えております。 

 次に、子どもの学力保障についてでござ

います。本市の児童・生徒に確かな学力を

保障するためには、きめ細かな指導が重要

であり、その実現のためには、教員の授業

力の向上が不可欠であります。併せて児

童・生徒の実態に応じた指導方法の工夫・

改善も行わなければなりません。そのため

には、少人数での指導や個別の対応が可能

な人的措置が必要であり、学校からの一番

の要望も人の配置であります。そのため、

教育委員会では、府や国に対し、加配教員

配置の配置増を要望するとともに、小学１

年生等学級補助員や学校読書活動推進サポ

ーターを配置し、必要に応じて学習サポー

ターを派遣するなど、きめ細かな指導の実

現のための支援を行ってきたところであり

ます。 

 ご指摘の少人数学級の実現につきまして

は、学級定数の引き下げがきめ細かな指導

に効果的であるとは考えますが、市単費で

の実施は困難であります。都市教育長協議

会を通して、現在、府が実施しております

小学１、２年生の３５人学級の３年生以上

への拡大を引き続き要望するとともに、学

級定数の引き下げについて、国への要望を

今後も行ってまいりたいと考えております。 

 次に、学力調査についてでございますが、

全国学力・学習状況調査や摂津市学力定着

度調査を実施し、実態を把握・分析するこ

とから、児童・生徒の学ぶ意欲の向上、各

学校の学習指導の充実、そして、教育委員

会の施策の充実を図ってまいりました。そ

の際、学校の序列化や過度の競争をあおる

ことがないよう配慮に努めてまいったとこ

ろでございます。また、学校だけで子ども

たちの学びが完結するものではなく、家庭

での学習習慣を含めた基本的生活習慣の確

立が学力向上には欠かせないことがこれま

での調査によって明らかになってまいりま

した。そこで、これまで学力調査の市全体

の結果を公表し、課題の共有に努め、保護

者や地域が学校と一つになって子どもたち

の生きる力をはぐくめるよう取組みを進め

てきたところであります。 

 平成２２年度から全国学力・学習状況調

査は抽出調査に変更されますが、本市にお

きましては、摂津市学力定着度調査につい

て、全国学力・学習状況調査の問題を活用

して、本市の小学校６年生と中学校３年生

全員を対象に調査を実施してまいります。

その後、市全体の結果分析を行い、学力向

上のための取組みをより一層進めてまいる

所存でございます。 

 次に、学校給食の民間委託についてでご

ざいます。学校給食の民間委託は、行財政

改革の中で位置付けられており、教育委員

会では学校給食の安心・安全・安定的を基

本原則として実施いたしております。その

ため、献立の作成や食材の購入は従来どお
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り教育委員会が責任を持って行い、給食の

調理・運搬等の調理業務のみを民間業者に

委託いたしております。委託業者の選定は、

学校給食が教育の一環として行われている

ことを踏まえ、価格のみで判断するのでは

なく、提案型のプロポーザル方式により、

事業者のこれまでの学校給食業務の受託実

績や配置される従事者の学校給食における

経験等を確認することにより、必要な技術

力と学校給食への理解を有する業者を選定

いたしております。 

 業務内容の検証につきましては、日々の

業務は学校栄養教諭と連携をとりながら進

めておりますが、学校給食会におきまして

も、学校長、栄養教諭、保護者などの関係

者により調理作業の確認、検食などを通じ

て、衛生面、作業内容、子どもたちとのコ

ミュニケーションといった事項について検

証いたしております。今後の委託につきま

しては、検証結果においても、その業務内

容等については良好であることから、学校

給食の安心・安全・安定的という基本原則

を踏まえた上で、行財政改革実施計画に沿

って取組みを進めてまいります。 

 最後に、国旗・国歌の指導のあり方につ

いてのお問いでございますけれども、学習

指導要領では、国旗及び国歌の指導につい

て、児童・生徒に我が国の国旗と国歌の意

義を理解させ、これを尊重する態度を育て

るとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に

尊重する態度を育てるよう配慮することと

示されております。したがいまして、児

童・生徒に必要な事柄を通常の方法で指導

することは決して押しつけではなく、各学

校の教科や領域を含め、すべての教育活動

の中で目的を達成する必要があると考えて

おります。卒業式や入学式においての国旗

掲揚及び国歌斉唱につきましても、その意

義を踏まえ、学習指導要領に基づき、すべ

ての児童・生徒に国旗及び国歌に対する正

しい認識を持たせ、それらを尊重する態度

が育てられるよう指導しているものでござ

います。 

○上村高義議長 山崎議員。 

○山崎雅数議員 では、２回目、続けてお聞

きをいたします。 

 市長は、この６年間の市政の中で、市民

負担を求めてきたことには痛みを感じてお

られないのか、夢とおっしゃいましたが、

この実現に矛盾を感じられないのか、お聞

きをしたいと思います。一方で、基盤整備

ですけども、金額もさることながら、市民

負担を求めることに比べて、この開発が課

題ではないか、お聞かせいただきたいと思

います。 

 水道料金の値下げにつきましては歓迎す

るところですけれども、３日の府議会で日

本共産党のくち原府議の質問で、今年は１

０円１０銭の引き下げの予算ですけれども、

２０１３年度にはさらに府営水は１０円下

げられるという試算を知事が認められまし

たので、安心して引き下げていただきたい

と思います。 

 次に、４次行革は、削れる可能性のある

ところは全部羅列をしたというようなとこ

ろではないでしょうか。市民生活を守ると

いう観点から見れば、削ってはいけないと

ころがあるのではないでしょうか。パブリ

ックコメントにしても、インターネットを

使えない人にとっては閲覧で持ち帰りがで

きない。わずか２週間、これは本気で市民

の意見を聞く気があるのかと言わざるを得

ません。市長が「市民の意見に耳を傾け」

と言うのであれば、どの意見を入れて、ど

の意見は入れられない、今はだめでも、そ

の将来、意見を入れていけるのか、その回
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答を市民に返していくべきだと思いますし、

その方法もネットだけというのも疑問を感

じます。市民の意見の反映について、再度

ご意見をお聞かせいただきたいと思います。 

 計画の方針にしても市役所の財政の都合

で組み立てられており、「市民が求める市

役所とは」という観点が欠落しているので

はないでしょうか。そもそもこういう行革

が必要になってきた原因がどこか。国の拡

大方針のままに負債を増やしてきたことに

あるのではないか。また、だれも責任をと

るということにはなっていない。一方、平

準化債、退職債、後年度負担が増える、そ

の総括の中で過大な事業を見直すというこ

とが真の行革ではないか、財政見通しにあ

る事業も見直すということにならないのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

 ４次行革を実施して、その先に待つ摂津

市の未来がどうか。我慢をすればよくなる

ということが、そうではなさそうだと。人

口減少の最大の要因は少子・高齢化で、流

出についてはほかの自治体もいろんな手だ

てを打つわけですから、条件がほとんど変

わらないのではないか。住みよいまちをつ

くるということが人口流出防止の最大の方

策ではないでしょうか。住民の規模が小さ

くなるということから、これは確実なわけ

ですから、開発で住居を提供しても需要が

なくなるわけですから、これからは量より

質が大事ではないか。総合計画の考え方の

スタートとして、基盤整備と開発で人を呼

び込む、人口流出を防ぐという考え方、こ

のあり方を改める必要があると思いますが、

ご見解をお聞かせください。 

 また、まちづくり市民会議の意見を組み

込めたとおっしゃっておりました。その意

見の一つ一つ、どう返していくか、どう料

理をされたいのか、また、進行管理につい

てはどういう管理をしていくのか、どうい

うスパンで検証していくのか、お聞かせく

ださい。 

 次に、国保は、医療費の伸びが課せられ

るという点では、際限のない負担の増、負

担の歯どめがきかないこと、それから、一

定の割合で基金など負担が強いられる仕組

みの中で、被保険者の負担を増やしていか

ないと赤字になるという構造的なものであ

ります。今回のように割り戻しがあって一

息つくということがあっても、それがなけ

れば不況や収入にかかわりなく保険料が上

げられる。市民はもう払えないというとこ

ろまで来ています。国が構造的にお金の心

配なく医療にかかれる制度にしていくこと

をしっかり求めていただくとともに、それ

までは公共福祉の立場で自治体が繰り入れ

など頑張る必要があるのではないでしょう

か。昨年の繰り入れを減らしたことが問題

ではないかと見解を求めます。また、各自

治体の国保会計の軽減にはなっても、市民

一人ひとりの状況がつかめなくなるような

広域化は進めるべきではないと考えており

ます。国と自治体の役割をしっかり明確に

して、医療制度改革を求めていただきたい

と考えております。 

 次に、生活保護については、この間の推

移など、また特徴を改めて聞かせていただ

きたいと思います。高齢化社会を迎えるこ

の社会ですが、それから失業による増加、

それから雇用問題の解決・改善の方向を追

求しなくてはなりません。自立に向けて支

援が必要です。ケースワーカーの増員とと

もに社会福祉士などの専門性も高めながら、

行革で大変だと言いながらも、経済状況が

悪くなるほど、この部分は逆に拡大せざる

を得ないわけですから、必要とされるケー

スワーカーの増員、就労支援の充実を求め
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たいと思います。そして、事務執行につい

ても、手渡し支給が面談の機会を増やすと

いう手だてというより、口座振替で効率化

を図って支援の充実のほうに振り向けられ

ないか。それより、これからの見通しと対

応について見解を伺いたいと思います。 

 後期高齢者の医療では、自治体は急な変

更を避けよと先延ばしの進言をしたわけで

す。これを撤回して廃止を求めるべきでは

ないでしょうか。国の財政措置を求めるの

は当然としても、市の高齢者医療への独自

の助成など、同じ摂津市民ですから講ずる

べきではないでしょうか。７５歳以上の

方々に人間ドックの助成というより有効だ

と考えておりますが、いかがでしょうか。 

 障害者施策では、１月の違憲訴訟の原告

団と国の歴史的和解がされました。政府の

予算では、約束の３００億円の助成が１０

７億円しか盛り込まれず、医療支援では応

益負担を残しました。摂津市で低所得者に

対する横出しの独自の軽減策も紹介してい

ただきました。国連で権利条約が採択され

る中でのふれあい都市宣言で掲げた理想の

実現を目指し、当事者の願いを最大限酌み

取った支援を求めていただきたいと思いま

す。要望といたします。 

 介護の面でも、高齢化社会を迎える中で、

老人福祉の分野は決して小さくはなりませ

ん。増加の傾向、状況を聞かせていただき

たいと思います。お答えになった相談支援

はもちろん、介護を提供する事業者、設備、

特に人的増加が避けられないと思いますが、

体制や計画などを伺います。また、４次行

革における地域包括支援センターの業務の

委託の関係を伺いたいと思います。 

 そして、市民税については、市民税はあ

くまで所得にかかるということで、資産に

かかるという担税力という考え方はおかし

いと思います。納税した後の資産にまで市

民税がかかるのか、もう一度お聞かせいた

だきたいと思います。 

 そして、保育料、それからほかの公共料

金、また貸し付けに関しても、市民生活が

苦しいときに何とかしてほしいの声に応え

られる制度にしていただきたいと思います。 

 商業活性化については、ぜひ市の役割を

果たしていただきたいと思います。 

 住宅リフォーム助成は、ぜひ研究してい

ただきたい。１回目で申しましたように、

商品券よりは手続きが煩雑になるでしょう

けれども、効果のほうはどうかと。経費的

にはそう大きくなるものではないと考えて

おります。財政状況を理由とするなら、ど

ういうふうに考えられたか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 融資制度については、不況を抜け出すま

でぜひとも続けていただきたいと思います。

制度の利用実態、それから見える必要性を

お聞かせいただきたいと思います。 

 子どもの医療助成は、今度、堺市が所得

制限もなく中学校卒業まで拡充と聞いてお

ります。さらに進めるべきではないか、お

聞かせください。 

 こども園など幼保一元化、国が旗振りを

している中で、摂津市としては公的責任を

追及する、民営化・民間委託の方針は将来

にわたってとらないと言明できないんでし

ょうか。お答えください。 

 就学援助金は、子ども手当とは全く性質

が異なる制度です。４次行革に書いていま

すけども、新制度でこれまですぐれた制度

を後退させることは許されません。お考え

をお聞かせください。 

 学力テスト参加に踏み切る理由、どうい

う分析でどう生かされるのか、また、その

上でなぜまだ行うのかと。年度ごとの特徴
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と言われますけれども、よそと比べること

が必要かと、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 教員の配置、加配と少人数学級、国・府

に要望していただくということですけれど

も、実現待ちでは現在の子どもたちはどう

なるのかということになると思います。お

聞かせください。 

 給食の民間委託については、安かろう、

悪かろうとは言いませんけれども、１回目

で述べたように、不安解消の説明にはなっ

ていないのではないか。現段階で公と民の

コストの差、これは明らかに人件費の差で

す。公の分野でも若い調理員さんが増えて

くれば、その差が縮まります。学校給食を

公で担い続けていくことは、そうしたコス

ト面以上に、これまで栄養士さん、調理員

さん、学校や保護者が培ってきた、安全に

配慮し、食育にも結びついたおいしい給食

の業務をさらに高い次元に発展させていく

ことを可能にするものではないでしょうか。

行革案に流れる、できるところは民間へ、

この方針を見直すべきではないでしょうか。 

 学童保育も同様です。全校委託を目指す

んですか。お聞かせください。 

 次に、日の丸・君が代の指導は押しつけ

ではないと。ぜひ確認したいと思います。 

 道路整備では、対策がどう進むか。これ

は、予算が入れられるかどうかではないで

しょうか。お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 そして、路線バスの議論は運行アピール

にもなります。大いに広げて市民の理解と

利便性を図っていただきたいと思います。

高齢化社会を迎えます。公共交通がさらに

重要になってきます。車いすで市内の多く

の場所へ移動できるシステムの構築など、

検討を広げていただきたいと思います。 

 小学校の跡地については、売却しないで

済むなどとおっしゃいました。私たちが市

民の皆さんの意見を聞く中でも残してほし

いというのが圧倒的です。市民意見を聞く

と言われておりますから、どういう意見だ

と感じておられるのか。それから、その上

で財政が厳しいということで、一言で売却

に変わるんでしょうか。それで市民意見や

要望を入れたことになるんでしょうか。市

民意見を聞くということはどういうことか、

これも見解を求めたいと思います。 

 そして、南千里丘、吹田操車場跡地、こ

のあり方が変化していると思います。これ

以上の負担増にならないことを求めます。

見直しはいつでも遅くはないと思います。

これからも求めてまいります。 

 次に、まちづくり委員会も考えておられ

ないと言われました。最初に言われたよう

に、市長が「市民意見に耳を向け」と言わ

れました。この市長の主張と矛盾しないで

しょうか。４次行革、総合計画、市の運営

について、市民本位、市民の状態から出発

すべきで、国や市の都合を押しつけるべき

ではありません。これまでの委員会や市民

会議の意見が生かされているようになかな

か思えないんですが、市民参加の方向につ

いて再度お聞かせいただきたいと思います。 

 そして、環境アセスメントですが、今後

一層求められていると思います。摂津市域

で行われている開発でも、南千里丘で環境

に配慮したまちづくりと言っている一方で、

吹田操車場跡地に移転してくる貨物駅につ

いて、お隣の吹田市では環境影響評価に関

する市民の公聴会が開かれ、説明の場、住

民意見を聞く、そういう場があったのに対

して、同じ事業、お隣で進めている事業で

すけれども、摂津市ではそういう機会が持

たれなかったということですから、前向き
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な検討をお願いしたいと思います。 

 以上、２回目といたします。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 山崎議員の２回目の質問に、最

初の部分についてだけ、私のほうからお答

えをしておきます。 

 過去、私は５年数か月ですが、ずっとさ

かのぼって、ようけ借金をつくってきたや

ないかというような話がありましたけれど

も、確かに一方で市民負担を増やしてきた

のと違うかというお話がありましたが、確

かに一部そうであったと思いますけれども、

共産党さんはいつもソフトなまちづくりに

ついてよくお話をなさいますね。優しさ、

ソフトなまちづくり、ソフト、これは、僕

は大切な部分だと思います。私も常々その

ことは必ず頭の隅っこに入れておりますけ

れども、８万数千人のお方のいろんな質問、

思いがあるんです。もう重々わかっていま

す。議会でもいろんな市民の皆さんからの

話も聞きますけれども、どっちか一方に偏

ってしまったらだめなんですね。まちはバ

ランスをとらないと、これは成り立ってい

かないんです。だから、おっしゃっている

ことはよくわかりますけれども、例えば、

人口問題もおっしゃいましたけれども、摂

津市の各種のアンケートを見ますと、出て

いかれる方の多くはハードの話がよく出て

くるんです、一番上のほうに。便利悪いと

か住みにくいとかね。上のほうにそれが出

てくるんです。だから、そっちのほうにも

しっかり目を向けておかないとだめだと思

います。それだけに目を向けるだけに、一

方で優しさ、ソフトなまちづくり、こっち

もしっかり頭に入れておくと。そのバラン

スをとっていかないと、私は今のご指摘は

当たらないのではないかと。 

 この間、こんな話があったんです。ある

ご婦人が、千里丘のガードを渡るとき、手

を合わして渡ってますねんと言わはったん

です。何のことを言うてはるのかなと思っ

て、ああ、よかったという思いで通ってま

すねんと言いはるんですね。その人は恐ら

く毎日のように通ってはった方だと思いま

すけれども、２０年間ぶりにできて、よか

ったという気持ちで通ってはる人があった

んですけれども、それを聞いて、ああ、よ

かったなと思ったんですが、莫大な金、府

民のお金が使われておるんですけれども。

先ほど、借金をようけつくって、何か要ら

んもんにお金を使ってきたのと違うかとい

うような話に聞こえたんですが、私は今、

ハードのまちづくり、いろいろ一つ一つ議

会の皆さんの理解の上でできているのは、

やっぱり前市長、目に見えないけれども、

本当に大変な事業だったと思いますけれど

も、下水道に多額のお金が要った、これが

一つの原因と言ったらいけませんが、そう

いうことではないかと思うんです。でも、

下水道もできていない、ガードはそのまま、

南千里丘の企業の跡地は大型トラックのタ

ーミナルになっていたら人口増どころの話

じゃないですよ。という意味で、そういっ

たことにも目を入れながら、しかし、共産

党が常々ご指摘されるソフトのまちづくり、

私はこっちもしっかり目を向けているつも

りなので、あまり公共事業、私はよそのむ

だな公共事業からいったら、摂津市はびた

一文むだなことはやっていないと言うてほ

しいですね、共産党さんから。そういうこ

とで、１問目だけお返ししておきます。 

○上村高義議長 次に、市長公室長。 

○羽原市長公室長 それでは、行財政改革に

かかわりますご質問、そのほか何点かご答

弁を申し上げます。 

 まず、４次の行財政改革でございますが、
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これは、今回の非常に急激な景気の悪化及

び市の職員がこの数年で非常に大量に退職

していく大きな環境変化に対応して、行政

をどういうふうに運営していくのかという

ことが、やはり一番大きな要因であろうと

いうふうに思います。今後、税収の伸びと

いうのが、数十年前と違いまして、大幅に

回復するということはなかなか描けない環

境にありますので、こういう環境下でどう

いうふうに行政を運営していくのかという

のが一番大きな課題というふうに思います。

中身も示しておりますが、中期の財政見通

しとしては、５年もしますと３５億円にも

及ぶような赤字が累積するというふうな試

算もいたしておるところでございまして、

やはり早い段階で手を打っていく、どうい

うふうに体制を立て直すかという議論がベ

ースでございます。 

 個々の事業の見直しにつきましては、現

在のところ、市の内部で議論いたしまして、

整理できたものを掲げさせていただいてお

ります。ここをどうしていくか、具体の問

題につきましては、職員にかかわる部分、

内部でまずスタートできる部分はスタート

させていきますけれども、やはり今後の財

政を見ながら、予算編成の時期に合わせて、

個々の問題についてはより一層精査をして

まいりたいというふうには考えております

し、それぞれの項目について、改めて議会

でご議論いただく面もあるのかなというふ

うには考えております。 

 そういう行革のパブリックコメントにつ

いて、市民のご意見をということでござい

ます。ネットだけということではございま

せんで、各公共施設に計画案を既にもう置

いております。ご覧いただきまして、ファ

クスなり直接お持ちいただくなり、ご意見

をたくさんお寄せいただく、これは私ども

にとってもありがたいことというふうに考

えております。 

 あと、広く市民の声を聞くということで

ご質問をいただいたと思います。私どもの

ほうでも、例えばまちづくり市民会議、こ

の中でも「協働」という単語を用いまして、

やはり市民と行政が一緒になってまちをつ

くっていくという方向をというご意見が

多々ございました。その中では、まち育て

というような概念でお考えをまとめていた

だいているところもございます。やはりこ

れからの時代、行政だけがすべてを担える

ということではなくなってきていると思い

ますので、その意味では、市民のご意見を

しっかりお伺いしながらまちづくりをして

いくということは必要かなというふうに思

っております。ただ、それが、ご質問にご

ざいましたような市民会議という形がいい

のかどうか、これはいろんな市民の方のご

意見がございますし、暮らしの実態もある

わけですから、その辺は十分にこれから検

討していく必要があるのかなというふうに

考えております。 

 まちづくり市民会議の提言、これを総計

の中にどういうふうに生かしておるのかと

いうご質問でございますが、市民会議では、

基本構想の提案、それから２０の具体的な

施策提言をいただいております。これらは

私どもの中で取りまとめをいたしました計

画素案にかなり組み込めたものと考えてお

るところでございまして、現在、計画素案

に基づき、審議会でご審議をいただいてお

るところでございます。 

 今後の総合計画の進行管理につきまして

は、新たな施策ごとに評価指標というもの

を設定することも、現在、作業を進めてお

りますので、その評価指標を一定の物差し

として管理するとともに、施策に対する市
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民の満足度調査、担当部署においてそうい

うこともしっかりと検証できるような仕組

みをつくってまいりたいというふうに考え

ておるところでございます。 

 以上です。 

○上村高義議長 保健福祉部長。 

○佐藤保健福祉部長 それでは、国保につき

まして、ご答弁を申し上げます。 

 国保財政の健全化につきましては、収支

均衡のとれた財政運営が基本でございまし

て、歳出に見合った歳入を確保することが

必要でございます。これには条例に基づい

た保険料率の設定を行い、歳出の伸びに対

しましては、国・府・市等の負担も一定割

合で伸びてまいりますので、保険料負担の

伸びにつきましてもご理解をいただきたい

と考えております。市といたしましては、

先ほどの市長答弁にもございましたように、

歳出面におきましては、特定健診をはじめ

とした医療費の適正化対策を継続して行い、

また、歳入面では保険料の収納率の向上対

策を行ってまいります。具体的には、歳出

につきましては、新たに特定健診の受診率

向上と後発医薬品の普及促進のための委託

事業を行い、歳入につきましては、コール

センターを活用した納付啓発や土曜電話相

談窓口の設置による納付相談の充実などに

より収納率の向上を図ってまいります。今

後も医療費の適正化に努めるとともに、保

険料納付に理解を求め、同時に納付困難な

世帯に対しましては、保険料の減免制度の

利用や分割納付等の対応を行ってまいりま

す。 

 また、保険料負担能力があるにもかかわ

らず納付いただけない世帯に対しましては、

国民健康保険制度維持のためにも、また、

被保険者の負担の公平性の観点からも、法

的な措置も含めた対応を検討してまいりた

いと考えております。また、国・府への要

望につきましては、大阪府市長会等を通じ

て行ってまいります。 

 続きまして、生活保護についてでござい

ますが、この１年間の生活保護の推移を申

し上げますと、平成２２年１月時点の保護

世帯数は８９０世帯で、対前年同月比で１

６．３％の増加となっております。保護率

は１５．２パーミルで２．３ポイント上昇

をしております。相談件数につきましては、

昨年４月から今年１月までの間で８６８件

と、平成２０年度１年間のトータル件数７

２９件を２か月残して１３９件上回ってお

ります。このような状況で、本市の具体的

な取組みといたしましては、平成２１年４

月より社会福祉士と精神保健福祉士の資格

を有する自立支援相談員を新たに配置し、

ケースワーカーと連携をとりながら、就労

支援、生活支援等のきめ細かな対応を心が

けております。ケースワーカーにつきまし

ても、社会福祉士資格を持つ職員の配置や

各種研修に積極的に参加させるなど、専門

性を高めることに努めてきております。ま

た、女性ワーカーを配置し、状況に応じて

面接相談等で対応しております。保護世帯

数が著しく増加している今日、相談者や被

保護世帯の状況や実情を十分把握し、生活

保護の適正実施に支障を来さないよう、ケ

ースワーカーの配置等の実施体制の充実に

つきましては、今後も配慮をしてまいりま

す。 

 また、口座振替の切りかえにつきまして

は、改めて実情を把握し、検討をしてまい

りたいと考えております。 

 続きまして、後期高齢者医療制度につい

てでございますが、政府は現行の後期高齢

者医療制度を廃止し、平成２５年４月に新

制度に移行するものとしており、それまで
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の間は現行制度を維持するとしております。

本年は、後期高齢者医療制度の保険料見直

しの年に当たり、大阪府後期高齢者医療広

域連合でも、苦渋の選択の結果、１人当た

りの保険料率の見直しを決定いたしました。

この間の経緯からは、財政負担の増加につ

いては、被保険者や地方に負担を転嫁する

のではなく、国の財政措置を強く求めるべ

きだと考えております。本市といたしまし

ても、現行制度の中で、障害福祉課などと

連携して、６５歳から７４歳までの障害者

の方が国民健康保険と後期高齢者医療制度

について、有利な選択のできる情報の提供

や、平成２２年度から開始されます人間ド

ックの助成制度の円滑な実施に努めてまい

ります。 

 続きまして、乳幼児等医療制度助成の充

実についての検討についてでございますが、

現在、本市の制度につきましては、府下で

も一番充実した制度となっておりますので、

国での制度充実を見守ってまいりたいと考

えております。また、保育所給食の一部委

託につきましては、既に他市でも実施例も

ございますので、これらも参考にしながら、

一部委託後も円滑に業務が行える方法が可

能なのかどうか、検討を行ってまいりたい

と考えております。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

○福永保健福祉部理事 摂津市の高齢化の現

状でございますが、介護保険制度が開始さ

れました平成１２年が１１．６％、地域包

括支援センターが設立されました平成１８

年が１５．８％、そして、昨年、平成２１

年９月現在が１９．０％と、全国に比べて

若いまちと言われております摂津市におき

ましても高齢化が進んできている現状でご

ざいます。これらのご高齢の方の相談支援

の取組みにつきましては、安威川以北・以

南に各２名ずつ配置しておりますコミュニ

ティソーシャルワーカーが地域のリハサロ

ンや民生児童委員の会議などに出向き、福

祉関係者からの相談を受けたり、地域福祉

活動拠点などの施設を活用し、定期的に出

張相談などを実施しております。地域包括

支援センターとコミュニティソーシャルワ

ーク事業を一本化させることによって、地

域で受けた相談が支援センターやセンター

を通して介護保険事業者や専門機関などに

スムーズに伝わるようになり、素早い対応

につながってきていると考えております。 

 人員体制につきましては、高齢化率の推

移や要介護認定者の推移などを見守りなが

ら検討していくことになると考えておりま

す。今後もコミュニティソーシャルワーカ

ーや地域包括支援センターも含めて、出張

相談や家庭訪問などの相談支援活動の充実

に努めてまいります。 

 ケアマネージャーなどの専門職について

も、介護保険サービス以外の一般高齢者施

策などについて、より理解を深めていただ

き、トータルなケアプランの作成が可能と

なるよう働きかけてまいります。また、各

種団体や機関で構成している地域ケア高齢

者虐待防止ネットワークを活用し、地域で

高齢者の安否確認、認知症高齢者やその家

族への支援、介護予防、虐待防止など、取

組みが進んでいくように努めてまいりたい

と思っております。 

○上村高義議長 総務部長。 

○奥村総務部長 それでは、住民税の減免制

度の実施について、再度ご答弁申し上げま

す。税につきましては、特に公平性が厳格

に求められております。所得が得られなく

なったといたしましても、また、減少した

といたしましても、直ちに減免事由に相当

するとは解せられず、減免適用につきまし
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ては、もっぱら客観的な担税力のいかんに

着目して裁量すべきであるというふうに考

えております。大多数のサラリーマンでは、

所得税の現年分は毎月の給与から源泉徴収

されますが、住民税は翌年度課税となりま

す。この場合、退職により収入がなくなっ

たり、あるいは減少した場合でも、前年度

所得分として当該年度に課税されてまいり

ます。時期的なずれから後追いとなり、痛

税感が高まってまいりますが、これも制度

的な矛盾としてご理解いただきたいと思い

ます。 

 租税負担は、納税者が社会通念上なすべ

き行為として納税義務を果たしていただき

たいというふうに思っております。特に納

税の困難な方につきましては、徴収猶予、

納期限の延長等の相談に応じておりまして、

それら対応しておりますが、これによって

も到底納税が困難であると認められる担税

力の薄弱な人等に対しましては、そういう

減免制度がありますが、具体の数値のみで

判断するのではなく、減免を相当とする程

度の強いものに限っての制度でなければな

らないというふうに考えております。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 商業活性化条例におけ

る自治体の積極的な役割について、再度ご

答弁申し上げます。条例７条におきまして

は、行政主導ではなく商業者、商工会、商

店会の積極的な自主的な活動に対しまして、

後方的、それから側面からの支援を総合的

に目指しております。積極的な役割という

ことでございますが、まず、条例制定後に

おきましては、子どもが安心して買い物が

できるためのこども１１０番を、商店会の

協力のもと実施してまいります。３月の阪

急摂津市駅の開業により、大きく人の流れ

が変わっていくことが予想されます。こう

した中、平成２２年度に通行量や来街者調

査を行い、市内商業施設の状況を把握する

とともに分析し、商業振興施策に反映して

まいりたいと考えております。 

 次に、住宅リフォームについてご答弁申

し上げます。住宅に関する施策といたしま

しては、家庭介護の上で特にリフォームを

必要とされる場合には、介護保険や身体障

害者等の住宅改修助成がございます。住宅

リフォームの助成は、地域における産業の

振興や中小零細事業者の仕事の確保につな

がるものであり、建設業に対する波及効果

があると考えるものの、現在、大阪府下自

治体におきまして、まだ動きが見えない状

況でございます。住宅リフォームの助成を

行うことでどのような経済効果が生まれて

いるのか、まず実施されている自治体に伺

ってみたいと考えますが、本市の財政状況

を考えますと現状では難しいところでござ

います。 

 次に、本市の融資制度の利用実態につい

てご答弁を申し上げます。平成２１年度に

おきましては、平成２２年２月末時点で融

資件数が７２件で、平成２０年度は３６件

であります。平成２１年度と平成２０年度

を比較しますと、平成２１年度が２倍の融

資件数となっており、中小零細事業者に対

して積極的な支援が図れているものと考え

ております。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

○馬場教育総務部長 子育て支援と教育の充

実についてのうち、就学援助の見直しにつ

いては、現在、パブリックコメントに付さ

れている第４次行財政計画の中で、市単独

扶助費等について、現在の社会情勢などに

照らして見直しするとされておりますので、

計画が決まり次第、検討してまいりたいと
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考えております。 

  次に、学校給食の民営委託については、

同じく行革計画の中で、行政が担ってきた

単独事業をゼロベースで見直し、経費面、

サービス面とも効率的・効果的な場合は進

めるとなっておりますので、現在、委託し

ている学校給食の現状を検証する中で進め

てまいりたいと考えております。 

○上村高義議長 教育総務部理事。 

○市橋教育総務部理事 子どもの学力保障に

ついてご答弁申し上げます。子どもたちの

確かな学力の向上は、現在、大きな課題に

なっており、学力向上のための手だては、

授業を柱としたＰＤＣＡサイクルのすべて

であると考えております。基礎・基本の確

実な習得と、最終的な目標としての思考力、

判断力、表現力等の育成を子どもたちに保

障するためには、授業時数の確保をはじめ、

生活習慣、学習習慣の下支えが必要ですが、

授業がどう変わったかが重要です。そして、

子どもたちに先ほど述べたような力がつい

たかどうか検証する必要があり、検証によ

り、さらに取組みを発展・改善してまいり

ます。全国学力・学習状況調査などの学力

調査は、検証のための重要な手だてであり、

結果及びその分析内容を公表することが、

学校のみで取り組むのでなく、家庭や地域

とも連携して取組みを進めるためのきっか

けとなるものであると考えております。 

○上村高義議長 生涯学習部長。 

○大場生涯学習部長 学童保育につきまして、

２回目のご答弁をさせていただきます。 

 第４次行革案におきましては、「学童保

育の充実に向け、運営方法を研究します」

となっております。民間に任すほうが経費

面、サービス面ともに効率的・効果的にな

るものかについて、今後、研究してまいり

たいと考えております。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 質問番号５番、まち

づくり、環境についてというところで、開

発をどうするのかと、それと路線バス、高

齢者を市内広範囲に移動ができるようにと

いうようなご質問かと思います。開発に絡

む内容で申し上げますと、吹操跡地のクリ

ーンセンターのことかと存じます。クリー

ンセンターにつきましては、正雀処理場が

平成２４年度末に機能停止されること、こ

れは明らかな事実でございますので、私ど

もも今現状のクリーンセンター、この部分

で処理しています内容のものを、先ほど市

長のほうからご答弁申し上げました近隣自

治体で処理する案と、もう一つは、流域下

水道処理場において前処理施設を設けて処

理する案、これらの２案を最優先にしてお

りますので、時間の許す範囲でこの検討を

してまいりたいと考えております。 

 また、路線バスの件につきましては、平

成２２年度に懇談会を立ち上げるというこ

とにしておりますので、その中でいろいろ

ご意見を伺って、よりよい路線網の構築に

努めてまいりたいと考えております。 

○上村高義議長 山崎議員。 

○山崎雅数議員 では、３回目の質問になり

ます。 

 市長、最初に冒頭でお答えいただきまし

たけど、一切無駄がないと本当に胸を張っ

て言えるのかと。市長の前の時代にはなる

と思うんです。私も昔の話を詳しくは存じ

上げませんけども、土地の購入ですとか、

いろんな要らんところというか、これはど

うかなというお金の使い方というのをして

きたと思うんですよ。それの反省をしっか

りして、お金の使い方というのは今後も考

えていただきたい。 

 まちが住みやすい、住みにくい、確かに
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摂津市はよくなってもらいたいですけれど

も、いろんな基盤整備とかも必要と思いま

す。けれども、水道料金、公共料金、下水

道料金、国民健康保険料が高いよりは安く

してもらって、もうちょっと道路が、さっ

き言われたようにバランスなんですよ。住

みよいまちというのは、公共料金とか、そ

れは高くないにこしたことはない。どっち

を比べはりますかという話も市民に聞いて

もらいたいと思うんです。 

 それから、公室長、市民意見を聞くとい

うパブリックコメントね。ネットだけでは

ないと、市民ルームとか公民館においてパ

ブリックコメントをとっているんだと。そ

れが行革計画を持って帰れないんですよね。

そこで文書を見て意見を書けというのが、

ほんまに聞く気があるのかということを聞

いているんです。このとり方が、それこそ

アリバイづくりではないかと思っています。 

 それから、国民健康保険のほうでは、納

付をしっかりしていただくというだけでは

なくて、市の努力というのは会計にどれだ

けお金を入れるかということだと思うんで

すけれども、どうでしょうか。それから、

介護のほうでは、ボランティア頼みでは今

後ほんまに不安が残るのではないかと。公

的な体制の拡大をお願いしたいと思います。 

 それから、市民税。仕事がなくなって給

料が入ってけえへんのに市民税を払わない

かん。これは前の年の分やから、制度が悪

いの一言で片づけられては市民もたまらな

いと思うんです。何とか所得というか収入

の状況で変えれるという制度にしていただ

きたいと思います。 

 それから、あと学校給食、就学援助の見

直し、学童保育の民間委託、これは推し進

めるべきではないと思います。 

 それから、国保や子どもや医療、障害、

老人福祉の横出しの制度、就学援助、学級

指導員など、市の施策に一定の評価はして

おりますけれども、土木予算をもっと身近

な整備に、全体をもっと暮らしを支える予

算にしていただきたいと思っております。 

 今の議論で少し市民の状況、市の対応を

伺えたと思うんですけれども、本市は返済

のピークを迎え、不況を迎え、政権交代が

ありました。市長、今の市民の暮らしをど

う感じておられるのか、最後にお聞かせい

ただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 最後に総括して、全体で言って

おられることをまとめて私から答えろとい

うことだと思いますけれども、おっしゃい

ますように、あれも無料、これも無料にし

たいですけれども、これは無理な話で、安

いほうがええのはようわかっていますけれ

ども、一遍聞いたらどうやというようなお

話でございますけれども、私は思い出すん

ですけど、最初に選挙に出たときに、最初

の話が学校の統廃合なんですね。選挙のと

きにこれを語らずして選挙に出たらいかん

と思って、あえて統廃合の話に触れました。

それから、南千里丘の開発についても触れ

ました。黙って出て、それこそ、そういう

ことをしてはいかんということを、あのと

きに私は、このまち、先ほども言いました

けれども、夕張市の次に続いてどうなるの

かというのは市民の間でも大きな論点にな

っていたと思うんですけど、あえてこの問

題とか開発の問題、学校の統廃合なんかと

いうのは最たるお話だと思います。あえて

問うた思い出がありますけど、それ以後、

常に自分自身に問いかけております。そう

いうことで、これからも市民の皆さんに問

いまして、できるだけ弱い人の意を損なわ
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ないように、一方で利便性、住みよいまち

づくりを求めていかないかんなと思ってお

りますので、また、折に触れていろいろご

指摘をいただきまして、それを生かしてい

きたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。（「暮らしはどうですか」

と山崎雅数議員呼ぶ）それを言われたら、

一言。共産党さんの意見をずっとお聞きを

しておりますけれども、確かに各論として

は共鳴するところはたくさんありますけど

も、どうしても私は全般的にいうと、やっ

ぱり打ち出の小づちがどこかにないかなと

いうような話になってしまうんですね。何

も否定しているのと違うんですよ。理想は

追求するのはいいんですけれども、バラン

スをとりながら、おっしゃっていること、

我々もそれを追求して、できるだけ実現し

ていくように努力をしていかないかんなと。

それはご指摘の点、よく理解しております

ので、今後とも摂津のまちづくり、またい

ろいろとご協力いただきますようお願い申

し上げて、私の３回目の答弁といたします。 

○上村高義議長 暫時休憩します。 

（午後０時３分 休憩） 

                 

（午後１時   再開） 

○上村高義議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 山崎議員の質問が終わりました。 

 次に、森内議員。 

  （森内一蔵議員 登壇） 

○森内一蔵議員 それでは、新生クラブ議員

団を代表いたしまして、質問させていただ

きます。 

 昨年を振り返ってみますと、５月ごろか

ら新型インフルエンザが流行し、年末には

小・中学校で学級閉鎖が相次ぎ、政治面に

おいては、８月末の衆議院選挙で長年続い

た自民党政権から改革を目指した民主党が

政権政党となり、各種事業の見直しが行わ

れております。経済面においては、サブプ

ライムローンの崩壊による金融不況が大き

く影響し、雇用情勢の悪化とともに消費者

物価が下がり、デフレ傾向になり、また、

１１月末に発生いたしましたドバイショッ

クによる金融不安は、急激な円高、ドル安、

そしてユーロ安に株安までも招き、中小企

業はもとより我々市民生活にも大きな影響

を与えております。このような情勢の中で、

本市がどのような市政運営をされていかれ

るのか、質問に入っていきたいと思います。 

 まず、第１番目といたしまして、第３次

総合計画と第４次総合計画についてであり

ます。 

 その１といたしまして、第３次総合計画

の成果を踏まえた第４次総合計画策定に向

けた取組みについてでありますが、第３次

総合計画は、平成８年２月に「未来をひら

く高感都市・せっつ」を都市像に策定され、

来年度に目標年次を迎えますが、今日まで

の総合計画の達成率とその成果についてど

ういう評価をされているのか、また、今後

の計画に向けた政策課題をどのように考え

ておられるのか、お尋ねをいたします。 

 二つ目といたしまして、中長期の財政見

通しの上に立った総合計画についてであり

ます。第４次総合計画策定に当たり、まち

づくり市民会議が昨年４月に設置され、

「みんなが育む つながりのまち・摂津」

を目指し、市民会議提言書が昨年９月に出

されました。策定に向けた取組みが進んで

おりますが、行政として中長期の財政見通

しをどう勘案され、策定に取り組んでいか

れるのか、お聞きをいたします。 

 次に、２番目の安心・安全のまちづくり

についてであります。 
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 その１といたしまして、道路の改修整備

と歩道改善整備についてお尋ねをいたしま

す。最近、市内道路のアスファルト舗装の

劣化により損傷が目立ちますが、道路の安

全対策としての補修計画はどのようになっ

ているのか、お聞かせをいただきたいと思

います。また、交通量の多い道路の歩道未

整備箇所や幅員の狭い箇所もあります。歩

道と車道の段差が大きく、高齢者や車いす

の通行が困難な場所も多く見受けられます

が、改善に向けた取組みについてお尋ねを

いたします。 

 次に、二つ目の道路安全パトロールの強

化と夜間防犯パトロールについてでありま

すが、現在、道路安全パトロールは、主に

昼間に行われておりますが、なかなか細部

まで行き届かないのが現状であります。特

に夜間や降雨時の道路状況について、現状

把握ができていないと思いますが、パトロ

ール強化に向けた取組みについてお聞かせ

をいただきたいと思います。 

 また、夜間防犯パトロールにつきまして

は、地域活動として、自治会や防犯協会、

またはセーフティパトロール隊による活動

が活発に行われておりますが、昨年には商

工会青年部が独自で車両を購入され、防犯

パトロールを実施されるなど、さまざまな

活動を展開していただいております。しか

しながら、カーナビをねらった車上荒らし

などの夜間犯罪が多発しており、市民の安

心・安全の確保のために、夜間における防

犯パトロールも必要かと思いますが、対応

についてお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 次に、３番目の地域格差是正について、

その中で安威川以南、以北地域の公共施

設・交通アクセスの拡大する格差是正につ

いてお尋ねをいたします。 

 阪急摂津市駅の開業が間もなくされます

が、これによって、安威川以北には鉄道駅

が３駅、モノレール駅が１駅、合計４駅と

なり、以北の利便性が一層高まるわけであ

ります。しかしながら、一方では安威川以

南地域にはモノレールの駅が１駅と、交通

格差が拡大することになります。この格差

是正の一端として、既存のバス路線の増便

はもとより、大阪市営バス、高槻市営バス

などの延長も考えて、交通アクセスの向上

を図るべきだと思いますが、整備に向けた

取組みについてお伺いいたします。 

 公共施設につきましては、この夏に完成

予定のコミュニティプラザなど、地域のコ

ミュニティの拠点として役割を担う施設が

安威川以北に整備され、以南との格差が大

きく、地域住民が集える中規模集会機能を

持つ地域コミュニティ施設を安威川以南に

整備される取組みについて、場所の選定も

含めてお聞かせいただけたらと思います。 

 次に、４番目の学校教育について、その

中で、小・中学校のクラブ活動の学校間格

差改善に向けた取組みについて、お伺いを

いたします。 

 まず、小学校のクラブ活動については、

特別活動として少ない時間の中で行われて

いるわけでありますが、現状についてお聞

かせいただきたいと思います。 

 中学校クラブ活動については、本市の五

つの中学校は、それぞれ地域性、規模など

異なるわけでありますが、新年度を迎え、

中学生になったら勉強はもちろんクラブ活

動に夢を持つ子どもは少なくないと思いま

す。しかし、中学生になって、ほかの学校

にあって入学した中学校には希望するクラ

ブがないということは、子どもたちにとっ

て本当に残念なことだと思います。現状改

善策についてお伺いをいたします。また、



 

 

 

２－３４

既存のクラブにおいても、活動内容に格差

があると思いますが、改善に向けた取組み

についてもお答えをいただきたいと思いま

す。 

 次に、二つ目の学力・体力向上への取組

みと道徳教育の充実についてであります。

学力定着度調査や全国学力・学習状況調査

の結果、本市の学力状況は、得点低位置の

割合が高く、得点分布の二極化・拡散化傾

向が顕著であります。極めて深刻な状況に

あると言えます。また、知識や技能をほか

の教科や生活に活用する力が定着しない状

況にあることが明らかとなっており、基本

的生活習慣や家庭学習習慣に大いに関連が

あると言われております。学校においては、

これらの不十分な力を養い、高める授業づ

くりに努めるとともに、生活リズムや規範

意識の確立について家庭とともに取組むこ

とが必要であり、学校間や家庭、地域の連

携を高め、確かな学力の向上を目指さなけ

ればならないと思います。また、全国体

力・運動能力、運動習慣等調査においても、

憂慮すべき結果であるということですが、

学力・体力向上に向けた取組みについてお

伺いをいたします。そして、日常生活の基

盤となる道徳教育の充実に向けた取組みに

ついてもお聞かせいただきたいと思います。 

 ５番目の商工業の振興施策と活力ある摂

津のまちづくりについて。 

 一昨年の金融危機の影響により、経済不

況が続き、零細商工業者は非常に厳しい経

営状況が続いておるわけであります。本市

の商業の現状を示す小売商業活動の成果、

すなわち周辺の都市と比較して、居住人口

に対する商業人口の割合で算出される中心

性指数などを参考に、市外からの流入・流

出について現状を把握し、また、商業統計

調査などの資料をもとに、活力ある摂津の

まちづくりのためにどのような方策を考え

ておられるのかお尋ねをいたしまして、１

回目の質問といたします。 

○上村高義議長 答弁を求めます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 新生クラブを代表しての森内議

員の質問にお答えをいたします。 

 まず、第３次総合計画の成果を踏まえた

第４次総合計画の取組みについてでありま

すが、現行、第３次総合計画では、都市基

盤整備やシビックゾーンの再整備など、今

後のまちづくりの基礎となる事業に取り組

んできたところでございます。達成度につ

いての何％というような数値でははかれま

せんが、全体的には今後のさらなる市民サ

ービスの向上に向け、その基礎を築けたも

のと考えております。 

 第４次総合計画の策定に当たりましては、

市民の意見を幅広くお聞きし、計画に反映

するため、まちづくり市民会議などでご議

論をいただくとともに、庁内におきまして

も、職員一人ひとりが目的意識を共有し、

策定過程に参画する「職員総がかり」を合

言葉に鋭意取り組んでいるところでござい

ます。この新しい計画は、１０年間で実現

するもののみならず、市の将来のあるべき

理想の姿をしっかりと描き、夢の部分も盛

り込み、その夢を形にするための重要な１

０年間であると考えております。中長期的

な財政状況を見た場合、社会経済状況が

刻々と変動し、厳しい財政運営を強いられ

るものと予測されるところであります。し

かし、今後の市の方向性、政策を定める最

重要計画であることから、厳しい状況にあ

っても、みんなで知恵を絞り、工夫を凝ら

しつつ、市民と行政とが協働できる仕組み

を構築し、私たちのまち摂津の将来を見据

え、時々の状況変化に柔軟に対応してまい
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りたいと考えております。 

 質問番号２番の道路の改修整備と歩道改

善整備についてお答えをします。 

 市内の道路は、その築造から相当な年月

が経過し、表面のアスファルト舗装は、経

年変化による劣化、通行車両の大型化によ

るわだちの発生、地下埋設物工事による舗

装の復旧跡など、舗装の損傷が目立ってお

ります。このため、舗装・補修工事を実施

し、道路の改修を進め、事故防止に努めて

いるところでございます。歩道につきまし

ては、幅員が狭い上、車道との段差が大き

く、特に出入口部では横断勾配が急で、車

いす利用者や高齢者が通行に苦労されてい

る状況は、改善は必要と苦慮いたすところ

でございます。市の財政状況を考えますと、

歩道全体を拡幅することは非常に難しいも

のでございますので、現在実施しておりま

す段差切り下げ事業などをもって改善を図

ってまいりたいと考えております。 

 道路安全パトロールの強化についてであ

りますが、市内の道路の安全確保のため、

道路パトロールは非常に大切なことと認識

をいたしております。ご指摘のように、夜

間のパトロールや降雨時のパトロールや、

その現状を把握するためには非常に重要な

内容と認識するところであります。今後、

担当部署とその対応について強化が図れな

いものか検討させてまいりたいと思います。 

 市内における防犯活動に関しましては、

警察や摂津防犯協会との連携強化を図り、

また、各地域でのセーフティパトロール隊

の結成や青色防犯パトロール車による巡回

啓発活動など、地域の方々による自主的な

防犯活動も積極的に推進していただいてお

ります。青色防犯パトロール車に関しまし

ては、平成１９年６月より導入しており、

昨年９月には摂津市商工会の青年部で新た

に１台購入いただき、より充実した防犯パ

トロール活動を展開願っておりますが、有

志の皆様のボランティア活動のため、態勢

等を含め、深夜帯での活動については非常

に困難な状況であります。しかし、夜間パ

トロールなどに取り組まれている自治会な

どの活動も参考とし、市内の防犯活動の充

実に取り組んでいきたいと思います。 

 深夜帯の防犯パトロールにつきましては、

警察でも昨年からパトロール回数を増やす

など、積極的に実施されておりますが、さ

らに車上荒らしなどの抑止に向け、駐車場

における防犯対策の強化として、防犯モデ

ル駐車場への登録や防犯カメラ、防犯灯の

設置等についても引き続き働きかけてまい

ります。 

 安威川以南、以北地域の交通アクセスの

拡大する格差是正についてでありますが、

大阪市営バス、高槻市営バスの延長につき

ましては、路線バスとの競合、また、市域

を超えての運行ということで、困難である

と考えますが、先ほどの質問にもご答弁申

し上げましたように、市内公共交通の課題

を検討するため、関係機関で構成する懇談

会を設置し、安威川以南及び安威川以北の

格差是正を図るなど、市域全体の地域の実

情に即したバス路線網の構築を検討してま

いります。 

 公共施設の地域格差につきまして、現在、

工事中のコミュニティプラザのオープンに

よりまして、本市のコミュニティ拠点とし

ての役割を担う施設が整ってまいりますが、

地域コミュニティの受け皿施設においての

安威川以南、以北地域での地域格差が生じ

ている点が課題として残っていることは承

知をいたしております。今後、地域の皆さ

んのご意見やご要望を聞きながら、地域コ

ミュニティセンター構想を策定してまいり
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たいと考えております。特に安威川以南地

域において、中規模で市民が集える集会施

設がないことも課題として認識いたしてお

り、地域コミュニティ推進の観点からも検

討する必要があるものと思っております。 

 用地の選定につきましては、集会施設の

設置などを考えますと、最低１，０００平

米以上の規模の敷地は必要と考えており、

敷地規模から考えますと、本市所有の公共

用地の選定は限られてまいるものと思って

おります。交通の利便性や周辺環境、そし

て将来の土地利用との整合性を勘案し、総

括的に決定してまいりたいと考えておりま

す。 

 商工業の振興施策と活力ある摂津のまち

づくりについてでありますが、かつては、

まちの中心的商業施設としてにぎわいのあ

った商店街は、大型店の進出や景気悪化に

よる個人消費意欲の減退、店主の高齢化等

に伴い、店舗の廃業・撤退が起こっており、

地域住民の暮らしの利便性にも影響してお

ります。本市の商業の現状は、市内での購

買状況を示す中心性指数が０．６９と、前

回の商業統計調査の結果と比較しますと０．

１ポイント上昇しておりますが、これは、

大型店の出店に伴う販売額の増加で、地域

商店街の活性につながるものではございま

せん。地域に活気を取り戻すため、（仮

称）商業の活性化に関する条例の理念のも

と、商業関係者と市が連携し、商業の活性

化に取り組んでまいります。 

 工業振興につきましては、引き続き市内

事業所のビジネスチャンスの拡大や活力の

向上を目的とし、販路開拓、取引先の拡大

に結びつく公的な展示会などへの出店や研

修費用の補助、情報発信による取引拡大に

努めてまいります。 

 私からのご答弁は以上でございますが、

足らずは担当部長から詳細にご答弁申し上

げます。 

 以上です。 

○上村高義議長 教育長。 

  （和島教育長 登壇） 

○和島教育長 教育委員会にかかわります２

点のご質問にご答弁を申し上げます。 

 まず、小・中学校のクラブ活動の学校間

格差改善に向けた取組みについてでござい

ます。生徒の自主的・自発的な参加により

行われる中学校の部活動は、学習指導要領

には定められておりませんが、学習意欲の

向上や責任感・連帯感の涵養等に資するも

のであり、加えて個性の伸長や体力の向上

を図ることにつながるなど、重要な教育活

動の一環であると考えております。この考

えに基づき、各中学校では学校教育の重要

な柱の一つとして位置付け、全教員が部活

動の顧問を担当し、活動してきたところで

ございます。 

 一方、教育課程は学校の実態に応じて各

学校が編成するものであり、教育課程と関

連が図られるべき部活動の編成についても

各学校に任されるものであります。ご指摘

のとおり、自分が進学する中学校に最も入

部したい部活動がないというのは非常につ

らいことだという生徒の気持ちは十分理解

できるところではございます。しかし、中

学校の規模により教員数に１０名以上の開

きがございます。そのような中で、各学校

が部活動を同じ数だけ開設し、同じように

活動することは大変難しいことであります。

このような現状の中、中学校では現在の部

活動数を維持するため、また、少しでもニ

ーズに応えるため、専門外の部活動を担当

した場合でも、教員は部員のために懸命に

指導に努めているところでございます。そ

のため、教育委員会では、教員の配置に関
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して、新規採用教員のこれまでの部活動歴

等も参考にするなど、各学校での部活動が

より活性化するように工夫しているところ

でございます。 

 なお、小学校のクラブ活動は、特別活動

の一部として、主として第４学年以上の児

童で組織される学年や学級が異なる同好の

児童の集団によって行われる活動であり、

活動を通じて望ましい人間関係を形成し、

個性の伸長を図り、集団の一員として、よ

りよいクラブづくりに参画しようとする自

主的・実践的な態度を育てることを目的と

いたしております。学習指導要領では、定

まった時数が決められておらず、クラブ活

動の時間を確保することが困難な状況の中、

各学校では年間１０時間程度の活動を行っ

ております。したがいまして、中学校での

部活動とは内容、位置付けが異なるもので

ございます。 

 次に、学力・体力向上への取組みと道徳

教育の充実についてでございます。本市の

子どもたちの夢や志を実現するためには、

確かな学力、豊かな人間性、たくましく生

きるための健康や体力などで構成される生

きる力のはぐくみが何よりも重要であると

考えております。ご承知のとおり、本市の

児童・生徒の学力・体力については、さま

ざまな調査により深刻な状況となっており

ます。夢や志を抱いて未来へと成長するた

めにも、学校、家庭、地域が一つになって

取組みを推進する必要があります。まず、

学校では、授業が子どもたちにとって基

礎・基本を習得し、活用力をはぐくめるも

のとなるよう、その改善に努めております

が、今後さらにその取組みを進めてまいり

ます。そして、学校が家庭や地域と一つに

なって取り組むことが大切であることから、

情報発信や啓発活動に努めてまいります。

児童・生徒の抱える課題について、子ども

の周りにいる大人たちがしっかりと共通認

識し、それぞれの責任を明らかにすること

から連携の強化が図れるものと考えており

ます。 

 道徳教育につきましても、道徳的な心情、

判断力、実践意欲と態度などの道徳性を義

務教育において児童・生徒にしっかりとは

ぐくむことを目指しており、道徳の時間を

かなめに学校の教育活動全体で取り組んで

おり、さらに充実に努めてまいります。児

童・生徒が基本的な生活習慣や社会生活上

の決まりを身につけ、善悪を判断し、人と

してしてはならないことをしないようにす

るためには、すべての生活の場で道徳教育

を実践する必要があり、家庭や地域の役割

も大変大きいと考えております。そのこと

からも、本市がまちづくりの大きな柱とい

たしております人間基礎教育を、学校だけ

ではなく家庭や地域にも今後さらに広げて

いく必要があると強く感じております。 

○上村高義議長 森内議員。 

○森内一蔵議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 まず、総合計画策定に向けた取り組みで

ありますけれども、第３次総合計画が、来

年度、一応１５年の期間を迎えるわけであ

りますけれども、今回、第４次総合計画と

いうのは１０年のスパンでということにな

ってきます。当初、考えられておられた二、

三年前の社会情勢と今の情勢とでは、例え

ば財政見通しについても、中長期の財政見

通しが立たない。現在においても、法人税

が昨年の末にはその前の年の半分ぐらいし

か入っていないというような状況です。そ

れから、悲しいことに、たばこ税の十数億

円が今年の予算計上では６億７，０００万

円ということで、異常な財政見通しの困難
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な状況の中で、この総合計画を立てていか

れるわけなんですけども、その中において、

まちづくりの市民会議の提言、これはさま

ざまないろんな要求が出ております。それ

を今後どういうふうな形で、どれぐらいの

範囲で総合計画に盛り込んでいかれるのか、

その点をお聞かせいただけたらなと思いま

す。 

 次に、安全・安心のまちづくりでありま

すけれども、道路改修整備と歩道の改修整

備なんですけれども、道路改修予算が今年

度２，０００万円マイナスされるというこ

となんですけれども、見ていただいて、ご

存じのとおり、市内の幹線道路、特に都市

計画道路なんかは非常に傷んでおります。

亀の甲道路と言われるぐらいに傷んでおる

んですけども、この辺のところ、やはり道

路整備というのは、地域の商業の活性化も

含めて、これはぜひとも必要なものだと思

いますので、これの整備についてはできる

だけ予算を、来年度予算は限られておりま

すけれども、整備に向けた取組みというの

が必要だと思いますので、その辺のところ

をよろしくお願いしておきたいと思います。 

 特に、市内の歩道というのは、非常に自

転車でも走りにくい、歩いても歩きにくい、

ましてや高齢者の方、そして車いすなんか

は到底走れる状況ではないという箇所がた

くさんあります。その中で、整備計画とい

うのは、段差の切り下げも含めて一度再検

討しなければならないと思います。特に、

一番モラルでいいますと、自転車を歩道に

いっぱい置いて、そして荷物も置く、プラ

ンターは置いてあるということで、非常に

歩行にも困難な場所というような、その辺

のところも、後でいう道路パトロール等を

きちっとしていかなければならないと思い

ます。まず、その辺のところをきちっと整

備するという年次計画を立てて、特にこれ

から暖かくなってきますと、歩道に雑草が

生い茂るというような状況もありますので、

その辺の整備も併せて一度検討課題として

どういうふうにされていかれるのか、お聞

かせいただけたらなと思います。 

 それと、道路の安全パトロールの強化に

ついてでありますけれども、これは、危険

箇所のマップというのは以前から出されて

おりますけれども、これはどれぐらいの改

善がなされたのか、一度お聞かせいただき

たいと思います。 

 それから、先日ですが、ちょっとお聞き

したんですけれども、カーブミラーの支柱

が腐食して、倒れて車に当たったというこ

となんですけれども、もし、小さな子ども

さんでも遊んでいて、これが倒れてけがで

もされたら大変なことですので、やはり道

路パトロールの強化というより、地域の皆

さんとともに一度再検討しなければならな

いと思うんです。 

 それと、道路課だけじゃなしに、例えば

本市では環境業務課のパッカー車も走って

おります。そこらのところ、危険箇所とい

うのをよく認知されていると思うので、そ

の辺のところから改善できるところはやっ

ていく。そして、郵便局との連携というこ

とで、以前も私は質問したことがあるんで

すけれども、１件しかなかったということ

なんですけども、郵便局の配達される方は

かなりいろいろな情報を持っておられると

思いますので、こちらから聞きに行くとい

うぐらいの姿勢がなかったら、この危険箇

所というのは把握できないと思います。特

に夜間、照明等いろいろ危険箇所があると

思います。道路パトロールというのは昼間

しかやっていないんですね、大体。夜、た

まにやっているかもしれませんけども。そ
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れと、雨が降って危険箇所、雨水がたまっ

て車が通ってびしゃっと飛ぶというような

ところもかなりあります。それから、側溝

の会所というか、グレーチングのところ、

雨水が落ちるところが高くなって、ほかの

ところへ水がたまっているというような、

そういう箇所も降雨時のパトロールも含め

てしっかりとやっていただけたらなと思い

ます。 

 それから、夜間の防犯パトロールなんで

すけども、これは警察にも限りがあるとい

うことで、たしかパトロールカーは２台だ

ったんですかね。ほかに指導車等があるら

しいですけれども、そればっかりにはかか

っていられないと。特に昼間の青パトにし

ても、犯罪抑止効果というのは大きいもの

があるんですけれども、やはり犯罪が起こ

るというのは夜中なんですね。深夜が一番

多いということなので、その時間帯を何と

か警察との連携も含めて地域で取り組む必

要があるんじゃないかなと思いますので、

その辺の取組みについてもう一度お聞かせ

いただけたらなと思います。 

 それと、次に地域格差の是正についてで

あります。安威川以南、以北、大きな差が

出てまいりました。私は、ある会合で、ち

ょっと余談にはなるんですけれども、今、

大阪府下で摂津のまちづくりが一番進んで

いますといって、この不景気の中で南千里

丘のまちづくり、駅はできた、そして駅前

の一等地にコミュニティプラザが建設され

る、保健センターもできる。先ほど、市長

も答弁の中で、約２５億円という金額で市

民の財産としてコミュニティプラザ、それ

から保健センターが提供されるというのは

画期的なことだと思います。これについて

は、担当も含めて携わってこられた職員の

皆さんには本当にご苦労さまです、ありが

とうございましたと言いたいというところ

でございますけれども、しかしながら、こ

の施設ができることによって、公共施設の

格差というのは安威川以南、以北で大きく

なってまいります。そのためにも、中規模

のコミュニティ施設を安威川以南に誘致す

るということは、我々の住んでいる地域の

皆さんの大きな要望でもありますので、で

きるだけ早期に実現していただきたいと思

います。場所の選定というのは限られてい

るということなんですけれども、二つ、三

つはすぐ上がってきますので、その辺のと

ころで予算が許す限り、早期に実現してい

ただきたいということで、再度お答えいた

だけたらと思います。 

 それから、交通アクセスの格差というの

は大きいものがあります。千里丘までが鳥

飼地域からまた遠くなったと。と言います

と語弊があるんですけれども、通勤帯を除

いては、阪急の摂津市駅のロータリーには

既存のバスは入らないんですけれども、し

かし、それ以外の時間はロータリーに入っ

て、約７分ぐらい千里丘の駅の前に行く時

間がかかるということですので、その辺に

ついては、今後、路線バス、例えば鳥飼地

域からでしたら五久から八町、それから島

を経由して千里丘寝屋川線を利用した新し

いバス路線を千里丘寝屋川線に通すという

ような、そういうことも考えなければなら

ないと思います。その辺のところで、ひと

つ今後の計画があればお聞かせいただきた

いと思います。先ほども言いましたけれど

も、大阪市営バス、それから高槻市営バス

などの延長というのも考えて、もう一度ア

タックしていただけたらなと思います。 

 それから、次に教育の問題ですけども、

学校教育についてですけども、この中で小

学校のクラブ活動で特別活動、これは年間
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１０時間なんです。私なんかの子どもがお

ったころは、将棋とかサッカーとか、いろ

いろなことをやったと言っておりましたけ

れども、現在、この年間１０時間という活

動で、果たしてこれでいいのかなと。もう

少し時間をつくって、小学生は４年生から

というような話なんですけども、１年生か

ら６年生まで縦の関係の地域の団体として

のいろいろなメリットがある活動だと思い

ますので、その辺の活発化というのも必要

じゃないかなと思います。この点について

は、また検討をお願いしていただきたいと

思います。 

 それから、特に中学校のクラブ活動なん

ですけれども、これは一度各学校の生徒さ

んにどんなクラブが欲しいという、そんな

アンケートをとったことはないと思うんで

す。それをとれば無理だということになっ

てしまいますけど、しかしながら、５校あ

る中学校で、やはり教育の機会均等性、こ

れは憲法でも保障されておるんですから、

同じような子どもにとって、そういう機会

を与えるというような取組みというのはも

っと積極的にやっていただきたい。例えば、

顧問の先生がおられない、指導者がおられ

ないのであれば、ほかの指導できるような

方を招致するというようなことも考えて、

一度クラブ活動というものをもう一度再度

見直さなければならないと思うんですよ。

このクラブ活動を一生懸命やった子どもさ

んというのは、将来、社会へ出て、やはり

クラブ活動をやっておられない子どもさん

と全然違うんですね。そういう面では、一

つのまた違った教育の面で、クラブ活動と

いうのはもっと力を入れなければならない

と思うんです。それと、同じクラブ活動で

クラブがあります。しかし、その中でも担

当する先生、それから指導する先生によっ

て温度差があるんですね。ですから、その

辺のところも、あの先生がおられるから、

あそこのクラブは優秀なんだとかいうこと

もあるんですけども、これは仕方がないか

もしれませんけれども、そういう指導でき

るような先生をできるだけ府教委から来て

くださいというような、そういう力も発揮

してもらわないかんと思うんです。そうい

うところについて、一度お聞かせいただけ

たらなと思います。 

 それから、道徳教育、一番肝心なもので

す。この道徳教育というのは、市長が提唱

されておられます人間基礎教育そのものだ

と思うんです。この道徳教育、今、マスコ

ミでも騒がれておりますけれども、自分の

子どもに食事を与えない、主人に似ている

から憎たらしいと。これは育った環境だと

思うんですよ。道徳教育をやっぱりもっと

きちっとやっていかなければならないと思

うんです。この辺について、道徳教育の充

実について、もう一度お尋ねしておきます。 

 それと、最後の５番目の商工業の振興施

策でありますけれども、これは、条例に関

しては、私も以前に質問したことがあるん

ですけれども、高槻市が条例をまず制定さ

れました。それから、吹田市もそれから後

にされた。去年でしたか、大阪府がこうい

うふうな地域のまちづくりの促進に関する

条例ということで、同じような趣旨なんで

す。大阪府がやって、摂津市がその後でと

いう、以前からこれの条例を制定するとい

う動きはあったんですけども、今になって

議案第２３号、こういう形で出してこられ

るんですけども、これの意義ですね。その

辺のところについて、条例をどのように生

かしていかれるのかということをお聞かせ

いただきたいと思います。 

 以上で２回目の質問といたします。 
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○上村高義議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 それでは、総合計画に絡

みまして、まちづくり市民会議の提言、こ

れをどういうふうに反映させていくのかと

いうご質問にまずお答えを申し上げます。 

 まちづくり市民会議は、第４次総合計画

の策定に当たりまして、市民の皆様のお考

え、ご意見を把握し、真に市民にとって実

効性のある計画とするとともに、将来の摂

津のあるべき姿を明確にし、計画に反映す

ることを目的として組織されたものでござ

います。市民会議からは、さまざまな分野

にわたり基本構想の提案、また２０に及ぶ

具体的な施策提言をいただいておるところ

でございます。これらの提案につきまして

は、一つ一つのご提案、ご意見を項目ごと

に取り出して、各施策の担当部署に提示を

し、基本計画の草案にできる限り取り込ん

だ上で庁内策定委員会に諮り、昨年１１月

に総合計画の審議会に諮問をいたし、現在、

ご審議をいただいておるところでございま

す。市といたしましては、市民の皆様と目

的意識を共有し、ともに新たな計画を策定

していく、その実現に向けて取り組んでま

いりたいと考えておるところでございます。 

 次に、安威川以南のコミュニティ施設で

ございます。もう既にご存じのとおりでご

ざいますが、今年７月にコミュニティプラ

ザが、いわば全市的なコミュニティ施設、

核となる施設として誕生いたします。ご質

問にございましたように、安威川以北、以

南のバランスということも考えまして、安

威川以南にコミュニティ施設をということ

でございますが、どういう機能をそこに持

たせるのか、提供すべき市民サービスは何

があり得るのかということを整理しなきゃ

いかんのではないかと考えております。公

共施設の再配置ということで、周辺の公民

館等との機能のすみ分け、そういうことを

検討した上でセンター構想を策定し、実現

に向けて努力してまいりたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 道路の改修整備と歩

道改善整備について、２回目のご質問につ

いてご答弁申し上げます。 

 歩道につきましては、幅員が狭い上、車

道との段差があり、特に出入口部では歩道

の横断勾配が急でございまして、車いす利

用者等が、あるいは高齢者の方々の通行に

支障を来しているのは承知しているところ

でございます。しかし、用地買収を行い、

歩道を拡幅することは、予算を確保する上

からも非常に難しいものがございます。よ

って、私どもとしまして、現在実施してお

ります段差切り下げ工事など、局部的な対

応ではありますが解消を図ってまいりたい

と考えております。また、自転車や荷物な

どが歩道上へ放置されていると。これはモ

ラルの問題ではありますが、こういうこと

についても対応を考えていきたいと。また、

歩道の雑草の状況につきましても、その都

度、速やかに対応させていただきたいと考

えております。 

 道路安全パトロールの強化でございます

けれども、交通危険箇所マップに記載され

ております危険箇所の６１か所のうち２５

か所の信号機設置や歩道整備などは既に対

策を実施したところでございます。市道部

につきましては、順次対策を講じておると

ころでございますが、ドライバーや歩行者

のマナー等も含めた改善箇所として組まれ

ているため、その改善数は目に見えて増加

していないのが現状でございます。道路課

では、日常の道路パトロールに加えまして、
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街路灯の状況確認を主に夜間パトロールも

実施しているところでございます。また、

併せまして、街路灯の不足箇所や夜間時の

危険箇所の把握にも努めており、安全確保

の対策も併せて講じておるところでござい

ます。また、雨天時は、降雨時の道路状況

の確認はもちろんのこと、集水枡の排水機

能が十分に発揮しているかなどの把握に努

めてまいりたいと考えております。 

 それと、情報提供といいますか、道路の

状況の関係でございますが、議員ご指摘の

とおり、環境業務課からもごみ収集時の業

務におきまして、道路の損傷あるいは不法

投棄などを発見した場合には、直ちに道路

課へ連絡が寄せられると。特に不法投棄の

早期発見・早期撤去に当たっては、その協

力体制によります効果を上げているという

状況でございます。また、教育委員会が所

管しております青パトからも標識の不具合

などの情報提供をいただいているところも

ございます。 

 本市では、平成１０年１０月２２日に、

摂津郵便局と道路の損傷等の情報提供につ

いての覚書を交わしております。この覚書

の内容は、郵便局の外務職員が郵便集配業

務等の途上で、道路あるいは橋りょう、カ

ーブミラーなどに損傷等を発見した場合、

速やかに道路損傷状況のお知らせを作成し

ていただきまして、本市へ情報提供してい

ただいているという状況でございます。こ

の内容につきましても、件数が少ないのも

事実ですけれども、改めまして、そういう

要望を郵便局のほうへ働きかけてまいりた

いと、考えておる次第でございます。 

 それと、安威川以南、以北地域の公共施

設・交通アクセスの拡大する格差是正につ

いてということで、先ほどもおっしゃって

おりましたけれども、摂津市駅前のロータ

リーには通勤時間帯には入ってはまいりま

せんで、踏み切りの手前で乗降していただ

くという状況になります。昼間部の路線バ

スにおきまして、全便ではございませんけ

れども数便が駅前まで入るという状況でご

ざいます。 

 先ほど、バス路線の活用ということで、

千里丘寝屋川線、このルートも含めた形で

というご意見をちょうだいしております。

この件につきましても、今年度、立ち上げ

ます懇談会の中で、皆様方のご意見もちょ

うだいしてまいりたいなと考える次第でご

ざいます。また、大阪市営あるいは高槻市

営バスも同様にご意見を伺ってまいりたい

と、このように考えておるところでござい

ます。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 夜間防犯パトロールに

つきまして、警察との連携の取組みという

ことでございますが、現在、警察が所管し

ております安全まちづくり協議会がござい

ます。この中で、道路・公園・駐車場部会

というのがございまして、行政のほうも参

加いたしております。その部会の中で、夜

間の防犯パトロールについて、強化につき

まして申し上げてまいりたいというふうに

考えております。 

 それから、商業の現状と活性化条例の必

要性についてのご答弁を申し上げます。商

店会の加入者数総数は、平成６年の商業活

性化ビジョン策定時と比較して、３５６店

舗あった会員数は１８１店舗と、約４９％

減少しております。反対に大型店は４店舗

から９店舗へと大幅な増加となっておりま

す。平成２０年の購買実態調査によります

と、７０％以上の人が食料品や日用品、医

薬品を市内で購入し、衣服やかばん、靴な

どは市外で購入していると回答しておられ
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ます。品ぞろえが豊富な近隣都市の大型シ

ョッピングセンターで買い物をするとの結

果となっております。 

 今回、（仮称）商業の活性化に関する条

例を制定いたしますのは、同様の条例が大

阪府で既に制定されておりますが、小規模

事業者が元気になるには、自治体が意思を

示し、自立を支援していく姿勢なくしては、

商業の活性化は図れないものと考えており

ます。商業者それぞれの役割を明確にした

上で、各商店街の特色を生かし、かつ安

心・安全なまちづくりを目指して、こども

１１０番の店やセッピィ商品券の第２弾の

実施により、にぎわいの回復と地域コミュ

ニティの発展に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 教育総務部理事。 

○市橋教育総務部理事 中学校、小学校のク

ラブ活動についてご答弁申し上げます。 

 現在、生徒や保護者、また地域の関心の

多様化とともに、中学校での部活動に対す

るニーズも多様化しております。各学校で

は、４月当初に、そのニーズとそれぞれの

学校での生徒数や活動場所、指導者及び活

動に必要な備品等などの現状を十分勘案し、

開設する部活動の編成を決定しております。

特に、現在活動している部員の活動を保障

するため、１人の教員が複数の部活動の顧

問を務めたり、また、専門的な指導が困難

な場合には、摂津市中学校部活動指導者派

遣事業を活用し、専門的な指導ができる外

部指導員の派遣を受けるなど、できる限り

現存する部活動維持に努めております。 

 新しい部の創設につきましては、学校と

して創設が可能であると判断されれば、新

たな部活動が設置されるものと考えており

ます。しかし、学校においては、安全管理

を含め、担当できる教員の問題、既設の部

活動との活動場所の調整、また、活動に必

要な備品等の確保など課題も多く、部の新

設が簡単ではない現実もございます。部活

動の編成につきましては、あくまでも各学

校に任せられるものでありますが、現状の

中で少しでもニーズに応えられるよう、教

育委員会では教員配置の工夫や摂津市中学

校部活動指導者派遣事業による外部指導者

の派遣などの支援を引き続き行ってまいり

ます。 

 小学校の部活動におきましては、１０時

間程度、先ほどご答弁申し上げましたけど

も、小学校の場合は委員会とクラブがセッ

トで大体行っております。その中で、議員

ご指摘の縦の関係のつながりにつきまして

は、委員会活動、そして児童会活動を通じ

てつながりを持つようにしております。な

かなか時間を捻出するには難しい面もあり

ますけども、今後も小学校におきましても

部活動に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、道徳教育についてお答えい

たします。学力・体力の向上とともに、道

徳教育の充実のためには、教員の力量向上

が不可欠であります。本市におきましても、

教員の授業力向上を大変重要な課題として

とらえております。教育委員会が行います

研修も、授業力向上を目指す内容をこれま

で以上に取り入れ開催いたします。また、

教職員の育成を目的としたスクール広場等

の研究会も授業を意識した構成といたしま

す。平成２２年度も新しい教員が本市の

小・中学校で２３名配置されます。初任者

の研修を十分図り、授業力や学級経営力の

向上を目指してまいりますが、併せて社会

人として常識を持ち合わせることができる

よう、校長を中心とした校内での指導体制

の指導を図ってまいります。 
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 道徳教育と人間基礎教育につきましては、

自分自身を見つめ、他の人や集団や社会と

のかかわりを考え、自然等を大切にすると

いう道徳の内容と重なる部分が多く、学校

で人間基礎教育に取り組むことは、学校の

教育活動全体で道徳教育を推進することの

一環であると考えられます。現在、あいさ

つ、清掃、節約を中心に各学校では取組み

が進められておりますが、日常生活での習

慣化を目指すとともに、道徳の時間で道徳

的価値観を自覚させ、みずから実践できる

子どもたちの育成を図ってまいります。 

○上村高義議長 森内議員。 

○森内一蔵議員 それでは、３回目の質問と

いうことで、まず、総合計画でありますけ

れども、この総合計画、やはり市民会議の

提言というのは大事なことだと思いますけ

れども、しかし、根本となる支柱というも

のは、市の執行部というか理事者の皆さん

方がしっかりと見据えて、この現状を把握

しながら、１５年が１０年となったという

ことで、十年一昔と申しますけれども、こ

の短い期間の中に何ができるかということ

をもう一度検証しながら、摂津のまちづく

りに向けたすばらしい総合計画をつくって

いただきたいということで、これは要望し

ておきます。夢を形にする１０年というこ

とですから、夢をできるだけ形にしていっ

ていただきたいと思います。 

 それから、安心・安全のまちづくりとい

うことで、道路の整備というのは、これは

必要不可欠でありますので、この辺のとこ

ろはきちっともう一度見直していただきた

い。それから、歩道整備というのは、本当

にまちの美観も含めて、雑草は生えている

わ、自転車は放置されてる、それから歩道

の横の側溝の上にプランターはいっぱいあ

るとか、そういうようなところ、まちのモ

ラルづくり、これは道徳教育になっていく

んですけど、やはり地域の美的感覚という

か、地域のまちをよくしようという、そう

いうふうなところは皆さんで一遍考えてい

かなければならないということで、情報の

発信基地として、市が中心となって一度や

っていかなければならないと思いますので、

その辺のところの取組みについて、もう一

度こういうふうな形でやっていきたいとい

うことをお聞かせいただけたらなと思いま

す。 

 それから、道路の安全パトロールなんで

すけれども、本当に先ほども郵便局と連携

をされるといって、今まであったのは１件

と。それから、ほかに関しましても、例え

ばパッカー車にしても入っていかれないと

ころがある。それから、道路パトロールに

しても、あの車が入られないような市道認

定された道路もあるわけですから、その辺

のところは、やはりもう少し細部にわたる

確認が必要じゃないかなと思います。先ほ

ども言いましたけれども、例えばカーブミ

ラーの腐食ですね。支柱の腐食等、そうい

うところをきちっと把握しておかないと、

道路管理瑕疵で事故が発生してからでは手

おくれとなりますので、その辺のところも、

やはりきちっとした対応というのがこれか

ら必要だと思いますので、よろしくお願い

しておきます。 

 それから、夜間の防犯パトロールの強化

については、これは難しいと思います。民

間ではなかなかできないと思います。もし

事故があった場合にどうするとかいうよう

な形になってまいりますけれども、通報シ

ステムというか、ご近所、地域において、

こういう不審な方がいてるから、通報の仕

方とか、そういうふうな啓発が必要だと思

いますので、その辺のところもしっかりと
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一度対応していただけたらなと思います。 

 それから、地域格差についてであります

けれども、これは本当に市全体的にはよく

なっております。例えば、南千里丘の開発

ということで阪急の摂津市駅ができた。し

かし、正雀駅周辺、それから千里丘の再開

発をどうするんだというようなところも今

後考えていかなければならないですし、と

りわけ安威川以南の交通アクセス、これは

本当に大きな課題だと思います。そういう

面では、市長、前も言ったことがあるんで

すけど、淀川に水上バスを走らせるという

ような、そういう発想も含めたことも考え

るというような、交通の利便性は夢を形に

するんですから、そういうことも考えてい

ただきたいと思います。 

 それから、高槻の市営バスなんですけど

も、これは高槻交通の組合さんといろいろ

協議があるんでしょうけども、例えば南摂

津駅のモノレール、そこへ延長すれば必ず

乗る方も増えると思います。現状としまし

ては、既存の路線バスとの競合もあるとい

うことでできないでしょうけども、大阪の

市営バスにしても江口橋まで来ているんで

すから、それを延長してもらうというよう

な形で、広域的な交通体系というものを考

えていく必要があると思うんですけども、

その辺の取組みについて、ひとつよろしく

お願いしておきます。 

 それから、学校教育のクラブ活動なんで

すけれども、学校もですけれども、子ども

さんというのは学校を選べないんです。ま

してや先生も選べない。特にクラブの要望

を私もよく聞くんですけど、あの学校には

野球部があってサッカー部があってラグビ

ー部があり、文化面においてはブラスバン

ドが大阪府下でかなりのところにいってい

るということは、教師というか、その担当

の先生の資質の問題なんです。これは学力

とか体力の資質にもあるんですけれども、

やはりもう少し先生の教育というか、全然

クラブの担当を持っておられない先生との

格差というもの、これも含め一度検討して

いただきたいということで、一遍検討をど

ういうふうにしていかれるか、お聞かせい

ただけたらなと思います。 

 それから、最後に５番目の活性化条例で

すけれども、先ほど部長が、その中でこど

も１１０番の店ということなんですけども、

それとセッピィ商品券の発行の第２弾、こ

れが一つの具体的な活動かもしれませんけ

ども、これがどういうふうな形でやられる

のか、今、大阪府も商品券について不評を

買っておるんですけども、この商品券とい

うのは大店舗のみの利用がかなり多くなっ

ておるということで、中小の零細の商店等、

やっぱり商店街の活性化に寄与できるよう

な商品券の活用でないといけないと思うん

ですけれども、その辺について最後にお聞

かせいただけたらと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 ３度目の質問の中で、

道路整備あるいは歩道の状況をどうするの

かというような内容でございます。私ども

としまして、今、取り組んでいる状況の中

では、バリアフリーに基づく形の中で、阪

急の正雀駅前あるいは千里丘の駅前という

ようなところに重点を置いている状況にご

ざいまして、今、用地等の交渉を進めてい

ると。南千里丘の駅開発も含めまして、千

里丘と南摂津、連携すべき道路としまして

千里丘三島線、千里丘南交差点より今現在

のところ三島幼稚園の交差点まで用地買収

に努めて道路整備を進めていきたいという

ふうな形で取り組んでいる状況でございま
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す。 

 また、歩道上の除草の件でございますが、

私どもも日常、道路パトロールを実施させ

ておりますので、パトで発見する、あるい

は地域住民の方々にその状況をお知らせい

ただくというような形で、その対応はでき

る限り速やかに対応してまいりたいと考え

ております。 

 あと、道路上に物を置く、歩道上に自転

車あるいは荷物と、こういうふうなものも

置かれる状況につきましては、パトロール

も含めまして、地域の方々にご協力を求め

るというような形で、そういうモラルに対

しての啓発活動も含めて実施してまいりた

いと考えるところでございます。 

 先ほどおっしゃっていました路線バスの

件でございますけれども、なかなか難しい

ところがあろうかと思います。以前にも高

槻市営バスあるいは大阪市営バスについて

のお話がございました。担当から聞く中で

は、やはり路線バスとの競合ということが

一番ネックになっていたようでございます。

ですから、そのあたりも含めまして、今度、

立ち上げようとしておりますバス問題の懇

談会、このような中でもそういうお話をい

ろいろ議論いただいて、どうあるべきか、

その結果に基づきまして、また高槻市営バ

スあるいは大阪市営バスのほうへもお声を

かけさせていただいて、どのような回答を

いただけるやらわかりませんけれども、そ

ういうことも求めてまいりたいと考えると

ころでございます。 

○上村高義議長 教育総務部理事。 

○市橋教育総務部理事 中学校のクラブ活動

についてお答えいたします。クラブ活動は、

先ほどの答弁にもありましたように、中学

校の一つの大きな教育の柱には違いありま

せん。しかし、中学校あるいは小学校にお

きましても柱はたくさんあります。特に学

習の向上とか、たくさんの柱がある中で、

今、先ほどお答えしましたように、教職員

の現状の中で手いっぱいの状態で今の活動

を維持しているという状況であります。そ

こに、先ほど申しましたように、外部の力

をお借りしたり、地域の力をお借りした状

況で、今、現状、この状況は手いっぱいの

状況で何とか維持しているというのもご理

解いただきたいと思います。ただ、議員ご

指摘のように、その現状に甘んじることな

く、今後も努力を続けてまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 活性化の取組みとして

のこども１１０番の店とセッピィ商品券の

第２弾の内容についてご答弁申し上げます。

（仮称）商業の活性化に関する条例の中の

第５条で商店会の役割を規定いたしており

ます。その規定に、商店街の環境の改善を

図ることにより、市民生活の利便性の向上

が明記されております。その趣旨を生かし

ながら、今回、こども１１０番の店の取組

みを行ってまいりたいと考えております。

市民が安心して買い物ができるような、各

地域の商店街、それぞれの地域でのぼり、

または旗などを立てて連絡体制を構築する

とともに、希薄になっている地域コミュニ

ケーションを高めてまいりたいと考えてお

ります。 

 それから、セッピィ商品券の第２弾につ

きましては、前回同様に５００円券の１２

枚つづり６，０００円分を５，０００円で

発売いたします。発行枚数は１万セットの

販売を考えております。また、前回以上に

市民に受け入れられるよう、日曜販売の継

続、より環境に配慮した紙の使用など、よ
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り買いやすく、より使いやすい商品券に取

り組んでまいりたいと考えております。ま

た、中小店舗でさらに利用できるような企

画も今後考えてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 森内議員の質問が終わりま

した。 

 次に、三好議員。 

  （三好義治議員 登壇） 

○三好義治議員 それでは、民主党を代表い

たしまして、森山市長の平成２２年度の市

政運営の基本方針について質問していきた

いと思います。 

 まず初めに、地球のあらゆる地域で自然

災害に見舞われている現象が、今、大変気

になるところでございます。特にハイチ地

震及びチリ地震で亡くなられた方々に、ま

ずもってお見舞いを申し上げたいというふ

うに思います。こういった自然災害は、地

震国日本でもいつやってくるかわかりませ

ん。改めて危機意識を持つ必要があるとい

うふうに思っております。 

 さて、我が国の財政事情は、一般会計税

収と一般会計歳出総額が、平成元年を境に、

歳出は右上がりに膨らみ、歳入である税収

入は下がってくるなど、この２０年間での

歳出の膨らみによる公債費残高が、国・地

方を合わせて約８６２兆円まで膨れ上がっ

ております。その結果、日本の財政状況は、

ワニが口をあけた状況になっており、これ

を是正するためには、民主党政権では歳出

を抑える、そして景気回復による税収の確

保のため、第２次仕分け作業が始まろうと

しているところでございます。一度崩れた

ものを回復するには大変なエネルギーと時

間がかかります。そのような中で、平成２

２年度の国家予算といたしまして、一般会

計予算では、命を守る予算編成として、コ

ンクリートから人へ、そして政治主導の徹

底、予算編成プロセスの透明化という三つ

の変革予算で９２兆３，０００億円と、こ

れまでにない予算が編成されました。コン

クリートから人へは、公共事業予算では７

兆円から５兆７，０００億円に減額し、社

会保障と文教関係に予算が組み入れられま

した。予算編成プロセスの透明化では、４

９９の事業仕分けを行い、これまでの予算

編成過程で国民に見えなかった経過が見え

たのが評価されております。しかしながら、

一般会計では、歳入である税収入が、平成

２１年度、約４６兆円であったのが約３７

兆円に減収し、９兆円もの減収になってい

るのが今の社会情勢であります。今日の破

綻の危機に直面している地方自治体もある

など、地方自治体を取り巻く社会環境は非

常に厳しいものとなっております。先ほど

も言いましたが、これは世界同時不況と言

われる中で、日本国内も依然、事態は深刻

な状況が続いております。また、高齢化を

伴う人口減少と厳しい社会経済環境のもと、

こうした景気後退を起因とする地方税の減

少は、地方の行財政運営に多大な影響を及

ぼすことは不可避であり、摂津市において

も厳しい財政運営を強いられております。 

 それでは、市長の市政運営の基本方針に

対し、摂津市総合計画に示されております

六つのまちづくりの項目に従い、質問して

いきますが、内容の関係から、第６章から

順番に質問していきますので、よろしくお

願いいたします。 

 まず初めに、第６章の「市民とともに創

りあげる高感都市づくり」についてですが、

これまで第３回にわたり行財政改革に取り

組まれ、一定の成果を上げられてこられま

した。今回、第４次行財政改革に取り組ま
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れますが、核となる改革のポイントについ

てお聞かせいただきたいというふうに思い

ます。 

 また、中期財政見通しも出されておりま

すが、中期財政見通しを見る限り、第４次

行財政改革によって捻出される財源効果が

見えてきておりません。第４次行財政改革

での効果額を幾らに見積もっているのかお

聞かせいただきたいというふうに思います。

また、中期財政見通しは、基金の残高は示

されておりますが、本来、歳入をベースに

した歳出を考えるのが健全財政の基本と考

えますが、中期財政見通しでは、基金の繰

入れ、市債の発行に頼らざるを得ない見通

しであり、その中で、毎年度の市債発行額

が具体的に示されておりません。５年間の

市債発行額をお示しいただきたいのと、財

政運営での市債を発行する基本的な考え方

についてもお聞かせいただきたいというふ

うに思います。 

 次に、指定管理者制度についてお聞きい

たします。指定管理者制度の条例が議案第

２１号で上程されておりますが、現在の指

定管理者制度は５年契約であり、平成２３

年には期限が切れて見直しをしなければな

りません。今回、市長の市政運営の基本方

針にも、指定管理者制度の方向性が出され

ておりませんが、平成２２年９月には公募

するか直営にするか、さらに新しい公の施

設をどうするか、指定管理者制度の概念も

しくは指針を示すべきと考えますが、今回、

なぜ市政運営の基本方針に示されていない

のか、そして、４年間どのような検討をな

されてきたのか、また、今後どうなされて

いくのか、お聞かせいただきたいというふ

うに思います。 

 次に、第１章の「つどい、いこい、にぎ

わう好感都市づくり」についてですが、こ

の３月１４日に開業する摂津市駅前のコミ

ュニティプラザ複合施設の施設管理と市民

活動支援に関する基本構想について質問し

ていきます。 

 この複合施設の管理運営は、聞くところ

によると直営方式で行うと伺っております

が、第４次行財政改革で職員を６６０名体

制にしていく方針を出されております。ま

た、第三セクターである施設管理公社もあ

る中、なぜ今、直営方式なのか、お聞かせ

いただきたいというふうに思います。 

 次に、市民活動支援に関する基本構想で

すが、現在、どの程度まで構想が検討され

ているのか、複合施設開館と同時に市民活

動支援組織ができるのか、お聞かせいただ

きたいというふうに思います。 

 第２章、「やさしさあふれるこころづく

りを進める幸感都市づくり」についてでご

ざいます。 

 今年度予算編成で、民生費が全体の４

０％を占める予算を編成されるとか国民健

康保険料の据え置き、水道料金の値下げ等、

市民の生活が第一との視点から予算編成が

なされたことにつきましては評価をいたし

たいというふうに思います。高齢者対策で

も、ひとり暮らしや認知症の実態把握も進

めようとなされておりますが、一方で高齢

化が進んでいく中で、高齢者家族で老老介

護が原因でマスコミ等でも介護疲れによる

事件が報道されております。悲惨な事件に

発展させないためにも、高齢者の介護疲れ

を解消するために、高齢者施策として介護

施設を増やす考えはないのか、お聞かせい

ただきたいというふうに思います。また、

病気にならない、させない施策として、健

康維持、体力維持等、本年度の施策はどの

ようなことを考えているのか、お聞かせい

ただきたいというふうに思います。 
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 次に、障害者施策で、市長は市政運営の

基本方針で、国が障害者自立支援法を廃止

し、新たな総合的制度をつくることに対し、

国の施策に対して一定の評価もなされてい

るように思いますが、地方自治体として、

これまでの障害者自立支援法を踏まえ、ど

のように感じられ、そして国と地方自治体

の役割がどうあるべきか、考え方を聞かせ

ていただきたいというふうに思います。 

 次に、第３章の「地球時代のひとづくり

を進める交歓都市づくり」についての１番

目といたしまして、（仮称）文化財保護条

例を制定し、市立第６集会所、いわゆる旧

一津屋公会堂など、本市の貴重な歴史的資

産の保存活用に努めていきたいと表明され

ております。摂津市の文化財で、どのよう

なものがあり、その希少価値はどの程度な

のか、お聞かせいただきたいというふうに

思います。 

 次に、就学前教育と保育サービスの充実

ですが、平成２４年４月を目標に、別府保

育所とべふ幼稚園を統合し、（仮称）べふ

こども園を設立される方針ですが、これま

での保育所、幼稚園の運営形態から園児に

どのような影響を与え、それぞれの長所が

どのように反映されるのか、考えをお聞か

せいただきたいというふうに思います。 

 子どもの安全施策につきまして、子ども

の安全見まもり隊、セーフティパトロール

隊、そしてボランティアによる子どもの安

全施策に対し、取組みを行われております

が、発足当時から見ますと、最近では各地

域による取組みに格差が生じているように

見受けられます。本年度、各種団体の取組

みを推進していくと市政方針にうたってお

りますが、本年度、新たな取組みは何を行

っていこうとなされているのか、お聞かせ

いただきたいというふうに思います。 

 次に、新学習指導要領に対応した諸施策

についてですが、新学習指導要領の完全実

施に向け、現在、移行措置期間に入ってお

りますが、本市の小・中学校の児童・生徒

の学力をどのように評価されているのか、

また、新学習指導要領に基づく適切な教育

課程の編成のため、どのようなことを考え

ているのか、お聞かせいただきたいという

ふうに思います。 

 第４章の「暮らしをささえ、活力にあふ

れたものづくりを進める広環都市づくり」

についてですが、商工業の活性化の取組み

で、昨年、緊急経済対策として発売したプ

レミアム付セッピィ商品券を本年度も実施

するとありますが、セッピィ商品券の経済

効果測定はなされたのか、今日の社会経済

状況の中で、空き店舗が増えているのは、

顧客の消費力が減るのと併せて、店舗を経

営するにも家賃が高いから経営が成り立た

ないとか、いろんな問題も多く出てきてお

ります。こういった状況の中で、固定資産

税の減免による経営者の支援とかはできな

いのか、お聞かせいただきたいと思います。

また、本年より、これらの諸課題を解決す

るために、昨年提案いたしました（仮称）

商業の活性化に関する条例が策定されてお

りますが、これに基づき、商業の振興策と

して商業祭の開催は検討できるのか、お聞

かせいただきたいというふうに思います。 

 第５章の「安全で快適な生活を生みだす

好環都市づくり」について。 

 安全・安心のまちづくりの防災対策で、

摂津市の地形は低位置にあり、常に水害の

危機にさらされることから、洪水ハザード

マップが策定されました。本年は、洪水ハ

ザードマップに基づき、浸水が予想される

地域での避難所、避難経路や住民への情報

伝達手段を研究していくとありますが、洪
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水ハザードマップを市民に公表し、その後

のフォローが今日までなかなかなされてい

なかったというふうに思います。市民の不

安を解消するためにも取組みは必要だと思

いますが、どのような仕組みで作成してい

くのか、お聞かせいただきたいというふう

に思います。 

 また、摂津市は、今、申し上げましたよ

うに、低位置部に位置する中で、水害に対

して万全の体制でまちづくりを進めなけれ

ばなりません。その中でも、治水対策とし

て安威川ダムの建設は必要不可欠と思いま

すが、市長の考えと安威川ダム建設の現在

の動きについてもお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。 

 次に、道路整備で、今年度、交通バリア

フリー道路特定事業計画を策定し、高齢者

や障害者の方が円滑に移動できる安全な道

路整備に向けて検討していくと方針が出さ

れておりますが、これにつきましては、平

成１７年３月に摂津市交通バリアフリー基

本構想が策定されており、交通バリアフリ

ー道路特定事業計画策定についての取組み

を今年考えていくというふうになっており

ますが、これまで議会からもいろいろ提言

も行いました。基本構想に基づいてという

ことで今日まで答弁をいただいたところで

ございますが、もっと早い時期にこういっ

た事業計画策定は早目にすべきではなかっ

たのかというふうに思います。この策定が

平成２２年度になったのはなぜかというこ

とも重ねてお聞かせいただきたいというふ

うに思います。 

 次に、火災予防事業についてですが、住

宅用火災警報器の設置促進事業で、今年度

も火災予防の普及啓発に努めるとあります

が、これまでと同じ取組みなら、なかなか

普及しないのが現実と思います。市民の命

と財産を守るためにも、普及啓発も含めた

新たな取組みが必要と思いますが、啓発も

含め、助成金を出す等の考えはないのか、

お聞かせいただきたいというふうに思いま

す。 

 環境施策についてですが、昨年第３回定

例市議会一般質問で、地球温暖化防止のた

めにＣＯ２の削減と樹木による吸収につい

てご質問もさせていただきました。そのと

き、これからの地方自治体の地球温暖化防

止意識の向上と、地球温暖化防止地域計画

策定を要請し、本年度の市政運営の基本方

針にも出されております。地域計画の概念

と計画内容についてお聞かせいただきたい

のと、また、所管が環境対策課になると思

いますが、今までは、ややもすると公害が

中心であった課が、これからは地域温暖化

防止という新たな取組みがなされ、まさに

企画と事業を併用した組織が必要になると

思いますが、体制強化はどのように考えて

いるのかお聞かせください。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 民主党を代表しての三好議員の

質問にお答えをいたします。なお、詳細に

つきましては、後ほど担当部長からも説明

がございますので、ご了解をいただきたい

と思います。 

 第４次の行財政改革実施計画は、簡素で

わかりやすい組織機構づくり、職員６６０

人体制の構築、スピード感のある行政経営

システムの構築、みずから考え勇気を持っ

て行動する職員を育てる人事制度改革、健

全で安定した財政基盤の確立の五つの柱を

理念として掲げています。第４次行財政改

革のポイントは、財政健全化のみならず、

未来の摂津市を担う人材育成を大きなテー
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マとして掲げており、職員数６６０人体制

の少数精鋭の市役所を目指すには、職員一

人ひとりの質が求められてまいります。市

民サービスの担い手である職員は、どんな

困難な課題にも勇気を持ってチャレンジす

る気概を持たなければなりません。私が職

員の先頭に立って第４次行財政改革に取り

組んでいきたいと思います。第４次行財政

改革によって捻出される効果額でございま

すが、少なくとも中期財政見通しで示して

おります累積赤字の解消と年度間の財源調

整ができる一定規模の基金残高を確保しな

ければならないと考えております。 

 指定管理者制度についてでありますが、

指定管理者制度は、民間参入でサービス向

上やコスト削減を実現することを目指して

おります。本市における今後の制度活用に

つきましては、平成２３年度からの新たな

指定管理者の指定に合わせて、指定管理者

制度導入に関する指針の改定を、指定管理

者制度を導入している施設の見直しのみな

らず、導入施設の拡大や公募による管理者

の指定等についても検討し、この指針に基

づき、指定管理者選定の時期までに一定整

理を行ってまいります。 

 また、本市の出資法人等の改革について

ですが、第４次行財政改革実施計画でも、

改革項目として掲げております各法人等の

経営環境は厳しいものがあり、経営におい

ては、依然、行政頼みの状況が続いており

ます。今後、これら法人に対しまして、こ

れまで以上に効果的・効率的な管理運営に

努めるべく、法人職員の処遇を含め、組織

の自立化に向けた経営改善に取り組むよう

期間を定めて指導してまいります。 

 「つどい、いこい、にぎわう好感都市づ

くり」についてのコミュニティプラザ複合

施設管理と市民活動支援に関する基本構想

についてでありますが、まず、新たなコミ

ュニティプラザの管理につきましては、本

年７月のオープンを目指して事業が進めら

れております。オープン以後の利用実態や

利用者からの利用方法などの直接的なご要

望やご意見を市としても認識するため、市

直営の施設運営を進めていくことが重要と

考えております。開館後、１年間のモニタ

リングを実施しながら、具体的な施設の管

理マニュアルを作成し、民間事業者や施設

管理公社などへの管理移管をスムーズに対

応できる仕組みづくりが必要と考えており

ます。また、平成２２年度には本市の指定

管理者制度導入に関する指針をお示しする

年でもあり、その方針との整合性も図って

いかなくてはならないものと思っておりま

す。 

 次に、市民活動支援に関する基本構想づ

くりの状況でありますが、本年度に緊急雇

用の補助金を活用して、市内の各種団体に

市民活動支援アンケート調査を実施いたし

ております。市民活動の実態や要望など、

幅広くご意見を伺っているところでござい

まして、今後、このアンケートの解析を進

めながら、市民や有識者の参加による協議

会などを設け、構想づくりに反映していき

たいと思います。本施設は、本市のコミュ

ニティの拠点としての役割を担う施設であ

り、直接的に市民や各種団体の方々からの

ご意見や要望をお聞きできるように、市民

の活動支援のための新たな組織化をコミュ

ニティプラザ内に総合窓口として設けてま

いりたいと考えております。 

 高齢者施策につきましては、高齢者のみ

の世帯の増加などにより、いわゆる老老介

護による介護疲れ解消のための施策が今後

ますます重要になってくるものと認識して

おります。特別養護老人ホームなどの入所
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施設につきましては、現在のところ、せっ

つ高齢者かがやきプラン上では充足してお

りますけれども、ただ、多くの方が待機さ

れているのが現状でございます。ご本人の

心身状態や家族による介護力などから、大

変厳しい実態があることは承知をいたして

おります。しかしながら、運営法人の確保、

三島圏域での調整、国の指針など、市のみ

では解決できないさまざまなハードルがご

ざいまして、早期の整備は困難でございま

す。一方、このような状況を踏まえ、施設

整備ではありませんが、できる限り住み慣

れた地域で暮らし続けることができるよう、

在宅サービスの充実を図ることも重要であ

り、現在、安威川以南地域に一時的な宿泊

も可能な小規模多機能型居宅介護拠点の整

備を進めております。今後さらに１か所の

整備を図る計画でございます。 

 また、介護保険による在宅サービスの質

の向上のための取組みを進め、日常生活支

援ショートステイやナイトケアなど、介護

保険を補完する市独自のサービスも継続し

ますとともに、介護を必要とされる方が利

用しやすいように、制度やサービス内容の

周知にも努めてまいります。このように、

施設整備と在宅サービスの両面について、

ひとり暮らしや認知症、高齢者の実態調査

なども踏まえて検討を行い、高齢者ご本人

とご家族のための支援策の充実を計画的に

図ってまいります。 

 次に、障害者施策についてでありますが、

私は、これまでの市政運営に当たり、障害

のある方々への施策については、重点施策

として特に力を入れ、取り組んでまいりま

した。障害者自立支援法の施行によって、

原則１割の利用者負担制度が導入され、利

用者負担が増しましたが、いち早く独自の

軽減制度をつくり、配慮してまいりました。

また、障害者の方々が利用する福祉作業所

が、障害者自立支援法に基づく新体系に円

滑に移行できるように、独自の補助制度を

つくり、経営を支援してまいりました。併

せて精神障害者相談支援事業所の設置や、

２２年度には現在の男女共同参画センター

跡を活用し、３障害の総合相談や就労支援

の開設など、きめ細かい相談支援ができる

体制の整備に努めてきたところでございま

すが、新政権が発足し、障害者自立支援法

を廃止する決断をされ、新しい法律ができ

るまでの間の暫定的な措置として、市民税

非課税世帯の利用者負担を無料とする考え

を打ち出されております。市といたしまし

ても、これらについても、国に足並みをそ

ろえた形での対応が必要ではないかと考え、

２２年度から市が実施する地域生活支援事

業についても、市民税非課税世帯の利用者

負担を無料といたします。これによる財政

負担については、本来、国において負担さ

れるところでございますが、ただいまのと

ころ、市町村の判断という域を脱しており

ませんので、市単独での負担となってしま

いますことから、市としましても、市長会

を通じて国の事業に位置付けるよう要望を

行っているところでございます。政府では、

障害者施策について、全般的な見直しを進

めると聞いておりますので、障害者施策に

ついて一層の積極的な取組みを期待してお

るところでございます。 

 こども園設置によるメリットといたしま

しては、保育所と幼稚園の垣根を超えて、

親の条件によって分けられることなく、地

域の子どもがともに遊び、ともに学び、と

もに生活し、一緒に小学校に進んでいくと

いうことにあります。園の友達が増え、地

域で遊べる友達も増えます。一人ひとりを

大切にしながら、一定規模の集団を確保し
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て、意欲を持って心豊かに育つよう取り組

んでいきたいと思います。地域のニーズに

対応し、新たにゼロ歳児保育と地域の子育

て支援拠点としての事業を実施いたします。

保育所、幼稚園、小学校の連携のモデルと

なるよう、また、保育所の保護者にとって

も幼稚園の保護者にとっても喜んでいただ

けるよう、施設面、運用面について、今後、

検討を重ねてまいります。 

 子どもの安全施策についてでありますが、

本市では、各地域において街頭犯罪や子ど

もをねらった犯罪の防止などを目的として、

子どもの安全見まもり隊、セーフティパト

ロール隊、こども１１０番など、さまざま

な活動が実施されておりますが、地域全体

での安全確保のためには、個々の活動のみ

でなく、自治会、防犯協会各支部、ＰＴＡ、

こども会等々、地域で活動される各団体の

連携と協力をより深めていくことが重要と

考えております。幸い各校区連合自治会が

中心となって、地域活性化事業補助金等の

活用により、セーフティパトロール隊活動

などを積極的に支援していただいておりま

すので、今後、これらの活動をもとに、大

阪府が提唱されております地域安全センタ

ー事業なども参考として、各団体の協力連

携がより向上し、地域の安全・安心が向上

するよう検討してまいります。 

 商工業の活性化の取組みについて、三つ

の点についてご答弁を申し上げます。 

 セッピィ商品券の効果測定につきまして

は、リーマンショックに端を発する世界経

済不況が続く中、本市では、地域活性化経

済危機対策として臨時交付金を活用し、市

内の冷え込む消費の底上げを図るべくプレ

ミアム付商品券を実施いたしました。昨年

１２月の販売では、多くの販売所で即日完

売となり、市役所での日曜販売では朝早く

から約７００人の市民が並んでいただき、

この事業に対する市民の関心が高いものと

思っております。さらに歳末時期に合わせ

ることにより、商店街では例年と違った活

気を引き出すことができ、発行額面以上の

経済波及効果が出ていると考えております。 

 次に、商業振興施策としての減免につき

まして、幹線道路に面する店舗用地への固

定資産税の減免につきましてでございます

が、事業所の市内進出は、税収や雇用の増

加など、地域産業活動の振興と安定した財

源の確保が図っていけるものと考えており

ます。そのため、本市では事業所の活動に

とって必要となるインフラの整備として、

南千里丘のまちづくり、千里丘ガードの拡

幅工事、公共下水道の整備に努め、事業所

の進出を促してまいりました。今後も都市

基盤の整備に努めるとともに、他市の事例

を参考にしながら、本市の地域特性を勘案

し、より効率的な事業所の誘致支援策を検

討してまいります。 

 次に、商業祭の開催についてであります

けれども、（仮称）商業の活性化に関する

条例の基本理念に基づき、商業者や商工会

などが創意工夫と自主的な行動により、開

催の機運が高まった折には、本市といたし

ましても支援を検討していきたいと思いま

す。 

 安全・安心のまちづくりについてであり

ますが、洪水ハザードマップに基づく防災

対策についてご答弁を申し上げます。平成

１８年に作成しました摂津市洪水ハザード

マップは、国が管理する淀川と大阪府が管

理する安威川、大正川、境川、山田川、正

雀川の５河川の計６河川を想定いたしてお

ります。本市は地形的に低いため、洪水が

起これば多くの地域に被害が広がるものと

考えており、洪水の心配がある場合、基本
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的には早目に避難していただく必要がござ

います。そのため、市民の方々が安全に避

難できるよう、２２年度に国や大阪府のガ

イドラインに沿った避難勧告等の判断・伝

達マニュアルの作成準備に入ります。この

マニュアルは、大雨が降った場合、どの時

点で避難勧告や避難指示を発表すればよい

のか、また、避難誘導はどの経路を使えば

よいのかなどの具体的な手引きとして作成

するものでございます。避難勧告等の判

断・伝達マニュアルなどの防災計画は緊急

性の高いものであり、早急に作成していか

なければならないものでありますが、専門

コンサルタントに作成を依頼すればよいと

いうものでもなく、地域住民に理解され、

速やかに行動できる身近なマニュアルとな

らなければならないと考えております。そ

のためにも、新年度は自主防災組織の皆様

方に参加していただき、議論を重ねながら、

市民参加のマニュアル作成づくりに取り組

み、遅くとも２３年度には作成してまいり

たいと考えております。また、今後、他の

公共施設や民間施設にご協力いただき、一

時避難所として利用させていただくことも

併せて検討していきたいと考えております。 

 「安全で快適な生活を生みだす好環都市

づくり」についてでありますが、安威川ダ

ムの建設についてご答弁申し上げます。安

威川ダムの建設は、治水対策上、市民生活

の安全・安心を考えた場合、非常に有効な

計画であります。この安威川ダムの建設に

当たりましては、平成１１年と平成１６年

において、議会決議のもと、整備促進を大

阪府に要望している状況にあります。最近

では平成２１年８月に、私も含め流域の４

市長で大阪府の知事とお会いし、一日も早

い完成をお願いする要望書を提出いたして

おります。最近では、平成２１年８月に、

総合治水ということでは外水からの脅威を

いかに対処するか、また内水をいかに速や

かに処理するのかが課題となるところであ

ります。安威川の治水対策につきましては、

河川改修とダムを組み合わせた対策を進め

ることであり、内水対策につきましては、

公共下水道による雨水整備を進めることで

ございます。 

 昨年１２月に、国はできるだけダムに頼

らない治水へと大きな政策転換を行い、本

年夏ごろをめどに新しい検証基準が策定さ

れると聞き及んでおります。こうした国の

動きに対し、大阪府では安威川ダムにかか

わる府民の生活再建対策について、しっか

りと取り組み、新たな基準に沿った個別検

証の対象とされたことから、その動向を見

きわめた上で執行時期などを判断されると

聞き及んでおります。低地部に位置する本

市では、内水対策のかなめであります番田

水門、安威川左岸ポンプ場が既に完成して

おり、併せて安威川ダムが完成することに

より、市民の命と財産を守ることができ、

市民生活をより安全・安心に暮らしていた

だくためには必要不可欠なプロジェクトで

あると認識をいたしております。早期着

工・完成を流域関係市と連携して大阪府に

さらに強く働きかける決意でございます。 

 道路整備についてでございますが、本市

では、平成１２年に施行されました通称

「交通バリアフリー法」に基づき、平成１

７年３月に摂津市交通バリアフリー基本構

想を策定いたしました。基本構想において、

特定旅客施設をＪＲ千里丘駅と阪急正雀駅

の２駅とし、特定道路として位置付けして

おります。これら２駅周辺地区の通行の安

全を図るため、摂津市交通バリアフリー道

路特定事業計画を策定するものでございま

す。ご指摘いただきましたように、早期に
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道路特定事業計画策定を実施すべきである

との認識はいたしておりますが、基本構想

策定時に具体的な整備事業メニュー内容と

整備目標時期を設定しており、整備目標時

期としまして、公共交通特定事業の移動経

路の円滑化であります阪急正雀駅とＪＲ千

里丘駅の構内エレベーター設置などを短期

とし、平成２２年度までに整備としており

まして、順次整備を行ってきたところでご

ざいます。今回、策定いたします市道部の

道路特定事業は長期とし、平成２２年度以

降に整備としていることから、平成２２年

度に基本構想に沿って摂津市交通バリアフ

リー道路特定事業計画を策定し、高齢者や

身体障害者の方が円滑に移動できる安全な

道路整備に向け、検討を進めてまいります。 

 火災予防業務についてでありますが、住

宅用火災警報器の設置促進について、市広

報紙、ホームページへの掲載、自主防災訓

練等、各種行事を通じて普及啓発に努めて

まいりましたが、依然として設置率が低く、

２２年度におきましては設置率１００％を

達成するため、市として新たな啓発活動を

積極的に推進してまいります。 

 環境施策についてでありますが、地球温

暖化防止地域計画についてご答弁を申し上

げます。南千里丘のまちづくりでのＣＯ２

排出量削減に向けた官民一体となった先進

的な取組みとして、緑化率２５％の導入、

屋上緑化、バス停の屋根への太陽光パネル

の設置など、低炭素型社会の実現を目指し

た環境に優しいまちづくりを推進しており

ます。この取組みに合わせて、市全域の温

室効果ガス排出量の抑制を行政が積極的に

推進するために、地球温暖化防止地域計画

を策定するものでございます。また、地球

温暖化対策の基本的な方針を定める地球温

暖化対策推進法は、地方公共団体の責務と

して、区域内における活動から排出される

温室効果ガスの排出抑制のための総合的か

つ計画的な施策実施に努めることと明記さ

れております。本計画では、地球温暖化の

防止における具体的な取組みを示して、市

内から排出される温室効果ガスの排出量を

京都議定書の基準年度である１９９０年度

比で、２０２０年度までにマイナス２５％

削減するためのものであり、摂津市の自然

的・社会的条件を踏まえた、市民、事業者、

行政が一体となり、それぞれの役割を明確

にした計画を考えてまいります。今後、こ

の計画の策定に当たっては、地球温暖化防

止地域計画策定委員会を設置し、さまざま

なご意見をいただき、また、計画案に対し

てご審議をいただくことを考えております。 

 この策定委員会の構成は、学識経験者４

名以内、関係団体の代表者１４名以内と一

般公募による市民２名以内の計２０名での

構成を予定しており、来年度より委員の選

定に取り組んでまいります。平成２２年度

に委員会を３回程度予定しており、平成２

３年度当初には素案を示して、この計画に

対してのパブリックコメントの募集を行い、

平成２３年１１月を策定目標として取り組

んでまいります。 

 次に、地域計画策定における原課の体制

強化ですが、従来の都市生活型公害から地

球温暖化など、地球的規模での環境問題ま

で、多種多様な課題に対処する環境政策へ

の方向性を目指すためには、組織力の強化

は必要と認識しております。現在、第４次

行財政改革における職員６６０名以下の体

制を目標とする中ではありますが、行政需

要の変化に対応できる、めり張りのある職

員配置を図ってまいりたいと思います。 

 以上、私のほうからの答弁といたします。 

○上村高義議長 教育長。 
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  （和島教育長 登壇） 

○和島教育長 教育委員会にかかわります４

点のご質問にご答弁を申し上げます。 

 まず、（仮称）文化財保護条例制定につ

いてでございます。ご質問の文化財保護条

例で指定する文化財の対象範囲についてで

ございますが、近年、文化財に対する国民

の関心の高まりとともに、より身近な地域

の文化財の保存・活用への地方公共団体の

役割は、その重要さを増してきております。

大阪府内だけでなく、全国の多くの地方公

共団体が文化財保護条例を制定し、地域に

存在する文化財について指定等を行ってお

ります。そして、これに基づき、これら文

化財について、所有者みずから管理、修理、

公開等を行うほか、地方公共団体が所有者

に対して修理費等の補助も行っております。

本市におきましても、摂津市民にとって貴

重な文化財について、その保存及び活用の

ための必要な措置を講じ、市民の郷土に対

する認識を高めるとともに、文化の向上に

資することを目的に文化財保護条例を制定

するものでございます。文化財保護条例に

基づく文化財の指定範囲につきましては、

市内にある文化財のうち、大阪府文化財保

護条例で指定されています金剛院不動明王

立像や味舌天満宮本殿及び摂社八幡神社な

どの有形文化財を除いたもので、現在、第

６集会所として活用されております旧一津

屋公会堂など、市が保存を必要とすると考

えるもののうち、所有者の同意を得られた

ものについて、教育委員会から摂津市文化

財保護審議会に対し諮問し、答申を受けた

ものを文化財として指定してまいります。

文化財は、現在及び将来の文化の礎となる

ものであり、かつ市、市民及び文化財の所

有者が協力して次の時代に引き継がなけれ

ばならない貴重な国民的財産であることに

かんがみ、文化財保護条例に基づき、文化

財の保存及び活用を適切に行い、市民の文

化の向上が図れるよう取り組んでまいりま

す。 

 次に、就学前教育と保育サービスの充実

について、教育委員会の立場からご答弁を

申し上げます。 

 こども園設置によるメリットは、まず保

育所では新たにゼロ歳児保育を実施するこ

と、幼稚園では新たに給食を実施すること

により、その活きた食材を通した食育の推

進が可能となります。また、園児の集団規

模が大きくなるとともに、３歳以下の子ど

もたちとの触れ合いが可能となることで、

これまで以上に社会性、他者、弱者への思

いやりの心をはぐくむなどが期待できます。

さらに地域の幼稚園就園前の子どもと保護

者の子育て支援のための広場事業の実施も

予定いたしております。 

 次に、小学校との連携による教育的効果

につきましては、小学生にとっては自分自

身の成長管理、その成長を助けてくれた

人々への感謝の気持ちの芽生えや、他者、

弱者への思いやりや我慢する心など、内面

的な成長に気づく手だてとなるものと考え

ております。園児にとりましては、自分自

身の成長の目標ともなり、今後の意欲を生

み出すことにつながります。具体的な活動

は今後検討してまいりますが、小学校１、

２年生時における生活科での飼育、栽培な

ど、多様な学習活動を通じた連携、給食を

通じた食育推進による連携などが考えられ

ます。 

 最後に施設整備についてでございます。

べふ幼稚園は別府小学校と隣接いたしてお

り、こども園として小学校との具体的な連

携を考える上で、このメリットを十分に生

かして、安全面に配慮しながら、双方から
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の出入口の設置など、交流・連携を前提と

した施設整備に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、子どもの安全施策について、これ

につきましても教育委員会の立場からご答

弁を申し上げます。 

 摂津市では、地域の安全をみんなが心つ

ないで守り、地域の子どもたちをみんなで

力を合わせて守ることを理念として、平成

１８年４月に子どもの安全安心都市宣言を

行いました。この理念に沿って、子育て環

境の安全、学校等の施設の安全、通学路の

安全、地域の安全など、四つの柱に向けて

全庁的に取り組んでいるところでございま

す。教育委員会では、学校内の安全対策と

して、不審者の侵入の未然防止のための学

校受付員の配置や学校での防犯訓練の実施

など、学校内の安全施策に取り組んでおり

ます。一方、学校外の通学路を含む地域の

安全につきましては、保護者、地域、学校、

行政が一体となった地域全体の取組みによ

り、子どもたちの安全・安心の確保に努め

ているところでございます。 

 自治会が中心となって組織し、地域の犯

罪防止に向けた活動を展開されております

セーフティパトロール隊は、地域の自治会

や防犯委員の皆さんに活動していただいて

おりますが、今後、ＰＴＡ、こども会、青

少年指導員など、教育委員会が所管いたし

ております青少年関係団体にも、すべての

小学校区のセーフティパトロール隊活動に

参画していただき、保護者と地域が一体と

なった取組みができるよう働きかけを行っ

てまいりたいと考えております。 

 最後に、新学習指導要領に対応した諸施

策についてでございます。平成２３年度よ

り小学校で、平成２４年度からは中学校で、

新学習指導要領がそれぞれ完全実施されま

す。これまでの生きる力をはぐくむという

理念は、新しい学習指導要領にも引き継が

れており、児童・生徒の確かな学力、豊か

な人間性、たくましく生きるための健康や

体力をはぐくむことを目指しております。 

 さて、本市の確かな学力の定着の状況は、

全国学力・学習状況調査及び摂津市学力定

着度調査の結果からいたしましても、大変

深刻な状況であります。全国体力・運動能

力、運動習慣等調査におきましても大きな

課題がございましたが、背景には児童・生

徒の意欲の問題もあり、まさに本市におい

ては新学習指導要領の生きる力をはぐくむ

という理念の実現が大きな課題だと考えて

おります。本市といたしましては、児童・

生徒が基礎・基本を身につけ、みずから課

題を見つけ、主体的に判断、行動し、より

よく問題を解決する資質や能力をはぐくめ

るよう、今後も小・中学校での授業改善を

中心に取組みを進めてまいります。また、

生徒指導の充実を図るとともに、人的な措

置や教員の力量向上にも努めてまいります。 

 生きる力の意味や必要性については、さ

らに共通理解が必要だと考えております。

特に保護者、地域の皆様への丁寧な発信が

重要であります。子どもたちにはぐくみた

い力は何か、今、何が課題なのか、そして、

何から取り組むのかなど、さらにさまざま

な情報発信を行ってまいります。また、生

きる力をはぐくむためには、十分な授業時

数の確保も必要であります。そのため、平

成２２年度より摂津市立の小・中学校の長

期休業期間を短縮して、特に確かな学力を

確立するための時間の確保を図ってまいり

ます。 

○上村高義議長 ここで暫時休憩します。 

（午後２時５５分 休憩） 
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（午後３時２０分 再開） 

○上村高義議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 三好議員。 

○三好義治議員 それでは、２回目の質問を

行わせていただきます。 

 まず、第４次行財政改革並びに中期財政

見通し、指定管理者制度、そしてコミュニ

ティプラザ関係についてでございますが、

第４次行財政改革で、具体的な財源の数値

目標については、中期財政見通しで示され

ている累積赤字の解消ということで、市長

の答弁をいただきましたが、私は、これま

でのいろんな行財政運営の中で、第１回か

ら第３回まで行財政改革が実施されました。

今回の中期財政見通しを見ますと、平成２

５年から２７年度までには市債が明記をさ

れておりません。ただ、その中では赤字市

債を１０億円から１１億円ぐらい見込んで

いるとなっておりますが、その中で、平成

２７年度にマイナス３６億円の赤字が見込

まれております。議会として、それで、よ

しわかったと言えるのかと。私は、常々言

っているように、そういう中で市債発行す

るなら、毎年１０億円から１５億円市債を

発行していくならば、約４０億円から４５

億円ぐらいはその市債で賄えます。そうな

りますと、２７年度にはある程度の黒字は

見込めてくるやろうと。まさに２５年度の

時期に赤字であって基金が枯渇するという

ような本来の中期財政見通しで本当にいい

のかと。まずは今の現状で中期財政見通し

を提示しながら、そして、それを赤字にな

らないために第４次行財政改革でこれだけ

穴埋めをするんだという数値を入れるのが、

本来の議会と、それから行政、そして市民

に理解をいただくために必要ではないのか

というふうに思います。この点について、

この中期財政見通しで改めて幾らぐらいの

額を見込まれているのか、お聞かせいただ

きたいというふうに思いますし、そして、

市債発行の考え方、これは１回目の答弁で

なかったので、改めて市の考え方について

お聞かせいただきたいというふうに思いま

す。 

 それと、今回の中期財政見通しの中で見

ていきますと、先ほどもいろいろと人の育

成、人材の育成関係もありましたけども、

財源の確保の中で考えますと、行政財産の

売却、それから市役所内部の改革、そして

補助金、負担金、これは市民犠牲になって

きますけども、そういった中での優先順位

も必要だというふうに思っておりまして、

その点についてのまず優先順位と、それか

ら市の行政財産を売却した場合に、今の見

込み額というのは幾らぐらいになっている

のか、お聞かせいただきたいというふうに

思っております。 

 それと、指定管理者制度についてでござ

いますが、冒頭も申し上げましたように、

本来の指定管理者制度の取組みにつきまし

ては、指定管理者制度を導入して、この３

月末をもって丸４年になります。この指定

管理者制度というのは、これまで５年間の

期限つきでやっておりまして、他市の動向

を見ながら見直していくと。まさに私は今

年度の市政方針の中で、指定管理者制度の

指針、概念、これが出てきて当たり前だと

いうふうに思っておりました。ところが、

議案第２１号で見ますように、一部条例を

一本化し、そして、指定管理者制度の指針

が出されておりません。ここで働く職員、

プロパー職員なんかは特に雇用不安にも駆

り立てられておりますし、さらに我々も指

定管理者制度を民間委託したときのことを

考えますと、早期に指定管理者制度の指針
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は出す必要があるというふうに思っており

まして、これはいつごろ出されるのか、今

どの程度まで検討されているのか、改めて

考え方についてお聞かせをいただきたいと

いうふうに思います。 

 次に、コミュニティプラザについてでご

ざいますが、コミュニティプラザについて、

直営方式ということを表明されておりまし

た。この中で、私は今回のコミュニティプ

ラザの複合施設、いろんな多機能な施設で

貸し館業務をやるという中で、そのスター

ト時点で市の職員がこれからのニーズ対応

に対して企画をしていきたいという一方で

の考え方はわからないことではないんです

が、ただ、今の第４次行財政改革の中で職

員６６０名体制を考えていく中で、一つに

は直営方式というのが本当に今の体制の中

でいいのか、そして、これまで指定管理者

制度の中で施設管理公社並びにシルバー人

材センター、都市開発株式会社等々外郭団

体もあります。これまで育成もなされてな

かって、本来ならばそういったところが自

立をし、安心して民間委託というか、そう

いう外郭団体に任せられるような組織づく

りもやっておくべきではなかったのかとい

う点の中で、今回なぜ直営方式なのか、改

めてお聞かせいただきたいと思いますし、

直営方式にする場合に何名の職員がそこに

従事するのか、お聞かせをいただきたいと

思います。 

 このようなことから、一方では、先ほど

もこのコミュニティセンターにおきまして、

市民活動支援組織をそこで立ち上げていき

たいというご答弁もありましたし、市政の

基本方針の中でも今年度検討していきたい

というふうにあります。私は、もともとこ

のコミュニティプラザができた段階で、そ

こに市民活動支援センターができ、そして

運営と施設管理は別なものとしながら組織

は立ち上がるというふうに思っておりまし

たし、もう一方では、市民活動組織という

部分の中で、行政と市民活動団体への協働

のあり方に対する基本方針をまず議会に示

すべきではないのか、こういうふうに考え

ております。この中で、市民活動拠点とし

てコミュニティプラザを使うにも、公設公

営でいくのか公設民営でいくのかというこ

とが疑問になってまいりますし、その中で、

先ほど言いました行政と市民活動団体の協

働のあり方に対する基本的な考え方につい

てお聞かせをいただきたいというふうに思

います。 

 それから、高齢者施策についてでござい

ますが、老老介護が大変だということは、

先ほどの市長答弁と私どもから言う部分で

は共通認識に立ったところでございます。

こういった中で、今、いろんな施策をやっ

ていただいている部分につきましては評価

もいたします。ただ、もう一方では、健康

で生涯生き生きと暮らしていくために病気

にならない、させない、こういった取組み

も必要でございまして、摂津市で高齢者専

用のスポーツ施設も限られているところで

ございますが、摂津市には、もう一方では

淀川右岸のスポーツ施設もあります。そう

いったところにグラウンドゴルフ関係の軽

スポーツ施設は誘致できないのかというこ

とと、もう一方では、その他病気にならな

い、させない取組みについてもお聞かせを

いただきたいというふうに思います。 

 障害者施策につきましては、障害者自立

支援法廃止に伴い、今後、動向を見守りた

いと思いますし、摂津市が取り組んでいる

ことについては高く評価していきたいとい

うふうに思います。 

 次に、文化財保護条例についてでござい
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ますが、市の保存すべき重要と思われるも

のは、先ほども伺いまして、いろいろあり

ます。その他の施設でどういったものがあ

るか、改めてお聞かせをいただきたいとい

うふうに思いますし、国の文化財保護法に

基づく指定や登録、さらに大阪府の文化財

保護条例に基づく指定には補助制度等もあ

ることから、市の指定に優先して、まず国

や府の指定・登録文化財として活用できな

いのか、お聞かせをいただきたいというふ

うに思います。 

 就学前教育と保育サービスの充実ですが、

それぞれ長所を話していただきましたが、

同じ園庭で時間も環境も違う幼児に対する

配慮、保護者、指導員への配慮は並大抵の

ものではないと思います。他市の事例で、

先日、我々は２月８日、９日、民主党会派

で千代田区のほうを見させていただきまし

た。そのときには小学校が８階建て、１階、

２階にこども園があり、園庭は、小学校、

それからこども園の児童・園児が遊んでい

る姿の説明もいただきました。そういった

中で、他市の事例で早朝保育、コアタイム、

通常保育、延長保育、こういったことが朝

の７時半から１９時３０分まで五つのパタ

ーンの中で保育時間を制定されております。

幼保一元化が進む中で、現在の幼稚園、保

育所の制度の壁から、課題としては摂津市

としてどのようなものを想定されているの

か、改めてお聞かせいただきたいと思いま

すし、やはりこういったことをつくってい

くのには、何はともあれ幼児の教育、それ

から保育、これをいかに充実していくかで

ございますので、まだ時間がありますが、

この場で改めてお聞かせをいただきたいと

いうふうに思います。 

 子どもの安全施策でございますが、大阪

府が提唱されている地域安全センター事業

を参考にと言われますが、地域安全センタ

ー事業とはどういったものか、改めて詳し

くお聞かせをいただきたいというふうに思

います。 

 さらに、セーフティパトロール隊とか子

どもの安全見まもり隊にしろ、新たな支援

策を考える時期だというふうに思っており

ます。冒頭申し上げましたように、セーフ

ティパトロール隊が立ち上がった当時のこ

とを思い出しますと、今、そういった事件

があまり起きていないのは不幸中の幸いで

ございますが、ややもすると、慣れになっ

てセーフティパトロール隊、子ども見まも

り隊というのが衰退化しているのが今日の

現象ではないかなというふうに思っており

まして、そういった中で、当局としてこれ

をとらまえてどう考えているのか、お聞か

せをいただきたいというふうに思います。 

 その中で、各種団体で構成される組織で、

参画意識が弱い、並びに参画ができないと

ころへの働きかけや非行防止のための夜間

パトロール体制の強化、さらにハード面で

は防犯灯の照度アップ等を図るとともに、

ＬＥＤに変えていく必要性も必要だという

ふうに思っております。考え方についてお

聞かせをいただきたいというふうに思いま

す。 

 新学習指導要領の授業時間をとるために

長期休暇を短縮する取り組みが行われよう

としております。これは、マスコミ等でも

取り上げられ、大阪府下の中でもまだ数校

だというふうに思っておりますが、新学習

指導要領で、特に今回の改正で生きる力を

はぐくむ点について、どのような教育カリ

キュラムを導入するかについてお聞かせい

ただきたいというふうに思います。私は、

この生きる力について、いずれの年代、時

代においても競争があり、そこには挫折も
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成長もあるというふうに思っております。

挫折したときに、それを踏み越えて成長へ

とつなげていくためにも、低学年から競争

意識を持たす必要があるというふうに思っ

ております。そういった中で、例えば学力、

そしてスポーツで公表し、競争意識を高め

ていく、また、中学生になると日本古来の

武道を全生徒に教育し、精神的な道徳教育

も含めて指導していく必要があると思いま

すが、考え方についてお聞かせいただきた

いというふうに思います。 

 商工業の活性化の取組みについてでは、

セッピィ商品券で各団体が摂津市に協力し

ているという認識にはなっていないとは思

いますが、商工会とか商店連合会及び参加

された店舗の方々の評価はどうであったの

か、お聞かせをいただきたいというふうに

思いますし、また、セッピィ商品券購入の

ときは、それこそ先ほど市長が答弁された

ように、非常に人気があったというふうに

伺っておりますが、その商品券の換金はス

ムーズにいっているかもお聞かせをいただ

きたいというふうに思います。 

 次に、洪水ハザードマップ、防災対策に

ついては、今後、市民に安心していただけ

るよう、啓発も含めて取り組んでいただき

たいというふうに、これは要望しておきま

す。 

 安威川ダム建設については、民主党は脱

ダム宣言で、これから仕分けが始まってま

いりますが、我々もこの安威川ダム早期建

設について要望していきます。そして、市

長としても、今後も必要性を関係機関に要

望していただくようお願いを申し上げたい

といふうに思います。これは要望事項とし

ておきます。 

 交通バリアフリー道路特定事業計画策定

が平成２２年の期限ということで、基本構

想の中でそれは明記していたということで

ございますが、私はそういった取り組みに

ついては、もっと早期にやるべきではなか

ったのかなというふうに思っておりますし、

これからの市道整備のためと言われており

ますが、摂津市の幹線道路である大阪府道

等は計画に盛り込んでいくのか、お聞かせ

いただきたいというふうに思いますし、市

道はどの路線で延長はどれぐらいあるのか、

お聞かせをいただきたいというふうに思い

ます。 

 火災予防条例について、平成２３年度、

住宅火災警報器設置義務の最終年度となる

中で、市長の答弁にもありましたように、

いまだ設置率が低い中で、消防としてどの

ように取り組むのか。補助金、助成金も検

討しないといけないというふうに思います

が、これまでの取組みではなかなか普及し

ないのではないのかというふうに思います。

現在、把握している設置率と今後の普及率

アップのための取組みについて、改めてお

聞かせをください。 

 それから、地球温暖化対策の推進に対す

る関係でございますが、地球温暖化対策の

推進に関する法律、温対法でございますが、

この改正では、人口２０万人以上の都道府

県市町村には実行計画策定が義務づけられ

ております。今年度は、摂津市は１０万人

未満でございますが、実行計画策定をして

いくという方針を出されました。まさに先

進的な取組みだということで評価しておき

たいというふうに思います。この実行計画

策定、要は温対法の関係でいきますと、自

然エネルギー導入の促進、地域の事業者、

住民による省エネその他の排出抑制の推進、

公共交通機関、緑地その他の地域環境の整

備改善、廃棄物の発生抑制その他循環型社

会の形成等が計画策定に盛り込まれてきま
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す。地球温暖化防止計画を策定し、実行し

ていくのに、先ほども言いましたように、

現在の環境対策課の体制で本当にいけるの

かということが気になりますし、６６０名

体制を目指す中で、市長として今後判断し

ていくという答弁でございますが、ぜひ必

要な人材を張りつけていただくよう要望し

ておきたいというふうに思いますし、将来

のためにも必要な組織だというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。こ

の点については要望とさせていただきます。 

 また、昨年の一般質問でも行いましたが、

ＣＯ２の削減に取り組むとともに、ＣＯ２

の吸収のために高木を植樹していくという

考え方について、改めて行政としてどうい

う取組みをしているのか、お聞かせをいた

だきたいというふうに思います。 

 以上で２回目の質問とします。 

○上村高義議長 総務部長。 

○奥村総務部長 それでは、中期財政見通し

と市債発行の考え方につきまして、私のほ

うで答弁させていただきます。 

 毎年、決算が終わりましたら、中期財政

見通しを見直ししまして、皆様方にお示し

しておりますが、平成２２年度当初予算編

成におきまして、市税が大きく減収となっ

ております。個人市民税で３億３００万円、

法人市民税では７億９，２００万円、市た

ばこ税では１４億円、合計市税収入で２３

億８２０万円の大きく減少をしたところで

ございます。そのことから、本年２月に急

遽２７年度までの中期財政見通しをお示し

したところでございます。この中期財政見

通しでございますが、個々の事業の財政的

裏づけを確認することということではなく、

実施が確実視されている事業の必要財源を

算入した場合の全体的な収支の傾向を探る

ことにあります。その場合、特に収支均衡

の調整弁であります基金残高の動向に注目

しておりまして、これがもし枯渇すれば、

当然赤字が表面化してまいります。このよ

うに、現行の財政制度で実施していかなけ

ればならない行政経費で、どのような収支

状況になるのか、また、年度間調整のため

の基金の動向はどうなっているのかを把握

し、財政の余裕・窮迫状況を推測するもの

でございます。 

 この中期財政見通しでの前提条件は、既

にお配りしております１ページに記載して

おりますように、市債に関して説明いたし

ますと、まず、臨時財政対策債につきまし

ては、平成２２年度から平成２４年度まで

の３年間、各年度で平成２１年度発行額と

同額の１１億円を見込んでおります。それ

と、平成２２年度では、団塊世代の大量退

職が最終年度で多額となることから、退職

手当債の発行を９億円と見込んでおります。

その他の建設事業分につきましては、事業

実施が確実視され、ある程度の数値が見込

まれるものについては、３ページに記載の

とおり、事業費と併せて財源内訳を提示し

ております。設計及び契約段階になります

と、事業費の変更及び財源内訳についても

齟齬が出てまいりますが、大まかな数値段

階ではございますが、平成２２年度では継

続費逓次繰越分を含めまして４億１，６０

０万円、平成２３年度、１０億３，９００

万円、平成２４年度、４億１，８００万円、

平成２５年度、２億３，７００万円、平成

２６年度、１億５，２００万円、平成２７

年度、８，２００万円となっております。

平成２２年度から平成２７年度までの事業

費の起債発行は２３億４，４００万円の発

行予定としております。これら事業以外に

も具体化すれば、さらに市債発行が増えて

まいります。 
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 最後に、市債発行の基本的な考え方でご

ざいますが、多額の財源不足が生じたとし

ても、地方債協議制度の範囲内での市債発

行しかできないのが現状でございます。例

えば、平成２２年度一般会計当初予算では、

財源不足額について、基金からの繰入金で

収支を合わせておりますが、もし市債発行

が自由にできるならば、臨時財政対策債の

増発も考えられますし、退職手当債は給料

総額の１２％を超える金額の範囲内という

ことで９億円と試算しておりますが、退職

手当総額の範囲内であれば、あと３億８，

０００万円ほど追加発行できることになり

ます。しかし、実際には協議基準の範囲内

でしか発行できません。平成２２年度にあ

っては、発行可能額全額を発行することと

して、できる限り基金の温存を図っている

ところでございます。それでも多額の基金

からの取り崩しで、辛うじての予算編成と

なりました。もっと市債発行して基金から

の取り崩しを控え、今後の財政に備えたい

ところでございますが、一定の枠内、制限

内での財政運営を強いられておりまして、

自由に市債発行できないのが現状でござい

ます。 

○上村高義議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 まず、４次行革の考え方

というご質問でございますが、第４次の行

財政改革実施計画では、五つの柱を理念と

して掲げております。そのうち、わかりや

すい組織機構づくりなど四つの柱が市役所

内部の改革というふうに考えております。

行革を進めていくに当たりましては、やは

りまずは市役所内の仕事のあり方を徹底的

に洗い出し、市役所内の改革から始めてま

いりたいと考えております。少数精鋭の職

員で強い組織力、迅速な決断力を持った市

役所を目指し、改革を推進し、平成２７年

４月には６６０人以下の体制、これを達成

できるよう進めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、中期財政見通しで示された累積赤

字額３５億円の解消及び平成２１年度末の

主要基金残高４１億円、これは最低確保す

るということを目指しまして、２３年度予

算編成過程の中で実施計画の具体的な練り

上げを行ってまいりたいというふうに考え

ております。改革本部の中には市民生活に

かかわる点も多数ございますが、我が国の

社会経済情勢を十分に勘案しながら、未利

用地の活用や適正な市民負担の観点から、

市の財政状況に応じた適切な進行管理を行

ってまいりたいと考えてございます。 

 なお、土地の売却の考え方ということで

ございますが、現時点でどこの用地をいつ

売るということは確定いたしておりません

ので、土地の地価の推移と財政状況を勘案

しながら、今後、検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 その次に、指定管理者制度についてのご

質問でございます。指定管理者制度につき

ましては、平成１８年４月に４２か所の公

の施設にこの制度を導入いたし、平成２２

年度中には、これらの施設が２期目の公

募・選定過程を迎えることとなってござい

ます。ご質問にございました指針でござい

ますが、来年度に向けまして、早い段階で

お示しをすべきものといふうには考えてご

ざいましたが、施設の設置目的や性質に応

じて個別に判断する事項も多く、また、本

市の出資法人から個別状況の把握を行いな

がら、現在、鋭意作業を進めているところ

でございます。お示しをできる時期といた

しましては、平成２３年４月から新しい指

定管理者による施設の管理運営が開始され

ることから、その指定手続きに必要な議案
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を９月の議会にはお諮りしたいと考えてお

りまして、その審議には間に合うようにお

示しをいたしたいというふうに考えており

ます。 

 次に、コミュニティプラザの管理運営の

ご質問でございます。コミュニティプラザ

につきましては、先ほど市長のご答弁にも

ございましたように、やはり市の新しい施

設でございますから、管理運営のノウハウ

を市のほうもきちっと理解しておくという

意味でも、また、施設のもともとのコンセ

プトといたしまして、産・官・学が協働し

て市民活動支援を行うという考え方もござ

いましたので、立ち上げ当初には直営で運

営をさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

 そこに配置される人数ということでござ

いますが、土日の開館、夜間の開館等もご

ざいますので、交代要員という意味も含め

まして、正規職員、非常勤の職員を含めて

８名から１０名程度は必要かなというふう

に考えております。 

 現在、市の持っております市民活動支援

の基本的な考え方ということでございます

が、現在、内部で議論をしている段階であ

りますけれども、やはり市民活動というの

は、一応三つの活動というふうにとらえて

おります。市民が自主的・主体的に行う社

会活動、二つ目には、広く市民生活の向上

を目的とした非営利的活動、三つ目には、

広く市民に開かれた非政治的、非宗教的活

動、一応その三つに現在は考えております。 

 市民活動の分野は非常に広い分野でござ

いますが、我々が考えておりますのは、特

定非営利活動促進法に示されております１

７の分野、それを一つの参考の指標として

考えておるところでございます。具体的な

市民活動支援といたしましては、資源の提

供という意味で活動拠点の提供、支援体制

の整備、資金補助や既設資機材に関する情

報の提供、また、広く市民が参加しやすい

環境づくりといたしましては、広報紙やホ

ームページ等を活用した情報発信、学習の

機会の提供、さまざまなグループのデータ

ベース化、相談窓口の開設などを内部の議

論としては考えておりますが、果たして本

当に必要なものが何かということは、これ

から現実に活動しておられますさまざまな

団体のご意見も伺いながら、やはりきちっ

と練り上げていく必要があろうかと思いま

すので、来年度にはその作業をスタートい

たしたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

○福永保健福祉部理事 高齢者が病気になら

ない、病気にさせない施策についてご答弁

申し上げます。本市では、高齢者かがやき

プランの基本理念に掲げております、いつ

までも活動的で元気に暮らせるまち摂津を

目指して、介護予防、健康づくりの取組み

を積極的に推進しております。特定高齢者

などを対象としたお達者介護予防教室の開

催をはじめ、公民館などを活用しての介護

予防教室や太極拳講座、いきいきカレッジ

の健康科などの修了生を対象に、健康づく

りの自主グループ化を図り、その育成支援

に努めております。また、このような自主

グループの活動を支援するリーダーの育成

を図るとともに、昨年１１月には、初めて

の試みとして、摂津みんなで体操三部作な

どに取り組んでいる市内の２３のグループ

が集まって、実演や活動の報告を行ういき

いき健康づくりグループ交流会を開催し、

参加者の皆さんで今後もお互いの取組みや

交流を強めていくことを確認いたしました。 

 平成２２年度につきましては、新たに老
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人クラブ連合会が地域別に体力測定の取り

組みを予定されていることから、老人クラ

ブ連合会とも連携を図り、体力測定の取組

みと介護予防教室の取組みを地域レベルで

リンクさせて実施できるように協議を進め

ております。今後もこのような取組みの充

実を図り、地域における高齢者の介護予防、

健康づくりの輪を広げてまいりたいと考え

ております。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 高齢者施策について

のうち、土木下水道部にかかわります淀川

河川公園へのグラウンドゴルフ場誘致につ

いての内容について、ご答弁申し上げます。

現在、市内でグラウンドゴルフを行ってお

られる団体は、鳥飼西スポーツ広場や制限

つきでの公園の広場で活動をされていると

いうふうに伺っております。しかしながら、

大会等を行うにも広さに問題があり、活発

な活動ができないのが現状であります。そ

こで、以前より要望を行っております淀川

河川公園へのグラウンドゴルフ場の誘致に

ついてでございますが、平成２０年８月に

淀川河川公園基本計画の改定がなされ、平

成２１年度には淀川河川公園の整備方針や

計画内容、ゾーニング計画を作成する業務

委託を発注されております。本市要望のグ

ラウンドゴルフ場につきましては、グラウ

ンドゴルフも可能な多目的広場として、国

土交通省の直轄事業で検討いただいており

ます。現在、計画の素案が完成し、第１回

地域協議会が先日３月５日に開催されたと

ころでございます。その後、平成２２年度

中に数回の地域協議会の開催によりまして、

地域利用者の声を整備イメージに反映させ

る予定となっております。そして、地域協

議会でまとめられた整備イメージをもとに、

事業実施に向けて取り組んでいただけると

確認しているところでございます。 

 続きまして、道路整備についての２回目

のご質問にご答弁申し上げます。平成１７

年３月の摂津市交通バリアフリー基本構想

策定時に、基本構想に基づく事業の実施に

つきましては、公共交通事業者、道路管理

者及び都道府県公安委員会は、基本構想に

従って具体的な事業計画をそれぞれが作成

し、バリアフリーのための事業を実施する

とされ、具体的な整備事業メニュー内容と

整備目標時期を設定しております。 

 市道部につきましては、ＪＲ千里丘駅周

辺では、千里丘三島線の千里丘駅南交差点

から摂津医誠会病院前まで、学園町中央線

の香露園交差点からバクの家入口まで、千

里丘２２号線の千里丘本通商店街の合わせ

まして合計約１．４キロメートル、阪急正

雀駅周辺におきましては、正雀南千里丘線

の阪急電鉄京都線正音寺踏切付近から阪急

正雀駅まで、正雀本町７号線、１４号線、

４１号線の阪急正雀駅から正雀市民ルーム

まで、正雀本町２１号線の正雀本町商店街

の合計約０．９キロメートルを特定道路と

しております。市道部の道路特定事業は、

長期として平成２２年度以降に整備として

おりますことから、平成２２年度に基本構

想に沿って摂津市交通バリアフリー道路特

定事業計画を策定し、高齢者や身体障害者

の方が円滑に移動できる安全な道路整備に

向け、検討を進めてまいります。 

 府道につきましては、道路管理者であり

ます大阪府茨木土木事務所により道路特定

事業計画を策定され、短期目標である府道

正雀停車場線と都市計画道路千里丘三島線

の千里丘ガードを含む千里丘交差点から千

里丘駅南交差点までと、正雀停車場線と正

雀一津屋線の大阪人間科学大学前から正雀

本町商店街入口交差点までの整備を既に実
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施されております。 

 続きまして、環境施策についてのうち、

土木下水道部にかかわります緑化の考え方

についてご答弁申し上げます。平成２１年

第３回定例会でもご答弁申し上げておりま

す緑化への取組みにつきましては、市内開

発行為に対する緑化指導や、現在進行中の

南千里丘開発区域への緑化率２５％以上の

制限を設けた指導を行っております。また、

現在策定中の第４次総合計画におきまして

も、緑化施策といたしまして、河川公園、

緑地の整備、事業者による緑化の推進、市

民、団体などによる緑化活動支援等の内容

を組み込む予定といたしております。また、

今年度、地球温暖化防止対策検討部会が立

ち上がり、公園みどり課もメンバーとして

参入し、樹木のＣＯ２吸収率の観点から市

内樹木緑化の計画も検討してまいりたいと

考えております。 

 現在、特色あるまちづくりの観点からも、

河川堤防敷を活用した桜並木の取組みも予

定しております。そして、市内道路敷の街

路樹につきましても、自動車及び歩行者の

利便性を考慮いたしますと、樹木の植栽ス

ペースは限られますが、現状、植樹帯等の

樹種の選定も含めて検討してまいりたいと

考えておるところでございます。 

○上村高義議長 生涯学習部長。 

○大場生涯学習部長 質問番号４の（１）

（仮称）文化財保護条例制定について、２

回目のご答弁を申し上げます。 

 市が保存を必要と考えております有形文

化財は、旧一津屋公会堂のほか、浄土真宗

書状や三ツ樋、明和池遺跡出土遺物などが

ございます。文化財保護の優先順位といた

しましては、国の国宝、重要文化財、大阪

府の指定文化財、市町村の指定文化財、国

の登録文化財の順となっております。国で

は、建造物、絵画、工芸品などで、歴史的、

芸術上、学術上価値の高いもので、有形文

化財とし、その中でも特に重要なものを重

要文化財、さらに世界文化の見地から価値

の高いものを国宝としております。また、

国では、平成８年に急激に消滅しつつある

近代の建造物、例えば現在も引き続き住ん

でおられる旧家などを利用しながら、内装

を使い勝手のいいように改修できる指定文

化財制度を補完する目的とした登録文化財

制度がございます。大阪府でも、鎌倉時代、

江戸時代の建造物などを有形文化財として

指定しております。 

 市の文化財指定制度は、地域の文化財は

地域で守るとの意義から、地域の歴史や生

活習慣、地域コミュニティの象徴として、

先人たちの知恵や工夫から生み出されたも

のなどをそれぞれの市の文化財保護条例に

基づき、有形文化財として指定されていま

す。本市におきましても、市内の貴重な文

化財を厳選し、手厚く保存・活用し、後世

に伝え、地域文化の発展に寄与することを

目的に、市の責務のもと文化財保護条例を

制定するものであります。旧一津屋公会堂

をはじめ、市内文化財の指定につきまして

は、文化財の年代や性格、内容等を考慮し、

摂津市文化財保護審議会で判断されるもの

と考えております。 

 次に、質問番号４の（３）子どもの安全

施策について、２回目の答弁をさせていた

だきます。 

 子どもの安全見まもり隊につきましては、

全小学校の単位ＰＴＡ会員が中心となって、

登下校時に危険箇所での見守りや子どもの

安全見守り中のプレートを取りつけた自転

車でパトロールするなど、日々の生活で犯

罪防止・抑止の活動をしておられます。毎

年、新１年生の保護者にも、子どもの安全
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見守り中のワッペンを配布し、意識を高め

つつ、この活動が途切れることなく継続で

きるように努めております。 

 また、こども１１０番運動も、子どもた

ちがトラブルに巻き込まれそうになったと

きに助けを求めることができるよう、全小

学校の単位ＰＴＡが地域の家庭や店舗、事

業所の協力を得て、こども１１０番の家の

プレートを取りつけていただく活動も展開

されておられます。平成２２年２月現在の

協力軒数は、個人家庭１，１４７軒、店舗、

事業所３９１軒、合計１，５３８軒でござ

います。今後、この運動への一層のご理解

をいただき、協力者の増員確保を図り、個

人家庭や店舗、事業所に対して、この活動

が途切れることなく継続できるように努め

てまいります。 

 子どもの安全見まもり隊参加のＰＴＡや

こども１１０番活動の協力者からも意見を

聞きながら、活動に必要な物品の提供を行

うなど、今後も支援していきたいと考えて

おります。 

 地域の犯罪防止に向けた活動を展開され

ていますセーフティパトロール隊など、子

どもの安全・安心を推進する活動や犯罪防

止に向けた活動は、地域の各種団体にこぞ

って参加いただき、連携して地域力を一層

高めていくことが重要であると考えており

ます。こうした観点から、ＰＴＡやこども

会などが参画されていない校区や地域の青

少年関係団体に対しましては、今後、ご理

解を深めるため、青少年指導員連絡協議会、

ＰＴＡ協議会、こども会育成連絡協議会の

３団体が３か月に一度の割合で情報交換会

を開催されておられますので、各団体の単

位組織にご協力をお願いしたいと考えてお

ります。 

 続いて、非行防止のための夜間パトロー

ル体制の強化についてですが、市が委嘱し

ております青少年指導員が、その活動の一

つとして、ＰＴＡ、学校、少年補導員、警

察などとも連携しながら合同パトロールを

実施されておられます。夏場をメーンに、

年間４回から５回程度実施されております

が、今後、さらに夜間パトロールの回数増

の取組みができるよう支援してまいります。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

○馬場教育総務部長 就学前教育と保育サー

ビスの充実についてのうち、２回目の幼保

一元化が進む中で、現在の幼稚園、保育所

の制度の壁から課題としてはどのようなも

のを想定しているかのご質問でございます

が、現在、本市で進めている幼保一元化の

施設につきましては、現行制度上は、文部

科学省所管のべふ幼稚園に厚生労働省所管

の別府保育所を移設し、（仮称）べふこど

も園として一体的に運営するものでござい

ます。したがいまして、幼稚園と保育所が

併存する中で幼児教育と乳幼児保育とを行

っていくことになり、このため、ご指摘い

ただきましたように、時間別あるいは年齢

別にいろいろな保育パターンが設定される

こととなります。また、通園・通所の問題、

新たに給食の提供の必要性、行事開催と保

護者の参加、あるいは幼稚園と保育所の募

集時期の違いや制度上の幼稚園教諭と保育

士上の違いも生じてまいります。これらの

問題点でございますが、先ほど１回目の答

弁で申しましたように、就学前教育の面か

らの種々のメリットがございますので、こ

れら問題点につきまして、開設予定の２４

年に向けて、現在、庁内に設置しておりま

す開設準備委員会で議論をしながら、幼稚

園児にとっても保育所の乳幼児にとっても、

日々の生活が充実することを最優先に、一

つ一つ整理をしてまいりたいと考えており
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ます。 

 なお、現在、国におきましても、少子化

対策の観点から、平成２３年に向けて、新

たな幼保一元化、一体化に向けた課題整理

と新たな仕組みづくりを検討されていると

のことでございますので、２４年のべふこ

ども園開設に向けて、その国の動向も注視

しながら、よりよい施設整備、制度設計を

してまいりたいと考えております。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 地域安全センター事業

についてご答弁申し上げます。街頭犯罪ゼ

ロ、子ども犯罪被害ゼロを目指す大阪府が、

子どもの見守り活動をはじめ、地域での安

全活動を促進するための拠点として、小学

校の空き教室や公民館等に整備を進めてき

た事業でございます。現在、岬町の多奈川

小学校区で誕生いたしております。効果と

いたしましては、各団体が集まることによ

り、活動人員、時間、内容に係る情報が共

有化できる、共有化することにより各団体

の活動の効率化・重点化が可能ということ、

警察からの定期的な犯罪の情報が提供され

ることによって、計画的な活動の円滑化が

図れるといったような効果がございます。

大阪府では、今後も各センターを拠点とい

たしまして、地域安全情報の提供などのフ

ォローアップを行ってまいりたいというふ

うに伺っております。今後、そういった地

域安全センター事業について参考にいたし

まして、研究してまいりたいと考えており

ます。 

 それから、セーフティパトロール隊につ

きまして、防犯対策と地域の安全・安心の

観点からご答弁申し上げます。セーフティ

パトロール隊は、市内において１２隊に活

動いただいておりますが、最初に結成され

て既に８年経過しております。特定の方の

負担が大きくなったりして、活動内容がや

や低調となっているパトロール隊も見受け

られます。しかし、各セーフティパトロー

ル隊でもさまざまな工夫をいただき、隊員

と小学校との交流を図り、児童や保護者と

の信頼関係を強めるなど、活動の充実に努

められております。市では年２回セーフテ

ィパトロール隊連絡会議を開催し、各隊の

活動内容や情報を共有していただいており

ますが、その中でも地域の団体や学校との

連携について改善すべき点があるとの意見

があり、地域における諸団体とのより密接

な連携が必要と考えております。今後、セ

ーフティパトロール隊の中心となっておら

れる校区連合自治会や防犯協会、摂津警察

署とも連携したセーフティパトロール隊活

動の活性化に向けて努力してまいります。 

 次に、同じく防犯対策、地域の安全・安

心の観点から、防犯灯の設置についてご答

弁を申し上げます。防犯灯につきましては、

犯罪を少しでも減らし、市民の安全・安心

を確保することを目的として約６，４００

灯設置しており、管理については地元自治

会にお願いしており、電気代については市

で全額負担としております。増設について

は各自治会の設置希望に基づき進められて

おります。財政的な制約があって、すべて

の要望に応じることはできませんが、今後

も順次設置してまいります。 

 ＬＥＤの蛍光灯の変更についてでござい

ますが、省エネルギーとなること、より長

寿命であることによる環境への負荷の低減

など多くのメリットがある反面、器具自体

の変更が必要であり、また、蛍光灯自体の

単価が高く、費用の点で自治会の負担が増

加することから、直ちに導入することは難

しいと考えております。しかし、単価につ

いて相当下がってきております状況でござ
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います。環境センター等で所管しておる街

灯等で、先行してその導入について検討し、

その効果について検証してまいりたいと考

えております。 

 続きまして、商工業の活性化の取組みに

係るセッピィ商品券の評価と進捗状況につ

いてご答弁申し上げます。商品券につきま

しては、販売後２か月半経過しております。

残すところあと１か月弱の使用期限となり

ました。歳末を中心に使用され、発行した

１２万枚の商品券のうち９万５０５枚、率

にいたしますと７５．４２％を精算してお

ります。中間集計では、大型店が３４％、

中規模店が３５％、小規模店が３１％とな

っており、小規模店の頑張りが見受けられ

ます。また、事業完了後は、利用店の業種

や地域ごとの利用割合を集計し、広報紙や

ホームページに掲載するとともに、２２年

度に計画しております交通量と来街者調査

のデータと併せた分析結果を、（仮称）商

業の活性化に関する条例第７条の市の施策

に基づき、今後の商業を考える上で貴重な

情報を商業者などへ提供してまいりたいと

考えております。 

○上村高義議長 教育総務部理事。 

○市橋教育総務部理事 新学習指導要領にお

ける生きる力並びに武道等についてご答弁

申し上げます。 

 先ほど教育長のご答弁にもありましたよ

うに、生きる力は確かな学力、豊かな人間

性、たくましく生きるための健康・体力か

らなる総合的な力でございます。今回の学

習指導要領改訂において、生きる力のとら

え方が抽象的だったのではないかとの反省

を踏まえ、生きる力の意味を共通理解する

ため、さまざまな連携の強化が改めて求め

られているところでございます。 

 議員ご指摘の生きる力の具体的な一つの

例といたしまして、実生活に結びついた学

習や体験活動の充実によって、社会性や人

間性をはぐくみ、いろいろな実践力をつけ

るということも一つの具体的な例でござい

ます。また、競争につきましては、体育科

等について、勝敗についての公正な態度が

とれるように指導することが取り上げられ

ており、ルールの理解や協力について併せ

て触れられております。さまざまな価値に

対して尊重する態度も生きる力の重要な構

成要素であると考えております。 

 次に、中学校保健体育科における武道に

つきましては、相手を尊重する心や伝統的

な行動の仕方を大切にすること、自己の責

任を果たそうとすることなどができるよう

にすることを目指すもので、道徳的態度を

培う内容であるととらえております。現在、

各中学校では、現行の指導要領に基づき、

柔道または剣道を全学年の男子が選択し履

修しておりますが、新学習指導要領におき

ましては、１、２年生では全員が必修、３

年生が選択と定められており、平成２４年

度までに指導者の研修事項など準備を進め

てまいります。 

○上村高義議長 消防長。 

○石田消防長 住宅用火災警報器の設置につ

いてご答弁申し上げます。設置助成につい

てでございますが、設置への補助金などの

助成制度については、消防といたしまして

は実施しておりません。高齢者のひとり暮

らし、また障害者に係ります費用負担軽減

については、老人福祉法、身体障害者福祉

法等によります日常生活用具給付等要綱に

基づく給付には保健福祉部において助成さ

れております。 

 次に、普及啓発活動といたしまして、市

広報紙、ホームページ等への設置要領等の

掲載、消防本部庁舎の懸垂幕掲示並びにの
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ぼり旗の掲出、自主防災訓練時、防火フェ

アをはじめ、防火管理者資格取得講習会等

の各種行事、さらに阪急バス車内広報など

普及啓発に努めておりますが、十分な普及

率に至っておりません。２２年度の新たな

啓発活動といたしまして、消防関係団体へ

の設置協力要請、公民館等へのポスターの

掲示、また、市役所玄関ロビーに啓発用パ

ネルを展示し、消防職員が市民に対して警

報器の購入、設置方法等を説明するととも

に、設置の必要性を積極的に啓発してまい

ります。 

 また、現在の設置率については、消防法

では個人の住宅に対する立入検査権が認め

られておりませんので、正確な設置率を把

握することは困難な状況であります。自主

防災訓練の参加者へのアンケート調査によ

りますと、５７％と高い設置率となってお

りますが、これは、調査実施の場面と対象

者が比較的限定された状況でのアンケート

であることから、実勢ではまだまだ設置率

は低いものと認識しております。今後にお

きましても１００％の設置率を目指して努

力してまいります。 

○上村高義議長 三好議員。 

○三好義治議員 それでは、３回目の質問を

行いたいというふうに思います。 

 まず、指定管理者制度についてでござい

ますが、何回も繰り返して大変恐縮ですが、

指定管理者制度になってもう４年になりま

す。この９月には提示をしていきたいとい

うことになっておりますが、この指定管理

者制度の現状の施設をどうしていくのか、

新たな施設はどうしていくのか、民間にす

るのか直営にするのかということの基本的

な考えは、指針を早い時期に出してくださ

い。これは９月というよりも６月ぐらいに

は出す必要があると思います。そういった

中で、コミュニティプラザの施設管理の直

営という部分については、第４次行革６６

０名に対して直営というのは、いささかや

っぱり疑問があります。ただ、方針で出し

ている以上は、それを速やかに民間委託に

できるような施策を早い目に構築していた

だきたいなというふうに思います。そうい

ったことの中で、４月からは準備室も用意

しなければならないのではないかなと、こ

ういうふうに思っております。 

 もう１点は、コミュニティプラザの建設

を担当しながら施設管理をまた担当し、そ

して今度、市民活動組織、そこまで担当し

なければならない。優秀な人たちが集合し

ていますけど、やはり仕事でのボリューム

ということもあります。改めてそこも組織

をもう一回考えたほうがいいのではないか

なと。八王子市を見学に行ったときには、

市民活動支援センターというのは、組織を

立ち上げるまで４年かかったそうです。立

派な市民活動支援組織というのができまし

たけど、つくり上げるまで４年かかり、な

おかつ、それを立ち上げるまでの組織は、

教育委員会生涯学習部の支援活動課という

のをつくって、その中で準備作業をしなが

ら、そういった行政と市民活動団体との協

働のあり方について、まず基本的な方針を

出し、それから実践をしていき、市民活動

支援センターというのを立ち上げたと、こ

ういった経過があります。１年間ぐらいで

できるようなものではないと思うんです。

だから、そういったこともやってください。 

 以上で終わります。（発言終了のブザー

音鳴る） 

○上村高義議長 三好議員の質問が終わりま

した。 

 次に、嶋野議員。 

  （嶋野浩一朗議員 登壇） 
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○嶋野浩一朗議員 それでは、順位に従いま

して、高志会を代表して平成２２年度の市

政運営の基本的な方針につきまして質問さ

せていただきます。 

 「つどい、いこい、にぎわう好感都市づ

くり」について。 

 まずは南千里丘のまちづくりについてお

聞きをいたします。地区計画の変更がなさ

れるわけですが、この変更によって戸建て

住宅の建築は可能となるのかということに

つきましてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 次に、千里丘駅西口の再開発についてお

聞きいたします。当地区の再開発事業につ

きましては、毎年のように市政運営の基本

方針の中でも主要事業として示され、実際

に予算措置もなされているわけですが、残

念ながら実現に向けて進捗しているように

は見受けられません。そこで本事業に対す

る本市の姿勢についてお聞きをいたします。 

 続いて、吹田操車場の跡地活用について

お聞きいたします。鉄道機構より貨物駅の

開業がおくれることが明らかにされました。

これによって当地区でのまちづくりのスケ

ジュールにどのような影響があるのか、お

聞かせをいただきたいと思います。 

 次に、「やさしさあふれるこころづくり

を進める幸感都市づくり」について。 

 まずは、高齢者福祉施策についてお聞き

いたします。２２年度は、これまでの介護

保険事業や高齢者保健福祉施策の実施、介

護予防の取組みなどを踏まえ、高齢者を取

り巻く新たな状況に対応するために策定さ

れた第４期せっつ高齢者かがやきプランの

中間年に当たるわけですが、市長は高齢者

福祉のあるべき姿についてどのようにお考

えであるのか、お聞かせいただきたいと思

います。 

 次の障害者福祉施策につきましては、先

の質疑で理解いたしましたので、要望にさ

せていただきたいと思いますけれども、新

政権が発足いたしまして、障害者自立支援

法といったものが廃止という方向性が示さ

れました。まさしく今は障害者福祉の過渡

期にあるという状況であると思うんですけ

れども、このようなときに大事なことは、

やはりしっかりと国の状況といったものを

見据えた上で、当事者に速やかに情報を提

供していくということとともに、行政とし

て障害者福祉がどうあるべきであるのかと

いう姿勢をしっかりと示していくというこ

とであると思うんですけれども、しっかり

と取り組んでいただきますように要望させ

ていただきます。 

 次に、子育て支援施策についてお聞きい

たします。子どもを安心して産み育てられ

るように、子どもを育てる喜びを家庭、地

域、社会とともにはぐくむまちを目指した

摂津市次世代育成支援行動計画が平成１６

年度に策定され、このたび、前期計画策定

後の社会情勢の変化や子育て支援のニーズ

に対応するため、２２年度を初年度とする  

後期計画の策定に向けて作業が進められて

いると思います。そこで、まずは本市が描

く将来的な子育て支援のあるべき姿につい

てお聞きをいたします。 

 続いて、国保運営と健康づくりについて

お聞きいたします。国保財政は大変に厳し

い状況が続いており、２２年度は保険料を

据え置く方針が示されておりますが、将来

的な安定運営を考えると、医療費の抑制に

向けた取組みを今まで以上に行う必要があ

るということは申し上げるまでもございま

せん。そこで、医療費の抑制に向けた取組

みの一つとして、市民の健康増進施策につ

いて、どのように取り組んでいかれるのか
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お聞きをいたします。 

 「地球時代のひとづくりを進める交歓都

市づくり」について。 

 １点目に、文化財保護についてお聞きい

たします。（仮称）文化財保護条例を制定

する方針が示されておりますが、この目的

について、まずはお聞かせいただきたいと

思います。 

 次に、摂津市史の編さんについてお聞き

いたします。市制施行５０周年の平成２８

年の発刊に向けて、「新修古代・中世編」

の編さんが進められるとされておりますが、

改めて市史を編さんされる目的、その内容

についてお聞きいたします。 

 続いて、就学前教育の充実についてお聞

きいたします。２１年度、市内全小学校の

すべての第１学年の学級で学級補助員が配

置されました。この取組み自体はすばらし

いもので、的を射たものであると思います

が、しかし、裏返すと、このような取り組

みをせざるを得ないという状況、そういっ

たことを考えますと、就学前教育の充実こ

そが重要であると思われますが、市として

どのように考えておられるのか、お聞かせ

いただきたいと思います。 

 次の子どもの安全施策についても要望さ

せていただきたいと思います。平成１８年

に全国に先駆けて子どもの安全安心都市宣

言といったものが採択されました。その後

も地域の多くの方々のご協力をいただきな

がら、さまざまな事業といったものが進め

られてきたわけなんですけれども、例えば、

こども１１０番の家事業といったものを考

えると、確かに子ども、あるいはその地域

に一定の安心感を与えるということでは大

きな意味があるだろうと思いますし、一定

の抑止力という点においても、やはり一定

意味があるのかなと思うんですけれども、

しかし、今、改めて問われているのは、本

当に実効性があるのかということで、ある

というふうに私は考えております。本日の

ご質疑の中でも繰り返されてきましたけれ

ども、ぜひ多くの地域の方々のご協力をい

ただきながら、本当に実効性のあるものと

して構築をしていただきますように、これ

も要望しておきたいと思います。 

 学校教育についてお聞かせいただきます。

学力・学習調査及び体力・運動能力調査等

の結果は、残念ながら厳しい結果でありま

した。そこで、改めて本市が目指す学校教

育の姿というのはどういうものであるのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

 続いて、スポーツ振興について。現状は

どのようなものであると認識されておられ

るのか、お聞かせいただきたいと思います。 

 「暮らしをささえ、活力にあふれたもの

づくりを進める広環都市づくり」について。 

 まずは産業振興についてお聞きいたしま

す。本市の大きな特徴として、数多くの事

業所が立地しているということがあげられ

ます。産業振興施策の占めるウエートは非

常に高いと言えるわけですが、そこでまず

本市の事業所の実態をどのように把握され

ておられるのか、この点についてお聞きし

たいと思います。 

 次に、商業振興について。その目的、そ

してまた、本日の質疑の中でもありました

けれども、セッピィ商品券の第２弾の具体

的な取組みということについてお聞かせい

ただきたいと思います。 

 続いて、地域就労支援について。２２年

度はどのように取り組んでいかれるのか、

お聞きしたいと思います。 

 「安全で快適な生活を生みだす好環都市

づくり」について。 

 １点目に、消防施策についてお聞かせい
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ただきたいと思います。緊急通報がどこか

ら出されたのか、正確につかむことの意義

というものは申し上げるまでもございませ

ん。今回、位置情報システムが導入される

わけですが、一体どういった内容のもので

あるのか、お聞きしたいと思います。 

 次に、救急業務についてお聞きいたしま

す。救急安心センターが運営されることで、

市民の皆さんにどんなメリットがあるのか、

この点についてお聞きしたいと思います。 

 次の環境施策につきましても、これまで

の質疑の中で内容を把握いたしましたので、

要望にとどめさせていただきたいと思いま

すが、低炭素型社会の実現を目指して、地

球温暖化防止地域計画の策定が行われるわ

けです。ぜひ計画的に進めていただきたい

と思いますし、そのための体制の強化とい

う点につきましても取り組んでいただきま

すように要望させていただきたいと思いま

す。 

 続いて、廃棄物処理施策についてお聞き

いたします。２２年度には、一般廃棄物処

理基本計画が策定されるわけですが、将来

的な考え方ということについてお聞きした

いと思います。 

 続いて、公共交通のあり方についてお聞

きいたします。地域事情に即したバス路線

網の検討のために懇話会が設置をされると

いうわけなんですが、今回はとりわけ阪急

新駅のアクセスを一体どのように考えてお

られるのか、この点についてお聞きしたい

と思います。 

 上水道事業についてお聞きしたいと思い

ます。２２年度は料金の値下げを検討され

るという方針が示されております。市民生

活の現状を考えますと理解するものであり

ますけれども、しかし、これによって配水

管の整備あるいは鉛管対策などが先送りさ

れるといったことはないのか、この点につ

いてお聞きしたいと思います。 

 「市民とともに創りあげる高感都市づく

り」について。 

 １点目に、市政運営について、とりわけ

市民参加の方向性ということについてお聞

きしたいと思います。 

 次に、総合計画についてお聞きいたしま

す。策定に向けて着々と作業が進められて

いる第４次の総合計画においては、その計

画期間が１０年であると認識をしておりま

す。しかし、この総合計画といったものは、

そもそもがもっと長期的なビジョンを示し

た上で、市としてその計画期間の中で一体

何を目指すのか、何をするのかといったこ

とを具体的に示すものであると思いますけ

れども、この点について市長のお考えをお

聞きしたいと思います。 

 最後に、人口の推移ということについて

お聞きしたいと思います。 

 この問題につきましては、私自身も、ま

た我が会派も継続をして取り上げてまいり

ましたけれども、本市の人口推移といった

ものを市長はどのようにとらえておられる

のか、午前中の中でも質疑にございました

けれども、ぜひお聞きいたしたいと思いま

す。 

 １回目は以上です。 

○上村高義議長 答弁を求めます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 高志会を代表しての嶋野議員の

質問にお答えをいたします。 

 まず、南千里丘のまちづくり事業の件で

ございますが、この事業では、良好な市街

地環境を創出するため、地区計画を都市計

画で定め、開発の指導を行っておりますけ

れども、今回、その地区計画の変更を行お

うとしております。その内容は、Ｂ街区に
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おいて自由通路を配置した整備を進めてお

りますが、将来的にも自由通路で利便性を

確保し、回遊性を担保することと、Ｃ、Ｄ

街区のゾーン名の変更は、地区計画のゾー

ン名のイメージと地区整備計画の規制の内

容と整合を図るものでございます。Ｃ、Ｄ

街区の開発指導について、今までどおりで

変更はございませんので、１，０００平方

メートル以下の小規模開発はできないもの

であります。 

 ＪＲ千里丘駅西口の再開発についてのご

質問ですが、西地区のまちづくりにつきま

しては、本市の長年の課題でもあり、ぜひ

とも進めてまいりたいと考えているところ

であります。近年の社会情勢の悪化などか

ら、事業を取り巻く状況は厳しいものがあ

り、西地区準備組合でも、事業区域の縮小

に対する影響や事業採算性などに不安を持

たれるなど、いま一つ機運が高まらない状

況でございます。しかし、そのような中で、

新たに勉強会を始められるなど、まちづく

りに取り組まれている状況でありますこと

から、本市としましても、西地区準備組合

の意向を尊重し、まちづくりの方向性を探

ってまいりたいと考えております。 

 吹田操車場の跡地活用についての質問で

ございますが、吹田操車場跡地のまちづく

りにつきましては、平成２１年４月にＵＲ

都市機構が事業認可を取得し、平成２７年

度末の完成を目指し、事業を進めていると

ころであります。先般、鉄道機構より貨物

駅の開業が２年おくれるとの報告を受けた

ところでありますが、摂津市域では一部を

除き、予定どおりの平成２３年３月には上

り貨物線の線路撤去が行われる予定であり

ますことから、貨物駅工事の遅延に伴うま

ちづくりのスケジュールへの大きな影響は

ないものと考えております。 

 高齢者福祉施策のあるべき姿についてで

ありますが、我が国の高齢者を取り巻く状

況を見ますと、少子・高齢化による核家族

化の進行に伴い、ひとり暮らし高齢者や高

齢者のみの世帯が増加し、孤立化、認知症、

老老介護、虐待やいわゆるごみ屋敷の問題

など、新たな社会的課題が発生しています。

このような状況の中では、まず介護を必要

とする人が適切な介護サービスを受けるこ

とができるように、介護保険制度の活用が

十分図られるようにするとともに、介護保

険サービスでは対応できないさまざまなニ

ーズに対しては、これを補完する一般高齢

者施策の充実を図って、その生活を支えて

いく必要があります。また、地域には介護

問題をはじめ、さまざまな課題を抱える人

たちがおられますが、問題が大きくなり解

決が困難となるような状況を招かないため

には、このような人たちの生活状況をでき

るだけ早くに把握し、速やかに対応してい

くことが重要であります。そのためには、

民生児童委員をはじめとした地域の福祉関

係者、地域住民や介護保険事業者などの皆

さんと連携して、地域における見守りや相

談支援の仕組みをつくっていくことが必要

と考えております。 

 子育て支援につきましては、案としてお

示ししておりますせっつすこやか子育てプ

ランにおいて、その将来像を「子育てに喜

びを感じ、次代を担う子どもとともに育つ

まち・せっつ」としております。将来像の

実現を目指すため、地域全体で子育て家庭

を支え合い、子育てに喜びや楽しみを感じ、

本市で子育てをしたい、してよかったと思

えるまちづくりとともに、次代を担う子ど

もも大人も健やかに生き生きと成長できる

環境づくりを、市民及び関係機関とのパー

トナーシップのもと推進していくこととし
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ております。また、本市のまちづくりのテ

ーマであります人間基礎教育を軸とし、子

どもも親も子育てを通して育っていけるよ

うに取り組んでおります。子どもと子育て

を温かく見守り、ちょっとした思いやりの

行動を広げ、思いやりと感謝の循環が子育

て家庭の地域とのつながりや地域への愛着

を育てることになります。子どもの声が響

く地域は未来につながる活気があります。

地域での子どもと子育てを支援する活動と、

地域にある施設や保育所、幼稚園、学校な

どが連携し、子どもや子育てを核とした地

域力をはぐくんでいくことが重要でありま

す。子育てするなら摂津市と評価されるよ

う施策推進に取り組んでまいります。 

 国保財政は、依然大変厳しい状況が続い

ておりますが、平成２１年度決算見込みに

つきましては、この１月末に共同事業にお

いて大きな収支改善があったことから、過

年度精算金を含めると赤字拡大が避けられ

る見込みとなり、平成２２年度も保険料率

の据え置きをさせていただくことができま

した。しかし、今後、国保財政の安定化を

図るためには、基本的には歳出に見合った

歳入の確保に努めていくことが肝要でござ

います。そのためには、まず医療費の適正

化と収納率向上の対策が必要でございます

が、中でも市民の健康づくりは、今後の最

優先課題ではないかと考えております。平

成２２年度には、（仮称）コミュニティプ

ラザが完成し、保健センターが移転するこ

とから、保健センターを核とした健康づく

りを進めてまいりたいと考えております。 

 産業振興に係る事業所の把握等、三つの

質問についてお答えを申し上げます。 

 産業振興に係る事業所の把握については、

商業の振興は事業所の把握が重要であると

考えております。市内には現在約３，７０

０の事業所がありますが、これは、平成１

５年度に緊急雇用創出特別基金の活用によ

り、市内全域の現地調査により収集した情

報を毎年更新し、市ホームページに掲載し

ている摂津市事業所ネットにより情報発信

を行っております。今後におきましても、

市内事業所のビジネスチャンスをつかむき

っかけづくりの提供とともに、掲載件数の

アップに努めるなど、データの活用を図っ

てまいります。 

 次に、商業振興については、まちの中心

的商業施設としてにぎわいのあった商店街

は、大型店の進出や景気悪化による個人消

費意欲の減退、店主の高齢化などに伴い、

空き店舗が増加する傾向にあり、地域コミ

ュニティを失う要因の一つとなっておりま

す。地域に活気を取り戻すため、（仮称）

商業の活性化に関する条例の理念のもと、

商業関係者と市が連携し、商業の活性化に

取り組んでまいります。 

 また、セッピィ商品券の第２弾は、商業

の活性化及び地域コミュニティの発展・強

化を目指す事業として実施してまいります。 

 次に、地域就労支援体制については、本

市の地域就労支援は、地域就労支援コーデ

ィネーターが求職者の相談に応じ、支援策

の情報提供、支援機関の紹介を行っており

ます。さらに、就職に結びつきやすい能力

開発講座や地元事業者が参加する就職面接

会の開催といった支援を行っております。

これからも地域就労支援コーディネーター

が求職者のニーズの把握に努め、関係機関

との連携のもと、就労支援施策に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 緊急通報システムについてでありますが、

緊急通報は、消防が３６５日２４時間対応

している災害対応の入口であり、災害地点

を迅速かつ確実に決定し、消防車または救
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急車を出動させるものであります。今回の

位置情報通知システムの導入により、災害

対応の入口を充実させ、より一層市民の皆

様の安全・安心の確保に取り組むものであ

ります。 

 救急業務についてのご質問でありますが、

救急安心センターを大阪市と共同で平成２

２年４月から運用いたします。市民の皆様

が救急安心センターへ電話されますと、内

容に応じて看護師、医師などが専門的、医

学的な見地から適切な助言をいたします。

病気やけがなどで困ったときに、悩むこと

なく相談できる専用の窓口が開設されます

ことは、市民の皆様にとりまして大きな安

心材料となりますことと確信をいたしてお

ります。 

 一般廃棄物処理基本計画を策定するに当

たり、将来的な考えについてお答えをさせ

ていただきます。本市では平成６年４月に

環境創造都市宣言を行っており、平成７年

７月に一般廃棄物処理基本計画を策定いた

しました。しかし、計画策定後より長年が

経過しており、その間のさまざまな法体系

の整備などが行われ、ごみの減量化と資源

化が進められてきました。今回、平成２３

年度を始期とする摂津市一般廃棄物処理基

本計画につきましては、リデュース（発生

抑制）、リユース（再利用）、リサイクル

（再生利用）の３Ｒの取り組みをさらに進

め、住民、事業者との協働によるごみゼロ

社会の構築を目指すものであります。 

 公共交通のあり方についてご答弁申し上

げます。新駅へのアクセスにつきましては、

３月１４日から市内循環バスを踏切手前の

阪急摂津市停留所に、また、阪急バスにつ

きましても、朝夕の時間帯には同停留所に

停車するとともに、昼間の時間帯には一部

の便がロータリーの阪急摂津市駅前停留所

に停車すると伺っております。現在の本市

域のバス交通網の総点検を行うために、市

民にも参画を求め、懇談会を立ち上げてい

き、地域の実情に即したバス交通網の構築

を図ってまいります。 

 水道事業についてでありますが、市政運

営の基本方針の中でも述べましたところで

すが、一昨年のリーマンショック以降、著

しい景気低迷が続いており、市民生活も非

常に厳しい状況にあります。上水道事業も

水需要が大幅に減少しており、大阪府営水

道の料金が値下げされましても、今後の施

設改修費などを考えますと、容易に本市の

水道料金を値下げできる状況ではございま

せん。そのことは十分承知しておりますけ

れども、昨今の厳しい景気状況を考慮しま

すと、市民生活に直結する水道料金は値下

げすべきと判断したものでございます。な

お、料金を値下げしましても、安全で良質

な水道水を安定して供給することを基本に、

計画的かつ着実に老朽化施設などの整備を

進めてまいりたいと考えております。 

 市政運営についてのお尋ねですが、市政

運営における市民参画の方向性についてご

答弁申し上げます。これまで市民、行政双

方に、まちづくりは行政が担うもの、公共

サービスとは行政サービスであり、官が提

供するものという意識、構図が定着してい

たことは否めません。もちろん行政が主導

して推進すべきことが多くあることも事実

でありますが、これからの地方自治は、市

民の市政参画を推進することはもちろんの

こと、さらに議会の皆様、市民の皆様をは

じめ、行政、そして事業者がそれぞれの役

割をしっかりと認識し、協働によるまちづ

くりを推進していかなければならないと考

えております。 

 総合計画についてでありますが、第４次
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の総合計画の長期ビジョンについてお答え

をいたします。第４次総合計画の期間を１

０年と設定しておりますのは、昨今、社会

経済情勢がかなり短い間隔で変動している

ことから、これらに対応するため、新総合

計画の計画期間を１０年とし、中間年で一

たん総括しようと設定しているものであり

ます。計画期間は１０年ではありますが、

その基本構想及び各施策の方向性につきま

しては、先行き不透明な中ではありますが、

２０年先、３０年先をしっかりと見据え、

取り組んでいかなければならないと考えて

おります。そういう点から考えると、市域

の狭い本市では、やはり人が宝と考えてお

り、私は、人と人とがつながるまち摂津を

目指し、みんなが協働して真剣にまちづく

りに取り組める環境、まちを実現させるこ

とが市への愛着心をはぐくむとともに、摂

津の大きな魅力となるものと確信をいたし

ております。 

 人口推移についてでありますが、我が国

の人口は２００５年に大きなターニングポ

イントを迎え、人口減少期が始まっており

ます。本市の人口について見ましても、本

年１月３１日時点で８万３，６７６人、ピ

ークであった平成２年６月３０日時点の８

万７，８９６人から４，２００人余り減少

し、その後も微減傾向が続いております。

人口減少は少子化の進行に伴う全国的な潮

流ではありますが、人口は都市としての活

力をはかる端的なバロメーターであり、今

後のまちづくりにとっても大変重要な要素

であると認識をいたしております。市とし

ましては、人口減少はある程度やむを得な

いこととは存じますが、できる限りの手を

打ち、人口減少をできるだけ抑止してまい

りたいと考えております。 

 以上、私からの答弁です。残余の答弁は

教育委員会のほうから申し上げます。 

○上村高義議長 議事の都合により、本日の

会議時間は延長します。 

 引き続き答弁を求めます。教育長。 

  （和島教育長 登壇） 

○和島教育長 教育委員会にかかわります５

点のご質問にご答弁を申し上げます。 

 まず、文化財保護についてでございます。

文化財保護条例制定の目的についてでござ

いますが、文化財は国民共通の財産である

と同時に、それぞれの地域の歴史と文化に

根差した貴重な遺産であり、地域の歴史

的・文化的環境を形成する重要な要素でも

ございます。国においては、昭和２４年１

月２６日の法隆寺金堂の火災により、建物、

壁画が消失した事件がきっかけとなり、文

化財の保護について総合的な法律として文

化財保護法が制定されました。その後、身

近な地域の文化財の保存・活用を図るため、

文化財保護条例を制定する自治体が増えて

おり、本市におきましても、摂津市民にと

って貴重な文化財の保存及び活用を目的に

文化財保護条例を制定するものでございま

す。市内にある文化財は、摂津の自然や歴

史、文化の豊かさを物語る価値ある文化遺

産です。文化財保護条例に基づき、これら

貴重な文化財をしっかりと次代の人々に伝

えるとともに、市民の文化財愛護意識の向

上を図るよう取り組んでまいります。 

 次に、摂津市史の編さんについてでござ

います。摂津市史編さんの目的、内容につ

いてでございますが、摂津市史は、昭和５

２年３月に市史本編１巻が発行された後、

市史の史料編４巻が昭和５７年から昭和５

９年にかけて逐次発行され、その後、市制

３０周年記念事業の一環として、市史別巻

が平成９年に発行されました。市史別巻は

年表形式で、古代から現代までの摂津市域
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の関係事項を編集するとともに、市史編さ

ん発行後の補充をも含めて発行いたしたと

ころでございます。しかし、市史本編発行

後３２年が経過し、市史編さん発行後に発

行されました神安水利史や明和池遺跡の発

見などの新たな史実も多くございます。 

 いま一度、郷土の歴史や文化を振り返り、

これからの摂津市のまちづくりに生かして

いくために、「新修摂津市史」を約１５年

計画で編さんするものでございます。具体

的には、平成２２年度に所有する資料の整

理、分類、目録作成を行い、平成２３年度

に市史編さん委員会を発足いたします。市

史編さん委員には、各年代ごとに専門知識

を有する大学教授等にご就任をいただく予

定にいたしております。市制施行５０周年

の平成２８年度に「新修摂津市史古代・中

世編」と、地図資料、写真資料などを取り

入れたグラフ誌の発行を予定いたしており

ます。その後、市制施行５５周年の平成３

３年度に「新修摂津市史近世・近現代編」、

市制施行６０周年の平成３８年度に、市史

のダイジェスト版である「市民啓発用摂津

市の歴史」の発行を予定いたしております。

長期間にわたる作業となりますが、市史編

さんの過程で収集され整理された資料は、

摂津市の固有の歴史や文化を示すものであ

り、これらを大切にして、確実に次代に継

承するとともに、今を生きる大人たちや将

来を担う子どもたちが、夢や希望、誇りを

持てるよう取り組んでまいります。 

 次に、就学前教育の充実についてでござ

います。幼稚園は幼稚園教育要領によって、

また、保育所は保育所保育指針によって教

育内容が定められております。いずれも平

成２０年３月に告示され、平成２１年度よ

り施行・適用されております。その中で重

要視されておりますことの一つに、小学校

との連携の強化がございます。平成１９年

６月の学校教育法の改正により、「幼稚園

は、義務教育及びその後の教育の基礎を培

うもの」ということが明記され、同法の章

立ても、幼稚園から順番に学校が記載され

るようになりました。このような状況にお

いて、義務教育のみならず、教育の基礎と

しての就学前教育の重要性を強く感じてい

るところでもございます。ご指摘のあった

小学校１年生の問題につきましても、就学

前教育の内容の問題というよりも、就学前

教育と義務教育の円滑な接続に課題がある

ものととらえており、幼稚園や保育所と小

学校の交流の機会を、幼児と児童のみなら

ず教職員間でもさらに進めていく必要があ

ると考えております。 

 小・中学校間の段差の問題が、中学校で

のさまざまな問題発生につながることが以

前から指摘されておりますが、小学校進学

の際の段差が、やはり小学校入学後の児童

にさまざまな問題を生じることにつながっ

ております。子どもが戸惑うことのないよ

う、就学前教育から義務教育終了までの１

年ごとのカリキュラムの系統性と一貫性に

ついて考えてまいります。その際、保護者

との連携も重要な視点と考えており、その

信頼を得るとともに、家庭教育の重要性に

ついての啓発も就学前教育の段階から充実

を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、学校教育についてでございます。

本市の児童・生徒の学力や体力を向上させ

ることは大きな願いであり、各調査から明

らかになった結果について深刻に受けとめ、

大変残念に思っているところでございます。

この願いは、学校や家庭のみならず、子ど

もたちにかかわるすべての大人たちの願い

でもあると考え、そのため、結果説明会や

教育改革フォーラムを開催するなど、情報
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提供に努め、課題を共有し、ともに取り組

むための方策を考えてまいりました。 

 平成１５年度より、本市の学校の目指す

姿を、行きたくてたまらない学校、学びの

ある教室として、さまざまな取組みを進め

てまいりました。行きたくてたまらない、

安心できる居場所である学校では、豊かな

人間性が育ちます。そして、学校は何より

も学びの場であり、学力や体力を身につけ

ることのできる場でなければなりません。

このスローガンを掲げてから７年がたちま

した。学校は着実に変わりつつありますが、

まだまだ課題も多く残っております。確か

な学力の定着のため、授業改善の取組みを

さらに進めてまいります。 

 また、豊かな人間性をはぐくめる安心で

きる学校づくりを進めるため、生徒指導体

制の充実や児童・生徒の支援体制整備が図

られてきております。さらに、たくましく

生きるための体力づくりを進めるため、実

態調査を行い、具体的な取組みを検討して

おります。また、それらを下支えする教職

員の力量向上にもより一層努めてまいりま

す。毎日の学校の学びの中で、そして、学

年の終了や卒業のときに自分自身の成長を

実感できるような学校づくりを今後も目指

してまいりたいと考えております。 

 最後に、スポーツ振興についてでござい

ます。摂津市のスポーツ振興の現状につい

てでございますが、本市では、地区市民体

育祭をはじめ、市長杯総合スポーツ大会や

マラソン大会、各種スポーツ教室など、各

種体育関係団体と連携・協力する中で開催

し、だれもが気軽にスポーツを楽しむこと

ができるよう、スポーツ施策の充実を図っ

ております。また、これからのスポーツ振

興は、従来の行政の取組みに加え、市民一

人ひとりがスポーツを日常生活の中に定着

させていく役割を担っていただくことが重

要であると考えております。 

 このような考え方に立ち、本市ではスポ

ーツや健康に関する知識や技能を高めるだ

けでなく、学んだ成果をリーダーやコーデ

ィネーターとして地域で活躍していただく

人材を養成する循環型学習システムとして、

昨年度より、せっつ生涯学習大学スポーツ

健康学部を開講いたしました。その受講生

は、学んだ成果を地域に還元し、地域社会

の活性化につなげる活動として、多種目・

多世代・多志向という特徴を持ち、地域住

民により自主的に運営される総合型地域ス

ポーツクラブの設立準備会を発足され、活

動を始められております。総合型地域スポ

ーツクラブは、新たなスポーツとのかかわ

り方を提案する取組みであり、教育委員会

はその活動を支援してまいりたいと考えて

おります。 

○上村高義議長 嶋野議員。 

○嶋野浩一朗議員 それでは、２回目、質問

させていただきたいと思います。 

 まず、南千里丘のまちづくりにつきまし

て、内容はご答弁いただいて理解いたしま

した。なぜこういうようなことを私は質問

したかといいますと、先日、我が国の住宅

政策が間違っているんだというようなお話

をお聞きしまして、ちょっと大げさな話で

はあったと思うんですけれども、今、日本

にいるすべての世帯の数と比べて住宅の戸

数というのが非常に多いんだと。過剰供給

になっていて、これから住宅余り、これが

どんどん進んでいきますよというようなお

話であったわけなんですね。こういう状況

の中で、例えば高層のマンションなんかが

どんどんできているけれども、果たしてど

うなのかなというお話だったんですね。そ

の話をお聞きしていきながら、南千里丘の
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ことがちょっと気になったんですけれども、

確かに南千里丘の場合は、単純にマンショ

ンをつくるというだけではなくて、環境に

配慮した取組みをなされているわけであり

ますので、またほかと違うのかなというふ

うに思っておるんですけれども、若干これ

は関連質問になりますけれども、今後、本

市の中で住宅政策を進めていくというとき

には、私は３世代が一緒に住めるというこ

とがキーポイントになるのかなというふう

に思っておりますので、ぜひそういうコン

セプトで進んでいただきたいなというふう

に思います。要望でお願いいたしたいと思

います。 

 千里丘駅西口の再開発の問題についてご

答弁いただきました。なかなか目には見え

てこないけれども変化はあるんだよという

答弁だったのかなというふうに思います。

しかし、残念ながら今回の市政運営の基本

方針を見ておりましても、この事業に対す

る行政としての立ち位置といったものがよ

く私には見えてこないわけなんです。毎年

毎年同じような記載がされておりまして、

しかし、事業が進んでいないという状況の

中で、やはり行政としての立ち位置、これ

だけは実現していきたいんだというものを

しっかりと示していきながら、私は形にす

るために進んでいただきたいなというふう

に思っているんですけれども、あの西口の

状況を考えた場合に、吹田市域で本当に多

くのマンション、住宅ができて、今、特に

朝の通勤ラッシュのときなんかは、通勤・

通学の方が非常に多いんですね。吹田のマ

ンションなんかからマイクロバスが走って

きたりして、あるいは自家用車で送迎をし

たりして、非常に危ない混雑した状況が続

いているわけなんですね。あの状況をこの

まま放置していいのか、非常に私は強く思

っているんです。そこで私は、今までと全

く違った発想でもって行政は立つべきでは

ないのかなと。まずは安全の確保をしてい

くということが最優先だろうというふうに

思うんですね。これは一つの例ですけれど

も、例えば、千里丘ガードが全面開通した

ということで、今まで西口に来ていた人も、

東口に行くのもそう時間がかからなくなっ

たわけですね。そう変わらない。というこ

とは、一つの考え方として、もう西口は車

をシャットアウトしてしまうと。そこで、

あそこの市域をもっと有効活用していきな

がらまちをつくっていくというのも一つの

手なのかなというふうに思っているんです。

ぜひ実現可能なもの、また市として何を譲

れないのかといったことをしっかりと示し

ていきながら、立ち位置を明らかにしてい

ただきたいということで、これも要望にし

ておきたいと思います。 

 吹操跡地の活用についてなんですけれど

も、スケジュールについてはおおむね変わ

らないということで理解いたしましたけれ

ども、２回目、それではまちづくりのガイ

ドライン、この具体的な内容についてお聞

かせいただきたいと思っております。 

 高齢者福祉施策についてなんですけれど

も、今、あるべき姿ということで市長から

ご答弁いただきました。そこは我々も共有

できるものなんですけれども、これから例

えば高齢化がどんどんさらに進んできて、

老老介護の問題なんかは、やはり今以上に

深刻な問題になってくるだろうと思ってい

ます。そうなったときにどう動いていいの

かということを模索するというのは非常に

遅いわけで、やはり今の段階からそういう

ことをしっかりと想定していきながら、ど

ういう体制、形で進んでいくのかというこ

とについて取り組んでいかなあかんと思っ
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ています。ですので、これは要望ですけれ

ども、２２年度についてはしっかりとそう

いうことを想定した中での取組みといった

ものをお願いしたいと思っております。 

 子育て支援施策についてもご答弁をいた

だきました。昔は恐らく３世代、４世代が

一緒に住んでいて、また、地域のつながり

といったものが非常に強かったので、行政

が子育ての支援といったものを施策として

打ち込んでいくという必要性もそこまで高

くはなかったのかなというように思うんで

すけれども、しかし、答弁でもありました

けれども、核家族化がどんどん進んできて、

地域のつながりもどんどんと弱くなってい

ったという中では、やはりこのウエートが

非常に高くなっていると言わざるを得ない。

こういった中で、将来的なビジョンを今お

示しいただきましたけれども、これと併せ

て、今現在、現実どうなのか、その課題で

すよね。そういったことについて、もう一

度お聞かせいただきたいと思っております。 

 国保運営と健康づくりということで、私

は将来的な保険料の見直しといったものは、

やはり安定的にこの制度を運用していくと

いうことを考えると、避けて通れないのか

なというふうに思っております。本来は制

度的な見解があると私も思っておりますの

で、国のほうでこの点について取り組んで

いただきたいんですけれども、しかし、そ

こは言いわけにできないわけで、やはりし

っかりと取り組んでいかなあかん。例えば、

料金の改定ということでもやっていくわけ

なんですけれども、その条件として、本当

に今やれることをやっているのかというこ

とが改めて問われているんだと思うんです

ね。ぜひお聞きしたいんですが、本当にや

れることをやっているんですかということ

と、もう１点、健康づくりということでい

うと、今度、新しく保健センターができる

わけなんですけれども、ここを中心に市民

の健康づくりを行っていくわけなんですが、

具体的にどのように活動していくのか、こ

の点についてお聞きしたいと思っておりま

す。 

 続いて、文化財の保護と摂津市史の編さ

んなんですけれども、私は、この二つは同

じ目的であろうと思っております。先ほど

答弁の中で教育長がおっしゃっていただき

ましたけれども、今、生きる私たち大人と

将来を担っていく子どもたちが夢と希望と

誇りを持って生きていくという、私は、ま

さしくそのことがこれの目的であろうと思

っているんですね。やはり先人の方は、本

当にいろいろな思いで生活をしてこられて、

そしてまた後世にいろんなものを託してこ

られたと。そのずっと積み重ねで我々が今、

生活をしているわけで、文化財を大事にし

ていく、歴史を大事にしていくということ

は、先人の思いをしっかりと受け継いでい

くということなんだろうなというふうに思

うわけなんですが、ぜひこういったことを

教育課程の中でも落とし込んでいただきた

いと思うんです。ということは、やはり語

り部の養成といったことについても、もっ

ともっと充実させていかなあかんというふ

うに思うんですが、この点についてご見解

をお聞きしたいと思っております。 

 続きまして、就学前教育の充実というこ

とで質問させていただきました。就学前の

段階と１年生になったときとの円滑な接続

ができていないんだというような答弁をい

ただきました。それもあるのかなと思いま

すけれども、私は、それ以上に就学前の段

階での家庭のいわゆるしつけというところ

が本当にしっかりとなされているのか、真

正面から考えていただきたいと。市として、
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この段階ではこの程度のことをお願いした

いんだと、強制できませんけれども、ぜひ

そういう指針といったもの、わかりやすい

指標といったものを示していただきたいな

というふうに思っておりますので、この点

も要望として申し上げたいと思っておりま

す。 

 それから、学校教育についてということ

で、非常に大きなテーマで質問させていた

だきました。主に学力・体力の話だったん

ですけれども、非常に厳しい状況が続いて

いるということで、いろいろな工夫をして

いただいております。授業改善といったこ

ともされておられるんですけれども、やは

り私は家庭の意識改革といったものが非常

に大きいというふうに思っております。あ

る小学校のアンケートを私は拝見させてい

ただきまして、親、家庭が学校に何を望む

のかというアンケートだったんですけれど

も、詳しい表現は覚えておりませんけれど

も、楽しく学校に行ってくれたらええねん

でというような回答をされている方が非常

に多かったということが私は印象的であり

まして、本来、学校は何をするところなん

ですかと考えると、知育・徳育・体育をし

っかりと兼ね備えて、社会にしっかり通用

するような能力を養うところであるという

ことが第一にあると思うんですね。それは

楽しくないより楽しいにこしたことはあり

ませんけれども、やはりそこが第一義にあ

るんだと思っているんです。そういったこ

とをしっかりと家庭にわかっていただける

ような、そういう家庭の意識改革というと

ころについてもぜひ取り組んでいただきた

いなというふうに思っておりますし、また、

学力の問題なんかでいうと、羽曳野市役所

なんかは、市の職員の中で教職員の免許を

持っている人がボランティアで子どもたち

に教えていくというような場が提供されて

いるんです。大分県の豊後高田というとこ

ろでは、地域の方が放課後にいろいろな学

びの場を提供されておられるというような

取組みがあるんですけれども、ぜひ多くの

市民の方のご協力をいただきながら、羽曳

野市の例でありますとか、あるいは大分県

の例といったものを倣っていきながら、学

びの場といったものを提供できないのかな

と思っておるんですけれども、この点につ

きましてはご見解をお聞きしたいと思って

おります。 

 スポーツ振興について、今回の方針の中

では総合型の地域スポーツクラブといった

文言が出てきたんですけれども、その具体

的な活動内容が果たしてどのようになって

いくのか、この点についてもお聞きをした

いと思っております。 

 産業振興についてであります。ご答弁い

ただきまして、平成１５年の現地調査のも

とにいろいろなデータができているんだと

いう話だったんですけれども、果たしてそ

れでいいのかなという気がしているんです

ね。市長もいろんなところでごあいさつさ

れる中で、摂津市の大きな特徴として、非

常に数多くの事業所がありますよといった

ことをよくおっしゃいますよね。やはりこ

の摂津市は産業のまちなんだといったこと

も、よく市長は強調されるわけなんですけ

れども、そのもととなるデータを現地調査

がなかなかできていないという状況は、果

たしてどうなのかなというふうに思ってい

ます。この点についてお聞かせいただきた

いと思っておりますし、もう１点、事業所

ネットはもっと充実できないものなのかと

いうことについてもお聞かせいただきたい

と思っています。 

 続いて、商業振興についてなんですけれ
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ども、セッピィ商品券第２弾ということで

お聞きしたいと思うんですが、第１弾、い

ろいろな反響を呼んだわけなんですけれど

も、第２弾を今やろうとされていると。や

るのであるならば、私はいろんな工夫が要

るんじゃないかなというふうに思っている

んです。例えば、一つの方法として、いわ

ゆる加盟店、この商品券を買った方が利用

できる店舗なんですけれども、その店舗に

は一定の地域に対する貢献といったものを

課していくと。そういうことをしていただ

いているところには、その取扱店になって

いただけるというようなことを通じて、い

わゆる社会的な貢献活動を広めていくとい

うのも、また一つの方法なのかなという気

がしているんですが、この点についてお聞

きをしたいと思っております。 

 地域の就労支援ということでご答弁いた

だきました。これは先ほどのこととかぶり

ますけれども、やはり本市は地域の就労支

援をやることによって非常に大きな可能性

があると思っています。それは、非常に多

くの事業所があって、なかなかハローワー

クでもわからないような情報を行政でしっ

かりと把握しておいて、この就労支援でし

っかりとマッチングしていくということが

できるのかなと思っているんですけれども、

今年度、具体的にどのように取り組んでい

かれるのか、お聞きをしたいと思います。 

 消防施策についてお聞きをしたいと思い

ます。今までの救急システムといったもの

は、恐らく固定電話からの通報といったも

のを想定しているのかなという気がするん

ですね。しかし、非常に社会的な情勢も変

わってきて、携帯は持っているけれども固

定電話は引いていないというようなケース

も増えているのかなという気がするんです。

そのときに、家の中から、例えば携帯で１

１９番したとしても、なかなかどこまでわ

かるのかなということが非常に不安なわけ

なんですけれども、この今回導入されるシ

ステムによって、一体具体的などんなメリ

ットが市民に生まれてくるのかということ

についてもお聞きしたいと思います。 

 救急業務について具体的なご答弁をいた

だきました。今までは消防本部の方が通報

に対応していたと。しかし、これからは専

門的な知識をお持ちの方が具体的にそれを

聞けるということで、アドバイスもできる

わけですよね。今まで救急外来のいわゆる

コンビニ受診といったものが非常に問題に

なっておりまして、これによって非常に大

きなメリットが私はあるのかなというふう

に感じております。大変すばらしい取組み

であると思っておりますので、より多くの

方にわかっていただけるように、ぜひ啓発

活動をしていただきたいということで、こ

れは要望でお願いしたいと思います。 

 続いて、廃棄物の処理施策についてお聞

かせいただきたいと思います。平成７年に

基本計画を出されたと。しかし、その後、

相当に法体系も整備されてきた、変わって

きたという状況がありますし、このもとに、

今、本当に分別収集、あるいはごみを減ら

す、減量化ということで、非常に大きな取

組みが出ているのかなという気がするんで

すけれども、新たな計画をつくるという段

階でどういった課題が今あるのか、この際

お聞かせいただきたいと思います。 

 公共交通のあり方ということでご答弁を

いただきました。今回は特に新駅へのアク

セスということでお聞かせいただいたんで

すけれども、この新駅ができた、本当にす

べての方が喜んでおられるのかというと、

なかなかそうではないと。また安威川以北

にできましたよねという、そういった意識
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がやっぱりあるんですよね。それをいかに

して解消していくのかというと、その中で

どういったソフトのまちづくりをしていく

のかということとともに、新駅へのアクセ

スということについて、どういったことが

できるのか、やはりそこではないのかなと

いうふうに考えております。ぜひ、これ以

外の他の路線ということも含めて、本当の

市民のニーズがどこにあるのかということ

もつかんでいただきながら、細かい設置を

されるとお聞きをしておりますので、意義

あるものとしていただきたいということで、

これも要望にしておきたいと思います。 

 続いて、上水道事業についてであります。

今回、この方針の中で値下げをしますとい

うことを目にしまして、正直そのときに、

内容によっては、私、実は賛成できないな

というふうに思っておりました。どういう

ことかといいますと、たしか２年前であっ

たのかなと思うんですけれども、竹の鼻の

ガードで冠水ということがありました。あ

れは送水管が結局破損をして、そこから大

量の水が、言ったらむだにされたわけです

ね。市民の資産、大変重要な資産がむだに

されたわけなんですけれども、そのときに

言われたことが、結局、配水管が複線化に

されていなかったと。そこを通るしかなか

ったと。だから、最終的にとめたわけなん

ですけれども、そこをとめてしまうと、特

に千里丘地区には多大な影響が出るので、

ためらわれたということで、結果としてあ

れだけの資産が失われたわけなんですね。

ああいう状況を見ていると、やはり配水管

の整備計画をしっかり進めていくといった

ことも大事だと思っていますし、あるいは

鉛管対策も大事ですし、また、今、ハイチ

やチリで非常に大きな地震があって、いつ

また大きな地震が起きるかわからないとい

うことで、本当に大きな地震にも耐え得る

ような管が設置されているのかということ

を考えていくと、やはりここはしっかりと

計画的に行っていかなあかんと思っている

んですね。極端なことを言うと、私は行政

にとっての一番の仕事は、安定して安心し

た水を市民の方に提供していくと、このこ

とが一番の仕事だと思っているので、安易

な値下げというと、私はなかなか賛成でき

ないなと思っているんですけれども、今回、

一体どのような基準というか、値下げ幅を

設定されるに当たって、どのようなお考え

のもとでされるのかということについてお

聞きしたいと思います。 

 続いて、市政運営について、市民参加と

いうことでお聞かせをいただきました。今、

ほとんどの自治体の、例えばホームページ

を見ておりましても、住民との協働という

言葉が非常によく出てくるんですね。これ

は、私は当初は時代の流れなのかなという

ふうに思っていたんですけれども、よくよ

くいわゆる地方自治法なんかを見ていると、

というか当たり前のことなんだなというこ

とに気づいてきました。というのは、地方

の行政と国との違いということを考えると、

地方というのは基本的に直接民主主義とい

うのがあって、それだけではできないので、

その一部を間接民主主義で補完していると

いうのが前提だというふうに思います。と

なっていくと、やはり多くの市民の方が参

加をしていくということは当然の話なのか

なと思っているんですが、１点お聞かせい

ただきたいのは、事業仕分け、国で昨年な

されまして、非常に大きな反響があったわ

けなんですけれども、今、本市の中でもこ

の事業仕分けといったものを実施するお考

えはないのかということにつきましてお聞

きをしたいと思います。 
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 続いて、総合計画についてであります。

市長からご答弁いただきまして、人は宝だ

よと、人と人とのつながりを大事にしてい

くということを大きな目標として、この１

０年間の総合計画をつくっていくんだとい

うようなお話があったと思うんですけれど

も、私は、この人が宝、人と人とのつなが

りというのは、１０年間の目標になり得る

けれども、もっと大きな目線での目標では

ないんじゃないかなというふうに思ってい

ます。どういうことかというと、ちょっと

レベルが違いますけれども、国の話をする

と、例えば明治維新が起こったときに、あ

のとき例えば富国強兵という大きな目標が

あったわけですよね。この目標に向かって

いくために、やはり厳しい状況も耐えてい

こうということで、多くの国民が参加をし

ていったと、我々の先輩の方々、先人の方

が協力をしていったということがあるわけ

なんですけれども、そういった目標といっ

たものをしっかりと見据えていく、つくり

上げていくということが、やはりこの摂津

市のレベルであっても私は必要であるとい

うふうに思っていますし、この目標がある

から人がつながっていけるし、人もどんど

んと参加をしていけるし、厳しさにも耐え

ていけるんだという、その目標をしっかり

と見つけていただきたいと。じゃ、どうや

って見つけていくのかという話なんですけ

れども、当然これは行政だけでつくってい

くものでもないと。やはり市民と一緒にな

って、自然とこれならやっていけるよねと

いうような、わき上がるようなものをぜひ

つくっていただきたいというふうに思って

おりますし、そういう場をこれから勇気を

持ってつくっていただきたいなというふう

に思っております。２２年度の市長の基本

方針の中で、今までの「やる気」・「本

気」・「元気」に「勇気」が加わったという

ことで、やはり私は勇気を持って改革して

いただきたいと思っていますし、この点に

ついても、ぜひそういう場をつくっていた

だきたいと。本当に市民が一丸となって向

かっていけるような目標づくりということ

について行っていただきたいなということ

で、要望として申し上げたいと思います。 

 人口の推移でございますけれども、これ

は一貫して私も、また我が会派も申し上げ

てまいりまして、アンケート調査等がなさ

れたわけなんですけれども、その意識調査

でありますとか、あるいは人口の移動の調

査といった結果をこれからどのようにして

生かしていかれようとされるのかというこ

とについても具体的にお聞きしたいと思い

ます。 

 ２回目は以上です。 

○上村高義議長 都市整備部長。 

○中谷都市整備部長 吹田操車場跡地におけ

るまちづくりのガイドラインの内容につい

てのご質問ですが、平成２２年度ではガイ

ドラインの案の検討を予定いたしておりま

す。まちづくりのガイドラインは、計画的

に魅力あるまちづくりを進めるため、導入

機能や景観形成、環境への配慮などについ

て定めるものであり、具体的には建物のセ

ットバックや緑地のあり方を含め、公共空

間の整備の方向性について示すものでござ

います。今後、都市型居住ゾーンにおける

民間事業者による良好なまちづくりへ誘導

する指針として、このガイドラインを活用

してまいりたいと考えております。 

○上村高義議長 保健福祉部長。 

○佐藤保健福祉部長 国保財政健全化の取組

みと保健センターの活用につきましてご答

弁を申し上げます。 

 国保財政健全化の取組みといたしまして
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は、まず、医療費の適正化につきまして、

平成２２年度、新規事業といたしまして、

特定健診の受診率向上のために、特定健診

のメニューに眼底検査と心電図を追加し、

魅力ある健診にするとともに、受診勧奨事

業も並行して行ってまいります。特定健診

は、医療費が高額になりやすい生活習慣病

のリスクの高い方を抽出し、特定保健指導

によりリスクを回避しようとするもので、

ご指摘のとおり、市民の皆様の健康づくり

には、医療費が削減でき、将来的に国保財

政の健全化が図られるものでございますの

で、今後とも力を注いでまいりたいと考え

ております。また、その中で、保健センタ

ーの活用を念頭に、特定健診の受診率向上

をはじめとする健康推進事業を進めてまい

ります。 

 次に、後発医薬品の普及促進事業でござ

いますが、これは、後発医薬品のお願いカ

ードを送付し、啓発を図るとともに、具体

的に後発医薬品を利用した場合の差額を通

知することで普及の促進を図るものでござ

います。市民の医薬品代の負担軽減と同時

に国保財政の負担軽減となるものでござい

まして、医師会をはじめとする三師会にも

ご協力をお願いし、積極的に進めてまいり

ます。また、収納率向上の対策として、コ

ールセンターによる納付の啓発や土曜電話

相談窓口を通年で実施し、納付相談を充実

することで収納率の向上を図ってまいりた

いと考えております。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

○福永保健福祉部理事 子育て支援策の将来

像を踏まえた現状と課題につきまして、ご

答弁申し上げます。現在、市では、平成２

２年度から５年間の次世代育成支援後期計

画を策定しており、この中で、子育てに関

する現状分析をいたしております。出生数

もこの５年間で１割強減少し、家族構成を

見ますと、年々核家族世帯が増加し、６割

を超えるとともに、一般世帯に占めるひと

り親世帯の割合も増加してきております。

また、転出入者も毎年５，０００人前後あ

り、特に子育て世代の２０歳代、３０歳代

の転出入が目立ちます。これらの状況から、

子育て支援の課題は、子育て世代が孤立せ

ず、摂津市で子育てしてよかったと感じて

いただくことと認識し、妊娠、出産をはじ

めとして、乳幼児期、学童期、思春期から

子育て期など、生涯を通じての取組みを進

めております。地域での子育て支援策の充

実として、地域子育て支援センターやつど

いの広場事業、相談支援体制や情報提供の

充実として子育てハンドブックの配布や育

児相談、親育ちへの支援として小・中学校

における赤ちゃんふれあい体験事業や各種

親子教室、保育サービスの充実として延長

保育や病後児保育、休日保育の創設等にも

取り組んでまいっております。また、子育

て支援のネットワークや虐待防止のネット

ワークの取組みを推進し、障害のある子ど

もの自立支援や児童虐待を未然に防止する

ための親支援プログラムや個別相談も、多

くの機関や団体のご協力をいただきながら

進めております。今後とも子ども一人ひと

りの人権と個性が尊重され、子育てをする

すべての家庭が必要に応じて適切な支援を

受け、安心感を持って子育てすることがで

きるよう、総合的な子育て支援を継続して

まいりたいと思います。 

○上村高義議長 生涯学習部長。 

○大場生涯学習部長 質問番号３の（１）文

化財保護について、３の（２）摂津市史の

編さんについて、２回目のご答弁を申し上

げます。文化財を伝える語り部の育成や子

どもたちが郷土、摂津に愛着を持てるよう
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な取組みについてでございますが、本市で

は、市民の貴重な財産である文化財を大切

に保存・活用し、後世に継承するため、文

化財愛護会をはじめ文化関係団体と連携・

協力し、ふるさと摂津講座やふるさと摂津

案内人養成講座などを開催しており、次代

を担う子どもたちへ摂津の歴史を継承する

ため、ふるさと摂津案内人が小学生を対象

に校区の文化財を紹介するほか、市職員に

よる土器づくりなどの体験教室の開催や、

本物の土器を学校に持ち込み、さわりなが

ら学習できるような取組みを行っておりま

す。文化財や伝統文化を次の世代に伝え、

残していくには、子どもたちに触れさせ、

理解させ、身につけさせていくことが肝要

であります。今後、さらに子どもたちが郷

土愛を深めることができるよう、学校教育

と連携を進めてまいります。 

 次に、質問番号３の（６）スポーツ振興

について、２回目のご答弁を申し上げます。

総合型地域スポーツクラブの具体的な活動

内容についてでありますが、文部科学省の

スポーツ振興基本計画により、平成２２年

度までに各市町村に少なくとも一つは総合

型地域スポーツクラブを養成することが目

標とされております。摂津市におきまして

も、子どもたちから高齢者までさまざまな

スポーツを愛する人々が参加できる総合的

なスポーツクラブをつくることを目指して、

平成２１年１２月に発足した設立準備会に

は、担当課職員も参加し、大阪体育協会の

クラブ設立アドバイザーのご支援・ご協力

を得ながら、設立に向けて子どもを取り巻

くスポーツ環境、市内体育施設の利用状況、

クラブの方向性などを議論しております。

その中でも、まず市民の方が現在どんなス

ポーツや健康づくりに取り組まれているの

か、今後どんなスポーツをしたいのかを知

るためにアンケート調査を実施するととも

に、市民マラソン大会をはじめ、各種イベ

ントに出向き、総合型地域スポーツクラブ

の周知、ＰＲ、指導者をはじめスタッフの

確保に努める予定をしております。現在、

味舌スポーツセンター体育室に事務所を構

える予定をしており、総合型地域スポーツ

クラブとして取り組むことができる種目、

内容を検討し、平成２４年度の正式発足に

つなげてまいりたいと考えております。 

○上村高義議長 教育総務部理事。 

○市橋教育総務部理事 学校教育において、

郷土愛の育成についてお答えいたします。

子どもたちが毎日の生活を過ごす地域社会

を知り、地域で働く人々の工夫や努力につ

いて知るとともに、先人の働きや苦心を考

えることは、地域社会に対する誇りと愛情

を育てるという意味で大変重要なことだと

とらえております。学習指導要領におきま

しても、社会科の第３学年及び第４学年に

おいて、地域について学ぶ内容が取り上げ

られており、より詳しく地域を身近に感じ

られるよう、副読本「わたしたちの摂津」

を編集し、発行しておるところでございま

す。副読本の内容には、摂津市の様子や働

く人々について、また、昔の人々の苦労や

工夫の足跡などが取り上げられており、ふ

るさと摂津を子どもたちが意識できるもの

となっております。平成２２年度は、新し

い副読本を編集する年度に当たっており、

より一層、摂津市に対する誇りや愛情を育

てられるものとなるよう、教育委員会とい

たしましても支援を行ってまいります。ま

た、その有効な活用のためには、これまで

の経験を直接子どもたちに地域の方々から

語っていただくことも重要であり、学校と

ともに検討してまいります。 

 次に、学力向上のための地域ボランティ
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アの活用でございますが、現在、学習サポ

ーターとして地域の方々にもご協力いただ

いており、放課後自習室の開設や授業支援

等に当たっていただいております。学校、

家庭、地域がともに子どもたちの学力をは

じめとする生きる力をはぐくむため、何が

できるのか、課題の発信により一層努める

とともに、すべての大人で、今、何ができ

るのかを考えてまいりたいと思っておりま

す。地縁的なコミュニティと学校を核とし

た教育コミュニティが重なって、子どもの

教育や成長を考えることで、子どもたちの

摂津への愛情をはぐくみ、未来を担う人づ

くりを推進したいと考えております。同時

に、大人にとっても改めて地域のすばらし

さを認識できるのではないかとも考えてお

ります。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 産業振興における事業

所のデータ、商業振興の施策、地域就労支

援体制とその内容についてご答弁申し上げ

ます。 

 事業所のデータについてでございますが、

事業所データが最新の情報を保てるよう、

事業所への文書郵送による照会を基本にデ

ータのメンテナンスを毎年行っております。

また、事業所において、開業、進出、移転、

倒産などの状況が直接把握できない届け出

がないため、本市におきましては、状況把

握は困難ではありますが、さまざまな機会

を通してデータの更新に努め、よりよいデ

ータベースの構築に努め、事業所ネットの

充実を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、商業振興の施策につきましては、

セッピィ商品券となります。この商品券は、

環境に配慮した紙や再利用しやすい段ボー

ルの看板など、ＣＯ２の削減を考慮したコ

ンセプトになっており、第２弾では、前回

のコンセプトを保ちつつ、地域貢献の配慮

ができないものかを検討してまいります。 

 次に、地域就労支援体制とその内容につ

いてでございますが、今年度において、就

労支援コーディネーターの研修を受け、１

名増の計２名体制とし、一般事務との兼務

の中、仕事が見つからない求職者の相談に

応じ、国や府が行っている支援策の情報提

供や相談者のニーズに合った支援機関の紹

介などの支援に努めてまいります。 

 また、能力開発講座につきましては、平

成２０年度は３講座を実施し、平成２１年

度は２講座を追加し、５講座といたしまし

た。これは、平成２１年７月の完全失業率

が過去最悪の５．７％となったことを受け、

緊急の対策として行ったものです。受講者

の募集時には多数の応募があり、中には定

員の２倍を超える申し込みがあることから

も、求職者のさまざまなニーズに応える講

座の開催に努めてまいります。 

 続きまして、一般廃棄物処理基本計画を

策定するに当たっての課題点についてご答

弁申し上げます。策定に当たりましては、

人口や産業の概況、ごみ処理の現況や将来

推計の予測をしなければならないことがあ

げられます。ごみの発生量や処理量は、人

口、経済状況、ごみの問題に対する取組み

状況によって異なってまいります。人口の

減少や少子化の影響についても考慮するこ

とや、事業系ごみについては、従業員数や

事業所数の推移や経済状況の変化等に左右

されるため、条件に応じて予測しなければ

ならないと考えております。 

 また、施設面では、環境センターの焼却

炉の延命計画と資源循環型社会への対応に

向けたリサイクルプラザの方向性、大阪湾

フェニックス最終処分場の事業継続等、長

期的な展望を持った策定計画があげられま
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す。これらを総合的に勘案した計画づくり

が求められるものと考えております。 

○上村高義議長 消防長。 

○石田消防長 位置情報通知システムの運用

による市民のメリットについてご答弁申し

上げます。 

 議員ご指摘のとおり、携帯電話からの通

報が増加傾向にあります。このシステムを

導入することにより、ＧＰＳ機能付携帯電

話から緊急通報があった場合、おおよその

位置が地図上に表示されることにより発信

場所を確定できるものでございます。現在

は、通報者から住所、また目標物を聞き取

り、住所が不明の場合は市内全域から災害

地点の絞り込みを行っておりますが、シス

テムの導入により限定した範囲から災害地

点を確定できるため、緊急通報に迅速かつ

確実に対応することができ、災害現場への

到着時間の短縮を図ることが可能となり、

市民の皆様のより一層の安全・安心が増す

ものと考えております。 

○上村高義議長 水道部長。 

○中岡水道部長 それでは、嶋野議員の２回

目のご質問、水道料金の値下げによって、

そのツケを将来に回すということがあって

はならないと考えるが、どのような基準で

もって値下げ額等を設定されるのかという

ことについてでございますが、水道料金の

値下げにつきましては、平成１９年１０月

１日付の値下げの際には、年額にして約５，

７００万円、率にして平均２．４％の値下

げを実施いたしました。そのときの考え方

といたしましては、市民の節水努力に応え

られるように、口径２０ミリ以下の量水器

に係る基本水量と基本料金を引き下げると

ともに、一般用の重量料金単価を一律５円

引き下げるというもので、その財源には、

人件費や受水費、企業債の支払利息などの

削減により、得られた利益の一部を充当い

たしました。今回につきましては、平成２

２年度から大阪府水道部が用水供給料金１

立方メートルにつき１０円１０銭の値下げ

を計画されていることから、それによって

得られる年間約７，５００万円の財源の一

部を本市の水道料金の値下げに充てるもの

でございます。また、昨年の１１月に厚生

労働省から水道部に立入検査がございまし

た。そのときの基本的な指導内容といたし

ましては、持続可能な水道を目指して、水

道施設の老朽化対策資金の確保を十分に行

うよう努めなければならないというもので

ございました。このため、２２年度予算に

つきましては、施設改修費や鉛管対策費は、

計画に沿ってではございますが、対前年度

比でそれぞれ増額をいたしております。こ

のようなことから、具体的な値下げ額や値

下げ率は、中長期的な視点に立ち、議員ご

指摘のように、将来にツケを回さないよう、

今後の水需要や配水管整備、鉛管対策、浄

水場の施設改修費などを十分に勘案しなが

ら慎重に検討してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 まず、事業仕分けを実施

する考えはないかというご質問でございま

す。事業仕分けは、国や自治体が行ってい

る事業を予算項目ごとにそもそも必要かど

うか、必要ならばどこがやるかを担当職員

と外部の評定者が議論して、最終的に「不

要」、「民間」、「国」、「都道府県」、「市町

村」などに仕分けていく作業でございます。

平成１４年以降、幾つかの自治体で事業仕

分けが実施されてきたことは承知をいたし

ております。この事業仕分けは、住民公開

の上で実施するということが大きなポイン
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トでございました。昨年行われました政府

の事業仕分けが全国的に注目を浴びたこと

は記憶に新しいところでございます。その

後のさまざまな論調を見ますと、事業仕分

けの長所として、議論が公開されているこ

と、根本的な議論や素人の疑問も出ること、

結論が早いなどがその長所と言われており

ます。一方、改善すべき点としましては、

取り上げる事業の選択基準や仕分け人の選

択基準を明確にすること、事業を仕分けす

る基準、方針の事前の明確化、検討時間の

確保などが言われております。今後、市民

との協働によるまちづくりを推進していく

上で、この事業仕分けという手法も有力な

手法ではございますが、時間をかけて検討

すべきことも多いと考えており、まずは市

民と行政とがそれぞれの役割をしっかりと

見定め、お互いに議論を進めていける環境

づくりに努めながら、摂津市に適した意思

形成過程をどうつくり上げていくか検討し

てまいりたいと考えておるところでござい

ます。 

 次に、市民意識調査や人口移動に関する

調査結果をどのように生かしていくのかと

いうご質問でございます。一昨年、７月か

ら９月にかけて調査を実施いたしましたが、

その結果、転出される方の特性といたしま

して、４０歳代以下の若い世代の方が約７

５％となっており、世帯人数で見ますと３

人以下の世帯が約８０％、単身者、夫婦の

み、夫婦と子ども１人という世帯がその大

半であるというふうに思われております。

転出の理由でございますが、住宅価格や家

賃、交通の利便性、住宅の広さ、間取り、

住環境の静けさなどを重視しているという

傾向が伺えます。もちろんこれらのことは、

それぞれお住みになっておられました地域

性によるところも大きいと思われますが、

調査の結果を詳細に分析・検討し、関係所

管の横の連携を強化しながら、摂津のまち

が住みたい、住み続けたいと思われるまち

となるよう、今後、施策、事業展開へと結

びつけていきたいと考えておるところでご

ざいます。 

 以上です。 

○上村高義議長 嶋野議員。 

○嶋野浩一朗議員 では、最後３回目、何点

かにつきまして要望させていただきたいと

思います。 

 まず、文化財の保護と摂津市史の編さん

ということで、今年度は副読本の編集をさ

れるということで、ぜひ子どもが、今まで

の先人の方がどういう思いで暮らしてこら

れて、何を後世に継がれようとしてきたの

かということがしっかりと理解できるよう

なものにしていただきたいなというふうに

強くお願いをしたいと思います。 

 それから、学校教育についてなんですけ

れども、やはり地域のボランティアの方、

多くの方にお越しいただいて子どもたちの

学びの場を広げていく、これが大事だとい

うことは同じだと思うんですけれども、先

ほどのことと共通すると思うんですけれど

も、子どもたちが自分たちの親、おじいち

ゃん、おばあちゃん、もっと先の先人の方

に対する感謝の気持ちを強く持っていたら、

私は今まで以上に多くの方が力を貸してく

れると思うんですよ。そういうこともしっ

かりと見せていきながら、今後の学校教育

がどうあるべきであるのか、家庭だけでは

なくて地域とともにどうしていくべきであ

るのか、どういうような力をお借りしなが

ら子どもたちをはぐくんでいくのかという

ことも総合的にお考えいただきたいなとい

うことで、要望させていただきたいと思っ

ています。 
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 それと、スポーツ振興についてなんです

けれども、今、大場部長から答弁いただき

まして、味舌スポーツセンターの一室にそ

の機能を考えていくという話だったんです

けれども、市長、私は、これは機能的に考

えるとコミプラに入るべきと違うのかなと

思うんですよ。例えば、保健センターなん

かにその機能訓練ができるようなところが

できたりして、スポーツ振興ということを

考えたときに、健康増進ということも結局

含まれてくるわけですから、そことも連携

しながらということが大事と思うんですね。

となっていくと、コミプラの中にこの機能

を持っていくということのほうが私は機能

的じゃないのかなと思っておりますので、

ぜひこの点もご検討いただきたいなという

ふうにお願いしたいと思います。 

 それと、産業振興のことについてご答弁

いただきました。私は常々申し上げており

ますけれども、この産業振興ということに

対する部署、担当課、やはりもっともっと

体制を強化していかなあかんのじゃないか

なと。摂津市の事業所の中で何か起こった

場合には摂津市の当局がまず把握をしてい

るというようなことにならないと、本当の

産業振興はできないような気もしています

し、就労支援ということにおいても、その

ことによって、より充実したものになると

思っておりますので、ぜひ体制の強化とい

うことについてもお願いをしておきたいな

と思っております。 

 消防施策について、詳しいご答弁をいた

だきました。やはりこのシステムだけでは

完全に携帯がどこからかかってきたのかと

いうことがわかるところまでいかないとい

うことはありますので、ぜひいろんな場合

をシミュレーションしていただいて、例え

ば、希望する方にはシステムのほうに自分

の携帯番号を登録するとか、いろんなこと

が考えられると思うんですね。ぜひこの点

について、細かい話になるかもしれません

けれども、より具体的な現実的なシミュレ

ーションをしていただいて、一刻も早く市

民の命を守るという業務に取り組んでいた

だきたいないうふうに、これも要望でお願

いしたいと思います。 

 それと、水道事業についてなんですけれ

ども、将来のツケを回さないように、長期

的なビジョンで料金も考えていきますとい

う、そしてまた配水管の整備でありますと

か、そういうインフラ整備も考えていきま

すという答弁をいただきました。極端な話

になるかもしれませんけれど、例えば、紛

争地域にＮＧＯなんかが入ったときに何を

するのかというと、まずは安心して飲める

水の確保ということをすると思うんですね。

ということは、ずっとひもといていくと、

行政の出発点はそこだと思うんですよ。そ

のことをやはりしっかりと腹に据えていた

だいて、この業務にも当たっていただきた

いなというふうに思います。 

 それと、人口の推移についてもご答弁い

ただきました。非常に特徴がはっきりして

いるわけでありますので、ぜひそこら辺の

こともいろいろと戦略的に落とし込んでい

ただきたいなというふうに思いますし、事

業仕分けについても、やはり私は市民の声

を聞いていくということが大事だと思って

いますし、幾ら行政と議会が専門的な見地

を持っているといっても、市民の思いとか

け離れたらだめなわけですから、ぜひこの

点についても実施していただきたいという

ことを申し上げて質問を終わりたいと思い

ます。 

○上村高義議長 嶋野議員の質問が終わりま

した。 
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 お諮りします。 

 本日はこれで延会することに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

（午後５時４３分 延会） 
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（午前１０時 開議） 

○上村高義議長 おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、野口議員及び

村上議員を指名します。 

 日程１、代表質問を行います。 

 順次、質問を許可します。 

 木村議員。 

  （木村勝彦議員 登壇） 

○木村勝彦議員 おはようございます。 

 質問に入る前に、去る３月１日に逝去さ

れました元摂津市長、故井上信也さんが今

日の摂津市の繁栄のもといを築かれた功績

に対し、深甚なる敬意を表し、同じ時代を

駆け抜けられた故人に対し、当時の同僚の

市会議員として心からのお悔やみを申し上

げます。 

 それでは、質問に入ります。 

 ２００８年９月のリーマンショック以来、

世界を襲った不況の荒波は、日本の各地に

今なお傷跡を残しています。円高、株安、

デフレ、そしてドバイショックに象徴され

る新たなバブル崩壊現象と二番底懸念がぬ

ぐえない状況での厳しい景気のもと、国・

地方自治体において８００兆円にも及ぶ長

期債務残高は、先進諸国に例のない危機的

水準であります。 

 そのような状況のもと、平成２２年度の

摂津市当初予算で、市税収入は１６８億５，

０００万円となり、見積もりで１７０億円

を下回るのは２０年ぶりであります。その

ような厳しい状況の中で、本年度も国民健

康保険料を据え置き、さらに水道料金につ

いても値下げを断行されたことに大いなる

評価と敬意を払いつつ、代表質問をいたし

ます。 

 １の（１）の低炭素型社会を目指す具体

的な取組みについてであります。 

 南千里丘まちづくりは環境に配慮したＣ

Ｏ２排出量削減の取組みとして、阪急電鉄

はカーボンニュートラルステーションと位

置付け、取組みをされています。民間事業

者はエネルギー消費のモニタリングをされ

ると聞いているが、取組状況をお聞きした

いと思います。 

 １の（２）の健康増進への取組みについ

てであります。 

 厚生労働省が、学校や病院、飲食店、ホ

テルなどの多数の人が利用する場所は原則

全面禁煙にする、そんな内容の通知を近く

自治体に出すようです。そのような状況の

中で、神奈川県は４月から、全国に先駆け

て屋内での受動喫煙防止条例を施行します。

大手外食チェーンが全面禁煙や分煙に積極

的に協力する動きを見せています。餃子の

王将は３月末までに、県内１８店のうち９

店に喫煙所を設け、食事席は全席終日禁煙

にするようです。吉野家は既に店内８６店

を禁煙にし、県の条例協力店第１号となり

ました。日本マクドナルドは、県内の２９

８店に３月１日から全面禁煙にするという

ポスターを店内に張りました。全面禁煙に

対し先進的に取り組んできた摂津市として、

厚生労働省の通知を踏まえて、現状をさら

に進めて、全面禁煙に取り組むべきと考え

ますが、市の考えをお示しください。 

 １の（３）の吹田操車場の跡地について

であります。吹田操車場跡地については、

都市型居住ゾーンという位置付けをされて

います。摂津市が抱えている、千里丘公民

館の建替え、さらには、更衣室もロッカー

もないスポーツ施設として青少年運動広場、

テニスコート等を組み込んだ土地利用は考

えられないのか、常に、吹田操車場跡地の

利用の最大のネックになっているクリーン

センター処理場問題については、設置の経
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緯を踏まえて、大阪府、吹田市に対して強

い姿勢で交渉すべきであります。 

 その一方で、２４年機能停止という期限

を見据えて、一定の時期までに処理方法を

決定する必要があると思いますが、どのよ

うに協議を進めているのかお答えください。 

 ２の（１）の（仮称）べふこども園の開

設についてであります。 

 こども園については、べふ幼稚園敷地内

への別府保育所の移転設置、及びこれに伴

う（仮称）摂津市立べふこども園の設置に

ついての教育委員会の見解が示されました。

幼保一元化は長年論議されてきたところで

あり、民間でも取り組まれるところが出て

きており、就学前教育の充実という点でも

有効であると考えます。 

 横浜市都筑区では、既に認定こども園ゆ

うゆうのもり幼保園が運営されていますが、

種々問題点が浮き彫りになり苦慮されてい

ます。保育園には夏休みはないので、夏休

みという言葉は使わない。保育園児がボー

ル遊びをしている間に、先に帰る幼稚園児

らは、母親と一緒に帰ったり、送迎バスに

乗り込む配慮をしています。こども園開設

に向け、幼稚園、保育所の制度上の問題な

ど、課題の整理とその解決についてお答え

ください。 

 ２の（２）スクールソーシャルワーカー

の配置についてであります。 

 すべての中学校区にスクールソーシャル

ワーカーを府内で初めて配置することにつ

いて大きく評価するものでありますが、ス

クールソーシャルワーカーの配置が何を目

指すのか、どのような体制で臨むのか、お

答えください。 

 ２の（３）の災害時における地域住民の

緊急避難所の耐震補強工事についてであり

ます。 

 旧味舌小学校体育館の耐震工事は、本年

度の市政運営の基本方針に入っていないが、

統廃合時の経緯もありまことに残念であり

ます。地域の老人会の会長さんの強い要請

もあって、避難所として指定をされており、

施設の安全性を確保するために耐震補強を

実施する責務があると考えますが、答弁を

求めます。 

 ３の（１）商業者、商店会、商工会、市

が協働して商業の活性化に向けた取組みで

あります。 

 商工会において、南千里丘のまちづくり

は、産・官・学・市民の交流をコンセプト

としていることから、商工会館の南千里丘

地区への移転を検討されておりますけれど

も、その後の経緯をお聞かせください。そ

してまた、現在、摂津市の商工会への補助

金は府下の自治体の平均値より下回ってお

り、町村並みであります。市内３，７００

事業所の融資をはじめ、経営相談等に大き

く貢献されている今日までの貢献に応えて、

増額すべきであると考えますが、市の見解

を求めます。 

 ３の（２）セッピィ商品券の第２弾の実

施についてであります。第１弾のセッピィ

商品券については、弱者の視点を取り入れ

るように提案をして別枠として取り扱われ

好評でありました。今回、第２弾が実施さ

れますが、鳥飼方面、とりわけ鳥飼八町、

鳥飼本町、鳥飼新町等には販売店がなく、

大変不便であるとの声を聞きます。公平な

購入を保障するために販売所の増設をでき

ないものか、見解を求めます。 

 ４の（１）環境に配慮したＣＯ２削減の

取組みについてであります。 

 温室効果ガス２５％削減実現に向けた具

体策を盛り込んだ政府のロードマップ策定

作業が進められ、（仮称）地球温暖化対策
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基本法を今国会に提出し、温室効果ガス削

減の具体策を盛り込んだ工程表が３月中に

取りまとめられる予定であります。 

 大阪市では、都心部のビルにＣＯ２排出

枠を設定し、排出枠を超えた場合は応分の

負担金を環境基金としてビル側に納付して

もらう制度を明らかにしました。この基金

は木造密集地の解消や公園緑化などに活用

し、都市全体の低炭素化につなげていくと

のことであります。３年以内の導入を国に

も提案していくとのことであります。また、

横浜市戸塚区前田町では、町内会１，２０

０世帯がＣＯ２排出量を記入する環境家計

簿を各家庭に配付し、地域ぐるみでＣＯ２

削減への意識を高めています。 

 摂津市としての取組みをお答えください。 

 ４の（２）住宅用火災警報器の設置促進

についてであります。 

 火災による死者の軽減を目的として平成

１６年に消防法が改正され、一般住宅にも

住宅用火災警報器の設置が義務づけられま

した。平成１８年６月以降の新築住宅には

すべて設置をされておりますけれども、既

存住宅については平成２３年５月３１日ま

での設置が必要となります。 

 そのような状況の中で、日本防火協会は、

住宅用火災警報器の普及啓発に関する助成

制度が４年間行われることになり、各地の

婦人防火クラブが普及活動に取り組んでい

ます。羽曳野市、大東市などでも、共同購

入をされており、摂津市の婦人防火クラブ

も同じように業者の見積もりをとって、市

内業者から一括購入をする取組みがされて

います。このような活動を自治連合会をは

じめ各種団体に働きかけていくべきだと考

えますが、答弁を求めます。 

 ４の（３）の市内の公共交通の課題を検

討するための懇談会設置についてでありま

す。 

 利用者の減少、路線バスの減便・廃止が

進み、住民の足の確保が大きなテーマにな

っています。公共交通の確保は、人の生存

権にかかわる問題であります。自治体は、

公共交通の問題に目を向けるとともに、住

民の力を引き出すことで、住民の求める公

共交通をつくり、守り、育てることにより、

住民と一緒に取り組むべきであります。 

 摂津市では、路線バス、市内循環バス、

公共施設巡回バスが運行しておりますけれ

ども、市内全域をカバーし切れていないの

が現状であります。本年度公共交通のあり

方について、市内公共交通の課題を検討す

るため、関係機関で構成する懇談会を設置

し、地域の事情に即したバス路線網につい

て検討するとのことでありますが、メンバ

ー構成、スケジュールについてお答えくだ

さい。 

 ４の（４）の東別府地域の公共下水道整

備促進についてであります。 

 東別府２丁目地域で昭和４０年代後半に

開発された住宅の道路が未帰属による原因

で、公共下水道が手つかずの状態になって

おります。先の選挙で私も、地域の方々の

声をじかに聞きまして、切実な思いを実感

いたしました。そこで、整備予定について

示してもらいたいと思います。 

 ５の（１）行政への市民参加とともに政

策決定の過程に議会の声を盛り込むことに

ついてであります。 

 地方議会のあり方を見直し、地域主権の

確立を目指した地方自治法の抜本的な見直

し案を取りまとめるため、本年１月２０日、

総務省において地方行財政検討会議が開催

されております。２０１１年の通常国会に

関係法案を提出するとの方針であります。 

 摂津市では、議会の意向聴取として年末
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年始に会派懇談会が開催されておりますけ

れども、これも時期的に考えますと最終局

面での意見聴取であり、ほぼ結論間近の状

況から、追認型の意見表明になりがちであ

ります。先ほど言いましたように、政策立

案からの議員関与はできないものか、地方

自治法の改正を待つまでもなく、摂津市独

自の議会活性化対策を検討する必要があり

ます。 

 聞き及びますと、毎年、翌年度の重点課

題として、各部からの提案説明会を開催さ

れておられますが、この会議の参加モニタ

ーとしても傍聴できないものか。政策形成

過程での第三者の参加は混乱を招くとの意

見をよく耳にしますが、これは全くの詭弁

であります。すべての市民合意は到底無理

だったとしても、市民から選ばれた市長と

我々議員がさまざまな議論を積み重ねなが

ら、市民の意向を反映させた政策立案に関

与することは、二元代表制からも期待され

ていることであります。市施策について市

長と同等の責任を有しております私たち、

行政側の政策立案から成案までの過程を掌

握し、監視することは市民から期待されて

いる役割でもあります。また、そうするこ

とによって、市民への説明責任を果たせる

ことになります。 

 どうでしょうか。そのような会議の参加、

あるいは傍聴は可能でしょうか。また、少

なくとも提出資料の議員配付等の情報提供

を求めたいが、どのように考えておられる

のかお聞きしたいと思います。 

 第４次行財政改革の基本的な考え方につ

いてであります。 

 行財政改革とは、既存の政策や行政経費

において、無駄、無理、むらがないのか、

それを検証、解決しながら確たる財政基盤

を維持しながら、新規事業を構築していく、

まさしく、スクラップ・アンド・ビルドで

臨まなければなりません。既存の施策を廃

止・縮小していくには市民の反対・反発も

当然予想され、それなりの決意と勇気が必

要であります。市長は、「やる気」・「元

気」・「本気」という言葉に加えて、最近に

なって「勇気」ということを標榜されてお

られます。私が理解するには、第４次行財

政改革を控えて、不退転の決意で勇気を持

って取り組んでいきたいとの決意のあらわ

れではないかと思っております。質問冒頭

で枕言葉で述べましたように、厳しい経済、

景気、雇用状況が市民を取り巻いているこ

とを我々はしっかりと認識しておかなけれ

ばならないと考えます。 

 そこで、第４次行財政改革では何を削減

し、何を守るのか、市長に基本的スタンス

を伺いたいと思います。ビルドは、大半の

市民が批判することは少ないと思います。

スクラップは、さまざまな意見が飛び交い

ます。第４次行財政改革では市民の痛み、

不満を惹起する項目が多々あります。今の

景気低迷時の行革削減項目について、何を

市民にどのように理解を求めるのか、また

歳入改革での市民負担の記述があるが、そ

れは最終局面での取り組み手段であって、

まず何から手をつけるか考えるべきであり

ます。行財政改革に関するペーパーに書い

てある文言の説明ではなく、市長の行政改

革に対する思い、基本的な考えをお聞きし

たいと思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。 

 市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 市民ネットワークを代表しての

木村議員さんの質問にお答えいたします。 

 「つどい、いこい、にぎわう好感都市づ
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くり」に関してでございますが、南千里丘

のまちづくりは平成１９年の１１月に、市、

阪急電車、ジェイ・エス・ビーの３者によ

る地球温暖化対策モデル地区に関する覚書

の締結以来、それぞれが低炭素社会に向け

取り組んでまいりました。阪急電鉄はカー

ボンニュートラルステーションと位置付け、

太陽光発電、雨水利用、ＬＥＤ照明などを

取り入れ、駅からＣＯ２を出さない取り組

みをされています。民間事業者において建

設されるマンションに電力やガスのエネル

ギー消費モニタリングシステムを設置し、

モニターで電気やガスのエネルギー消費量

を表示し、住民のエネルギー消費削減に対

する意識の向上を図るため、現在、システ

ムづくりに取り組んでおられると聞いてお

ります。 

 受動喫煙による健康への悪影響について

でございますが、肺がんや循環器疾患等の

リスクを高めるなど、さまざまな報告がな

されております。科学的にも明らかになっ

ているところでございます。本市では、他

市に先駆けて平成１５年５月に市役所内及

び関係全施設を施設内全面禁煙とし、同時

に公用車内も全面禁煙といたしました。議

員ご指摘の、国の示す飲食店などは原則全

面禁煙の通知が近々出されると聞いており

ます。今後の受動喫煙防止対策の基本的な

方向性としては、多数の利用する公共的な

空間については原則として全面禁煙という

考え方が定着してくるものと認識をいたし

ております。しかし、一方で全面禁煙が極

めて困難な場合もございます。社会全体と

して受動喫煙防止対策に取り組むという機

運を醸成することが重要ではないかと思い

ます。市の責務として、あらゆる機会をと

らえて禁煙教育などの普及啓発を行うとと

もに、実効性のある方向について研究をし

てまいりたいと考えています。 

 吹田操車場の跡地活用についてでありま

すが、吹田操車場跡地を公民館用地などに

利用することができないかとのご質問でご

ざいますが、公共施設の移転につきまして

は、公共施設の配置計画など、政策的な視

点からの検討が必要と考えておりますこと

から、まずは、ご質問にありました公共施

設のあり方について検討を行ってまいりた

いと考えております。 

 次に、クリーンセンターの問題でござい

ますが、正雀下水処理場の建設経過等を踏

まえ、強い姿勢で交渉に当たるべきとのご

意見をいただきましたが、地域住民の合意

等の問題から交渉は難しい局面もあります

が、市民や議会の切実な思いを改めて胸に

刻み、強い姿勢で交渉に臨んでまいりたい

と思います。 

 一方で、議員が言われますように、平成

２４年度末という期限も見据えた対応も必

要と考えております。建設常任委員協議会

で提示させていただいた七つの処理案のう

ち、現在、優先度の高い二つの案に取り組

んでおります。その実現に向け最善を尽く

す所存でございますが、時間の経過ととも

に処理案の選択肢も狭まることから、今後

改めて議会のご意見をいただきたいと考え

ております。 

 味舌スポーツセンター体育館の耐震化計

画についてでありますが、ご承知のとおり、

耐震化工事には多額の費用を要することか

ら、避難所に指定しております施設を含め

公共施設の耐震化はいまだ完了しておりま

せん。本市では子どもたちの安全・安心を

最優先に子どもたちが多くの時間を過ごす

義務教育施設を優先的に進めております。

今年度末現在では、学校教育施設の６割近

くが補強工事を終える予定でありますが、
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新年度以降も順次補強工事を進めてまいり

ます。今後、味舌スポーツセンター体育館

をはじめ、避難所となる公民館、体育館な

どにつきましても、財政事情を踏まえた上

ではありますが、取り組んでまいります。

しかし、公共施設の中には昭和５６年以前

の建築物もあります。老朽化により緊急補

修が必要な施設もございます。市民生活を

維持していくために、公共施設の緊急補

修・補強の必要性が高まっている施設を優

先させなければならない場合もございます。

地震はいつ起こるかわかりません。私とい

たしましても、一刻も早く避難所を含め、

公共施設の耐震化を完了させたく思ってお

ります。今後とも財政事情を踏まえながら

市民生活の維持と安全・安心のまちづくり

のため、最善を尽くしてまいりたいと思い

ます。 

 商業の活性化の中心的役割を担う商工会

の移転と補助金等二つの質問についてお答

えいたします。 

 今回上程しております商業の活性化に関

する条例には、活性化の中心的役割を担う

商工会の役割が明記されています。その商

工会館の南千里丘地区への移転についてで

ありますが、本まちづくりが、産・官・

学・市民の交流をコンセプトとしているこ

とから、当初、株式会社ジェイ・エス・ビ

ーがコミュニティプラザに隣接する所有地

に学生マンション、学生交流会館及び公益

財団法人等の建物を計画しており、その中

に商工会が区分所有で事務室等を有するこ

とになっておりました。しかし、リーマン

ショック以降の経済状況の悪化から、学生

マンション等の計画が見直しされたところ

でございます。現時点では、商工会が単独

で建設することを検討されておりますが、

具体的に決定したとの報告は受けておりま

せん。建設資金等を含め、さまざまな点に

ついて熟慮されていると考えております。

本市といたしましては、商工業振興策にお

ける商工会の役割は重要と認識しており、

その施設の推移については大きな関心を持

っております。商工会との連携を密にして

いきたいと考えております。また、商工会

への補助金については府下の自治体の平均

額より下回っていることは認識しておりま

す。 

 次に、第２弾のセッピィ商品券における

弱者対策と鳥飼方面で近くに販売店がない

地域への対応についてでありますが、前回、

購入希望者で並ぶことができない市民へ配

慮した特別販売を実施いたしましたが、今

回も弱者の視点を持って継続してまいりま

す。また、鳥飼方面で近くに販売店がない

地域については、鳥飼郵便局が最寄りとな

りますが、さらにより身近なところで購入

できないか、商品券や代金の管理、安全面

の課題などを含め、販売店の増設を研究し

ていきたいと思います。 

 環境に配慮したＣＯ２排出量の削減の取

組みについてでありますが、現在、国内で

は京都議定書に基づくＣＯ２削減について

は、業務その他の部門、家庭部門、運輸部

門の温室効果ガス排出量の増加が著しく、

特に家庭部門、運輸部門の削減が喫緊問題

となっています。国においては、低炭素社

会の実現に向けて、化石燃料への依存から

自然エネルギーへの転換を視野に入れた新

たな技術開発を通じて経済発展へつなげて

いく方向性が示され、昨年９月に鳩山首相

がＣＯ２等のマイナス２５％削減を全世界

に発信されました。本市におきましても、

３月１４日開業の阪急摂津市駅はもとより、

駅前地区全体が環境に優しいまちづくりを

進めており、この地域が目指す低炭素型社
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会の実現を市全域に発信し、行政が率先し

てＣＯ２排出量の抑制を積極的に推進する

ために、市域全域の温室効果ガス排出量の

抑制を目的に地域実行計画を平成２２年度、

２３年度の２年間で策定を行い、今後にお

きましても温暖化対策の市民啓発やエコオ

フィスによる公共施設のＣＯ２排出量の削

減に取り組み、市域全体に環境意識がより

一層高まるよう努めてまいります。 

 住宅用火災報知器の設置につきましては、

法令による猶予期間が平成２３年５月と迫

ってきております。現在まで、市広報誌、

ホームページへの掲載、自主防災訓練等、

各種行事などを通じて普及啓発に努めてま

いりましたが、依然として設置率が思うよ

うに伸びていないのが現状でございます。

平成２２年度におきましては、従前にも増

して創意工夫を行い、設置率１００％を目

指して積極的啓発活動を実施してまいりま

す。 

 市内の公共交通の課題を検討するための

懇談会設置についてでありますが、高齢者

等の移動手段の確保につきましては、非常

に重要な課題であると考えております。懇

談会構成メンバーにつきましては、現在調

整を行っておりますが、市民、バス事業者、

行政の３者による構成と考えております。

設置時期につきましては６月ごろを考えて

おりますが、準備会をできるだけ早く設置

して検討を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 東別府地域の公共下水道整備の促進につ

いてでありますが、本市の公共下水道の人

口普及率は平成２０年度末で９６．９％、

２１年度末では９７．１％を見込んでおり、

あとわずか２．９％で１００％というとこ

ろまで来ております。そのような中、東別

府２丁目におきましては住宅地のほぼ中央

部にございます水神木水路の東側部分につ

きましては、人口普及率にして約１％の未

整備地域があるにもかかわらず、道路部分

の所有権の問題により長らく手つかずの状

態で公共下水道の工事がおくれ、住んでお

られる方にご不便をおかけしていることは

重々認識をいたしております。そのような

中、前回の平成２１年第４回定例会におき

まして議決を賜りました所有権移転の裁判

も平成２２年２月１６日に大阪地方裁判所

において初公判が開かれ、裁判が順次進行

中であります。この裁判が本年の５月まで

に解決いたしますと、予定どおり本年度の

工事として実施することにいたしておりま

す。本年度におきましては、東別府２丁目

の水神木水路の東側でメーンとなる下水道

管路を施工する予定でございます。この地

域だけが未整備で、地元の方々が長い間お

待ちになっておられることを勘案しますと、

一日でも早く着手できるように、また、完

成までの期間につきましてもできる限り短

縮できるように努力してまいりたいと思い

ます。 

 行政への市民参加の推進、政策決定過程

への議会参加についてのお話でございます

が、まず、行政への市民参加につきまして

は、各種審議会や計画策定に当たり、市民

の参画をいただき、貴重なご意見・ご提言

をいただいているところであります。市と

しましては、今後の市政運営には市民参加、

市民との協働は欠かせないものと認識いた

しており、これらの前提となる市政情報の

積極的な提供に努め、市民が行政に参画し

やすい環境づくりに努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、行政の政策決定過程に議会の声を

盛り込むことについてでありますが、地方

公共団体は議院内閣制ではなく、議会の議
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員と首長は住民の直接選挙で選ばれる二元

代表制がとられ、ともに住民の代表機関で

ある議会と首長が相互の抑制、均衡を通じ

て民意を反映した行政を期待するシステム

でございます。しかし、現行地方自治法が

規定する厳格な二元代表制により、議会の

役割として監視チェック機能に重点が置か

れた結果、必要以上に首長と議会とが対立

的関係になっているところもあるやもしれ

ません。議員ご指摘のとおり、現在、総務

省において、地方行政検討会議が開催され、

地方議会のあり方やその権能強化等につい

て議論されていることは承知をいたしてお

ります。 

 市といたしましては、より民意を反映す

るという観点から、議員ご提案の内容につ

いて議会の皆様のご意見をお聞きするとと

もに国での議論の今後の行方を見きわめな

がら検討してまいりたいと考えております。 

 第４次行財政改革の実施計画は、簡素で

わかりやすい組織機構づくり、職員６６０

人体制の構築、スピード感のある行政経営

システムの構築、前例にとらわれずみずか

ら考え勇気を持って行動する職員を育てる

人事制度改革、健全で安定した財政基盤の

確立、以上五つの柱を理念として掲げてお

りますけれども、私はこの５本柱のうち４

本が市役所の内なる改革であると認識いた

しております。これまでの行財政改革は財

政健全化に重点が置かれておりましたが、

今回の第４次行財政改革の大きな特徴は、

市役所改革であるということであります。

最少の職員、最小の経費で、市民満足度を

高めてまいりたいと考えております。まず

は、市役所内の仕事のあり方、やり方を徹

底的に洗い出し、内部改革を確実に実施し

ていきたいと思います。 

 次に、財政健全化を実現するための具体

的な方策ですが、ご指摘のとおり市民負担

をお願いしなければならない項目も多数ご

ざいますが、平成２２年度予算編成におい

て国民健康保険料を据え置いたように、個

別改革項目の実施に当たっては、社会経済

情勢を十分勘案し、適正な市民負担という

観点から慎重に検討してまいりたいと思い

ます。また、市財政の状況に応じた適切な

進行管理を行うことによって、柔軟に対応

してまいります。 

 以上、私からご答弁とさせていただきま

す。教育委員会は、教育長のほうから答弁

をさせていただきます。 

○上村高義議長 教育長。 

  （和島教育長 登壇） 

○和島教育長 教育委員会にかかわる２点の

ご質問にご答弁を申し上げます。 

 まず、（仮称）べふこども園の開設につ

いてでございます。こども園の運営上の問

題点でありますが、幼稚園と保育所では保

育目的に違いがあり、また、保護者の生活

環境が違うため、保育時間や行事の日程等

にも違いが生じることとなります。例えば、

保育所には給食がありますが、幼稚園には

ございません。幼稚園では行事を平日に開

催しても保護者は参加できますが、保育所

では保護者は働いておられるので参加する

ことはできません。これ以外にも、所管が

文部科学省と厚生労働省に分かれる制度上

の問題や、教育公務員である幼稚園教諭と

保育士の制度上の問題もあると認識いたし

ております。このような開設に向けた問

題・課題については、先進市の事例も参考

にしながら、教育委員会とこども育成課の

職員、幼稚園教諭、保育士で組織する（仮

称）摂津市立べふこども園開設準備委員会

において、保護者の方々のご意見もお聞き

しながら、すべては子どもたちを中心に考
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え、決定してまいりたいと考えております。

課題はございますが、それ以上に就学前教

育充実の観点からのさまざまな取組みによ

り、子どもたちが享受するメリットのほう

が大きいものと考えております。 

 次に、スクールソーシャルワーカーの配

置についてでございます。 

 本市における不登校、暴力行為、いじめ

などの問題行動や児童虐待の発生状況は深

刻な状況にあり、教育上の大きな課題とな

っております。その発生する背景には、家

庭、学校、友人関係、地域等の子どもを取

り巻く環境が大きな影響を与えており、学

校だけでは解決困難な状況も多々見られる

のが実態でございます。 

 そこで、これらのさまざまな問題を抱え

る子どもたちを取り巻く環境に働きかけ、

問題解決を図るため、教育分野に関する知

識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や

技能を有するスクールソーシャルワーカー

を市立の全５中学校区に１人ずつ配置いた

します。すべての中学校区にスクールソー

シャルワーカーを配置するのは府内都市で

は初めてでございます。 

 スクールソーシャルワーカーは中学校を

拠点に配置し、校区内の２小学校と連携し

ながら、週１日活動いたします。その役割

は、学校全体の課題や個々の事案に対する

課題を整理し、ケース会議を開き、教員の

役割を分担するなど、学校のチーム体制を

構築いたします。また、小・中学校一貫し

た支援体制の整備や、大阪府の子ども家庭

センターや家庭児童相談室をはじめとする

市の福祉部局等、関係機関との連携強化を

図るなど、多様な支援方法を用いた生徒指

導体制の充実と、児童・生徒及び保護者へ

の支援体制の充実を図るコーディネーター

的な存在であります。スクールソーシャル

ワーカーの配置によって個々のケースの課

題が整理されるとともに、教員や関係機関

のより機能的な協働支援体制の構築が図ら

れ、困難な課題を解決することをねらいと

いたしており、学校が安心できる居場所と

なることを目指してまいります。 

○上村高義議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 それでは、１の（１）につ

いて、国の環境基本法の取組みを踏まえて

地域温暖化対策を全市に広げてオール摂津

で取り組み、低炭素社会の実現に向けて取

り組むことを要望しておきたいと思います。 

 健康増進への取組みについてであります

けれども、受動喫煙防止対策の他市での事

例を含めた取組状況について、お答えをい

ただきたいと思います。 

 吹田操車場の跡地利用についてでありま

すけれども、国においても大変大きな問題

であります普天間問題について、５月とい

う期限を切りました。このクリーンセンタ

ー処理場問題についても、事の大小の違い

はあっても根は同次元の問題であります。

一定、期間を切るべきであります。２４年

度機能停止というゴールを控えており、具

体的な時期を示すことが必要でありますが、

市の考え方をお示し願いたいと思います。 

 こども園については、認定こども園の制

度開始から３年以上たっております。現場

では試行錯誤が続いておりますけれども、

設置数も思うように伸びておらず、現場の

声を生かした取組みを要望しておきます。 

 スクールソーシャルワーカーについては、

児童生徒支援加配教員、家庭教育相談員、

スクールカウンセラーの配置など、児童・

生徒をサポートするためのさまざまな人が

かかわっておりますけれども、どのように

役割分担をし連携をしていくのか、さらに

小・中学校一貫教育と幼児・児童・生徒の
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サポート体制の関連性についてどのように

整合性を整えるのかお答えください。 

 災害時における地域住民の緊急避難所の

耐震補強について市長から答弁をいただき

ましたけれども、あの味舌小学校と味舌東

小学校の統廃合問題、大変な大きな議論を

よびました。市長も小学校の体育館に行か

れて説明会を開かれたときに、いろいろと

反対意見が相次ぎました。そんな中で、老

人会の会長さんが私の席に来られて、いろ

いろ反対もあるけれども、もうこの時期統

廃合はやむを得ないと。しかし、まだ味舌

小学校の校名と体育館の避難所としての確

保、これはぜひともお願いしたいというこ

とを言われました。私は市民との対話集会

の中でもそのことを指摘をされて、そのこ

とについては私は責任を持ってそのことを

市のほうに要求していきますということを

お答えをして、ようやく統廃合が実現して

いった経緯があります。そういう統廃合と

いう痛みを感じられた地域の皆さんの気持

ちを酌んで、やはりその体育館が耐震補強

がされていないということでは大変お粗末

だと私は思います。そういう点では一日も

早い耐震補強がされますことをこの機会に

改めて要望しておきます。 

 商工会の問題、これは今、市長のほうか

ら答弁がありまして、商工会に対する補助

金が府下の平均を下回っているということ

は認識しているということでありますけれ

ども、商工会の役割を重要と認識している

のであれば、やはり増額について積極的な

認識を持つべきであります。政治は言葉で

なく決断であります。増額について勇気あ

る決断をされることを要望しておきます。 

 セッピィ商品券の第２弾については先ほ

ど答弁がありました。やはり、大阪府の商

品券についてもいろいろ問題が出ておりま

すし、１８万冊という大きな量の商品券が

残ってしまって、知事みずからが宅配もし

ますということで職員が配付しているとい

うような現状もあります。そういう点では、

せっかくそういう対策を講じた商品券がや

はり市民に手軽なところで手に入れられる、

すべての市民がそこに参加できるというこ

とが無理としても、できるだけやはり身近

で購入ができる、そういうことをやっぱり

真剣に考えてもらいたいということを要望

しておきます。 

 ＣＯ２の削減については、摂津市におい

ても平成１５年から環境家計簿を制度とし

て持っておられますけれども、やはり先ほ

ど申し上げましたような横浜の例、いろん

な他市の例を踏まえて、より一層の環境に

対する市の取り組みについてもう一度お答

えいただきたいと思います。 

 火災警報器の設置については、今、答弁

をいただいて、日本消防協会から防火クラ

ブに対しまして啓発に関する助成制度が実

施されて、大東市とか羽曳野市でいろんな

取組みをされておりますけれども、そうい

う婦人防火クラブ等の団体による共同購入

について消防はどのように考えておられる

のか、この点についてはお答えをいただき

たいと思います。４の（３）の公共交通の

課題の問題ですけれども、メンバーについ

ては、今、市長のほうから答弁で市民、バ

ス事業者、行政の３者による構成というこ

とが答弁をされました。しかし私は、やは

り一番最前線の現場でハンドルを握ってお

られるドライバーの皆さんが市内の交通問

題については一番よく認識を持っておられ

ると思います。そういう点では、そういう

運転に従事されておりますバスの労働者、

そういう方の意見も聞く必要はあるのでは

ないかと思いますし、今日まで摂津市では
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交通環境をよくする行動ということで、２

０年近く要請行動を、回答集約行動を取り

組んでおられる団体もあります。そういう

団体の意見も十分聞くためには、その辺の

メンバーもこの構成メンバーの中に入れる

べきではないかと思いますが、その辺につ

いてもう一度考えをお聞かせください。 

 ４の（４）ですけれども、今、答弁があ

りましたけれども、この議会の初日に平成

２２年度の公共下水道の整備予定地を示し

た図面が示されました。この図面では、整

備をするのかしないのかあいまいな点があ

ります。この公共下水道の整備には、土地

所有者との裁判が大きくかかわりがあると

思いますので、裁判の経過と今後の見通し

では、公共下水道に着手する予定時期と整

備計画の内容についてやっぱり示すべきで

あります。その点についてお答えいただき

たいと思います。 

 ５の（１）議会の活性化についてであり

ますけれども、今、市長のほうから答弁を

いただきましたけれども、第１次から第４

次までそういう問題に携わってこられまし

た副市長、やはり一番実務をよく掌握され

ていると思いますので、一遍、副市長のほ

うから答弁をいただきたいと思います。 

 第４次行革ですけれども、国においても

子ども手当の支給、高校生への授業料の免

除、高速道路の無料化などの取組みが進め

られ、反面、財源問題が具体的に見えてこ

ないこと等で賛否両論評価が分かれており

ますけれども、やはりこの第４次行財政改

革においても事業仕分け的な取組みがやら

れるべきではないかと思いますけれども、

もう一度その辺について答弁を願いたいと

思います。 

 以上です。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

○福永保健福祉部理事 受動喫煙防止対策の

現状でございますが、市長答弁でも申し上

げましたとおり、平成１５年５月の市の施

設内での全面禁煙の実施と同時に、幼稚園

におきましては敷地内を全面禁煙とし、平

成１９年度からは保育所におきましても同

様の措置をとっております。平成２１年４

月からは、市内小・中学校での敷地内を全

面禁煙といたしております。また、市内の

事業所におきましても、平成２０年度の健

康教育推進事業において確認をいたしまし

た折には、５事業所で禁煙に対する取組み

をされておられました。大阪府内の市町村

では、池田市、吹田市の２市で庁舎敷地内

での全面禁煙を実施されているほか、本市

同様建物内での全面禁煙が２３市町村、１

８の市町村では分煙での取組みをされてお

ります。その他、隣接の吹田市や茨木市で

は一部路上喫煙防止のための条例を設けて、

取組みを強化されておられます。喫煙率の

低下、特に若年者や女性における喫煙率の

低下と受動喫煙の防止に取り組むことは極

めて重要かつ喫緊の課題であると認識をい

たしております。 

 今後、健康せっつ２１の枠組み等のもと、

たばこの健康への悪影響や禁煙を促す方法

等についてさまざまな機会をとらえて普及

啓発を行うとともに、環境部局とも連携し

ながら、有効な受動喫煙防止対策について

検討してまいりたいと考えております。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 それでは、質問番号

１の（３）吹田操車場の跡地活用について、

その中のクリーンセンター問題についてご

答弁申し上げます。 

 処理方法をいつの時点で決定するのかと

いうご質問でございますが、私どもとしま

しては、複数自治体での処理案と、流域下
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水道処理場へ前処理施設を設けまして処理

する案、この２案を優先案として扱ってお

りまして、この優先案をぎりぎりまで追求

していきたいと考えておりますが、平成２

４年度末を見据え、処理方法につきまして

は、現時点で平成２２年度のできるだけ早

い時期に判断していきたいと考えておりま

す。 

 続きまして、質問番号４の（３）市内公

共交通の課題を検討するための懇談会設置

についてご答弁申し上げます。 

 懇談会を設置するに当たり、実際にバス

車両運行に携わっている方々のご意見も重

要ではないかとのことでございますが、ご

指摘のとおり、運行の形態につきましては

その業務に従事されている方々が一番実態

を把握されているものと思います。その内

容について必要に応じまして、その貴重な

ご意見も伺ってまいりたいと、このように

考えているところでございます。 

 続きまして、質問番号４の（４）東別府

地域の公共下水道整備の促進についてご答

弁申し上げます。 

 土地所有権移転の裁判でございますが、

平成２１年１２月２９日に、大阪地方裁判

所に所有権移転登記請求を提訴いたしまし

て、平成２２年２月１６日に初公判が開か

れましたが、相手方の出席はございません

でした。第２回公判がこの３月２４日に予

定されておりまして、今後、相手方土地所

有者の主張、要求等がはっきりしてくるも

のと考えております。現時点におきまして

の見通しはまだ立っておりません。 

 続きまして、東別府２丁目の工事でござ

いますが、先ほど、市長のほうからもご答

弁申し上げましたとおり、本年度はこの地

域のメーンの管の工事を実施したいと考え

ております。このラインの整備が完了いた

しませんと、次年度以降の工事の進捗に大

きく支障を来す重要なラインでございます。

下水道管の大半は、従来でございますと国

庫補助の対象となるものでございますが、

国のほうの事業の大幅な見直しが行われま

して、公共下水道の入っていない、未普及

の公共下水道は交付金において整備するよ

うに変わってきております。市の財政も非

常に厳しい折でございますので、できる限

り国の交付金を利用しながら事業を進めて

まいりたいものと考えております。工事に

着手するまでに、交付金の申請であります

とか、あるいは水道管の移設作業などを先

に行いますので、裁判が決着いたしません

と交付金の採択が困難ともなりますので、

一刻も早く決着することを願っております。

裁判の行方を見守っている状況でございま

す。 

 したがいまして、５月までに裁判が決着

しないときには、他の地域となりますが、

工事箇所を変更した上で本年度の工事を進

めていく予定にしております。裁判が秋口

ぐらいに解決する見込みになりました折に

は、水道・ガス等の打ち合わせを速やかに

行い、また補正予算をお願いすることにな

ろうかと思いますが、これらの移設を年度

内に済ませて来年度以降の工事をスムーズ

に進めていくことも念頭に置いているとこ

ろでございます。 

○上村高義議長 教育総務部理事。 

○市橋教育総務部理事 児童生徒加配教員等

の役割分担についてご答弁申し上げます。 

 児童生徒加配教員は、生徒指導のさまざ

まな課題を組織的な対応で解決しようとす

る学校に府から配置される教員で、その配

置校では生徒指導の核となり、学校全体の

体制づくりや幼稚園・小学校・中学校など

の校種間連携、そして、関係機関連携等の
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トータル的なコーディネートをする役を担

います。また、スクールソーシャルワーカ

ーやスクールカウンセラーと協働いたしま

す。家庭教育相談員は平成２２年度は小学

校５校に配置いたします。特に資格は設け

ておらず、週３日勤務し、不登校などの課

題のある児童及びその保護者と深くかかわ

ります。具体的には、朝、学校に行きづら

い児童を家に迎えに行ったり、学校に来て

も教室に入れない児童の相談相手になった

りいたします。また、その家庭訪問の中で

生活習慣が確立していなかったり、子育て

に悩む保護者の悩みを聞いたりアドバイス

もしたりいたします。スクールカウンセラ

ーは週１日、全小学校に配置しており、全

中学校には同じく週１日、府から派遣され

ております。児童・生徒やその保護者と直

接面談し、臨床心理士として個人の内面か

ら課題に迫ります。そして、ケースについ

て教職員への助言や支援を行います。スク

ールソーシャルワーカーは、社会福祉士を

主とした資格を有し、課題を取り巻く環境

全体を見立ていたします。その中で、スク

ールカウンセラーとのかかわりや家庭教育

相談員とのかかわりも一つの環境としてと

らえ、現況見立てと達成可能な短期目標を

共有するケース会議を児童生徒支援加配教

員など、その学校のコーディネーター教員

と主催いたします。ケースによっては関係

機関が入った、摂津市要保護児童対策地域

協議会の開催を要請いたします。そのほか

にも、研究所から派遣される学生ボランテ

ィアのさわやかフレンドを含め、それぞれ

役割は違いますが、すべての人材が学校教

職員とともに、不登校などの課題のある児

童・生徒及びその保護者を支援する存在で

あります。教育委員会は、さまざまなサポ

ート体制を有機的に結びつけ、小・中学校

一貫した支援体制を整備・構築することで、

児童・生徒の抱える課題を少しでも解決す

るとともに、安心できる環境づくりに全力

を尽くしてまいる所存でございます。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 質問番号４の（１）環

境に配慮したＣＯ２排出量の削減の今後の

取組みの内容についてご答弁申し上げます。 

 市民啓発として、市民がもっとＣＯ２削

減に目を向けて取組み、エコライフを見直

す温暖化対策事業としての環境家計簿事業

を平成１５年から継続実施しており、平成

２２年度においても、市民の参加者の拡大

策として取り組めば何かメリットがあるも

のの方策として、せっつエコポイント事業

を導入いたします。この事業は家庭におけ

る地球温暖化防止活動の取組みを促進する

ことを目的としており、市民の環境家計簿

の参加登録を前提に、エコ活動に見合った

環境価値を付与し、当該ポイントと引き換

えに特典の提供を受けることができる制度

でございます。 

 また、横浜市の事例につきましては、自

治会独自に環境家計簿を作成し、一人ひと

りの意識改革を求め、実施されており、Ｃ

Ｏ２削減に地域ぐるみで取り組まれている

と新聞で紹介されておりました。 

 本市におきましては行政主導ではありま

すが、当初に比べ参加世帯数は約３倍に増

えており、せっつエコポイント事業の導入

に併せ、さらに参加者の拡大を図り、ＣＯ

２の削減の意識高揚に努めてまいります。

他の施策といたしましては、雨水タンク設

置費の助成制度や、グリーンカーテンの推

進にも継続して取り組んでまいります。ま

た、公共施設におけるＣＯ２削減につきま

しては、エコオフィス推進プログラム２に

基づき、全職員一人ひとりが常日ごろから
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環境に配慮した積極的な率先行動を実践し、

オール摂津で取り組むことが重要であると

認識いたしております。今後におきまして

も、多くの市民の環境に優しい行動を率先

してサポートしてまいりたいと考えており

ます。 

○上村高義議長 消防長。 

○石田消防長 婦人また女性防火クラブによ

る住宅用火災警報器の共同購入についてで

ございますが、警報器の設置については消

防団、防火安全協会等の消防関係団体、さ

らに消防職員のＯＢなどに協力を要請し、

共同購入を推進することを計画してまいり

ます。なお、平成２１年度大阪府住宅用火

災警報器共同購入研修会において発表され

ました、大東市女性防火クラブ連絡協議会、

羽曳野市婦人防火クラブの活動事例を参考

にして、本市の防火クラブも共同購入の実

施を計画されており、他市との情報交換も

行い、設置の推進に努めてまいります。 

○上村高義議長 副市長。 

○小野副市長 議会におけます政策決定過程

への議会参加の問題と、第４次行革の事業

仕分けにつきまして、相関連すると思いま

すので、直ちににこうだというものは持っ

ておりませんけれども、考え方について述

べたいと思います。 

 まず、日経新聞の１月１１日に確かに、

ご質問の中にはなかったんですが、こうい

う地方行政、行財政の検討会議を総務省で

発足したと。そして、２０１３年までに地

方政府基本法をつくると、こういうことが

出ています。これが、いわゆる二元代表制

のもとで、同じ権限を持っている中で、審

議が形骸化している、これを打破するため

ということが載っておりました。これはこ

れで、私どもは具体的に浮かぶものはござ

いませんが、抜本的な地方自治法の改正が

要るのではないかということは思いますが、

これはこれで見守っていきたいなというふ

うに考えております。 

 それで、例えば、今、言われた重点課題

についての会議の参加なり、また傍聴なり、

情報提供なりということで具体にちょっと

私考えられることを申し上げたいと思いま

す。それは、第４次行革の中身は今後の中

身でございますが、昨日の三好議員の中に

市長答弁で、少なくとも捻出額は中期財政

見通しで示した累積赤字、即ち３５億８，

０００万円プラス年度間の財源調整でいけ

る一定の基金でありますから、それはそれ

を目標として市長としてやっていくという

ことを答弁をされております。その中で考

えられるのは、第４次行財政改革にどうい

う形で臨むかということについて項目は示

しておりますが、例えば一般会計ベースで

ありますが、２２年度の人件費は約６７億

円だと思います。これが２３年以降は５８

億円から５９億円で推移しますから、８億

円落ちるということが考えられます。そう

しますと、いわゆるラスパイレス指数が１

３０であったものが今、１００を切ってお

るという中で、これ以上、給与カットをど

うできるかという問題があります。その上

においての６６０名体制ということがござ

います。それから、退職手当も今年は１３

億円ほど入れておりますけれども、来年か

らは２７年度まで多分、６億円から５億円

で推移するだろうと。 

 公債費につきましても、平成１７年度の

ピークは６４．３億円ございました。これ

からの推移は大体、３６億円から３０億円

ぐらいで推移するだろうと、こういうふう

に見ます。そういたしますと、その中でな

おかつ３５億８，０００万円の赤字が出る

ということとなれば、私は、例えば３２筆



 

 

3－１７

の土地の活用問題があります。多分、これ

は１，０００平米以上は１６筆だろうと思

います。それから、例えば福祉予算等の具

体的なスクラップ・アンド・ビルド、補助

金、使用料、保育料、保険料等との整理の

問題、それから、過去から議論になってお

りました市・府都市計画決定道路の今後の

順位、市道の整備等々いろいろあります。

そうしますと、そういう中身、とりわけ市

民負担にかかわるものを１、２、３の積み

残しも市長は整理しようということでござ

いますから、これは市民の痛みが相当出て

くる中身が議論いたしますので、そういた

しますと、その傍聴なりとなりますと、一

定の議会としての意思統一といいますか、

整理もお願いしなければならないのではな

いかと思います。いわゆる、この部門につ

いては出てこられる、この部門は政策過程

の中であられる、ということではちょっと

これはなかなか議論になりにくいのではな

いかと。やっぱり市長の権限とチェック機

能の形が今現実にありますから、そのとこ

ろの部分をどういう形で整理をしていくか

と、我々もそのことを考えなければならな

いと思っています。 

 それと、もう一つありますのは、４月に

重点課題の整理をいたします。平成２２年

度予算、それから２２年度から続いていく

予算の整理を行います。それと、９月に、

去年は重点化のそれに基づいて市長指示が

出ます。こういう点で考えられないかとい

うのが出ます。それの具体的なプレゼンが

９月に、部長プレゼンが出ます。仮に、資

料要求となりますと、その辺のところの部

分がどうなのかというのが一つ観点だろう

なと思います。 

 なお、府議会の橋下知事が行いましたの

は、これは２月に府議会予算について、私

どももやっております会派要望を行ったに

すぎませんので、大阪府知事がやったのは

その点であります。したがって、一つの形

は重点課題整備、プレゼンの中身について

どう対応ができるかと。そして、第４次行

革の市民負担部分が数多く入っていますか

ら、その分をどう整理できるかと、ここを

まず市長は求めるのではなくて、私たちは

それであれば公共用地はどこを売らしても

らったらいいですか、これも相当議論をと

ります。ここを売ってはならない、ここは

構わないという議論があると思います。そ

ういったことを、議論の場でなかなかなり

得ないと思いますので、今、木村議員おっ

しゃったことは重々承知いたしています。

そのところを我々も踏まえますので、議会

の中でもこの辺の整理を、受けられる中身

があるとするならその整理をお願いできな

いものかなということを率直に思っており

ます。 

 それから、行革における事業仕分けであ

ります。これも関連いたします。そういた

しますと、事業仕分けについてきのうも答

弁いたしておりますように、国の場合は国

民でありますから、府であっても府民であ

りますから直接的にならない。しかし、市

民の施策でありますから日々に動いており

ますから、その事業仕分けについてまず当

初言いましたように、取り上げるのは何の

事業を取り上げるか一つ問題になります。

それから、仕分人をだれにお願いするかと

いうことがまた、難しいと思います。それ

から、事業仕分けをする基準を市はどう考

えるのかということがあります。これは全

国で１４市でやっております。府下ではな

いと思いますが、これは有効な手段である

ということは理解いたしております。ただ、

これを行革なら行革で当てはめたときに、
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この事業仕分けを具体的にどう出していく

のか、そこには必ず利害関係が出てまいり

ますから、そういったことも十分一度内部

で議論した上で、整理をすべきことがある

と。確かに、有力なこれからの方法だとい

うことは十分認識いたしますし、木村議員

おっしゃっている、いわゆる議会がその権

限を発揮するための政策課題が決まってか

らでは遅いではないかと。したがって、そ

の辺をどう考えるかということであります

ので、私ども、情報を今、申し上げました

ので、一度そういうことも我々も一遍議論

いたします。議会のほうでも十分、その辺

の整理なり議論をお願いできたらなという

ふうに考えているところでございます。 

○上村高義議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 吹田操車場のクリーンセン

ター処理場の問題ですけれども、１９７０

年代に全国に先駆けて、大阪府の千里丘陵

でニュータウンが全国で初めて建設されま

した。それがされた大きな根拠は、やはり

こういうクリーンセンター処理場ができた

からこそニュータウンの建設が可能になっ

たわけでありますし、また一方では、当時

開かれました大阪万国博覧会、これもやは

りクリーンセンター処理場が大きく貢献し

て開催されたと思っております。そういう

点では大阪府は、そのニュータウンを建設

することによってたくさんの住宅からの家

賃収入を得ておりますし、また吹田市にお

きましては下水処理場の使用料、これを収

受されておられます。そういう点では、大

阪府なり吹田市はクリーンセンター処理場

の大きな恩恵を受けられておるわけであり

ますから、やはり私は摂津市として強い姿

勢でその辺の経過も踏まえて対処していか

れるべきだと思っております。 

 そういう点で、先ほども申し上げました

ように、普天間問題と同じように不退転の

決意で機能停止を踏まえて、２２年度の早

い段階で一定の方向性を出していくという、

先ほど部長の答弁もありましたけれども、

やはり、機能停止が起こったときに問題処

理されておらないということになりますと

大変大きな問題になってきますし、その辺

のことについてしっかりと対応してもらい

たいと思います。 

 火災警報器の問題は、先ほど申し上げま

したように、摂津市の婦人防火クラブとし

て共同購入という形で取り組んでいこうと

いうことにされておりますけれども、先駆

けて新八防自治会の婦人防火クラブは、消

火器と警報器を併せて自治会で全戸縦断作

戦で販売を促進されました。そういう点で

は、たくさんの消火器あるいはまた警報器

が購入をされて既に設置がされております。

私もそのことを受け入れて、婦人防火クラ

ブから警報器を購入させていただいて既に

設置をしておりますけれども、やはりこう

いうことは行政も議会も罰則規定はありま

せんけれども、法が施行されるわけですか

ら、ぜひともやはり行政も議会も警報器の

設置について全面的に協力してくるという

ことにしていただきたいと思います。 

 それからもう一つは、警報器の電池のメ

ンテナンスの問題ですけれども、大体１０

年で期限が切れると思います。そういう点

では、防火クラブが苦労して販売をされた

その警報器が１０年の電池交換について防

火クラブが責任を持ってやっていかなけれ

ばならないのか、あるいはまたそのことに

ついては消防署なり消防団なりが協力をす

る中でメンテナンスをしていく、そういう

ことになっていくのか、その辺についても

う一度消防長のほうの意見を聞かせてもら

いたいと思います。 
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 東別府の問題、これは基本的には、やは

り住宅開発をしたときには、一応慣例とし

て、工事が完了した時点で市に帰属すると

いう念書が入れられるというケースもあり

ますし、そういう点ではそのときに速やか

に市のほうに帰属をさせていかなかった行

政の責任は大変重いと思いますし、一方で

は、今の時点になって開発業者がその道路

部分についての権利を主張するということ

は私はやはり、けしからん話であり、何を

か言わんやであると思っております。そう

いう点で、裁判のいろんな経緯はあります

けれども、やはり一日でも早いこと東別府

地域が完成をすれば摂津市の公共下水道が

限りなく１００％に近付いていきますし、

そういう点では一日も早い完成ができるよ

うにこの機会に改めて強く要望して、質問

を終わります。 

○上村高義議長 消防長。 

○石田消防長 議員ご指摘のとおり、住宅火

災警報器につきましては約１０年で電池切

れとなっておりますので、設置後、電池の

寿命が迫った場合の対応でございますが、

婦人また女性防火クラブを通じて共同購入

されて設置された場合はどのように対応す

るのか、防火クラブと検討を行ってまいり

ます。また、個人等で購入設置された、市

民の皆様には、広報紙等で啓発を行うよう

計画してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 木村議員の質問が終わりま

した。 

 次に、川端議員。 

  （川端福江議員 登壇） 

○川端福江議員 それでは、公明党を代表い

たしまして質問をさせていただきます。 

 リーマンショック以来の長引く不況で２

２年度の税収はついに１７０億円を割り込

むという厳しい財政状況となります。森山

市長の市政運営の基本方針にもありました

が、何よりも市民生活に最大配慮する必要

から、私たち公明党が暮らしを守る３点セ

ットとしてかねがね要望してまいりました

国民健康保険料の据え置き、水道料金の引

き下げ、セッピィ商品券の発行を決断され

たことは、高く評価するところです。私た

ちは現場第一主義をモットーに、公明チー

ム３０００のスローガンのもと、市民の一

番近くで動く、働く政党として本年も全力

で頑張ってまいります。 

 それでは、市政運営の基本方針の項目に

沿って質問をさせていただきます。 

 １、「つどい、いこい、にぎわう好感都

市づくり」、１の（１）南千里丘のまちづ

くりについてですが、「夢を形に」を目指

して進めてまいりました南千里丘まちづく

りが現実のものとのなりますが、摂津市の

中における位置付けと森山市長の総合評価、

また、まちづくりを最後まで見届けていく

ことに対しての市長の考えをお聞かせくだ

さい。 

 次に、１の（２）コミュニティプラザ複

合施設と市民活動に関する基本構想の策定

についてですが、老朽化した公共施設の建

て替えについてはこれまでにさまざまに検

討されてまいりましたが、完成目前となり

ました。森山市長としては、総括的にどの

ように評価をされておられるのでしょうか。

また、市民活動支援に関する基本構想を策

定する、とありますが、その理念について

お聞かせください。 

 次に、１の（３）ＪＲ千里丘駅西口の駅

前再開発事業とＪＲ千里丘駅西口のエレベ

ーターの設置についてですが、平成２０年

度に約６２０万円かけて計画を作成し、地

元準備組合にその方向性をゆだねてまいり
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ましたが、実施に向けた可能性と森山市長

の考えについて、また、ＪＲ千里丘駅西口

のエレベーター設置に向けた検討との関連

性についてお聞かせください。 

 次に、１の（４）吹田操車場の跡地活用

についてですが、南千里丘のまちづくりに

一定めどがついていきますと、次は吹田操

車場跡地のまちづくりです。吹田貨物ター

ミナル駅工事が２年程度おくれると発表が

ありましたが、跡地まちづくりの区画整理

は予定どおり実施できるようです。まず初

めに、森山市長に吹田操車場跡地のまちづ

くりにかける考えをお聞かせください。 

 次に、２「やさしさあふれるこころづく

りを進める幸感都市づくり」、２の（１）

男女共同参画社会の実現に向けての取組み

についてですが、本市においては、大阪府

内でも早期に男女共同参画の策定を行って

いるにもかかわらず条例の制定が実現して

いません。何がネックになって条例に至ら

ないのか、その理由をお聞かせいただきた

いと思います。 

 次に、２の（２）（仮称）障害者総合支

援センターについてですが、まず初めに、

当センター設置と障害福祉施策への市長の

思いについてお聞かせください。 

 次に、２の（３）子育て支援施策につい

てですが、つどいの広場事業については、

現在、安威川以北に３か所、以南に１か所

の計４か所で実施をされています。今回、

さらに１か所増設されるとのことですが、

設置場所についてのお考えをお聞かせくだ

さい。また、保育所の定員の拡大、年度途

中の待機児童解消、保育所の一時預かりの

増設についてはどのように計画されている

のか、詳しくお聞かせください。 

 次に、２の（４）子宮頚がん検診及び乳

がん検診についてですが、平成２１年度か

ら実施されております子宮頚がん及び乳が

ん検診の取組みをはじめとするがん検診対

策を本市は今後どのように推進していかれ

るのか、考えをお聞かせください。 

 次に、３「地球時代のひとづくりを進め

る交歓都市づくり」、３の（１）（仮称）べ

ふこども園の開設についてでございますが、

地域での子育て支援の観点から幼保一元化、

こども園については、公明党といたしまし

ても以前から強く要望してまいりました。

今回のこども園の開設についていよいよ実

施設計などを行われることに対し高く評価

いたします。このこども園の開設に向けた

本市の姿勢、また理念と考え方についてお

聞かせください。 

 次に、３の（２）学校施設整備及び教育

環境の整備について、ア、学校の耐震化に

ついてですが、これまで厳しい財政の中で

耐震化工事に取り組まれてきたことは一定

の評価ができると思います。昨年の第２次

診断の結果、Ｉｓ値０．３以下は平成２２

年度に施工されますが、市内の方々にさら

に安心を感じていただくためにも、Ｉｓ値

０．３以上、０．７未満につきましては耐

震化工事の年次計画を示すべきであると思

いますが、考えをお聞かせください。 

 次に、３の（２）のイ、電子黒板及び教

育用・教員用パソコンの導入についてです

が、２１世紀の学校にふさわしい教育環境

の充実を行い、雇用創出、地域活性化等を

目指すとして、国の２００９年度第１次補

正予算の交付金などで全額賄われた施策と

して実施されますが、本市での活用方法の

基本的な考え方と効果についてお聞かせく

ださい。 

 次に、３の（２）のウ、全中学校配置の

スクールソーシャルワーカーの活用につい

てですが、現在、配置されている効果をど
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のようにとらまえておられるのか、併せて

今後の配置効果と課題解決への考えをお聞

かせください。 

 次に、３の（２）のエ、小・中学校一貫

教育の推進についてですが、これまで小・

中学校連携とのことで対応されてきたと思

いますが、小・中学校連携から小・中学校

一貫の推進をすることへの取組みと併せて、

小・中学校いきいきスクールとの関連と今

後の展開についてお聞かせください。 

 次に、３の（２）のオ、（仮称）教育セ

ンターの開設についてですが、市政運営の

基本方針において教育研究所の機能強化、

学校教育や家庭教育を支援する拠点として

新たに整備するとのことですが、機能強化

の内容についてお聞きします。 

 次に、３の（３）味舌体育館の閉館と摂

津小学校の学校給食ドライ化調理施設の建

設についてでございますが、調理場の移設

計画に至った基本的な考えをお聞かせくだ

さい。 

 次に、４「暮らしをささえ、活力にあふ

れたものづくりを進める広環都市づくり」、

４の（１）プレミアム付き商品券の発行に

ついてですが、昨年、緊急経済対策として

年末商戦に向け発売していただき、大好評

だったプレミアム付きセッピィ商品券は、

市民の笑顔とともに地域活性化に大きくは

ずみをつけました。市長の地域活性化に対

する理念をお聞かせください。 

 次に、４の（２）地域就労支援施策につ

いてですが、就労支援施策の現状と地域人

材育成事業についてお聞かせください。 

 次に、５「安全で快適な生活を生みだす

好環都市づくり」、５の（１）市営住宅の

建替えと跡地利用についてですが、市営住

宅の建替工事に関しましては市の考え、コ

ンセプトについてお聞かせください。 

 次に、５の（２）地球温暖化防止と循環

型社会の構築について、ア、地球温暖化防

止地域計画についてですが、昨日、同じ内

容の質問がありましたので省かせていただ

きますが、新年度より地球温暖化防止地域

計画の策定委員会を設置され、市民、事業

者、行政が一体となって、摂津市全域の温

室効果ガス排出量の抑制に取り組まれると

いうことでございますが、どうか目標達成

に向け積極的に取り組まれるよう要望とし

ておきます。 

 次に、５の（２）のイ、一般廃棄物処理

基本計画についてですが、今回、改めてこ

の基本計画を策定された趣旨についてお聞

かせください。 

 ５の（２）のウ、エコアクション２１の

認証取得の促進について、公明党もエコア

クション２１の取得に向け要望をしてまい

りました。このたび、環境センター、環境

業務課ストックヤードにおいて、職員の皆

さんが努力され、エコアクション２１の認

証を取得されたことは高く評価いたします。

さらに、本市の事業所に認証取得を促進す

るために、費用の一部を助成し、ごみ減量

をはじめとする環境に配慮した活動支援に

向け取り組まれますが、今後の普及啓発に

ついての内容をお聞かせください。 

 次に、５の（２）のエ、せっつエコポイ

ントについてですが、このエコポイント制

度の実施は公明党としましても積極的に推

進をしておりまして、今回、導入をされる

ことは本当に高く評価をいたします。昨日、

同じ内容の質問がありましたが、制度の導

入についての背景など、ご答弁をお願いし

ます。 

 次に、５の（３）阪急京都線連続立体交

差化の着工準備についてですが、阪急摂津

市駅が３月１４日に開業し、いよいよ連続
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立体交差に向けての条件がそろいましたが、

森山市長の実施にかける思いは大変強いも

のがあると思います。初めに、市長の実施

に向けた熱い思いをお聞かせください。 

 次に、５の（４）地域の実情に即したバ

ス路線網の検討についてですが、市内公共

交通の課題を検討するため、関係機関で構

成する懇談会を設置し検討されるというこ

とですが、市内循環バスの利便性について、

特に別府地域を含む安威川以南地域の方々

から改善してほしいとの要望をいただいて

おりますが、どのように認識されているの

かお聞かせください。 

 次に、６「市民とともに創りあげる高感

都市づくり」、６の（１）安威川以南地域

における地域コミュニティセンターの構想

についてですが、地域における連帯感や信

頼関係が薄れつつある中、その解決に向け

て地域コミュニティセンターの構想は大切

だと思います。市域全体の施設配置に対す

る考え方をお示しいただき、市長の熱きビ

ジョンをお聞かせください。 

 次に、６の（２）電子自治体の推進につ

いてですが、市民の利便性の向上を図るた

め、軽自動車税のコンビニ収納や税の電子

申告の拡大、また、公明党が推進してまい

りました住民基本台帳カードにつきまして

は６５歳以上の市民を対象に交付手数料を

無料にしていただき高く評価いたします。

本市といたしましても、さまざまな観点か

ら電子自治体に取り組んでこられましたが、

目的と背景についてお聞かせください。 

 次に、６の（３）第４次摂津市総合計画

についてですが、社会的に少子・高齢化と

人口減少が同時に進む中でさらに安心の

国・地域に向けて、私たち公明党は中長期

的な観点から、第１に自助・共助・公助の

調和した、分かち合いと支え合いの地域で

支える協働型福祉社会、第２に子どもたち

の個性、能力、創造性、思いやりの心をは

ぐくむことを最優先する教育のために行動

する社会、第３に人間の安全保障に立脚し、

平和・環境で世界に貢献することを目指し

ています。平成２３年度からの新たなまち

づくりの方向性と本市の進むべき目標を定

める第４次摂津市総合計画の策定に取り組

んでおられますが、目標と本市の将来像に

ついてお聞かせください。 

 次に、７、第４次行財政改革実施計画に

ついてですが、第３次行財政改革において

は平成１７年度の市債償還がピーク、団塊

世代の退職が始まるなど、厳しい財政の中

であらゆる施策に取り組まれてこられたと

思います。第４次行財政改革の策定におい

ては、第３次行財政改革の総括と課題認識

について、また、第４次行財政改革におけ

る改革の理念としての５本の柱について市

長の思いをお聞かせください。 

 次に、８、中期財政見通しについてです

が、中期財政見通し改訂版を本年２月に出

されました。この中で実質収支を平成２２

年度からマイナス、基金は平成２５年度に

は枯渇するとして、試算されています。改

訂前と比較して、基金の枯渇は２年前倒し

計上となっていることなど、大変厳しい財

政運営を感じられますが、第４次摂津市総

合計画と第４次行財政改革との関連につい

てのお考えをお聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。 

 市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 公明党を代表しての川端議員さ

んの質問にお答えをいたします。 

 最初の、南千里丘のまちづくりについて、

どう思っている、総括を言えということで
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すけれども、きのうからもいろいろお話し

しておりますけれども、市長に就任いたし

ますときの最大の課題はやっぱり財政の建

て直しであったと思います。建て直すだけ

では少し物足りなさもあるのではないかと。

一方で、並行して将来に対する夢づくり、

こちらもしっかり見つめなければいけない

のではないかと、私なりに考えて市長に就

任させていただきました。当時、ダイヘン

の移転問題、これが大きくずっとクローズ

アップされておりました。そういうことで、

私は夢づくりの一つの具体的な取組みとし

て南千里丘のまちづくりを掲げたわけでご

ざいますが、財政の建て直しとともに、わ

ずかといいますか、５年で夢が夢ではなく

形になったということについては、私はあ

る意味では感慨もひとしおという言葉が当

たるのではないかと思います。これはもち

ろん議会の皆さんのご協力あってのことで

ございますけれども、この南千里丘のまち

づくりは、ただここにまちをつくるだけで

はなく、やっぱり摂津市の将来を見たとき、

阪急の連続立体交差、これをどうしてもや

らないかんのではないかという強い私の意

志があります。そこに向かっての一里塚と

して、摂津市、将来的にどんなまちをつく

るんだということを大阪府、そして国に向

けて発信しないと相手にしてもらえないの

ではないか、そういう意味での一つの意味

を込めております。ただ、まちをつくるだ

けではなく、駅をつくって何か建物をつく

る、これはだれでもできることであります

が、ここにやっぱり少し今までに見られな

いテーマというものを設けるべきではない

か、そういうことも考え、いろんなテーマ

を設けました。そのメーンテーマが、幾つ

かありますけれども、環境。今日的には環

境が大きな、一つクローズアップされてお

ります。そういうことで、このまちでいろ

んなテーマ、そして将来への思いというも

のがありますが、ただ、ここにこのまちを

つくって、ここだけで終わらせてしまって

はこれは何にもなりませんので、ここでの

一つの取組み、これは市民の皆さんと一緒

になってつくっていって、少し時間がかか

ると思いますが、これが全市に発信されて、

そして、私は全国にこのまちづくりのいい

ところが発信できれば、小さなまちであり

ますが、摂津市というまちのイメージがま

た大きく発信できるのではないかと思って

おります。 

 それから、ＪＲ千里丘駅の西口の駅前再

開発事業とエレベーター等々の問題につい

てでございますけれども、再開発事業につ

きましては、平成２０年度の検討結果を西

地区準備組合に説明し、意見を聞いている

ところでございますが、西地区準備組合発

足から２０年以上が経過いたしております。

また、近年の社会情勢の悪化などから、再

開発事業に対する思いはあるものの、区域

縮小に伴う事業への影響や採算性などに不

安を持たれている状況でございます。しか

し、千里丘西地区の再開発につきましては、

長年の課題でもありますことから、今後も

西地区準備組合の意向を尊重したまちづく

りの方向性を探っていく必要があると考え

ております。 

 エレベーターの設置についてであります

が、再開発事業との一体的整備も考えてま

いりましたが、高齢者の方々が安心して利

用できるエレベーターの早期整備が望まれ

ておりますことから、再開発事業とは別に

検討してまいりたいと考えております。 

 吹田操車場の跡地についてでありますが、

この跡地活用につきましては平成２１年４

月にＵＲ都市機構が事業認可を取得し、平
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成２７年度末の完成を目指し、事業を進め

ているところでございます。先般、鉄道機

構から、貨物駅の開業が２年おくれるとの

報告を受けたところでありますが、まちづ

くりには大きな影響はないものと考えてお

ります。吹田操車場跡地のまちづくりでは、

千里丘地域と吹田市を結ぶ都市計画道路の

整備や災害時には一時避難地として活用で

きる防災機能を備えた都市公園の整備など、

千里丘地域の利便性の向上を図るとともに、

定住の魅力を高め、自然環境にも配慮した

新しいまちづくりを目指してまいりたいと

考えております。 

 男女共同参画社会の実現を目指した取組

みについてでありますが、男女共同参画社

会基本法の理念に基づき、男女共同参画計

画を策定し、現在、その進行管理に努めて

おります。第２期摂津女性プランの進行に

当たっては、初めて、計画期間の中間年で

一定評価を行い、市民の皆様にも公表し、

課題を踏まえた上でさらに前進してまいる

よう取り組んでいるところであります。こ

の問題は市民の方お一人お一人の考え方や

価値観と不可分であることから、まずは具

体的な計画の進行により市がモデル職場と

なるよう努めることこそが、市民の皆様に

男女共同参画をみずからのこととして考え

ていただく啓発の第一歩となるものと考え

ております。今年度は女性プランの改訂に

向け、男女平等に関する市民意識調査を実

施いたします。この調査結果を踏まえ、摂

津市女性政策推進市民懇話会などのご意見

も伺う中で、本市として男女共同参画条例

についてどうあるべきかを考えてまいりた

いと思っています。 

 次に、（仮称）障害者総合支援センター

についてでありますが、本市ではだれもが

その人らしく安心して暮らせる自立支援と

共生のまちづくりを理念として、平成１８

年３月に第３次摂津市障害者施策に関する

長期行動計画を策定し、障害福祉施策の推

進に取り組んでまいりました。現在、進行

中の第２期障害福祉計画は、平成２１年度

から平成２３年度までの３年間における障

害福祉サービスの整備の方策などを示す法

定計画で、その中で三障害の総合的な相談

支援体制の構築が課題となっております。

本市では、南千里丘まちづくり構想に基づ

く事業を推進し、この中でコミュニティプ

ラザ複合施設の整備及びシビックゾーン周

辺にかかわる公共施設の再配備、新たなま

ちづくりに取り組んでおります。その市の

中心部に障害のある方が気軽に、障害の区

別なく相談できる三障害の総合的な相談窓

口を開設することは、だれもがその人らし

く安心して暮らせる自立支援と共生のまち

づくりの理念を着実に実現し、障害のある

方々が安心して地域で暮らせるようなまち

づくりにつながっていくものと考えており

ます。今後も、障害のある方々が安心して

暮らせるように取り組んでまいります。 

 子育て支援策につきましては、せっつす

こやか子育てプランにおいて、今後５年間

の目標値を定めて推進することとしており

ます。地域子育て支援拠点事業広場型につ

いては、安威川以北においては各小学校区

１か所に設置いたしており、今後は安威川

以南地域を重点として５か所増を計画して

おります。平成２２年度には一津屋愛育園

で新たに実施することとしております。一

時預かりについては、平成２２年度に安威

川以南地域の３か所で新しく実施し、平成

２６年度までにさらに１か所増を計画いた

しております。また、保育所の定員につき

ましては１４０人の増とし、定員の弾力化

と併せて年度途中の待機児童についても解
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消に努めてまいります。子育てと就労の両

立支援、地域の子育て支援の充実を図って

まいります。 

 がんは、我が国において昭和５６年から

死亡原因の第１位であります。がんによる

死亡者数は年間３０万人を超える状況で、

摂津市においても死亡原因の約３割を占め

ております。診断と治療の進歩により、早

期発見、早期治療が可能になってきている

ことから、がんによる死亡者数を減少させ

るためには、がん検診の受診率を向上させ、

がんを早期発見することが極めて重要であ

ります。このような状況下で厚生労働省に

おいて検診受診率が低い子宮がん検診や乳

がん検診の受診率の向上を図る施策として、

平成２１年度女性特有のがん検診推進事業

が措置され、摂津市におきましても特定の

年齢に達した女性に対して、子宮頚がん及

び乳がんに対する検診手帳及び検診費用が

無料となるがん検診無料クーポン券を送付

し、受診促進を図ってまいりました。 

 また、平成１９年６月に閣議決定された

がん対策推進基本計画においても、がん検

診の受診率を５０％以上とする非常に高い

数値目標が掲げられており、がん検診受診

率を向上させ、早期発見、早期治療でがん

死亡者を減少させる取組みをさらに推進し

ていく必要があると認識をいたしておりま

す。 

 （仮称）べふこども園の開設につきまし

ては、市営住宅の移転による別府保育所の

対応を契機として、保育所、幼稚園、小学

校の連携を図り、就学前教育の充実と保育

サービスの充実、地域子育て支援の充実を

図るものとして、保護者や地域の方々のご

意見をお聞きしながら進めていきたいと思

います。 

 プレミアム付き商品券の発行等、二つに

ご答弁を申し上げます。 

 昨年の１０月に発売しましたプレミアム

付き商品券につきましては、自治体が発行

する商品券としては大変珍しい２０％のプ

レミアムとしたインパクトのあるものにし

ました。これは経済見通しが立ちにくい中、

市民の消費活動は小さくなっており、行政

ができる精いっぱいの支援策として、市内

の消費拡大という位置付けでこの事業に取

り組んでまいりました。本市では、（仮

称）商業の活性化に関する条例を制定し、

今後も商業者などと協働して活性化を図っ

ていく中、現在の経済状況を勘案し、引き

続きプレミアムを２０％とした商品券を実

施してまいります。 

 次に、就労支援施策の現状につきまして

は、市内事業所やハローワークと連携を図

りながら、就職面接会を開催し、求職の機

会を提供してまいります。また、昨年１２

月２１日、市内雇用推進お願いキャンペー

ンとして、私みずからが市内企業７社を訪

問し雇用の推進をお願いしました。引き続

き、市内事業所の求人確保に取り組んでま

いります。 

 新規の地域人材育成事業につきましては、

長期雇用の確保の観点から、緊急雇用創出

事業に引き続いて行うもので、失業者に対

する積極的な支援を行ってまいります。市

営住宅の建替事業につきましては、老朽化

が著しく、狭小な既存市営住宅を統合し整

理を図るものでございます。耐震化、不燃

化、高齢者対応のバリアフリー化などによ

り、安心して居住できる、人に優しい住ま

いづくりとして住環境の整備を図るもので

ございます。本事業は平成１９年度から平

成２３年度までの５か年事業として取り組

んでおりまして、いよいよ平成２３年度完

成に向け市営住宅の本体工事に着手し、計
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画どおり、平成２３年度末には完成させた

いと考えております。 

 一般廃棄物処理基本計画の策定趣旨につ

いてでありますが、本市では長期的な視点

に立ち、計画的な一般廃棄物処理を図るた

めに、平成７年３月に一般廃棄物処理基本

計画を策定しました。しかし、計画策定後

より長年が経過し、その間、さまざまな法

体系の整備などが行われ、ごみの減量化と

資源化が進められております。今回、平成

２３年度を始期とする新たな当市のごみ処

理やリサイクルの指針となる一般廃棄物処

理基本計画を平成２２年度に策定し、さら

なる循環型社会の構築とごみゼロのまちづ

くりを目指しております。 

 続きまして、エコアクション２１の認証

取得を、環境センターに云々の質問でござ

いますが、２００９年３月１９日に、本市

環境センター、環境業務課ストックヤード

において、エコアクション２１を認証取得

いたしております。このエコアクション２

１を通じて、環境負荷の低減と地球温暖化

防止に向けなお一層の取組みを進め、事業

者の皆様へ廃棄物の削減、資源リサイクル、

省エネ活動の普及啓発を推進することによ

り、事業者と行政が一体となって循環型社

会の形成と環境に優しいまちづくりに向け

て取り組んでいくことが必要であります。

今回、市内事業者へ広げる一歩としてエコ

アクション２１の認証取得助成を実施して

いきたいと思います。 

 せっつエコポイント制度の内容につきま

しては、先の答弁で導入背景及び趣旨など

をお話ししておりますので、担当部長より

詳細な答弁をさせていただきます。 

 阪急京都線の連続立体交差化についてで

ありますが、摂津市は市の中央部の南北方

向に近畿自動車道、中央環状線が走り、東

西方向には安威川が流れ、さらに、市域南

部では東海道新幹線が東西を横切るなど、

その地形により市域が細かく分断されてい

ます。とりわけ市域北部には、ＪＲと阪急

の二つの鉄道があり、一つのまちを形づく

る上で鉄道による地域の分断は解消すべき

課題であると考えております。しかし、こ

の取組みは非常に長い年月を必要とします。

昨年９月に供用したＪＲの千里丘ガードは

約２０年の歳月をかけて完成し、市の玄関

口にふさわしい環境と都市機能がようやく

整いました。そして、今月には、新たな市

の玄関口が阪急沿線に誕生しますが、この

新駅の誕生は連続立体交差に向けての大き

な一歩であると考えております。この連続

立体交差も千里丘ガードと同様、長期にわ

たる事業であります。その間、さまざまな

課題を粘り強く解決していかなくてはなり

ませんが、一日でも早く事業が実現するよ

う議会の皆様と力を合わせてまいりたいと

考えておりますので、またご協力のほどよ

ろしくお願いします。 

 地域の実情に即したバス路線網の検討に

ついてでありますが、別府地域におきまし

ては現在市内循環バスを運行しております

が、十分活用いただけていないのが現状だ

と思います。地域的なバス路線のあり方や

現状での問題点を解決するため、懇談会に

おいて別府地域も含め、市域全体の地域の

実情に即したバス路線網の構築を検討して

いきたいと思います。 

 「市民とともに創りあげる高感都市づく

り」についての、安威川以南地域における

地域コミュニティセンター構想についてで

ありますが、ようやく本市のコミュニティ

の都市拠点となるコミュニティプラザが完

成を見る状況に近付きました。市民の皆様

方にも期待される状況になってまいりまし
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たが、これからは軸足を地域のコミュニテ

ィに目を向けることができるようになった

と思います。本市にとりましては、コミュ

ニティプラザと地域コミュニティセンター

とが連携をとりながらお互いが補完し合う、

ハード・ソフトの両機能について地域特性

を生かした市域全体の施設のあり方を考え

る必要があるものと思っております。特に、

地域の方々が望まれる施設も重要ではあり

ますが、その施設が地域にとってどのよう

な役割を果たすのかを明確に打ち出し、た

だの貸し館ではなく、地域コミュニティの

熟成が図れる施設機能でなければならない

と思っております。そのためにも、地域の

課題を踏まえた施設計画や用地の選定が重

要と考えております。 

 電子自治体の推進につきましては、急速

に発展する情報化社会に対応することは自

治体においては必要不可欠となっています。

特にインターネットはメディアとしては、

既にテレビや新聞を超えつつあり、また、

商品の購入や金融取り引きなど、さまざま

なサービスが自宅のパソコンや携帯電話か

ら２４時間３６５日いつでもどこでも手軽

に利用できることから、社会における重要

な情報インフラとなっております。本市に

おきましては、平成２０年４月より全庁オ

ープンシステムを他市に先駆けて稼働して

おり、電子自治体の基盤環境の整備を完了

したところであります。今後は、住民基本

台帳カードを使用したインターネットによ

る税の電子申告や、コンビニエンスストア

での公金の納付など、市民の利便性の向上

を図るため、さらなる電子自治体の推進に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 第４次の総合計画についてでありますが、

議員が言われる自助・共助・公助の精神、

子どもたちの個性、能力、創造性、思いや

りの心をはぐくむこと、そして、人間の安

全保障の面からの平和環境を実現すること

は重要との認識につきましては同感でござ

います。特に、自助・共助の精神、思いや

りの心は今後のまちづくりの大きなテーマ

となると考えております。地域社会での共

生や今後のまちづくりについてを考えます

と、違う考え方の人の話に耳を傾け、理解

し合い、他人を認めるということが大変重

要なことではないかと考えております。地

域社会での人間関係の希薄化が進む中、今

こそ地域の連帯感や人と人とのつながり、

きずなを再構築することが求められており

ます。私は第４次総合計画の策定に当たり、

「人と人とがつながるまちせっつ」をまち

づくりの大きなテーマとしてとらえ、これ

を底流に計画策定に取り組んでいきたいと

思います。 

 第４次行財政改革についての質問であり

ますが、第３次行財政改革実施計画は平成

１５年度を初年度として現在まで取組みを

進めてまいりました。一時は赤字再建団体

転落かという危機的な財政状況でありまし

たが、約９４億円の効果を生み出し、市債

償還のピークを乗り切るとともに、団塊の

世代大量退職への対応についても一定めど

をつけることができました。また、財政の

健全性を示す経常収支比率は平成２０年度

決算では、９４％まで改善をいたしました。

これは職員のみならず、議会、市民の協力

を得て危機感を共有し、厳しい行革にオー

ル摂津で取り組んだ結果でございます。し

かし、財政危機を回避したのもつかの間、

一昨年秋のリーマンショックから発した世

界同時不況のあおりを受けて、法人税収に

依存する市の財政は大きな打撃を受けてお

ります。景気の大幅な回復がなければ、中

期財政見通しでお示ししたとおり、平成２
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７年度で３５億７，８００万円の累積赤字

を抱える見込みであります。再び、赤字再

建団体転落かという財政状況を招くおそれ

があります。事務事業をゼロから見直すと

ともに、歳入改革を進め、さらなる財政の

体質改善を急がなければなりません。 

 第４次行財政改革実施計画は、先にもお

話ししましたように五つの柱を理念として

掲げております。新総合計画で目指すまち

づくりを実現していくためにも、この五つ

の柱を着実に実施しなければなりません。

財政健全化はもとより、団塊世代交代後の

摂津市をしっかり支え、困難な課題にも勇

気を持ってチャレンジしていく職員を育て

ていくことが最大の課題であると考えてお

ります。 

 中期財政見通しについてでありますが、

今回お示しいたしました中期の財政見通し

では、議員ご指摘のとおり、平成２５年度

には基金が枯渇し、このままでは夕張市の

ような財政再生団体に陥るという非常に厳

しいものとなっております。また、平成２

３年度から第４次総合計画が始まりますが、

この総合計画を絵にかいたもちに終わらせ

ないためには、財源の裏付け、その基礎と

なる安定した財政基盤が必要不可欠であり

ます。私も何か財源にできないものか思案

しておりますが、本市を取り巻く諸状況を

かんがみますと、行財政改革以外に方策は

ないと考えております。私は、財政の健全

なうちにさらなる行財政改革の手を打ち、

財政の健全性を確かなものへと考えており

ましたが、税収が大きく減少するというこ

のたびのピンチこそ行財政改革にとっては、

災いを転じて福となす千載一遇のチャンス

であると思います。このチャンスを生かし

て行財政改革を断行し、本市財政の体質改

善を図りますなら、必ずや基金を枯渇させ

ることなく再び安定した健全財政に建て直

すことができるものと確信をいたしており

ます。 

 私は先頭に立って、「やる気」・「元気」・

「本気」に「勇気」を加えて、職員ともど

も行財政改革を進める決意でございます。

市民にご負担をお願いしなければならない

項目も含まれておりますが、議会、市民の

皆さんの協力なくして目的を達することは

できません。どうかこの厳しい状況をご理

解いただき、ご協力をいただきたいとお願

い申し上げます。 

 以上、私からの答弁といたします。 

○上村高義議長 暫時休憩します。 

（午前１１時５２分 休憩） 

                 

（午後 ０時５９分 再開） 

○上村高義議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 引き続き、答弁を求めます。 

 教育長。 

  （和島教育長 登壇） 

○和島教育長 教育委員会にかかわる７点の

ご質問にご答弁を申し上げます。 

 まず、（仮称）べふこども園の開設につ

いてでございます。 

 （仮称）べふこども園の開設につきまし

ては、平成２０年３月の新しい幼稚園教育

要領、保育所保育指針、小学校学習指導要

領には、就学前教育と小学校教育の連携を

図るため、幼稚園、保育所と小学校との円

滑な接続がうたわれています。子どもが小

学校にうまく適応できない、いわゆる小１

プロブレムの問題は少子化、核家族化など

に起因する子どもを取り巻く環境の変化が

大きな要因であると考えられており、就学

前教育の役割がますます重要となってきて

おります。就学前の段階から小学校教育を



 

 

3－２９

意識した取組みができるかが、この小１プ

ロブレムの解消と摂津市の教育力の向上に

もつながるものと考えております。保育所

と幼稚園をこども園として一体運営するこ

とで就学前教育を担う機関として充実させ、

他の幼稚園、保育所を含めた就学前教育の

有機的な連携・接続を図ることが、本市の

学校・家庭・地域の教育力の向上及び子ど

もたちの生きる力のはぐくみへの大きな一

歩になると考えております。 

 平成２４年４月の開設に向け、園児と児

童のみならず、保育士を含めた先生同士の

交流、情報交換の具体的なあり方を検討す

るとともに、小学校生活を見据え、その発

達段階に応じたカリキュラムを確立すると

ともに、保護者の利便性向上のため、幼稚

園と保育所の窓口を一本化する新たな組織

機構についても検討いたします。 

 次に、学校の耐震化についてでございま

す。 

 学校施設は子どもたちが一日の大半を過

ごす生活の場であり、その伸びやかな成長

と生命・身体の安全が確保されることが最

低限の要件と考えております。教育委員会

といたしましても、一日も早く幼稚園も含

め学校施設の耐震化を進めたいと考え、耐

震二次診断を実施し、耐震構造指標のＩｓ

値０．３未満の建物につきまして、平成２

２年度に耐震化工事を実施いたします。こ

の工事の対象となる学校・園は、鳥飼小学

校の給食場棟と体育館の２棟、第一中学校

及び第四中学校の体育館、せっつ幼稚園の

保育室及び管理棟の２棟で、９月までには

工事を完了する予定でございます。また、

平成２２年度には千里丘小学校の体育館の

実施設計を行います。平成２３年度以降に

耐震化工事が必要な学校数は、小学校６校

１１棟、中学校４校１２棟で、教育委員会

といたしましては危険度の高い建物を保有

する学校を優先し、大変厳しい財政状況で

はありますが、今後の国の動向も見きわめ、

また、交付金制度をより有効に活用しなが

ら一日も早い全学校の耐震化工事完了を目

指してまいりたいと考えております。 

 次に、電子黒板及び教育用・教員用パソ

コンの導入についてでございます。 

 今日、インターネットの普及に伴い、だ

れもが簡単に情報交換ができるなど、日常

生活が大きく変化しております。このよう

な中、次代を担う児童・生徒にはさまざま

な情報を選択、表現、発信する情報活用能

力が求められております。そこで、学校に

おいては児童・生徒の情報活用能力、さら

には学力の向上を図るため、授業における

情報機器の活用が不可欠と考えております。

特に今回導入されます電子黒板は、さまざ

まな資料を画像や動画で提示したり、書き

込みや図形の移動が簡単にできるなど、児

童・生徒にとって見てわかりやすい授業が

展開されることが期待できるものでござい

ます。併せて導入されるデジタルテレビや

パソコン、既に各学校で使用している実物

投影機やデジタルカメラなどのＩＣＴ機器

を有効に連携させれば、豊富な情報を実物

に近い形で児童・生徒に与えることができ、

これまでの調査では児童・生徒の技能や表

現、知識や理解などに好影響を及ぼしてい

ると言われております。しかし、教育効果

を上げるためには綿密な授業計画や授業研

究が重要であります。教育委員会では教員

に対しての十分な研究・研修の機会の確保

に努めるなど、支援を行ってまいります。 

 次に、教員用パソコンの導入についてで

ございます。 

 教員の業務は、児童・生徒への直接的な

指導を行う教育活動が最も大きなウエート
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を占めることは申すまでもありませんが、

さまざまな事務的な業務にも多くの時間を

費やしております。現状では、数台のパソ

コンを共用利用することを余儀なくされて

おり、そのことで事務遂行上さまざまな弊

害が生じております。教員用パソコンを導

入することで教育にかかわる事務の情報化

が図られ、校務の効率化が期待できます。

他市の事例によりますと、効率化により事

務的な業務の時間が短縮され、児童・生徒

に向き合う時間が増加しているとのことで

あり、本市におきましても、教育活動の充

実など大きな効果を期待できるものと考え

ております。 

 次に、全中学校配置のスクールソーシャ

ルワーカーの活用についてでございます。 

 現在、本市においてスクールソーシャル

ワーカーは第二中学校に週１回、大阪府よ

り派遣されています。同中学校では、不登

校や暴力行為等の課題に対応する際、教職

員は問題行動の事後処理に追われ、根本的

な解決のための具体的な行動に悩む中、平

成２０年度途中、スクールソーシャルワー

カーの派遣を受けました。具体的なスクー

ルソーシャルワーカーの動きですが、同中

学校においては、まず一つの学年を中心に、

生徒の学校生活上の課題を整理するととも

に評価すべき点も整理し、生徒のこれから

の可能性を求めながら、短期間で達成可能

な目標を設定し、そのための役割分担を行

いました。次に、個々の子どものケースに

ついて、その子を取り巻く生活環境のアセ

スメントと目標設定を行い、関係諸機関と

の連携についての指導助言を行いました。 

 このようにスクールソーシャルワーカー

は、問題行動等を起こす生徒の課題を解決

するためのコーディネーターの役割を果た

すものであり、その配置により教職員の閉

塞感が解消されるとともに、一体感と落ち

つきをもたらしました。その結果、生徒と

じっくり向き合え、教職員の積極的な姿勢

が生徒たちにも反映し、落ちついた授業の

実現や行事の成功という効果を生み出しま

した。また、暴力行為については、その配

置後徐々に減少しております。まだまだ、

個々の生徒には重い課題がございますが、

教職員は常に全力で課題にぶつかっており

ます。 

 さて、このような第二中学校での効果を

他の中学校にも広げ、校区の小学校や社会

福祉等の関係諸機関との連携をさらに深め

るため、平成２２年度より全中学校にスク

ールソーシャルワーカーを配置いたします。

不登校については本市の中学校では、減少

傾向から増加傾向に転じておりますが、学

校のみで解決することが困難なケースが増

加いたしております。これらの課題解決に

向けても、学校にソーシャルワークの考え

方を根づかせ、小・中学校一貫した生徒指

導体制を構築してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、小・中学校一貫教育の推進につい

てでございます。 

 平成１９年６月に改正されました学校教

育法におきまして、新たに義務教育の目標

が定められ、小・中学校は同じ目標のもと

教育活動を進めることが規定されました。

小学校から中学校へ進学する際の大きな段

差にとまどい、授業や学校生活そのものに

不安を感じる生徒が少なくない状況を克服

するため、小学校と中学校の連携は重要な

課題であると考え、本市では小・中学校連

携教育の取組みを進めてまいりました。こ

れまで、中学校区ごとに取り組んでまいり

ました小・中学校連携教育の成果を踏まえ、

１５歳の子どもたちの生きる力を小・中学
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校が力を合わせて保障するため、平成２２

年度より小・中学校一貫教育という名称に

変更し、本市の義務教育がより一貫性と連

続性のあるものとなるよう取組みを進めて

まいります。 

 具体的には小・中学校一貫教育推進協議

会を中心に、義務教育９年間で育てたい子

ども像を明らかにするとともに、１年ごと

の目標設定を進めてまいります。そして、

教科指導と生徒指導の一貫したきめ細かな

取組みを各中学校ブロックの１中学校と２

小学校が協働して推進してまいります。 

 本市が考えます小・中学校一貫教育は、

義務教育９年間での一貫性と連続性を踏ま

えながら、小学校、中学校それぞれがその

特徴を生かした教育活動を展開することが

重要であるとの考えから、新たに一体型の

施設を設けることを目指すものではござい

ません。小・中学校一貫教育の推進が、教

員のカリキュラム形成力と教科や生徒指導

の指導力を向上させ、本市の子どもたちの

健やかな成長につながるものと考えており

ます。 

 また、小・中学校いきいきスクールにつ

きましては、教員の小・中学校兼務や小・

中学校間での異動など、それぞれのよさを

相互交流する取組みとして進めてまいりま

した。これまで、この取り組みにより兼務

または校種間異動を経験した１０名の教員

が今後の小・中学校一貫教育の推進役とな

ることを期待いたしております。 

 そのほか、小学校１年生等学級補助員も、

９年間の義務教育のシェアスタートを保障

するものであり、スクールソーシャルワー

カーの全中学校への配置も小・中学校一貫

教育推進のための一環と言えるものであり

ます。また、義務教育の学びの基礎を培う

就学前教育についても、義務教育へスムー

ズに接続するために充実を図ってまいりま

す。 

 このように、教育委員会ではさまざまな

施策を小・中学校一貫教育を核として位置

付け、有機的に関連づけることでより効果

的なものとして本市の子どもたちに生きる

力を確実に身につけさせたいと考えており

ます。 

 次に、（仮称）教育センターの開設につ

いてでございます。 

 （仮称）教育センターは公共公益施設の

再配置により、現男女共同参画センターの

跡地に教育研究所を移転し、現教育研究所

の機能を充実させ、（仮称）教育センター

として整備してまいります。移転後の（仮

称）教育センターは二つの柱を中心として

機能充実を図ります。一つは、カリキュラ

ムセンターとしての機能であります。生徒

指導や授業改善のための教材研究や資料の

利用、今日的教育課題の研究・研修の充実

に努め、教員の指導力の向上を図ってまい

ります。 

 もう一つの柱として、教育支援センター

としての機能があります。教育相談、不登

校の児童・生徒への学校復帰への支援、学

校や家庭への学生ボランティアの派遣など、

子育てに悩む保護者にも支援を行う機関と

して整備・充実を図ってまいります。教育

センターを保護者・市民の皆さんにより開

かれた機関となるように努め、学校と家庭

を支援し、摂津の人づくり、まちづくりに

参画してまいります。 

 最後に、味舌体育館の閉館と摂津小学校

の学校給食ドライ化調理施設の建設につい

てでございます。 

 摂津小学校の給食場につきましては、経

年劣化による老朽化とともに衛生面の強化

の必要性も生じており、学校給食法の学校
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給食衛生管理基準に基づくドライ化施設の

導入を検討しておりますが、地域の環境の

変化もあり、現在の場所では面積が狭小で

あるという問題があります。 

 一方、味舌体育館は昭和４５年に摂津小

学校の体育館として建設されましたが、昭

和６３年９月には新しい体育館建設に伴い

市立体育館として転用いたしましたが、老

朽化に伴い、今後も施設を維持するために

は大規模な修繕が必要な状況となっており

ます。 

 これらのことを勘案して、摂津小学校の

体育館であった味舌体育館を閉館し、その

跡地を利用して給食調理場を新設するもの

で、このことにより児童のためによりよい

学校給食の提供を実現するとともに、健康

づくり、体力づくりにも寄与できるものと

考えております。 

○上村高義議長 川端議員。 

○川端福江議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 １の（１）南千里丘のまちづくりについ

てですが、さらにお尋ねをいたします。 

 ア、踏切の遮断時間が延びる件について、

検証と対策について。イ、坪井踏切の安全

対策について、歩道の急なスロープの解消、

電柱の移設と祠の移設について。ウ、丑川

水路の改修で高さが低いので掘り下げるべ

きであったと思いますが、なぜできなかっ

たのか。エ、平成２２年度で南千里丘まち

づくりはほぼ完了を迎えますが、総合的な

資金計画は計画当初と比べてどうなってい

るのか、それぞれお聞かせください。 

 次に、１の（２）コミュニティプラザ関

連についてですが、さらにお尋ねをいたし

ます。 

 ア、新たな市民交流の拠点として市民と

行政との協働ということについて、このプ

ラザでの展開はどのようなイメージを持っ

ておられるのですか。 

 イ、市民活動支援に関する基本構想の策

定について、健全な市民活動を支援するた

めに具体的方向性はどうなのか。 

 ウ、市民の健康づくりの拠点として健康

増進への取組みを強化されることと思いま

すが、その概略をお示しください。 

 エ、名称について、条例では既にコミュ

ニティプラザとなっていますが、名称はど

のように決定されるのか。 

 オ、プラザのオープンとコンベンション

ホールのこけら落としについてどのように

考えておられるのか、それぞれお聞かせく

ださい。 

 次に、１の（３）ＪＲ千里丘駅西口の件

についてですが、さらに質問をさせていた

だきます。 

 ア、千里丘ガード拡幅工事が完成し、再

開発に向けた機運が高まっていると思いま

すが、準備組合、大型地権者など、関係者

の意識はどうなのか、また、市担当者の実

施に向けた熱意はどうなのか。 

 イ、再開発の可能性を見きわめる時期は

いつごろと考えておられるのでしょうか。

場合によっては道路拡幅と駅前ロータリー

のみの整備となることもあり得るのでしょ

うか。それぞれお聞かせください。 

 次に、１の（４）吹田操車場の跡地活用

についてですが、さらに質問をさせていた

だきます。 

 ア、吹田貨物ターミナルの工事がおくれ

ることに関連して、吹田操車場跡地まちづ

くり基本計画にあるスケジュールの変更も

併せて、工程の概略をお示しください。 

 イ、吹田操車場跡地まちづくり基本計画

にある都市型居住ゾーンⅢの正雀終末処理

場は区画整理区域外になっていますが、基
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本計画を進める上でどのように担保性を確

保するのか、本市はどのように考え、また

吹田市との協議はどうなっているのか。 

 ウ、都市型居住ゾーンⅢについて、都市

計画の変更はまちづくりのガイドラインで

はどのような扱いとなるのか。 

 エ、クリーンセンター移設問題について。

大阪府の中央水みらいセンターでの受け入

れが最も現実性があると思いますが、その

後の進捗はどうか。 

 オ、山田川河川敷に未整備区域が存在し

ますが、併せて整備できるように大阪府に

要請していることについては方向性が出て

いるのか、それぞれお聞かせください。 

 次に、２の（１）男女共同参画社会につ

いてですが、近年、女性の地位向上、男女

共同参画を進める取組みは国連でも国でも

大きく進みました。そして、それに続く自

治体での条例の制定は大きな流れとなって

います。近隣市に先駆けて男女共同参画都

市宣言を発表するとか、明確な本市の姿勢

と取組みをお示しいただきますよう強く要

望しておきたいと思います。 

 またこのたび、プラザの１階に男女共同

参画センターが入ることになっています。

移転後の運営体制はどのようになるのか、

市民の利便性は向上するのかをお聞きいた

します。 

 次に、２の（２）（仮称）障害者総合支

援センターについてですが、当センターの

あり方や構成内容など中身についてお聞か

せください。また、支援事業の展開の仕方

や運営方針、現状の形態との相違点につい

てお聞かせください。 

 次に、２の（３）子育て支援施策につい

てですが、つどいの広場事業の安威川以南

設置についてはバランスのよい配置に努め

ていただき、今後計画されているべふこど

も園への設置についてもご検討いただける

ようお願い申し上げます。 

 今後とも、多岐にわたる子育て支援施策

の充実と子育てのしやすい環境整備の構築

に取り組まれるよう要望といたします。 

 次に、２の（４）子宮頚がん検診及び乳

がん検診についてですが、平成２１年度に

取り組まれた子宮頚がん及び乳がん検診な

ど女性特有のがん検診推進事業での成果な

ど、現状をお尋ねいたします。また、マン

モグラフィー受診状況の実態についてお聞

かせください。 

 次に、３の（１）（仮称）べふこども園

の開設についてでございますが、本市の姿

勢や理念、また就学前児童と小学校との円

滑な連携、あるいは教育力の向上の観点か

らご答弁いただきました。もう１点、こど

も園の開設が平成２４年４月ということで

ありますが、幼保一体運営のメリットなど

を子育て支援の観点からお聞かせください。 

 次に、３の（２）のア、学校の耐震化に

ついてですが、学校施設はそこで学ぶ児

童・生徒のみならず、住民にとっても身近

な公共施設の一つであり、避難場所として

の重要な役割を担っています。先月１６日

に、京都府南部で震度３、本市は震度２を

観測した地震がありました。財政を考慮す

る中で、目標年次計画を示して一日も早く

耐震化完了に向けた取組みをされるよう要

望とします。 

 次に、３の（２）のイ、電子黒板につい

ては導入された学校の校長先生が見て、聞

いて、さわって、体験することで学習効果

は高まると。また、英語の授業を受けた生

徒は黒板から聞こえてくる発音がリアルで

わかりやすかった、との報道もされていま

した。本市でも学習意欲向上などの教育効

果がさらに高まることをお願いし、要望と
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します。 

 パソコンの導入においては、データを保

存した持ち出し可能な電子媒体の紛失やイ

ンターネットを介した情報流出などの問題

が報道されていました。今回の教員用パソ

コン導入においても、個人情報や校務情報

の保護など、情報流失防止の徹底が必要と

思いますが、その考え方をお聞かせくださ

い。 

 次に、３の（２）のウ、スクールソーシ

ャルワーカーの活用についてですが、不登

校対策や教職員の方々が生徒とじっくり向

き合えるようになったことによる授業や行

事へのよい効果を見ました、との答弁でし

た。しかしながら、いじめについては依然

として問題になっていますが、近年の本市

の現状と推移について、また、現在配置の

スクールカウンセラー、家庭教育相談員と

の関連についても併せてお聞かせください。 

 次に、３の（２）のエ、小・中学校一貫

教育についてですが、不登校などの原因と

も言われている小学生から中学生への節目

の人間関係や学習面のギャップを緩和し、

人間関係の連続性を持たせること等、知・

徳・体のバランスのとれた質の高い教育へ

の推進をお願いし、要望します。 

 次に、３の（２）のオ、（仮称）教育セ

ンターについですが、学校教育においては

社会状況の変化に対する適正な対応を行う

ためにも、学校現場と教育委員会との連携

が大切であると思いますが、お考えをお聞

かせください。 

 次に、３の（３）味舌体育館の閉館と摂

津小学校の学校給食ドライ化調理施設の建

設についてでございますが、何よりも児童

のためによりよい給食の提供をしていただ

き、健康・体力づくりにつながりますよう

お願いします。もう１点お聞かせいただき

たいのは、移設後の現在の給食調理場、ま

た味舌体育館の跡地利用について、どのよ

うに利用されるか学校側と協議・検討され

ていると思いますが、その点をお聞かせく

ださい。 

 次に、４の（１）プレミアム付き商品券

の発行についてですが、平成２２年度も第

２弾を実施していただけるとのことですが、

発売計画の詳細についてお聞かせください。

また、平成２１年度の集約についても併せ

てお聞かせください。 

 次に、４の（２）地域就労支援施策につ

いてですが、就労支援施策と人材育成事業

の長期雇用に結びつく技術を習得するため

の研修の取組みなどの中身について、詳し

くお聞かせください。 

 次に、５の（１）市営住宅の建替えと跡

地利用についてですが、先ほど、市長から

市営住宅の建替えについてコンセプトや方

向性についてご答弁いただきましたが、１

点目に高齢化社会に対応した設計や地球温

暖化、環境に配慮した設計であると認識し

ておりますが、その点を具体的にお聞かせ

ください。もう１点は、新たな市営住宅建

設後の鳥飼野々団地と鯵生野団地の跡地利

用について、今後どのように考えておられ

るか、併せてご答弁をお願いいたします。 

 次に、５の（２）のイ、一般廃棄物処理

基本計画についてですが、さらに循環型社

会の構築とごみゼロのまちづくりを目指し、

基本計画策定に向け取り組まれるとご答弁

いただきましたが、取組みの中身について

お聞かせください。 

 次に、５の（２）のウ、エコアクション

２１の認証取得の促進についてですが、今

後の普及啓発について具体的にご答弁をい

ただきましたが、今日まで中小企業者につ

いて取り組まれた中身と認証取得助成事業
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についてお聞かせください。 

 次に、５の（２）のエ、せっつエコポイ

ントについてですが、環境家計簿に取り組

んでいただいた方にポイントを提供してい

ただきますが、エコポイント制度の導入に

ついての背景と具体的な内容について同じ

趣旨の答弁がありましたらお聞かせいただ

きたいと思います。 

 次に、５の（３）の連続立体交差の件で

すが、さらに細かいことについてお尋ねを

します。 

 ア、明年で調査事業が終わりますが、明

年度は鉄道及び側道の設計や周辺のまちづ

くりなど、都市計画の総合的検討を行うと

ありますが、検討の結果をいつごろ公表さ

れるのか、イ、調査事業の進捗状況につい

てどうか、また、事業採択までの概略のス

ケジュールについて、それぞれお聞かせく

ださい。 

 次に、５の（４）地域の実情に即したバ

ス路線網の検討についてですが、市民の方

からの声で多いのは料金の公平性の問題、

駅前までの接点の問題、また停留所の明確

化など、基本的な問題点が改善されていな

いと認識いたします。市域全体での見直し

をして、市民の方が公平に便利に利用でき

るよう十分に検討していただきますよう要

望としておきます。 

 次に、６の（１）地域コミュニティセン

ターの構想についてですが、公明党は以前

から子どもをテーマにした児童センターや

子育て支援センターのような機能を併せ持

つ、子どもも大人も安心できる場所にと要

望しています。場所も、市民の方々の利用

等を考えれば、現在の鯵生野の市営住宅の

跡地がよいのではないかと考えるものです。

市のお考えをお聞かせください。 

 次に、６の（２）電子自治体の推進につ

いてですが、市民サービス向上の観点から、

さらに住民基本台帳カードの推進をお願い

したいと思います。また、全国ではさまざ

まな電子自治体の取組みがされております

が、例えばコンビニを活用し、住民基本台

帳カードで住民票の写しなどを発行できる

サービスがありますが、本市におきまして

も検討されてはいかがでしょうか。また、

以前にも質問しましたが、この住民基本台

帳カードのネットワークシステムを利用し

て、地域ポイントの活用など、さまざまな

用途に活用されている自治体がありますが、

この多目的利用について本市の今後の方向

性や考えについてお聞かせください。 

 次に、６の（３）第４次摂津市総合計画

についてですが、当計画の策定に当たり、

これまでのまちづくり市民会議提言書と各

種団体の意向調査の結果についての評価と

反映についてお聞かせください。 

 次に、７、第４次行財政改革実施計画に

ついてですが、改革の理念として５本の柱

の中にもある項目についてお尋ねします。 

 １点目に、職員６６０人体制とされてい

ますが、市民サービス向上を図るための人

材育成と人事制度の考え方、２点目に組織

機構改革の考え方、３点目に事務事業の直

営と民営化、民間委託の考え方、４点目に

施設統合と市民サービス維持・向上の関係

について、５点目に市民活動における市民

と行政の協働、６点目に歳入改革を含めて

の健全で安定した財政基盤の確立の考え方

について、それぞれお聞かせください。 

 次に、８、中期財政見通しについてです

が、歳入面では税収が平成２３年度に回復

するとされていますが、厳しい経済情勢が

続くと見られていますし、歳出面ではクリ

ーンセンター移設など、計上されていない

事業も多くあります。これまで、非常に苦
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しい財政状況の中で基金があればこそもち

こたえたとも言えると思います。その意味

で、基金残高の減少は将来に対して不安を

残し、今後の施策展開を制約することも考

えられますので、しっかりした見通し、意

識を常に持った財政運営に取り組まれるよ

う要望します。 

 以上で、２回目を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。 

 市長公室長。 

○羽原市長公室長 まず、コミュニティプラ

ザにおける新たな市民交流拠点での市民と

行政の協働ということをどういうふうに考

えておるのかというご質問でございます。 

 市民活動の主役というのは、行政ではな

くてあくまで市民もしくは市民で構成され

る団体であるということがやはり押さえる

べき問題と思いますし、行政としてはそれ

にどのようにサポートをし、支援をしてい

くかということをきちっと整理をし、打ち

出していく必要があると考えております。

市民活動支援に対する具体的な方向性につ

きましては、現在、市内の各団体等に対し

まして、市民活動支援アンケート調査を実

施いたしており、現在の活動状況や課題を

お伺いしながら、今後、具体的にどのよう

な内容への支援を求められているのかを取

りまとめ、予定をしております市民活動支

援基本構想策定に際しましては、直接ヒア

リングをしたり、また市民参加の協議会設

立時にはご参加をいただきながら、より現

実的な支援策を構築してまいりたいと考え

ておるところでございます。 

 コミュニティプラザの名称でございます

が、正式の施設名は、条例を上程させてい

ただいておりますように、摂津市立コミュ

ニティプラザとしておりますが、施設の愛

称につきましても今後、公募することで市

民の方々に親しまれる施設として運営をし

てまいりたいというふうに考えております。 

 本施設のコンベンションホールのこけら

落としにつきましては、開館式典以外に市

民参加型のオープンセレモニーの開催も検

討いたしてまいりたいと考えておりまして、

今回、新たにステージに舞台機構も設けて

おり、市民主体のこけら落としも企画して

まいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、コミュニティプラザ内に移

転をします男女共同参画センターの具体的

な運営体制についてご答弁を申し上げます。 

 まず、男女共同参画センターは単独の施

設として広く一般市民の利用に供しており

ます貸し会議室、これにつきましては移転

後のセンターには用意をされておりません。

コミュニティプラザ自身が旧総合福祉会館

の機能を引き継ぐものであり、広く市民の

方にご利用いただく貸し室は、コミュニテ

ィプラザをご利用いただく予定でございま

す。なお、男女共同参画センターとしては

交流室１室を専用スペースとして確保して

おりますが、この交流室については一般的

な貸し室とは区別をし、センターとともに

男女共同参画社会の実現を目指し活動いた

だく市民団体の育成支援のために活用して

いきたいと考えております。 

 次に、男女共同参画センターの業務時間

等でございますが、駅前という立地を生か

し、これまで開業しておりませんでした日

曜日を開業するとともに、毎週火曜日を午

後９時まで開業いたすという予定でござい

ます。これに併せまして、夜間講座、日曜

イベントの開催、また、相談事業において

は法律・面接相談に夜間の相談枠を設ける

など、市民の皆様の利便性を高めるような

内容の充実を図ってまいります。 

 さらに、喫緊の課題となっておりますＤ
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Ｖ相談につきましては市の相談窓口として

ホットラインを開設し、男女共同参画セン

ターに配置の専門相談員と関係各課、大阪

府などの関係機関との連携強化を図り、速

やかな支援につなぐとともに、各種相談事

業との効率的な運営を目指してまいりたい

と考えております。 

 次に、地域コミュニティ施設の構想づく

りでございますが、地域コミュニティ施設

の構想の中に子どもをテーマに検討すべき

ということについては、やはり子どもが安

心して集える空間づくり、これも重要な要

素であると考えております。例えば、高齢

の方と子どもが気楽に交流することのでき

る施設利用ということも考えられるわけで

ございまして、施設機能を検討する際に、

地域のご要望も伺いながら、子どもという

ことも一つのテーマとして考えていきたい

と思っております。 

 施設の立地にかかわる用地の選定でござ

いますが、現在、本市が所有する公共用地

を活用しての検討を、庁内の検討会議にお

きまして進めておりますが、先にもご答弁

を申し上げましたように、敷地規模は最低

でも１，０００平方メートル以上は必要と

考えております。また、交通の利便性や周

辺環境等を幅広く勘案して選定をする必要

があると思っておりますが、できるだけ早

い時期での選定を終え、新たな地域コミュ

ニティ施設として市民の方々のご意見を伺

いながら、施設機能を含む検証を進めてま

いりたいと考えております。 

 まちづくり市民会議の提言書等、各種団

体の意見がどういうふうに総合計画の中に

反映するのかというご質問に対してご答弁

を申し上げます。 

 まず、まちづくり市民会議につきまして

は、計画策定への市民参画の推進、さまざ

まなお考えを持った市民の皆様のご意見・

ご提言をお伺いするため、市内バスツアー

を含めまして合計１１回の会議において活

発なご議論をいただいたところでございま

して、そこから伝わってまいりますのは、

市民の方々の摂津のまちを思う熱意でござ

いました。 

 その中身につきましては、市民生活を起

点に置いたきめ細やかなものや大胆な発想

もあり、計画策定に当たっての貴重なご意

見として多くの提言を計画素案に盛り込め

たものと考えております。また、具体的な

事業に係る提言につきましては、施策の展

開の中にできるだけ盛り込む方向で調整を

しているところでございます。各種団体の

意向調査といたしましては、中学校２年生

へのアンケート、自治会へのアンケート、

老人大学及び女性大学受講生へのアンケー

ト、市内事業所へのアンケートを実施いた

してまいりました。これらの意向調査の結

果につきましては、それぞれ対象となる施

策の現状と課題を考えていく上での参考資

料として活用してまいりたいと考えてござ

います。 

 最後に、行財政改革に係る六つの点のご

質問でございます。 

 まず、１点目の人材育成と人事制度の考

え方でございますが、平成１８年３月に策

定いたしました人材育成基本方針に掲げる

職員、それを一つの職員像として育成する

ために、職場・研修・人事制度を人材育成

の３本柱としてとらえ、これらが相乗効果

を上げることが重要であると考えておりま

す。具体的な方法につきましては、人材育

成実施計画としてまとめてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 ２点目の組織機構改革の考え方でござい

ますが、まず組織をスリム化し、ライン、
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スタッフ職の職務、職責等の明確化を行う

こと。次に、スリム化によって課長の守備

範囲が拡大することから、権限と責任を可

能な限り係長に移譲すること。さらに、同

内容のサービス部門を統合し、ワンストッ

プサービスを実現することを考えておりま

す。３点目の事務事業の直営と民営化、民

間委託の考え方でございますが、まず、事

務事業をゼロベースで見直しをし、民間に

任すほうが経費、サービス面ともに効率的、

効果的であると判断できるものについては

委託をしていきたいと考えております。な

お、委託化によりましてサービス低下を招

いていないかどうか、これは定期的な点検

評価を行ってまいりたいと思っております。 

 ４点目の施設統合と市民サービスの維

持・向上の関係でございますが、各施設の

老朽化の度合い、利用の状況、代替施設が

新築、増改築等の予定があるかないかなど

を総合的に勘案し、市民サービスが低下し

ないように統合も含めた施設の見直しを図

ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 ５点目の市民活動における市民と行政と

の協働でございますが、行政の守備範囲が

今後も広がっていく中で、行政主導でサー

ビスを継続するには限度があります。新た

な公共を担うパートナーと、それを育成す

るため市民活動支援を推進をしてまいりた

いというふうに考えてございます。 

 最後に、６点目の歳入改革を中心とした

健全で安定した財政基盤の確立の考え方で

ございますが、財政運営の基本方針は、入

るをはかりて、出づるを制す、いわゆるプ

ライマリーバランスを図ることにございま

す。財政力、身の丈に応じた行政サービス

を今後きちんと展開していくということが

重要と考えております。また、歳入の根幹

であります税等の徴収率の向上を目指し、

債権管理についても強化をしてまいりたい

と考えてございます。 

 以上です。 

○上村高義議長 都市整備部長。 

○中谷都市整備部長 それでは、質問番号１

の（１）踏切の遮断時間が延びる件につい

て、検証と対策をどのようにするのかとの

ご質問でございますが、南千里丘のまちづ

くり事業に伴い阪急摂津市駅が設置されま

すので、現在の踏切の遮断時間が延びるこ

とは承知いたしております。南千里丘のま

ちづくり事業を進める中で、交通量調査を

行い、ＪＲ千里丘ガードの開通後、一度交

通量調査を行っております。１４日には、

阪急摂津市駅が開業されますので、その前

後の交通量調査を実施し、どのような変化

があるのか検証してまいりたいと考えてお

ります。その調査の結果を踏まえ、今後の

対策を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、坪井踏切の安全対策について、歩

道のスロープの解消、電柱の移設と祠の移

設についてでございますが、坪井踏切の歩

行者の安全性については地元説明会でも踏

切の拡幅や北側の歩道のスロープを緩くし

てほしいと要望があり、昨年、踏切の拡幅

を行ってきたところであります。また、北

側の歩道のスロープについては道路管理者

との協議は完了し、改良を行う予定として

おりますが、現在、地元自治会より踏切手

前で歩行者のたまり場に隣接している祠を

移設してでもたまり場を広げてほしいとの

要望があり、阪急電鉄や地元自治会と調整

を行っているところであります。電柱の移

設につきましては関西電力と協議を行って

おりますが、電柱から線路を挟んで反対側

の電柱へ軌道の下を地下ケーブルが埋設さ
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れており、移設するには技術的に非常に困

難と聞いております。市としては、祠の移

設が可能になれば歩道幅が拡幅され、歩行

者の動線にはあまり影響はないものと考え

ており、祠の移設協議を進めてまいりたい

と考えております。 

 次に、丑川水路の改修でガードの高さが

低いので掘り下げるべきではないか、なぜ

できないのかとのご質問ですが、境川に沿

って流れている丑川水路は円形管を埋設し、

暗渠化して歩道や緑地帯として改修を行う

ものでありますが、阪急電鉄の軌道とも交

差しているところは、幅１．８メートル、

高さ１．８メートルの歩道と、横に丑川水

路が流れているガードとなっておりました。

このガード部分につきましては水路部を流

れる水の量から側溝タイプでグレーチング

のふたをかけ、歩道としてガード幅３メー

トルに拡幅するものであります。高さにつ

いては、上部は鉄道のレールがあり改良で

きず、また下部は境川の上流部にかかる橋

との高低差が大きく、バリアフリーの特例

値を超えており、下げることにより一層勾

配が急になり、特例値をさらに超えてしま

うので、困難と考えております。また、丑

川水路の水量や水位関係でも下げることが

できず、現況の高さ１．８メートルで改修

するものであります。 

 次に、平成２２年度でほぼ完了を迎える

が、全体の資金計画と今後の計画、保留地

の処分など、総合的な資金計画は計画当初

と比べてどうかとのご質問でありますが、

南千里丘のまちづくり事業の事業費であり

ますが、境川の整備、旧福祉会館等の取り

壊しなど、事業の全体像が見えた時点での

総事業費は４３億９，９００万円でありま

した。現在、文化ホール前の整備など一部

の事業を残し、南千里丘まちづくり事業の

ほぼ完成を迎え、全体事業費の見通しが出

ております。区画整理事業の保留地につき

ましても、当初の計画どおり売却でき、区

画整理事業も予定どおり進めております。

駅舎工事につきましては、地元からのさま

ざまな要望がありますので、これから阪急

電鉄において工事の精算をされ、市のほう

へ報告がなされてくると考えております。

駅舎工事については入札により差金が生じ

ているとの報告を受けておりますが、地元

要望で駅舎の騒音・緑化対策など、費用が

必要になったと伺っていますが、協定額の

範囲内でおさまるものと考えております。

駅舎周辺事業はそれらを含め、概算ではあ

りますが約２億３，０００万円の減額とな

るものと考えております。 

 次に、質問番号１の（３）現在の西地区

準備組合の状況についてでありますが、や

はり近年の社会情勢の悪化に伴いまして、

再開発事業に関します不安を持たれている

状況にありますことから、現在は、実際に

再開発事業を手がけた事業者を講師に招き、

千里丘の立地条件や小規模な再開発事業に

ついての現状などについての勉強会を始め

られております。今後も引き続き、状況を

把握するため勉強会は続けられると聞いて

おります。本市といたしましては、これら

の勉強会が今後、成果として実を結ぶこと

を期待いたしております。 

 次に、再開発事業に対する判断の時期に

ついてでありますが、駅前の整備について

は道路等の基盤整備だけでなく、土地利用

も含めたまちづくりが必要であると考えて

おり、再開発事業に対する思いを持ってお

られる西地区準備組合とともに歩んでまい

りたいと考えております。引き続き、西地

区準備組合の意向を尊重し、今後の方向性

を探ってまいりたいと考えておりますので、



 

 

3－４０

今のところ、判断の時期についての期限は

設けておりません。 

 次に、質問番号１の（４）吹田貨物駅の

遅延に伴います、吹田操車場跡地のまちづ

くりのスケジュールにつきましては、鉄道

機構がまちづくりへの影響を最小限とする

ため新たな線路切替えを追加いたしました

ことから、当初の予定どおり平成２３年の

春には、一部を除きまして工事着手が可能

となり、区画整理事業全体といたしまして

平成２７年度末の完成を予定いたしており

ます。公園整備につきましても、予定どお

り平成２３年度から平成２６年度の整備を

予定いたしております。しかし、岸辺駅橋

上駅舎と南北自由通路につきましては、当

初、吹田貨物駅の開業に合わせ平成２３年

度春からの供用開始を予定されておりまし

たが、平成２４年春からの供用開始となり、

橋上駅舎の完成は既存施設の撤去などもあ

り、平成２５年秋ごろになると聞いており

ます。 

 続きまして、正雀下水処理場跡地のまち

づくりについてでありますが、吹田操車場

跡地まちづくり基本計画では、正雀下水処

理場など施設が撤去された場合、跡地利用

の方向性を示したものであり、整備の方向

性といたしましては隣接します吹田操車場

跡地の都市型居住ゾーンとお互いに連携・

補完し合う街区を形成してまいりたいと考

えております。しかし、正雀下水処理場は

まだ機能しておりますことから、跡地利用

につきましては機能停止や施設の撤去の状

況を踏まえ、吹田操車場跡地のまちづくり

とは段階的に進めていく必要があると考え

ております。 

 次に、正雀下水処理場等のまちづくりガ

イドラインや都市計画の変更についての位

置付けについてでございますが、まちづく

りガイドラインは計画的に魅力あるまちづ

くりを進めるため、導入機能や景観形成、

環境への配慮などについて定めるものでご

ざいます。正雀下水処理場の施設につきま

しては、現在、稼働中の施設でありますこ

とから、まちづくりガイドラインや都市計

画の変更への位置付けについて、今後、検

討してまいりたいと考えております。 

 次に、山田川河川敷の管理用通路のまち

づくりとの一体的整備についてでございま

すが、この件につきましては既に河川管理

者である茨木土木事務所に対し申し入れを

行っているところでございます。本市とい

たしましても、吹田操車場跡地のまちづく

りに併せて整備をしていただきたいと考え

ており、隣接する土地利用とも併せ、今後、

茨木土木事務所と協議してまいりたいと考

えております。 

 次に、質問番号５の（１）市営住宅の建

替えに伴う概要につきましては、高齢化社

会に向け全戸バリアフリー仕様としており、

ソーラー発電による屋内照明や雨水を利用

した貯蔵タンクの設置、外周部の断熱化、

高木による緑化や壁面緑化、緑化フックの

取りつけなどとともにＣＯ２の排出量がで

きるだけ少ない資材等の採用や環境負荷の

少ない工法を採用し、環境に配慮した設計

となっております。入居者や市民の皆様の

ご理解を賜りながら、平成２３年度末には

完成させたいと考えております。なお、鳥

飼野々、鯵生野市営住宅跡地につきまして

は、現在、建設する市営住宅の建設費の補

てん等のため、鳥飼野々団地の中で集会所

及びちびっこ広場に利用されている部分に

対して、一定の配慮をした上で、原則売却

する方針でございます。 

 続きまして、質問番号５の（３）阪急京

都線の連続立体交差に関する質問につきま



 

 

3－４１

してご答弁いたします。 

 連続立体交差の調査につきましては、大

阪府が国から調査採択を受け、平成２０年

度から平成２３年度までの３年間で事業効

果などを検証するための調査を行っており

ます。調査検討に当たっては、大阪府、阪

急電鉄、摂津市の３者で連続立体交差調査

検討会議を設立し、協議調整を行っており

ます。これまで、沿線の現況調査をはじめ、

鉄道の高架区間や線形、側道の検討を行い、

来年度には一定の取りまとめを行う予定と

なっておりますので、調査の結果につきま

しては、来年度の駅前等再開発特別委員の

皆様にご報告をさせていただくよう考えて

おります。 

 また、今後のスケジュールにつきまして

も、来年度の調査の結果を大阪府から国に

報告すると伺っており、国からさらに詳細

な調査の実施が認められれば、平成２３年

度以降に次のステップに進むことができる

と考えております。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

○福永保健福祉部理事 質問番号１の（２）

コミュニティプラザ複合施設内に移転いた

します保健センター事業についてご答弁申

し上げます。 

 新しい保健センターがこれまで以上に市

民の健康づくりに貢献できる施設としてい

くためには、健診事業はもとより、少子・

高齢化社会に対応した事業の取組みの充実

強化に努める必要があると認識いたしてお

ります。市民一人ひとりが生活の質を高め

ながら、健康寿命を延ばし、実り豊かな生

活を目指すことができるよう、健康せっつ

２１で取り組んでまいりました健康づくり

運動をより一層推進してまいります。 

 さらに新たな取組みといたしまして、平

成１８年度の医療制度改革により、医療で

のリハビリ日数に制限がかかり、退院直後

のリハビリに対する要望に医療リハビリが

応えきれない状況や、医療から介護への連

続するシステムが機能していない状況が生

まれてきております。こうした状況を踏ま

えまして、脳卒中などの脳血管疾患等で起

こる運動機能のリハビリテーションのみな

らず、日常生活での機能回復を集中して効

果的に行うために、高齢者や虚弱者向けの

リハビリ機器の導入をさせていただき、機

能訓練事業の充実強化に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 同時に、これらの機器は要支援、要介護

と判断された方たちへの介護保険事業での

活用も予定しており、通所介護事業の充実

も図ることとなります。また、コミュニテ

ィプラザ内の関係部署との連携も図ってま

いりたいと考えております。 

 続きまして、２の（４）がん検診につい

てご答弁申し上げます。 

 現在、市では健康増進法に基づき、胃が

ん、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん

の五つのがん検診を実施しております。こ

れまでもがん検診の受診率向上を図るため

に特定健診と同日受診できるセット健診の

実施や、検診日を土曜日に設定するなど工

夫を重ねてまいりました。加えて平成２１

年度には、子宮がん検診につきまして２０

歳から４０歳まで、乳がん検診につきまし

ては４０歳から６０歳まで５歳ごとの対象

年齢にある方に、検診手帳及び検診費用が

無料となるがん検診無料クーポン券の交付

を実施いたしております。また、子宮がん

検診につきましては、平成２１年度から吹

田市と茨木市両市の医師会のご協力により

合わせて２７医院との個別検診の委託が可

能となったことも効を奏し、受診数は平成

２０年度の１，６０３人から平成２１年度
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３月末までで約２，３７０人と、７７０人

の増加を見込んでおります。しかしながら、

乳がん検診におきましては検診方法に指定

されておりますマンモグラフィーを実施す

る検診機関が限定され、現在は大阪がん予

防検診センターのほか、民間検診機関の検

診車の派遣を依頼している状況で、平成２

０年度受診数は１，３４８人、平成２１年

度は１，３８０人とわずかの伸びを見込ん

でいる状況でございます。 

 平成２２年度も継続して子宮頚がん、乳

がん検診の検診手帳、無料クーポン券の交

付を継続しながら、すべてのがん検診の受

診率向上に努めたいと考えております。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 質問番号１の（４）

吹田操車場の跡地活用についてにかかわり

ます、クリーンセンター移設問題について

ご答弁申し上げます。 

 大阪府の流域下水処理場内にし尿等の前

処理施設を設ける案は、近隣自治体での処

理案とともに優先案として位置付け、大阪

府と精力的に協議を行っているところでご

ざいます。その進捗状況でございますが、

大阪府は正雀下水処理場が建設された経過、

それと本市住民に多大の影響を与えてきた

という事実については理解を示しつつも、

流域下水処理場にし尿や浄化槽汚泥の収集

車が出入りすることにつきましては、施設

建設に当たっての地元説明と異なり約束違

反となること、さらに、流域下水処理場に

おけますし尿等の処理は本来、市の公共下

水道を介して流入させることが条件であり、

府内の自治体にも同様の指導をしていると

され、難色を示されております。 

 このような状況ではございますが、大阪

府には正雀下水処理場を建設した原因者と

しての責任があると考えております。この

ため、引き続き協議を行い、強く協力を求

めていく所存でございます。 

○上村高義議長 保健福祉部長。 

○佐藤保健福祉部長 それでは、２の（２）

（仮称）障害者総合支援センターにつきま

してご答弁を申し上げます。 

 コミュニティプラザ完成後、現在の男女

共同参画センター１階に設ける障害者総合

支援センターにつきましては、摂津市社会

福祉事業団に場所を貸与する方法で管理運

営を考えております。本市での相談支援に

つきましては、ふれあいの里で事業団が運

営する知的障害者を対象とした「ウイン

グ」、正雀本町で光摂会が運営する、身体

障害者を対象とした「はぁねす」、三島３

丁目であけぼの福祉会が運営する、精神障

害者を対象とした「あしすと」、とそれぞ

れ別々に業務を行っております。 

 このような現状を改善し、三障害に対応

できる総合相談支援事業所を開設し、一体

的な相談支援体制の構築を図ることを目的

に、ふれあいの里にある相談支援事業所や

就業・生活支援センターを障害者総合支援

センターに移設をいたします。その上で、

はぁねす、あしすとが週に１回程度出張相

談することで、障害のある方々が障害の区

別なく相談できることが可能となります。 

 また、相談支援事業者は、障害程度区分

の認定調査の委託を受けていることから、

相談から福祉サービスへのスムーズな連携

が可能になるのではないかと期待をいたし

ております。さらに、（仮称）教育センタ

ーや家庭児童相談室との連携が容易となり、

障害児の見守りサービスである日中一時支

援事業を併せて行うことで、児童やその保

護者の不安をやわらげる機会を持てるので

はないかと考えております。 

 このほか、障害者自立支援法の新体系以
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降後の支援として、障害福祉事業所への場

所の貸与や市内授産製品の店の開設を予定

をいたしております。これらのサービスを

一体的に行い、さらに充実した展開を図り、

障害のある方が安心して地域で暮らせるよ

うに支援をしてまいります。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

○馬場教育総務部長 質問番号３の（１）

（仮称）べふこども園開設について、保育

所と幼稚園を一体運営することによるメリ

ット、サービスの拡充の考え方でございま

すが、まず運営面といたしましては、保育

所機能としてこれまで課題がありましたゼ

ロ歳児保育を新たに実施いたす予定でござ

います。幼稚園機能につきましては、新た

に給食室を設けることから、給食の提供と

ともに、その生きた食材を通した食育の推

進が可能となります。また、看護師が常駐

することになりますので、この点につきま

しては、保育所と幼稚園双方にとって大き

なメリットがあると考えます。 

 次に、園児にとっては一体的運営をする

ことにより集団の規模が大きくなるととも

に、幼稚園児には３歳以下の子どもたちと

のふれあいが可能になることで、これまで

以上に、社会性、いい意味での競争心や他

者、弱者への思いやりの心の育成などが期

待できます。さらに、地域の幼稚園就園前

の子どもと保護者の方を対象に、子育て支

援のためのひろば事業の実施も予定いたし

ております。このほかにも、別府小学校に

隣接しているというメリットを最大限に生

かしまして、小学校との連携についても具

体的な方策を検討し、実施してまいりたい

と考えております。 

 また、保護者の利便性を図るために、保

育所、幼稚園の窓口を一体化する組織機構

を検討してまいる予定でございます。 

 次に、質問番号３の（３）摂津小学校の

学校給食ドライ化調理施設の建設に伴う施

設の再利用及び学校の要望等の協議につい

てでございます。 

 まず、味舌体育館の跡地利用の考え方で

ございますが、本来学校の体育館であった

ことも踏まえ、学校側とも十分協議をいた

しております。摂津小学校には現在、多目

的に利用可能なスペースがなく余裕教室も

ないことから、給食場の新設後は、今あり

ます旧の給食場につきましては多目的なス

ペースとして再利用が可能かどうかの検討

をしてまいりたいと考えております。 

 さらに、味舌体育館の跡地の敷地面積を

踏まえ有効利用の観点から、給食場の新設

とともに建設可能な学校の施設の設置につ

いても、学校と協議の上検討してまいりた

いと考えております。 

○上村高義議長 教育総務部理事。 

○市橋教育総務部理事 情報流出防止につい

てご答弁申し上げます。 

 最近、新聞報道等で個人情報の漏えいに

ついての事件が大きく取り上げられ、企業

のみならず自治体においても情報セキュリ

ティ対策が急務になっております。摂津市

の学校においても、摂津市学校園セキュリ

ティポリシーを策定し、個人情報の保護、

取り扱いに慎重な対応を行っているところ

でございます。例えば、個人情報を含む校

務に関する文書等のデータの取り扱いにつ

いては外部のネットワークに接続されたパ

ソコンでは、幼児・児童・生徒の個人情報

を含む作業は行わない。重要な個人情報を

含むデータはパソコン本体に保存せず、磁

気ファイル等に保存する。重要な個人情報

を含む磁気ファイル等は保管場所を決めて

厳重に保管する等々を規定し、個人情報の

保護に努めているところでございます。教
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員用パソコン導入に当たり、教員への研修

や学校訪問指導等を実施し、さらに事例等

の情報提供などを発信し、教員の情報セキ

ュリティの意識を高め、情報流出防止に万

全を期してまいります。 

 続きまして、いじめの推移とソーシャル

ワーカー等についてご答弁申し上げます。 

 いじめの認知件数につきましては、平成

１９年度が小・中学校合わせて４２件、平

成２０年度が２２件と大幅に減少いたしま

した。今年度は１月末現在で１２件と減少

傾向が続いております。認知件数の減少は

喜ばしいことではありますが、認知事象は

その課題が深刻化しており、学校はいじめ

発見のアンテナを常に高くし、組織的な取

組みにより未然防止、早期対応に努める必

要がございます。来年度から配置いたしま

すスクールソーシャルワーカーは、生徒の

さまざまな課題についてその生活環境を見

立てながら、子どものパートナーとして解

決策をさぐってまいりますので、いじめ防

止についての活躍を期待しているところで

ございます。 

 さて、スクールカウンセラーは既に小・

中学校に配置しております。課題のある児

童・生徒の個々のケースについて、その解

決に向け教職員への助言や支援を行う部分

はスクールソーシャルワーカーと同じです。

スクールカウンセラーは臨床心理士として

個人の内面から課題に迫りますが、スクー

ルソーシャルワーカーは主に社会福祉士の

資格を有し、福祉的な観点から課題を取り

巻く環境整備のコーディネーターをすると

いう違いがございます。 

 また、家庭教育相談員は特に資格は設け

ておらず、週３日勤務し、不登校などの課

題のある児童やその保護者と深くかかわり

ます。来年度は、家庭教育相談員は５名の

体制ですべて小学校に配置する予定でござ

います。さらに、教育研究所から派遣され

る学生ボランティアであるさわやかフレン

ドを含め、それぞれ役割は違いますが、す

べての人材が不登校等課題のある児童・生

徒及び保護者を支援し、一方で、学校教職

員を勇気づける存在であります。教育委員

会といたしましては、それぞれ孤立するこ

となく効果的に連携できるよう尽力し、

小・中学校が一つになって子どもが安心で

きる居場所づくりに努めてまいります。 

 続きまして、（仮称）教育センターと教

育委員会との関係等についてご答弁申し上

げます。 

 社会情勢の変化に伴い、複雑化したさま

ざまな教育課題に適切に対応することが今

日、求められており、学校教育の果たす役

割と責任はますます大きくなっております。

学校においては組織力の向上とともに、学

校全体として子どもを支援する学校力を高

めていく必要があり、そのため、学校以外

の機関との連携が不可欠であると考えてお

ります。（仮称）教育センターが学校支援

のための連携機関として学校にスクールカ

ウンセラーを派遣し、児童・生徒・保護

者・教職員にカウンセリングを実施し、き

め細やかな心の支援を行ってまいります。

さらに、適応指導教室パルを開設し、不登

校児童・生徒に対応し、学校復帰への支援

を学校と協働して行ってまいります。また、

教育委員会と（仮称）教育センターの連携

のもと、授業改善のための教科研修をはじ

め、初任者研修、ＩＣＴ研修等を実施し、

指導力のある教職員の育成とともに、教職

員の資質向上を図ってまいります。（仮

称）教育センターが摂津市の教育を支える

人材育成の拠点となるものと考えておりま

す。 
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 このように、教育委員会、教育センター、

学校がより一層緊密な連携をとることによ

り、児童・生徒・保護者・教職員、そして

市民の皆様への支援の充実を図ってまいり

たいと考えております。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 質問番号４の（１）の

２のプレミアム付き商品券の詳細、就労支

援施策と地域人材育成事業の取組みの内容

についてご答弁申し上げます。 

 昨年１２月に発売いたしました商品券は、

発売初日の少雨にもかかわらず、事故やト

ラブルもなく完売となり、各商店街への購

買誘導施策の支援対策として取り組みまし

た商店街の抽選会では５，８１９回の抽選

が行われ、盛況となりました。現在の換金

状況は、小規模店が３１％、中規模店が３

５％、大型店が３４％となっております。

２回目となりますプレミアム付き商品券の

詳細につきましてはこれから設計してまい

りますが、概要といたしましては１回目と

同様に１万セットの販売、商店街の抽選券

や環境グッズの応募券なども予定しており、

発売時期を１１月から１２月ごろとし、歳

末にかけて商業のにぎわいを図ってまいり

たいと考えております。 

 次に、就労支援施策と地域人材育成事業

の取組みの内容について、ご答弁申し上げ

ます。 

 秋の就職面接会は摂津市、高槻市、茨木

市、島本町による合同就職フェアを開催し

ております。この就職フェアは新規学卒者

以外の方を対象としており、２２名が採用

されました。次回は開催市となることから、

求職者がさまざまな職種を選択できるよう、

さらなる参加企業の開拓にまい進してまい

ります。また、障害者就職フェアにつきま

しては、１０名が採用されました。この就

職フェアにおきましては、職員みずから市

内事業所を訪問し、就職フェア参加事業所

の確保に努めております。また、新たに取

り組む地域人材育成事業につきましては、

地域の人材を確保するため、市内事業所に

おいて失業者を数か月雇用し、その間、そ

の事業所の業務遂行に必要な知識や技能を

社内外の研修によりスキルアップを図ると

ともに、公的資格を取得することで長期雇

用に結びつけるものでございます。 

 次に、質問番号５の（２）のイ、一般廃

棄物処理基本計画の基本的な取組みについ

て、ご答弁申し上げます。 

 前回作成されました一般廃棄物処理基本

計画が２３年３月に終わることから、廃棄

物処理法第６条第１項の規定に基づき、本

市のごみの減量や適正処理の基本方向、基

本施策を定めた新たな計画を策定するもの

で、計画策定にはアンケート調査を実施し、

識者及び市民代表等を含めた廃棄物減量等

推進審議会市民会議の開催も考えており、

よりよきものにしていく予定でございます。 

 次に、質問番号５の（２）のウ、エコア

クション２１の今までの取組みと認証取得

助成事業について、ご答弁申し上げます。 

 エコアクション２１とは、世界的に問題

となっている地球温暖化問題、環境問題、

二酸化炭素削減に向け、中小事業者等でも

事業系のごみの減量や環境問題の取組みを

進めることができる経営システムでござい

ます。本市では既に認証取得しております

が、市内事業所にも普及するため、認証取

得に向けて摂津市エコアクション２１自治

体イニシアチブプログラム、せっつスクー

ルを平成２１年度に開催しております。摂

津市エコアクション２１自治体イニシアチ

ブプログラムについては、エコアクション

２１地域事業局と摂津市商工会のご協力を
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得て、市内の中小事業者に参加をいただい

ており、エコアクション２１認証登録に向

けて、現在、取り組んでいただいておりま

す。しかし、この認証取得につきましては

審査費用と認証登録料が事業者の負担とな

っており、市内の中小企業にすればかなり

の負担となっております。このことから、

審査料と認証登録料の助成を実施するもの

で、これにより事業者の負担が減り、認証

取得しやすいものになると思われます。今

後も、市内事業者へ、認証取得事業者を増

やすため普及啓発を進めていくとともに、

摂津市全体での環境負荷の低減に向けた取

組みを進めてまいります。 

 次に、質問番号５の（２）のせっつエコ

ポイント制度の内容について、ご答弁申し

上げます。 

 この事業は、家庭で取り組む地球温暖化

防止活動等をポイント給付でサポートして

１０ポイントたまればプリペイドカードを

交換することで環境家計簿の参加を促す、

摂津版エコポイント事業でございます。家

庭部門やオフィスなどの事業その他部門に

おける温室効果ガス排出量は、１９９０年

度に比べますと増加傾向にあり、対策の強

化が求められております。温暖化を防止す

るためには国民一人ひとりの取組みが重要

でございます。本市では環境家計簿推進事

業に力点を置いて継続実施しており、今後

においても取組者が継続され、新規参加者

の拡大を図ることを目的として実施するも

のでございます。 

 ポイント付与は環境家計簿への参加家庭

を対象に、環境家計簿参加や家計簿記入の

説明会、交流会への参加などの家計簿関係

での付与をベースとしており、太陽光パネ

ルの設置、エコカー、冷蔵庫、テレビ、エ

アコンなどの省エネ家電の購入のほか、グ

リーンカーテンなどの環境に配慮した取組

みや廃食油のリサイクル、環境フェスティ

バルのボランティア活動に対し付与するも

のでございます。 

 ポイントは一世帯最大２０ポイントの付

与を上限に５００円のプリペイドカード２

枚を限度としており、多くの市民の地球に

優しいエコ活動に対しサポートを行ってま

いります。 

○上村高義議長 総務部長。 

○奥村総務部長 それでは、質問番号６の

（２）の電子自治体の推進に関しまして、

コンビニエンスストアでの住民票交付など、

住民基本台帳カードの多目的利用につきま

して、ご答弁申し上げます。 

 本年２月より、東京都渋谷区、三鷹市、

千葉県市川市の３自治体におきまして、地

区内のコンビニエンスストアにて住民基本

台帳カードを利用し住民票の写しと印鑑照

明が発行できるサービスを開始しておりま

す。このサービスは今後、全国的に拡大し

ていくものと思われます。本市におきまし

ても、夜間や休日でも証明書等の交付がで

きますことから、市民サービスの向上につ

ながり、また、住民基本台帳カードの普及

促進とコスト的な面からも大きなメリット

があると考え、今後は他の自治体の動向に

注意しながら、導入に関しまして継続的に

検討してまいります。 

 また、住民基本台帳カードにつきまして

は一部の自治体におきまして、地域通貨や

地域ポイントへの利用、図書館カードとし

ての利用など、多目的利用について先進的

に取り組んでいる例がございますが、普及

率の問題から各自治体におきましては有効

利用が進んでいないのが現状でございます。 

 本市におきましては、今後、カードの普

及率向上と利用促進という二つの観点から、
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関係部署及び近隣自治体と連携を図り、住

民基本台帳カードの有効利用による市民サ

ービスの向上を目指していきたいと考えて

おります。 

○上村高義議長 川端議員。 

○川端福江議員 それでは、３回目の要望と

質問をさせていただきます。 

 １の（１）南千里丘のまちづくりについ

てですが、先ほどの答弁で踏切遮断時間が

延びる影響については、駅開業前後の交通

量調査を実施されるとのことですが、遮断

時間の測定や朝の出勤時間帯の人と自転車

の動きなど十分に調査の上、混雑緩和策を

実施していただきますよう要望いたします。 

 また、坪井踏切は通学路になっています

ので、祠の移設、急なスロープの解消や一

部フェンスを隅切り状にして混雑を緩和す

ることなど、細やかな配慮を行っていただ

くことを要望いたします。また、資金計画

においては、残工事についても予定どおり

完了できるように努力するとともに、安全

対策や周辺の振動問題など、残された問題

点の解決、細かい部分に対する配慮をしっ

かり行うことで本当の成功をおさめること

ができると考えますので、本市の最大努力

を期待し、要望とします。 

 次に、１の（２）コミュニティプラザ関

連についてですが、新たな市民交流の拠点

については、市民と行政の協働について市

民団体が主役となって活発に活動できるよ

うに行政がサポートし、支援していくこと

を明確に打ち出すことが必要であるとの答

弁でした。そのことに異論はありませんが、

近い将来において行政が行うサポートや管

理運営についても市民団体に委託して直接

的な部分を最小限とする、市民団体連合体

による自主運営方式を目指していくべきで

あると提案し、要望とします。 

 また、市民の健康づくりの拠点について

は健康づくり運動のより一層の推進、機能

訓練事業の充実強化、通所介護事業の充実

など、さまざまな取組みが強化されていく

とのことでしたが、特定健診やがん検診の

検診率の向上など、健康施策全般にわたっ

たって強化充実を行い、摂津市民の健康度

合いが大きく向上するよう最大努力いただ

くことを期待し、要望とします。 

 次に、１の（３）ＪＲ千里丘駅西口の件

についてですが、西口再開発に向けては新

たな動きとして、講師を招いて勉強会が始

められているとのことですが、前向きと期

待したいと思います。また、今後は吹田操

車場跡地の区画整理が始まり、側道整備が

完成する平成２７年度までには方針を決め

なければならないと思います。本市として

はどこまでも実施に向けて努力いただくこ

とを重ねて要望いたします。 

 また、ＪＲ千里丘駅西口のエレベーター

の設置については、再開発と別に検討する

とのことですが、仮に後で再開発が実施を

されても整合性のとれるように考慮すると

ともに、平成２２年度で計画が確定できま

すようＪＲに強い態度で接し、年度途中で

も補正を組んで２２年に工事が実施できま

すように、最大努力をお願いいたします。 

 次に、１の（４）吹田操車場跡地の活用

についてでありますが、正雀処理場問題や

循環器病センター移転問題については、吹

田市が独断で進めていく可能性大のため、

情報収集に万全を尽くすとともに、正雀処

理場の跡地利用については、新たに決める

まちづくりガイドラインに含めて周辺と一

体的なまちになるようにするべきでありま

す。また、絶対に摂津市域に調整池を設け

させないように阻止してください。そして、

クリーンセンターの移転問題も敷地外に早
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期決着を図るように最大努力をお願いしま

す。さらに、今までに何度も質問している

山田川河川敷の未整備地区については、併

せて整備できるように大阪府に引き続き強

く要望していただきますようお願い申し上

げます。 

 次に、２の（１）男女共同参画社会につ

いてですが、移転後の運営体制については、

今、ご答弁をいただきましたが、状況を見

ながら平日の夜の開業も増やしていただき、

市民にとって使い勝手がよいようになるよ

うお願いをし、要望といたします。 

 次に、２の（２）（仮称）障害者総合支

援センターについてですが、障害者総合支

援センターの効果的な活用によって、障害

児・者が生き生きと暮らせるユニバーサル

社会の実現と支援事業のさらなる充実をお

願い申し上げ、要望といたします。 

 次に、２の（４）子宮頚がん検診及び乳

がん検診についてですが、本市におかれて

は以前より、市民のがん検診受診率の向上

に対し常に積極的に取り組んでこられまし

た。公明党はこれを高く評価いたします。

子宮頚がん検診及び乳がん検診につきまし

ては、少なくとも５年間の継続実施とマン

モグラフィー検診車の増設を私たちも国に

要請してまいりますが、本市におかれても、

大阪府に強く要請していただきたいと思い

ます。また、今後の取組みにおいても、予

防施策として子宮頚がんワクチン接種の公

費負担も視野に入れた検討をお願いし、要

望といたします。 

 次に、３の（１）（仮称）べふこども園

の開設についてでございますが、今後の取

組みといたしまして摂津市全体で幼保一体

運営、こども園の運営を進めていただきた

いと思います。また、市長からもご答弁い

ただきましたが、保護者や地域の方々のご

意見を聞き、多くの声が反映するよう進め

ていただき、どうかこのこども園の取組み

が摂津市における未来の子どもたちの生き

る力のはぐくみへ大きな一歩になるようお

願いし、要望とします。 

 次に、３の（２）のイ、教員用パソコン

の導入については、校務の効率化や創出さ

れた時間を教育活動に充てることができる

活用とともに、教員のセキュリティ意識を

高めて、絶対に情報流出はしないとの決意

で万全を期していただきますよう要望しま

す。 

 次に、３の（２）のウ、スクールソーシ

ャルワーカーの活用についてですが、平成

２２年度は全中学校への配置とのことです

が、いじめの防止や不登校対策など、関係

者と協議しながらさまざまな問題解決への

取組みをお願いし、要望とします。 

 次に、３の（２）のオ、（仮称）教育セ

ンターについてですが、教員の指導力向上

や学校と家庭の支援、不登校児童・生徒や

保護者への支援など、関係諸機関と緊密に

連携した取組みをお願いし、要望とします。 

 次に、３の（３）味舌体育館の閉館と摂

津小学校の学校給食ドライ化調理施設の建

設についてでございますが、味舌体育館の

跡地利用については、新たに建設される給

食調理場以外の敷地に、例えば児童や地域

の方も利用できる多目的ホールの建設をさ

れてはいかがでしょうか。摂津小学校は現

在でも児童数が６３５人で、摂津市の小学

校でも一番児童数の多い学校ですが、南千

里丘の開発に伴い、さらに児童が増えます。

どうか伸び伸びと児童が学校生活を送れる

よう、現場である学校側の意見、また地域

の方々のご意見を聞き、環境整備の充実を

お願いします。また、現在、味舌体育館を

利用しておられるさまざまな団体の方々の
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体育館閉館後の対応も併せて検討をお願い

し、要望としておきます。 

 次に、４の（１）プレミアム付き商品券

の発行についてですが、購入については原

則として１人１セットで、子どもから大人

までだれで買えるようにしてほしい、休日

の販売量を増やしてほしい等の市民の声も

ありました。特別金融支援策と併せての経

済活性化の相乗効果に期待し、よりよい発

売の実施がなされるよう要望といたします。 

 次に、４の（２）地域就労支援施策につ

いてですが、１人でも多くの就労希望者に

一日も早く安心の暮らしを確保できるよう、

近隣市や市内各事業所と連携を密にして、

企業への積極的アプローチと産業振興課で

の就労支援へのサポート体制の充実に尽力

され、さらに効果的な就労支援施策の実施

に全力で取り組まれるよう要望といたしま

す。 

 次に、５の（１）市営住宅の建替えと跡

地利用についてですが、環境に配慮した設

計であり、バリアフリーなど高齢者や障害

者の方に配慮した設計をされておられ、高

く評価をいたします。また、市営プールの

建設残地であります温水プールと残地の間

に残された敷地に関しましては、公明党が

以前から要望しておりました児童プールも

建設を視野に入れてご検討していただきま

すようお願いし、要望としておきます。 

 もう１点は、何度も質問等で要望してき

ました鯵生野団地跡地については、地域か

らの要望でもありますように、ぜひ別府公

民館の建設をお願いしたいと思います。ご

検討していただいていると認識しています

が、この点について市長にご答弁をいただ

きたいと思います。 

 次に、５の（２）のイ、一般廃棄物処理

基本計画についてですが、識者や多くの市

民の方に意見をいただきながら、さらなる

ごみゼロのまちづくり、循環型社会の構築

を目指し努力されるよう要望としておきま

す。 

 次に、５の（２）のウ、エコアクション

２１の認証取得の促進についてですが、こ

のエコアクション２１の取組みを通して事

業者と行政が一体となって、さらに循環型

社会の形成と環境に優しいまち摂津の構築

を目指されますよう、要望としておきます。 

 次に、５の（２）のエ、せっつエコポイ

ントについですが、この制度を通してさら

に多くの市民の方が温暖化対策、地球に優

しい取組みができるようバックアップをお

願いし、要望としておきます。 

 ここで市長にご答弁いただきたいのです

が、今後、環境問題に積極的に取り組むこ

とは本市においても本当に大事なことであ

ると認識しております。南千里丘のまちづ

くりにおきましても、環境に優しいまちづ

くりを実施していただいておりますし、新

年度以降も率先して行政が一体となって地

球温暖化対策に対して数々の取組みをして

いただいておりますが、機構改革、体制強

化の観点から、例えば地球温暖化対策課を

新たに設置されてはいかがでしょうか。お

聞かせください。 

 次に、５の（３）連続立体交差の件です

が、阪急摂津市駅開業と南千里丘まちづく

りの完成で連続立体交差に向けて大きく進

んだことになります。まだまだ長い道のり

でしょうが、実現目指して情熱を燃やし続

けていただきたいと思います。そして、一

日も早く事業採択できるよう最大の努力を

いただきますよう要望します。 

 次に、６の（１）地域コミュニティセン

ターの構想についてですが、安威川以南の

公共施設整備については重要な課題である
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と考えます。南千里丘まちづくりは着々と

整備されていく中で、さらに格差が開く状

況となっております。鳥飼地域にとっては、

今後、地域の状況等をかんがみながら、市

民の皆さんが自由に交流できる場として地

域コミュニティセンターの設置を切に要望

いたします。 

 次に、６の（２）電子自治体の推進につ

いてですが、市民サービスの向上や経費削

減の観点から、将来、この電子自治体の推

進が非常に大事な位置付けにあると考えま

す。今後、市役所に来なくても自宅や職場

からインターネットを利用して、申請やま

た施設の予約が簡単にできるよう利用促進

をお願いし、要望としておきます。 

 次に、６の（３）第４次摂津市総合計画

についてですが、当計画の策定においては

地域社会での人と人との連帯感やきずなを

大切にした協働型福祉社会や市民の方にわ

かりやすい新たなまちづくりの方向性と本

市の進むべき目標をしっかりと定めていた

だきたいことをお願いし、要望とします。 

 次に、７、第４次行財政改革実施計画に

ついてですが、財政健全化や団塊の世代退

職による知識、技術の継承など、市民サー

ビスに影響を来さないよう、また、ワンス

トップサービスを図るなど、市民から見て

わかりやすい組織機構改革へとお願いをし

たいと思います。さらには、市民サービス

を充実させるためには歳入面にもしっかり

と目を向けていかねばならないと思います

ので、全庁的な取組みをお願いし、要望と

します。 

 以上で、公明党の代表質問を終わります。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 川端議員の三度目の質問にお答

えいたします。別府公民館の建替えについ

てでございますけれども、ご存じのように

別府公民館は市内６館の公民館のうちで、

最も年次が古うございます。また、地域の

住民の方から建替えの要望もいただいてお

ります。市内の公共施設全般にわたりまし

て、すべてと言っていいんですが、老朽化

が進んでおりますが、今後、公共施設の再

配備を考える中で、一定の基準のもと優先

順位をつけ、その可能性を検討していきた

いと思っています。 

 それから、温暖化対策課のご提言でござ

いますけれども、環境に対する体制の強化、

これは大切な課題だと思っております。こ

の第４次行政改革で、６６０名にするとい

うことですので、ただ、人数は減りますけ

れども、なべてといいますか、なべてみん

な減らしてしまうのではなく、減る中でも

めり張りをつけるといいますか、しっかり

とめり張りをつけまして、どういった名前

の組織になってくるかわかりませんけれど

も、特に環境施策の充実、これにしっかり

目を向けていきたいと思っています。 

 以上です。 

○上村高義議長 以上で、川端議員の質問が

終わりました。 

 次に、野原議員。 

  （野原修議員 登壇） 

○野原修議員 それでは、摂津自由民主党議

員団を代表いたしまして質問します。 

 昨年８月３０日に公認２名が当選させて

いただき、１０月１日に自民党会派を４年

ぶりに結成することができました。我が党

は４年前に大勝して、政府与党が国民感覚

を施策に反映することができませんでした。

２１世紀の最大課題が少子・高齢化問題で

あるにもかかわらず、解決に具体施策を打

ち出せなかったのがその一例であります。

現政府与党は、政治と金、公約実行はかけ

声だけ、市民、国民に政治に対する不信を
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招き、期待を裏切り、信頼回復にまじめに

真剣に政策に取り組んでいただきたい。地

方に、一方的に財源負担や子ども施策にか

かわる事務負担が生じないよう国の責任で

適切な処置を行うべきである。先人たちが

築き上げてきた日本の伝統と文化を尊び、

これからを大切にする和ときずなの社会で

なければならないと考えます。自民党は本

当に生まれ変われるのか、国民の皆さんが

厳しい目線で我が党を見つめています。今

こそ、我が党は立党の原点に立ち返り、国

民政党としての役割を果たさなければなり

ません。我が摂津市においては、南千里丘、

吹田操車場跡地など、「しゅん」を外すこ

となく未来に続く夢あるまちづくりが行わ

れています。自分たちの地域は自分たちで

という熱き思い、行政と地域が一体となり

オール摂津で自助・共助・公助の精神が広

がりを感じます。地域の見守り、各種団体

の皆さんの協力で展開されています。昨年

１０月２３日は、商工会青年部の方々が２

年間の夜間パトロール活動をし、今回独自

で青色パトロールを購入し、防犯活動を行

っていただいて、それぞれの機運も上がっ

ているように感じます。また、人間基礎教

育の実践で多くの市民の方から、最近、役

所の対応がよくなったと聞きうれしく思い

ます。しかし、民間に比べれば当たり前の

ことがまだまだできていないと感じますが、

それぞれが自覚を持って仕事に取り組んで

いるのは５年間で変化を感じます。今後ま

すます市民の役に立つところ、市役所づく

りに努めていただきたい。 

 それでは、通告に従い質問します。 

 第４次行財政改革実施について、人材育

成の取組みについて、「やる気」・「元気」・

「本気」、「勇気」について。本年新たに、

「勇気」を加えられた理由についてお聞か

せください。 

 次に、市債権の滞納についてお聞きしま

す。 

 厳しい財政状況に対応するため、第４次

の行財政改革実施計画の中で歳入改革とい

う大項目があり、債権管理という項目を設

けられています。この中で、債権管理マニ

ュアルを作成し、コールセンターや支払督

促制度、少額訴訟制度などを積極的に活用

するなど、滞納の未然防止と債権回収の強

化など、全庁的な取組みを行うとなってお

ります。具体的な対策と市長としての思い

をお聞かせください。 

 次に、第４次総合計画についてお聞きし

ます。 

 地方公共団体における長期計画と財政計

画に関する調査研究委員会報告によります

と、計画行政において計画策定にのみ重点

が置かれていました。その実施や計画評価

を考えることが必要と報告されています。

また、住民参加が不十分とも報告されてい

ます。まさに、現総合計画は調査研究委員

会報告が出された時代に策定されたもので

あります。また、従前の基礎自治体の総合

計画では人口増加が当たり前であり、本市

の総合計画でも摂津市の将来人口を１０万

人としております。しかし、現実は年少人

口ゼロ歳から１４歳は激減し、生産年齢人

口１５歳から６４歳は減少し、そして老齢

人口６５歳以上は増加する中で、地方分権

が進められ、地域協働の活性化が求められ

る状況です。そのような状況の中で策定さ

れている新総合計画は市民参加が広く行わ

れているようですが、１５年前の総合計画

の策定過程と第４次総合計画の策定過程の

違いと、新総合計画の策定過程におけるポ

イントをお聞かせください。 

 南千里丘まちづくりについて、地区計画



 

 

3－５２

のゾーン名変更と（仮称）商業の活性化に

関する条例について。南千里丘まちづくり

事業は当初計画では、福祉、教育、文化、

医療、健康をコンセプトに、また、平成１

９年には地球温暖化対策モデル地区として

の覚書を締結され、環境に配慮されたまち

づくり事業を進められておりますが、今回

地区計画の変更でゾーン名を変更されよう

としております。今後も当初計画の基本方

針どおり、まちづくり事業を進められるの

か、改めてお聞かせください。 

 駅前たばこポイ捨て禁止地区指定につい

て。環境の保全及び創造に関する条例第６

９条の趣旨、及びその推進についてお聞か

せください。 

 放置自転車等の放置禁止について。南千

里丘まちづくりで、３月１４日に阪急摂津

市駅が開業しますが、駅周辺の放置自転車

対策についてお聞かせください。 

 保健センターと健康増進の取組みについ

て。南千里丘のコミュニティ複合施設プラ

ザへの保健センター移転に伴い、市民の健

康づくりの拠点としてのどのような施策を

展開されるのかお聞かせください。 

 ＪＲ千里丘駅周辺整備について。千里丘

駅西口構外エレベーター設置について、平

成２２年度に予算がついていますが、少し

でも早く事業を進めてもらいたいので、考

えをお聞かせください。 

 ＪＲ千里丘ガードをアートで楽しい明る

い通路として活用することについて。千里

丘ガードが昨年開通しましたが、歩道につ

いては高齢者、障害者が勾配が長く、きつ

く感じています。このガードの壁面に市長

が唱える人間基礎教育の言葉や壁画やある

いはアートで市民が楽しみやすい通路とし

て、また、新たな都市魅力として地域から

創造発信できないか、市長のお考えをお聞

かせください。 

 交通バリアフリーの取組みについて。千

里丘ガードが開通し、今春には阪急京都線

摂津市駅も開業される予定です。交通の流

れ、特に自転車、歩行者の流れは千里丘駅

から摂津市駅へ増加すると予想されます。

そこで、ＪＲ千里丘駅周辺の整備、特に交

通バリアフリーの取組みについて、現状を

お聞かせください。 

 公園施設、緑で快適な生活を生み出す取

組みについて。淀川河川公園整備について。

新幹線公園整備について。誕生植樹につい

て。緑の基本計画について。公園施設、緑

で快適な生活を生み出す取組みとして、本

市が目指す人間基礎教育の観点から、緑と

自然を愛する気持ちが思いやり、奉仕の気

持ちにつながるものと考えます。行政だけ

の取組みよりも、市民や企業を巻き込んだ

取組みをすることで、市内緑化に対し市民

目線及び企業目線で緑化を守る気持ちも養

えるのではないでしょうか。本市が取り組

む今後の緑に対する考え方、及び平成２２

年度市政運営基本方針での地域住民の住環

境や防災空間の確保の観点からの取組みに

ついてお聞かせください。 

 市内公共交通について。多くの議員から、

市内公共交通についての質問があり、市長

の懇談会設置の思いは聞かせていただきま

したが、千里丘６丁目、７丁目も吹田から

のバス路線が休止状態にあり、非常に不便

な状況であります。現在、吹田のすいすい

バスが本市の一部を運行されていますが、

千里丘駅東口ロータリーへの乗り入れを要

請することも一案ではないかと思いますが、

お考えをお聞かせください。 

 水道料金値下げについて。これは前日、

嶋野議員も質問されましたから、視点を変

えて質問させていただきます。 
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 給水収益が減少する中で、あえて水道料

金の値下げを決断されるに至った決め手は

何かお聞かせください。 

 ８番、生涯学習の取組みについて。９番、

図書の利用の一層の促進を図ることについ

て。 

 市内には、自分の趣味や目的に合わせた

生涯学習活動を実践している方が多くおら

れます。しかし、一方で、市が実施してい

る生涯学習講座やイベントにどう参加した

らいいのかわからない、取組みを知らない

といった方も多くおられます。市民が生き

がいを見出す手段の一つである生涯学習の

取り組み状況について、生涯学習活動の実

践場所として、また文化の香るまちとして

の図書館が果たす役割は大変重要であり、

図書館業務の一層の充実を図るためにも、

図書館閉館後に利用者が図書を市内各所で

返却できる専用ボックスを市内公共施設に

設置することはできないか、お聞きします。 

 以上、１回目を終わります。 

○上村高義議長 暫時休憩します。 

（午後２時４７分 休憩） 

                 

（午後３時１４分 再開） 

○上村高義議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 答弁を求めます。 

 市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 自民党を代表しての野原議員の

質問にお答えいたします。 

 第４次行財政改革の実施計画は、先ほど

来申し上げておりますように、五つの柱を

理念として掲げております。その中で特に

人材育成は大きなテーマであると認識をい

たしております。平成２１年度、２２年度

の２年間で職員全体の１５％に当たる１０

４名もの職員が退職いたします。このうち、

市政の中心を担ってきた管理職員が３０名

余り退職することになります。未来の摂津

市をしっかりと支えていく若手・中堅職員

の育成が喫緊の課題でございます。本市で

は平成１８年３月に人材育成基本方針を定

め、目指す職員像、職階別に必要とされる

役割と能力を明示するとともに、人材育成

の基本的な考え方として人を育てる職場、

能力開発を支援する研修制度、やる気を引

き出す人事制度の連携した人材育成システ

ム構築を掲げて取り組んでまいりました。

今後は、人材育成基本方針で掲げた目標を

達成するため、具体的な方法を示した人材

育成実施計画を取りまとめてまいります。 

 なお、勇気についてのお問いでございま

したけれども、先ほど申しましたように、

６６０名体制を目指します。職員一人ひと

りが今までどおり与えられた仕事をただや

っていればいいというものではございませ

んで、一人がみずから考え、そして行動す

る、そして一人二役、三役をこなしていか

ないともう組織として成り立っていかない

わけでございます。失敗を恐れずといいま

すか、大胆な発想で前を向いてしっかりや

ってほしい。勇気という言葉を使いました。

常々職員に言っております、「やる気」・

「元気」・「本気」に新たに「勇気」を加え、

私は職員の先頭に立って行政改革を進めて

いきたいと思います。 

 市債権の滞納につきましてでございます

が、市としましては、年々増加傾向にあり

ます収入未済金対策は喫緊の課題であり、

納付される方と納付されない方との負担の

不公平性を是正することは急務であると考

えています。滞納対策としまして、納付さ

れていない方すべてに対して一律に強制徴

収するわけではなく、滞納されている事情
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等もしんしゃくしていくことには変わりは

ありません。しかし、余裕があると把握で

きる方や、納付の話し合いにも応じていた

だけない方などについては、市民負担の公

平性を担保するという観点から、市として

は法的措置も含めて毅然とした対応をとっ

てまいりたいと思います。 

 次に、第４次総合計画についてでありま

すが、第４次総合計画策定過程における重

要ポイントとしましては、市民のご意見を

できる限り計画に反映するため、まちづく

り市民会議を開催し、市の現状と課題を踏

まえた上で、今後の政策、施策についての

ご提言をいただいたところでございます。

総合計画策定過程において、公募市民だけ

で構成する市民会議を開催するのは今回が

初めてでしたが、まことに意義のある会議

でありました。このことは、必ずや市政へ

の市民参画を促進し、さらに市民との協働

によるまちづくりに結びつくものと考えて

おります。また、庁内におきましては、こ

れまでの政策担当課と支援コンサルタント

主導の計画策定から抜け出し、職員総がか

りでの策定に取り組んでいるところでござ

います。このことにより職員全体で意識共

有を図れるとともに、組織内における水平

軸が通り、今後の効率的かつ効果的な市政

運営に資することができるものと考えてお

ります。 

 南千里丘まちづくりについてであります

が、このまちづくりは本市総合計画により

シビックゾーンとして位置付けており、新

駅を設置することにより市内外からのアク

セスを確保するとともに、福祉、教育、文

化、医療、健康をコンセプトに機能集積を

図り、人々が豊かに交流できる公共公益施

設などを整備したまちづくりを目的として

進めてまいりました。平成１９年には、摂

津市、阪急電車、ジェイ・エス・ビーの３

者で地球温暖化対策モデル地区に関する覚

書を締結し、それぞれが環境に配慮したま

ちの形成に向け取り組んでまいりました。

阪急電鉄はカーボンニュートラルステーシ

ョンの実現、民間では屋上緑化など緑化率

の２５％以上、市は道路照明で省エネルギ

ータイプのＬＥＤ器具の採用など、環境に

配慮したまちづくりに取り組んでまいりま

した。このような取組みの中で地区計画の

変更は、Ｂ街区における自由通路を将来に

わたり利用者の利便性、回遊性を確保する

ことを目的としています。また、Ｃ・Ｄ街

区のゾーン名称の変更は地区計画のゾーン

名称のイメージと地区整備計画の規制の内

容との不整合を解消するものであり、規制

や指導の内容には変更はございません。こ

れらの地区計画を変更することにより、利

用者が将来にわたりより利便性を感じられ

るまち、よりバランスのとれたまちを誘導

してまいりたいと考えております。 

 駅前たばこポイ捨て禁止地区指定につい

てお答えをいたします。 

 たばこのポイ捨て等につきまして、平成

１１年度に制定いたしました摂津市環境の

保全及び創造に関する条例第６９条におい

て、環境美化の推進及び市域の清潔の保持

を目的といたしまして、市域全域において

あき缶やたばこのポイ捨てを禁止する規定

を設けております。環境美化の推進につき

ましては市民や事業者のモラルに負うとこ

ろが大きいため、街頭啓発キャンペーンや

ポイ捨て禁止などの標語看板の設置などの

啓発活動を行っているのが現状でございま

す。 

 放置自転車等の放置禁止についてであり

ますが、阪急摂津市駅周辺の放置自転車対

策については、新たに駅周辺を放置禁止区
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域に指定し、放置禁止区域内に放置された

自転車などについては自転車利用者指導員

を配置し、自転車利用者に対する啓発を行

いながら、移動保管を実施する体制を整え

ていきたいと思います。併せまして、自転

車駐車場の整備を行い、安全できれいなま

ちづくりを進めてまいります。 

 保健センターと健康増進の取組みについ

てでありますが、健康は豊さを実感できる

暮らしの基礎であり、実り豊かで満足でき

る生涯を送るために最も大切なものであり

ます。本市では、健康都市宣言のもと、健

康せっつ２１を策定し、さまざまな取組み

を展開してまいりました。その中核となり

ます保健センターが南千里丘のコミュニテ

ィプラザ内に移転し、設備面、機能面とも

に拡充が図られ、各種保健事業での利便性

が高まるものと期待しております。同時に、

今後、健康を保持・増進し、健康寿命を延

ばすために、一人ひとりが自分に合った健

康づくりを実践できるよう保健センターの

みならず、コミュニティプラザで展開され

る市民活動との連携や男女共同参画センタ

ーなどと連携しての活動が必要と考えてお

ります。駅前立地という利点を生かし、市

民の健康・体力づくりの推進を図る拠点と

して、医師会などの支援をいただきながら、

各種の取組みを実践してまいりたいと考え

ております。 

 ＪＲ千里丘駅西口構外エレベーター設置

についてでありますが、既に駅構内及び駅

構外の東口にはエレベーターが設置されて

おります。西口につきましては上りエスカ

レーターしかなく、利用者にはご不便をか

けているところであります。高齢者や障害

者などが安心して利用できるエレベーター

の早期設置に向けて、平成２２年度はエレ

ベーターの設置箇所の検討や基本設計など

を実施し、できるだけ早期にエレベーター

が設置できるようＪＲ西日本とも協議を進

めてまいります。 

 次に、ＪＲ千里丘ガードをアートで楽し

い明るい通路として活用することについて

でありますが、千里丘ガードにつきまして

は、昨年９月末に対面通行が可能になり、

歩道につきましても１０月末に京都側の歩

道が開通しております。車道開通後は渋滞

が解消され非常にスムーズな交通動線とな

っておりますが、歩道については高齢者、

障害者からは勾配が長くきつく感じられる

とのご意見もいただいております。この歩

道の通路に対しまして、議員ご提案のガー

ドに壁画を描き、歩道を歩かれる方々が壁

に描かれたアートに目を留めながら楽しく

散策されたり、地域のにぎわいにつながっ

ていくようなことが実現できれば、すばら

しい取組みになると考えております。今後、

大阪府とも協議をしていきたいと思います。 

 ＪＲ千里丘駅周辺の整備について、また、

バリアフリーの取組みについてご答弁申し

上げます。 

 本市では、平成１７年３月に摂津市交通

バリアフリー基本構想を制定いたしました。

この基本構想においては、特定旅客施設と

してＪＲ千里丘駅と阪急正雀駅の２駅と特

定道路を位置付けしております。これら２

駅周辺地区の通行の安全を図るため、摂津

市交通バリアフリー道路特定事業計画を策

定し、高齢者や身体障害者の方が円滑に移

動できる安全な道路整備に向け検討を進め

てまいります。千里丘駅周辺につきまして

は、千里丘ガード開通、摂津市駅の開業と

千里丘と南千里丘を結ぶ道路を利用する歩

行者や自転車の通行は非常に多くなるもの

と予想しております。現在、千里丘三島線

道路改良事業に取り組んでおりますが、こ
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の事業では、千里丘駅南交差点のＪＲ千里

丘駅方面への右折レーンの整備及び同交差

点から三島幼稚園までをバリアフリー基本

構想に基づいた歩道設置を計画しておりま

す。平成２１年度は拡幅予定地内の建物な

どの建物調査と併せて用地交渉を進めてお

り、まずは西側の北行き車線側より重点的

に交渉を重ね一部所有者との契約締結まで

進めております。今後も、千里丘三島線道

路改良事業の早期完了に向けて努力してま

いる所存であります。 

 公園施設、緑で快適な生活を生み出す取

組みについてでありますが、本市の公園施

設につきましては現在、都市公園、ちびっ

こ広場、安威川、大正川のふれあいづつみ、

河川敷を利用したジョギングロードと淀川

河川公園がございます。本市におきまして、

住民１人当たり公園面積は何とか標準の公

園面積を確保しているのが現状でございま

す。また、今後の緑化施策としましては南

千里丘開発区域で緑化率２５％以上として

おります。また、吹田操車場跡地開発でも、

ＪＲ軌道敷沿いで吹田市域と摂津市域で連

続した緑地の計画をしております。ご質問

の市民、企業とともに行う緑化事業につき

ましては、行政が行う緑化事業には計画時

点から市民参画によりともにつくり上げる

仕組みづくりを検討してまいりたいと思い

ます。また、市民一人ひとり、各企業が主

体となり、樹木を植樹し育てることで人間

基礎教育の思いやりの気持ちをはぐくむ仕

組みづくりも検討してまいります。 

 次に、平成２２年度市政運営基本方針の

地域住民の住環境や防災空間の確保の観点

からの取組みにつきましては、新たな施設

の建設はできませんが、現有施設の管理を

充実させ、住環境の改善や防災空間の確保

に向けた取組みを検討していきたいと思い

ます。 

 市内公共交通についてでありますが、千

里丘６丁目、７丁目地域につきましては、

バス路線が休止されていることから、ご不

便をおかけしていると認識をいたしており

ます。当地域につきましては、現在、吹田

市が運行委託されております、すいすいバ

スが本市域の一部を運行されていることか

ら、ご提案を受けまして、今回設置いたし

ます懇談会の場でご指摘の内容も含め検討

していきたいと思います。 

 水道料金の値下げのことでありますけれ

ども、先の質問への答弁の中でも述べたと

ころですが、一昨年のリーマンショック以

降、著しい景気低迷が続いております。失

業率は高水準で推移し、国民の賃金も大幅

な下落が続いております。まさに、市民生

活は非常に厳しい状況にあります。上水道

事業も水需要が大幅に減少しており、大阪

府営水道の料金が値下げされましても、今

後の施設改修費などを考えますと、容易に

本市の水道料金を値下げできる状況にない

ことも十分承知をいたしております。 

 しかしながら、昨今の厳しい景気状況を

あれこれ勘案いたしますと、市民生活に直

結いたします水道料金は値下げすべきと判

断したものでございます。 

 以上、私からの答弁といたします。 

○上村高義議長 教育長。 

  （和島教育長 登壇） 

○和島教育長 教育委員会にかかわる２点の

ご質問にご答弁を申し上げます。 

 まず、生涯学習の取組みについてでござ

います。 

 近年、高齢化や自由時間の増大に伴い、

人々の価値観やライフスタイルが多様化す

る中で、生涯学習への期待や関心度は高く、

また学習ニーズは多様であり高度化してき
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ております。本市では、平成１８年３月に、

第２次摂津市生涯学習推進計画を策定し、

学び続ける機会の充実、学びを生かすまち

づくりの推進、学びを支える体制の整備充

実を計画の三つの柱として位置付け、全市

をあげて、いつでも、どこでも、だれでも

学び合える生涯学習社会の実現に向けて取

組みを進めているところでございます。 

 今後も、公民館をはじめ、社会教育施設

を中心にライフステージや今日的課題に対

応した学習機会の提供に努めるとともに、

学んだ成果を地域に還元し、地域社会の活

性化に生かしていただくため、せっつ生涯

学習大学や生涯学習リーダーバンク、まい

どおおきに出前講座市民編の内容の一層の

充実に努め、市民が主役の生涯学習のまち

づくりを目指してまいります。 

 次に、図書の利用の一層の促進を図るこ

とについてでございます。 

 市民図書館、鳥飼図書センターの本をよ

り多くの方にご利用いただくために、平成

２２年度から、自宅からインターネットで

本を予約できるシステムを始めるほか、千

里丘公民館に加え、コミュニティプラザに

おいても予約本の貸し出し、返却を行い、

市民の利便性の向上を図ってまいります。 

 ご提案の市内公共施設での図書の返却ポ

スト設置につきましては、設置場所や回収

方法、またそれらにかかる経費など、多く

の課題もございます。平成２２年度から実

施しますコミュニティプラザでの図書の返

却状況を見る中で今後、検討してまいりた

いと考えております。 

○上村高義議長 野原議員。 

○野原修議員 それでは、２回目の質問をさ

せていただきます。 

 第４次行財政改革について、「やる気」・

「元気」・「本気」、「勇気」について。１回

目に、前例にとらわれず、みずから考え、

勇気を持って行動する職員を育成していく

と市長から答弁をいただきました。そのこ

とに関連し、質問させていただきます。 

 摂津市では人材育成の取組みなどの一つ

として、平成１５年度から３年間、職員の

創意工夫により業務の効率化や市民サービ

スの向上を推進するため、ＡＴＯＭＳ運動

を実施されました。また、平成１８年３月

には人材育成基本方針を、平成１９年４月

には接遇ハンドブックやＯＪＴマニュアル

を作成し、人間基礎教育の徹底という摂津

市のまちづくりのテーマへの取組みとして

基本的なルールを守り、「やる気」・「元

気」・「本気」であすの摂津市を創造してい

ける職員を目指して、をメーンテーマに、

基本姿勢、ルールを守る、対応は相手の立

場になって、一般的なマナーを身につける

という項目を行動方針に、人間基礎教育の

実践に向け具体的な行動を各職場において

計画し、現在、その実践を行っておられる

ことは理解しております。 

 そこで、今後、職員６６０人体制を目指

し、市民サービスを維持・向上していくた

めには、さらなる人材育成の仕掛けが必要

になると考えます。現在、作成中の人材育

成実施計画、いわゆる人材育成のアクショ

ンプランの中身とその実行が重要になると

考えますので、現時点での取組みをお聞か

せください。 

 市債権の滞納についてでありますが、徴

収事務を担当している市職員は市民の皆様

の公平性や平等性などさまざまなご苦労を

なされていると思います。しかし、職員個

人個人の力量や対応の仕方により徴収事務

がなされているわけではないと考えます。

徴収事務に取り組む職員の意識や滞納整理

事務におけるこれまでの取組みについて聞
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かせてください。 

 次に、第４次総合計画についてでありま

すが、経済は低成長であり、公債に依存し

た財政運営が国、基礎自治体においてなさ

れています。このような中、ＮＰＯやボラ

ンティアなど市民活動、また市民参加と協

働による新たな自治行政のあり方が問われ

ております。その点につきまして、新総合

計画の市民参加、参画の取組みを市長から

ご答弁いただきました。先ほど、ご答弁い

ただきました中に、本市の新総合計画の策

定過程で職員総がかりで取り組んでいると

のことですが、総合計画の１０年間の期間

を考えた場合、自分たちが策定した総合計

画がどこまで達成されているのか、行政内

部で職員自身が検証していくことになると

思います。自分たちも策定にかかわった総

合計画ということは職員の皆様にとっても、

非常に意味あるものと考えます。 

 そこで、職員総がかりの計画策定とは具

体的にどのように進められているのか、聞

かせてください。 

 南千里丘まちづくりについて。商業や業

務系など、生活利便施設機能などを誘導す

るとのことでありますが、仮に商業施設の

出店計画の協議があった場合、南千里丘の

地区計画やまちづくりの基本方針である環

境に配慮した店舗、４月には商業の活性化

に関する条例も制定されますので、その出

店計画に対してどのように指導されるのか、

また、条例の普及連携について聞かせてく

ださい。 

 駅前たばこポイ捨て禁止指定について。

平成２１年第２回定例会でも質問しました

が、南千里丘の新たなまちがスタートする

今だからできること、まさに旬を逃すこと

なく行動する、条例第６９条を活用して積

極的な取組みができないか、聞かせてくだ

さい。 

 放置自転車等の放置禁止について。阪急

摂津市駅周辺の放置自転車対策はわかりま

した。具体的な自転車場の設置状況を聞か

せてください。開業当初には自転車駐車場

は３２０台しかないと聞いています。その

台数で足りるのか。また、自転車があふれ

るような状況になったらどうするのか、聞

かせてください。 

 新しい保健センターでは、これまでの保

健センターでの事業のほかにどのような取

組みを展開されるのか聞かせてください。 

 千里丘駅周辺整備について。エレベータ

ーの設置の今後のスケジュールについて、

お聞かせください。 

 大阪府ではおおさかカンヴァス推進事業

が平成２２年度より創設されるようであり

ますが、千里丘ガードをアートで楽しい明

るい通路として活用することについて、市

としての考え方を聞かせてください。 

 ＪＲ千里丘駅周辺の整備、交通バリアフ

リーの取組みについてでありますが、千里

丘三島線の整備に鋭意努力されているのは

理解しました。整備が完成するまでの間の

歩行者や自転車の安全対策はどうでしょう

か。千里丘ガードは開通し、摂津市駅を利

用されるため、自転車や歩行者はますます

増加すると考えます。例えば、千里丘三島

線には既に路側線が引かれていますので、

それを利用し、その区域内をグリーンベル

トとして歩行者の安全を図るなどの安全対

策はとれないでしょうか。 

 次に、前回も質問しましたが、府道沢良

宜東千里丘停車場線についてであります。

千里丘ガード開通後は、迂回のため通行す

る車両の量は増えてきたと肌で感じており

ます。ところが、茨木市方面からサンドラ

イビングスクールまでの区間は大阪府がグ
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リーンベルトを設置しておりますが、そこ

から千里丘駅までの区間はまだ整備されて

いません。茨木土木事務所から設置の打診

を受けたとお話をお伺いしましたが、前回、

大阪府にグリーンベルト設置の要望を働き

かけると答弁されましたが、その後、どの

ような進展をしているのか聞かせてくださ

い。 

 また、千里丘中央病院脇の市道千里丘４

号線についてであります。 

 千里丘ガード開通後、この道路も交通量

が増えております。この道路は従来から、

幅員が狭く、歩行者が通行せざるを得ない

側溝の形状はコンクリートのふたやグレー

チングのふたなどさまざまです。歩行者は

安全に通行するにはどこを歩けばよいので

しょうか。確かに、この道路は吹田都市計

画道路だと伺っております。しかし、行政

区域が吹田市や摂津市というだけで、通行

する住民の安全が脅かされるのをほうって

おいていいのでしょうか。吹田市とも協議

して、安全対策の検討が必要ではないでし

ょうか。センターラインや路側線について、

車を優先に設置するのではなく、歩行者が

安全に通行できるよう歩行者を優先として

設置することはできないでしょうか。どう

か歩行者の安全対策を検討して、早急に安

全対策を講じていただきたい。また、取組

みをお聞かせいただきたい。 

 公園施設、緑で快適な生活を生み出す取

組みについて。淀川河川公園の摂津市にお

ける位置付けについてお尋ねします。また、

市内都市公園及びちびっこ広場には、子ど

もたちの遊び場や高齢者の安らぎの場の提

供という目標があると思います。淀川河川

公園に摂津市として市民満足を得られるた

め、国土交通省が進める淀川河川公園整備

で何を要望していくのか聞かせてください。 

 新幹線公園整備について。本公園は平成

２１年度０系新幹線の引退に伴い、年間ホ

ームページアクセス数が１，０００件と注

目が上がっていると聞いております。また、

沿線沿いの桜並木も開花時には市民の憩い

の場となっております。今後、新幹線基地

にも隣接しており、摂津市の名所として取

組みはできないか、聞かせてください。 

 誕生植樹について。現在、春と秋の年２

回、誕生植樹祭を神崎川緑地で実施されて

いますが、神崎川緑地は淀川と神崎川の合

流部に位置するスーパー堤防化された場所

であり、公園に立ちますと淀川の風光明媚

な景色が広がり、気持ちのよい場所ではあ

りますが、少子・高齢化の折、貴重な子ど

もさんの記念樹でもあるので、もう少し市

内の人目につくところで実施できないか、

お聞かせください。 

 緑の基本計画について。現在、第４次総

合計画の策定作業が行われております。現

在の総合計画では、「安全で快適な生活を

生みだす好環都市づくり」の緑の環境整備

の項目の見直しも検討されていると思いま

す。そこで、平成１０年度に策定されてい

る緑の基本計画の改定作業の今後の方針に

ついて聞かせてください。 

 市内公共交通について。今後、懇談会が

設置され、公共交通が市民の足として、点

ではなく面として整備されることを要望し

ます。我々も今後ともしっかり見守ってい

きます。 

 水道料金値下げにつきまして。市長の決

断は大いに評価しますが、値下げ額や値下

げ率は今後の配水管整備や鉛管対策、浄水

場の設備改修費など、十分に勘案しながら

慎重に検討するとのことでしたが、基本的

にどういった点を重視して値下げ額を決定

するのか、聞かせてください。 
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 生涯学習の一層の推進には、生涯学習実

践者や高齢者の活動、活躍の場が必要であ

ります。学んだ成果を地域に還元してもら

う人材を育成する目的でせっつ生涯学習大

学や生涯学習リーダーバンクなどを実施し

ていますが、受講者や登録者が固定化して

います。事業のＰＲが不足しているのでは

ないでしょうか。また、生涯学習大学修了

後の活動支援策はどう考えているのか。経

済状況が厳しい中、図書の購入にも負担が

かかります。気軽に本に楽しめる機会を提

供するため、市民に対して利用促進に向け

てどのような取組みをされるのか、お聞か

せください。 

 以上、２回目を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。 

 市長公室長。 

○羽原市長公室長 まず、行財政改革におけ

る職員の人材育成というご質問にご答弁を

申し上げます。 

 ことし、来年と団塊の世代職員の退職が

ピークを迎えるわけでございますが、これ

は組織運営上重大な転換期であり、円滑な

行政運営を継続的に行っていくため、第４

次行財政改革の理念にも人事制度改革が掲

げられております。５年先、１０年先の摂

津市を引っ張っていく若手、中堅職員の育

成を図るため、人材育成が重要な課題にな

っておるというふうに考えております。現

在、人材育成基本方針に基づく人材育成実

施計画を策定しておりますが、策定するに

当たり、職員研修委員会の中でもいろいろ

と議論をしていただいております。素案の

段階ではありますが、職場、研修制度、人

事制度のそれぞれの重点項目を整理し、そ

れらの重点項目を実現するための具体的な

方法を考えております。 

 まず、職場づくりといたしましては、各

職場に人材育成のリーダーやサブリーダー

を位置付けていくことを検討いたしており

ます。研修制度といたしましては、自己啓

発のための休暇制度の導入や意欲ある職員

の支援を積極的に行っていくこと、摂津市

の地域資源をよく知り、愛着心の向上を図

り魅力あるまちづくりに貢献するために新

規採用職員研修の市内フィールドワークの

充実を行うことなどを検討いたしておりま

す。 

 人事制度では目標管理に基づく人事評価

制度を導入し、みずからが組織内で果たす

べき役割を意識し、仕事に対するやる気の

向上、業務改善、職員の育成指導などの意

識を高められるような内容を職場、研修制

度、人事制度の視点から検討いたしておる

ところでございます。 

 今後も、本市のまちづくりのテーマであ

る人間基礎教育の五つの心を根底に置き、

「やる気」・「元気」・「本気」、「勇気」を持

って業務に取り組む人材の育成に努めてま

いりたいと考えております。 

 次に、滞納整理事務におけるこれまでの

取組みについてでございますが、庁内では

債権管理対策協議会で滞納整理部会、司法

整理部会を設けまして、それぞれ徴収事務

のノウハウの共有化を図るため、債権回収

の流れ、消滅時効の取り扱い、滞納者との

対応の仕方、事務改善マニュアルなどにつ

いて研修会や協議を行い、徴収実務担当者

のスキルアップを図ってまいりました。平

成２２年度からは、口座振替依頼書の様式

の統一化や軽自動車税のコンビニ収納など、

納税者の利便性の向上を図ります。また、

コールセンターを設置し、夜間における電

話催告や督催告を行うなど、滞納の未然防

止を図ることで収入未済を縮減してまいり

たいと考えております。 
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 歳入の確保に向けては納付意識の向上と

いうことも重要であることから、納付して

いただく方が快く納付しやすい環境づくり

として、職員の窓口対応や接遇について研

修などを通し、適切な対応ときめ細かい相

談に応じられる職員の育成にも取り組んで

まいりたいというふうに考えております。 

 次に、総合計画におけるいわゆる職員総

がかりということでございますが、具体的

には課長代理以下の若手職員中心のワーキ

ンググループである実務担当者会議、管理

職による幹事会、そして特別職及び部長級

職員で構成する策定委員会の三つの組織を

編成し、お互いに考えのキャッチボールを

しながら計画策定に当たっているところで

ございます。実務担当者会議では、一昨年

１１月から昨年６月までに合計１４回の会

議を開催し、総合計画の骨格となる政策体

系の組み直し等について議論をし、成果報

告がなされており、市民会議の提言と併せ

て計画素案に盛り込んでまいりました。ま

た、管理職で構成されます幹事会におきま

しては、実務担当者会議に対するアドバイ

スや全体的な構成についての議論をいたし

ております。これら実務担当者会議の成果、

幹事会の議論を踏まえた上で、策定委員会

においては総合計画策定に当たっての市と

しての基本的な考え方を整理し、全体の取

りまとめを行っておるところでございます。 

 このように庁内体制を横軸に３階層に分

け、おのおのが意見のキャッチボールをす

ることにより今後の市政を担う職員の育成

にも努めておるところでございます。 

 以上です。 

○上村高義議長 都市整備部長。 

○中谷都市整備部長 それでは、私のほうか

ら質問番号３の（１）のご質問にお答えい

たします。 

 現在、進めている南千里丘まちづくりは

地区計画では１，０００平方メートル以上

の店舗の禁止、風営法に係る建物の禁止、

緑化率２５％以上、建物の壁面後退など、

さまざまな制限をかけております。今後も

同様の指導をしてまいります。今回、地区

計画の変更をいたしますが、Ｃ・Ｄ街区の

住宅供給ゾーンのイメージは住宅オンリー

というイメージであったが、ゾーン名を住

環境支援ゾーンや職住近接ゾーンに変える

ことにより、住宅に特化されず、商業や業

務系の施設も出やすくなると思います。そ

のため、商業・業務系の施設等の開発事前

相談も多くなると思いますが、４月からは

商業の活性化に関する条例を施行しようと

していますので、仮に商業施設の開発協議

や相談があれば、新しい条例が施行された

ことを伝え、担当部署と連携を図り指導し

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号４の（１）並びに

４の（２）についてお答えいたします。 

 エレベーターの設置の今後のスケジュー

ルについてでありますが、先ほど市長より

述べられましたが、平成２２年度はエレベ

ーターの設置箇所の検討や基本設計等を行

い、その後実施設計、平成２４年度には設

置工事へとＪＲ西日本と協議を進め、でき

るだけ早期設置ができるよう取り組んでま

いりたいと考えております。 

 次に、ＪＲ千里丘ガードを平成２２年度

より創設が予定されているおおさかカンヴ

ァス推進事業によりアートで楽しい明るい

通路として整備することについてでありま

すが、大阪府が目指すカンヴァス像とは府

の資料によりますと、新しい都市魅力の創

造発信となっております。ガードの壁面に

アートをかくことで新たな地域の魅力が生

まれる可能性もあり、大阪府に本事業の詳
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細について確認いたしたいと考えておりま

すが、千里丘ガードの擁壁区間の壁面は大

阪府の所有ですが、ボックス区間の壁面を

含む構造物はＪＲの所有となっており、ま

た、歩道の安全通行の面から警察のご意見

や道路管理者からの占用の可否など、さま

ざまな課題整理が必要となってくると考え

ております。加えて、本事業の趣旨はアー

ティストや学生みずからが描きたい場所と

作品についてアイデアを募集し審査される

ものと伺っており、市からの要望事業でな

い点につきましてもご理解いただきたいと

考えております。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 質問番号３の（１）地

区計画のゾーン変更と（仮称）商業の活性

化に関する条例についてのうち、生活環境

部に係ります条例の普及についてご答弁申

し上げます。 

 本市では、（仮称）商業の活性化に関す

る条例を制定し、商業者、商店会、商工会

及び市が協働して活性化を図っていく基本

理念を共有します。条例の普及として、広

報紙やホームページの掲載、チラシを作成

するなど、市内商業者に対して周知を図っ

てまいりたいと考えております。また、市

内に商業施設が出店する場合は、施設を建

築する際の事前協議や開発協議などの機会

を通じて、事業者に条例の趣旨を説明し、

遵守を指導してまいります。南千里丘のま

ちづくりのゾーンにおきましても同様の指

導を行うとともに、既存の大型店に対して

も条例趣旨の周知を図ってまいります。南

千里丘地区の商業推進は出店者、近隣の商

店会、商工会が主体的に連携を図る中で、

隣接する商業地域として利便性を持った商

圏の構築に協働してまいります。 

 次に、３の（２）ポイ捨て抑止対策に対

して積極的な取り組みについて、ご答弁申

し上げます。 

 南千里丘地区のたばこポイ捨て禁止地区

指定につきましては、一部先進自治体では

路上喫煙禁止地区を設け、違反者には罰則

や科料を課すことでマナー向上や抑止効果

を上げていることは認識しています。しか

しながら、これらの取り組みについては、

地域の特異性や周辺住民の協力体制、また、

啓発・監視等に関する財源問題や人員の確

保など、多くの課題が山積している状況で

ございます。南千里丘地区は本市の新しい

顔であり、きれいな町並みを維持するため

には、摂津市環境の保全及び創造に関する

条例第６９条についてより実効性が求めら

れると考えております。そのためには、路

上喫煙禁止及び歩きたばこ喫煙禁止などの

条例制定を行い、科料を課せばより効果が

得られると考えられますが、多大な財政負

担や早朝や夜間の監視体制等の多くの課題

がございます。まずは、条例第６９条を全

市的に推進するためにも、南千里丘地区を

たばこ等のポイ捨て禁止のモデル地区とし

て周知するとともに関係課と共同で周知啓

発を行いながら、より一層喫煙マナーの向

上に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 質問番号３の（３）

放置自転車等の放置禁止についてのご質問

について、ご答弁申し上げます。 

 阪急摂津市駅周辺の自転車駐車場の状況

でございますが、平成２２年３月１４日、

京都河原町方面行きの西改札側に阪急摂津

市駅西自転車駐車場１６０台、大阪梅田方

面行きの東改札口側に阪急摂津市駅東自転

車駐車場をここに１６０台を設置する予定

にしております。平成２２年７月にはコミ
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ュニティプラザ内に摂津市立摂津市駅前第

一自転車駐車場３９０台を設置いたします。

平成２３年度に、民間マンション内に摂津

市立摂津市駅前第二自転車駐車場１００台

を設置することにしております。これらを

合わせまして８１０台の自転車駐車場の開

設を計画しているところでございます。 

 さらに、阪急電鉄株式会社が自転車台数

３００台のレンタサイクルを平成２２年３

月１４日に開業されることになっておりま

す。 

 ご指摘のありましたように、開業当初は

自転車駐車場３２０台でございますので、

７月の摂津市立摂津市駅前第一自転車駐車

場が開設しますまでの間は、自転車駐車場

の利用状況、放置自転車の状況を注視し、

不足が生じるような状況であれば臨時の自

転車駐車場の開設も検討してまいりたいと

考えております。 

 続きまして、質問番号４の（３）ＪＲ千

里丘駅周辺の整備について、交通バリアフ

リーの取組みについてのご質問にご答弁申

し上げます。バリアフリー基本構想に基づ

く事業の実施につきましては、公共交通事

業者、道路管理者、及び都道府県公安委員

会は基本構想に従ってそれぞれ具体的な事

業計画を作成し、バリアフリーのための事

業を実施するとされております。バリアフ

リー基本構想に基づきます千里丘三島線の

西側歩道の拡幅整備が完成するには、現在

進めております用地買収が順調に進行する

ものとして、最短で約３年後と考えており

ます。歩道整備が完成するまでの間、摂津

市駅までの自転車や歩行者の通行の安全対

策でございますが、現況の歩道幅員を少し

でも広くできないか検討してまいりたいと

考えております。 

 府道沢良宜東千里丘停車場線につきまし

ては、大正川以西では歩道が整備されてい

ない区間も多く見受けられますし、通過す

る交通量も多いことから、歩道の設置がで

きていない箇所につきましては大阪府へグ

リーンベルトの設置の要望を優先的に行っ

てまいりたいと考えております。千里丘４

号線は車両、歩行者がふくそうしている状

況にあるため、歩行者の安全対策を求める

要望が寄せられております。しかし、現況

幅員の中では、歩道の設置は難しく、また、

道路敷には私有地もあり困難も予想されま

す。まず、歩行者の安全対策に向け検討し

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、公園施設、緑で快適な生活

を生み出す取組みについてのご質問につい

て、ご答弁申し上げます。 

 １点目の淀川河川公園の位置付けについ

てでございますが、淀川河川公園につきま

しては淀川河川敷に位置し、国営公園とし

て開設されております。基本的には淀川の

治水が最優先する中、沿線住民が集い、憩

える空間をつくることで、河川管理面にお

いても沿線地域の住民の方々に見守ってい

ただくことを目的に公園化をされておりま

す。本市においては、市内での緑や自然の

不足に対し、淀川河川公園の位置付けは最

重要公園であると考えております。現在、

国土交通省におかれましては淀川河川公園

整備に向けて、沿川地域や利用者の声を反

映するための地域協議会が立ち上がったと

ころでございます。本市といたしまして、

以前から要望のありますグラウンドゴルフ

ができる多目的広場の整備はもとより、樹

木緑化も強く要望してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、２点目の新幹線公園についてでご

ざいますが、本公園に展示してございます

０系新幹線は、０系でも初期の形というこ
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とで鉄道マニアの世界では注目度が高い車

両でございます。また、毎月２週目、４週

目の日曜には展示車両の内部公開も実施い

たしております。毎回、１００名程度の小

さなお子さん連れのご家族が公開車両の見

学に来られております。また、園路に植栽

してありますソメイヨシノの桜並木は開花

時には花見見物で多数の市民が来場されて

おります。しかし、新幹線公園の立地場所

が河川と新幹線鳥飼基地との間で、周辺で

の駐車場確保が難しく、車での来場には非

常に不便なところにございます。現在、市

役所の駐車場を利用し、徒歩で来場してい

ただく案内をいたしております。 

 摂津市の名所としての取り組みというこ

とでございますが、不便な場所ということ

は逆に自然が色濃く残っていると感じてお

ります。公園に面した水路、河川敷には野

鳥が多数おりますし、また、水路、河川に

は魚の魚影を見ることができます。大がか

りな施設整備はできませんが、野鳥や魚の

紹介看板の設置等により、自然観察公園と

しての取組みも考えております。また、桜

並木を水路上流に向かって延長していく取

組みも今年度から始めております。併せま

して、０系新幹線を広めるための仕組みも

検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして、３点目の誕生植樹について

でございますが、誕生記念植樹は市民の参

加による緑のまちづくりを進めるために子

どもの誕生を祝い、記念樹の配付を行って

おります。そのうち、自宅で記念樹を植栽

する場所がない家庭に対しまして、公園で

の記念植樹祭を実施しているところでござ

います。植樹場所につきましては、平和公

園を皮切りに、市内の規模の大きい公園で

実施してまいりました。現在は、神崎川緑

地にて実施いたしております。 

 ご指摘のとおり、本公園は市域でも目に

つきにくい場所であることは十分認識いた

しております。しかしながら、既存公園で

記念植樹に適した植栽場所の確保が困難な

状況でもございますので、平成２２年度に

つきましては現在の神崎川緑地で行い、平

成２３年度から、新たな市民の目につく場

所の選定を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、４点目の緑の基本計画につ

いてでございますが、平成１０年３月に策

定しております緑の基本計画につきまして

は、３２年を目標として、平成９年実績の

緑被率、約１５％を２０％まで引き上げる

ための施策体系を計画いたしております。

本計画はおおむね２０年後を目標年次とし

て策定してありますので、おおむね１０年

後の平成２２年を中間年次と定めて、計画

の進捗状況や今後の社会動向等から必要に

応じて計画の修正を行う内容となっており

ます。 

 さらに、南千里丘地区開発や吹田操車場

跡地開発など新たな開発があり、緑の基本

計画の上位計画であります第４次総合計画

の策定作業中でもありますので、策定方針

で市民との協働の内容が大きく総合計画に

反映される方向でもあります。したがいま

して、第４次総合計画の策定を見た中、お

くれることなく緑の基本計画の修正作業に

入ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

○福永保健福祉部理事 ご質問番号３の

（４）新しい保健センターでの保健事業の

取組みについてでございますが、近年、市

民の健康に関する意識が高まり、健康せっ

つ２１の取組みとして平成１６年度から実

施してまいりました健康づくり推進リーダ
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ー養成講座への参加者が、現在では、市内

各地で健康体操の普及を行っていただくな

ど、活発な活動をされております。個人で

あれ、グループであれ、健康づくり活動を

継続していくためには、目標や楽しさが必

要であると考えております。新しい保健セ

ンターへの移転を契機といたしまして、各

種の身体機能測定器やリハビリ機器を導入

させていただき、新たな事業の展開を計画

しております。同時に、特定保健指導の充

実等への活用を考えておりますが、全身機

能の各種の指標が目に見える形で示される

ことから、目標を持って持続的に健康管理

に取り組む有効な手段になるものと思われ

ます。 

 また、健康づくりは運動習慣の確立とも

密接に関連した取組みが欠かせないことか

ら、生涯学習スポーツ課等とも連携を図り

ながら、若年者から高齢者まで健康意識を

持ち続けられるような環境整備に取り組み

たいと考えております。 

○上村高義議長 水道部長。 

○中岡水道部長 質問番号７番、野原議員の

２回目のご質問にご答弁いたします。 

 水道料金の値下げについては慎重に検討

するとのことだが、基本的にどういった点

を重視して値下げ額等を決定するのかにつ

いてでありますが、水道部では浄水場等の

施設改修計画や配水管整備計画、鉛給水管

更新計画などの事業計画を立てております

が、それらに必要な事業費は平成２２年度

から平成２８年度までの７年間で約４２億

円と見込んでおります。これに対しまして、

この事業費の財源にできる予定される減価

償却費や単年度純利益の今後７年間の合計

額は、府営水道の値下げ分も含めて約３０

億円でございます。企業債は約２億円、平

成２１年度末の見込まれる未処分利益剰余

金が約９億円、内部留保資金が約８億円で、

充当可能な財源の合計額は約４９億円と見

込んでおります。単純に差し引きいたしま

すと、今後７年間で約７億円の余裕財源が

あるわけでございますが、リーマンショッ

ク以降、水需要は大幅に減少しております。

給水収益は平成２０年度で対前年比約８，

９００万円減少しましたが、平成２１年度

も約１億円減少する見込みで、減少幅は予

想をはるかに超えるものでございます。今

後も、このような大幅な給水収益の減少が

続くとするならば、水道料金の値下げは非

常に慎重に考えなければなりません。 

 このようなことから、嶋野議員への答弁

の中でも申し上げましたように、具体的な

値下げ額や値下げ率は将来につけを回さな

いよう、今後の水需要や配水管整備、鉛管

対策、浄水場の施設改修費などを十分に勘

案しながら慎重に検討してまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 生涯学習部長。 

○大場生涯学習部長 質問番号８番、生涯学

習の取組みについて、９番、図書の利用の

一層の促進を図ることについて、２回目の

ご答弁を申し上げます。 

 市民一人ひとりが行う生涯学習活動は地

域社会の活性化にもつながることから、す

べての人々が生涯にわたって学び、学んだ

成果を地域に還元していく仕組みが重要で

あると考えております。特に、高齢者の方

にとっての生涯学習活動は、自分自身の生

きがいややりがいにつながるだけでなく、

学んだ知識や人生経験をこれからの地域活

動の中心的存在として生かしていただける

と期待しております。生涯学習リーダーバ

ンクやまいどおおきに出前講座市民編制度

につきましても、専門知識を有する幅広い
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年齢層の方に数多く講師登録していただく

とともに、より一層市民の生涯学習活動の

一助となるよう、広報紙やホームページへ

の掲載をはじめ、あらゆる機会を通じ受講

者の募集やＰＲ活動に努めてまいります。 

 また、生涯学習まちづくり学部、スポー

ツ健康学部の２学部を持つせっつ生涯学習

大学の修了後は、両学部とも修了生グルー

プがそれぞれテーマを決め、学んだ成果を

地域に還元し、地域社会の活性化につなげ

る活動に取り組んでいただいております。

生涯学習まちづくり学部修了生は、市内で

行われている生涯学習活動の現状やニーズ

をとらえるため、聞き取りアンケート調査

を実施され、生涯学習を通じた摂津のまち

おこしについて検討を進めておられます。 

 また、スポーツ健康学部修了生は多種目、

多世代、多志向という特徴を持ち、地域住

民より自主的に運営されるスポーツクラブ

である総合型地域スポーツクラブの設立に

向け、設立準備会を立ち上げ、活動を始め

られておられます。教育委員会といたしま

しては、自分自身が学んだ成果を他の人に

伝え、地域に還元するといった循環型の学

びが豊かな人間関係や明るい地域社会づく

りに役立つものと考えております。 

 次に、市民図書館や鳥飼図書センターの

利用促進に向けての取組みにつきましては、

図書の入れ替え分や市民からの寄贈本を一

堂に集めて、毎年５月に市民図書館で約８，

５００冊、１１月には鳥飼図書センターで

約６，０００冊の図書を提供するリサイク

ルブックフェアを開催し、図書の有効利用

を図っております。今後も、市民の生涯学

習活動を推進するため、施策の一層の充実

と図書館をはじめとする生涯学習施設の充

実を図ってまいりたいと考えております。 

○上村高義議長 野原議員。 

○野原修議員 それでは、３回目の質問をさ

せていただきます。まず、行政のリーダー

である副市長に２点お聞きします。 

 第４次総合計画を着実に進めるには、そ

の裏付けとなる財源確保が必要であります。

第４次行革項目の中で具体にどこに視点を

当てて、どう財源を見出し、進めようとさ

れているのか聞かせてください。 

 ２点目、南千里丘まちづくりにおける地

区計画、中でも会館跡地のＤゾーンの当初

の計画の具体の内容は何であったのか、い

ま一度そのメリットはどのように考えてい

るのか、また、南千里丘まちづくり全体で

は税の増収はどの程度見込まれているのか、

聞かせてください。 

 駅前たばこポイ捨て禁止区域の指定でご

ざいます。南千里丘地区をたばこポイ捨て

禁止のモデル地区として指定して啓発に取

り組んでいただくことを大いに期待します。

また、市内駅前道路美化清掃を府のアドプ

トロード、アドプトリバー制度を活用した

り、現在も企業や市民の方々や商工会女性

部の方々や各種団体の方々が道路美化に取

り組んでおられるので連携できないか、考

えを聞かせてください。 

 南千里丘まちづくりに関する環境問題と

いうことでお聞きします。 

 「シティライフ」というミニコミ誌に南

千里丘まちづくりの特集が組まれており、

エコな駅とまちということで、摂津市の都

市計画課や阪急電鉄の取組みが紹介されて

いました。３月１４日には、エコをテーマ

にエコイクフェスタが開催されると環境へ

の取組みが進められていることが紹介され

ています。 

 南千里丘まちづくりにおける環境問題の

取組みは、南千里丘低炭素型まちづくり協

議会エコイクプロジェクト委員会がかかわ
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っていると思うのですが、それらの組織の

構成メンバー、目的などを聞かせてくださ

い。 

 西口エレベーターは交通弱者の方々の切

なる願いであります。一日も早い設置を強

く要望します。 

 ガード壁画は府の事業でありますが、大

阪ミュージアム構想にある摂津のまちをア

ピールしたり、大阪府で進めている心の再

生府民運動、摂津の人間基礎教育の徹底を

多くの市民、府民の方々に知っていただい

たり、また、通行する人々が楽しくなる通

路になることを要望します。 

 千里丘４号線において側溝だけ解消して

も歩行者の安全は確保されないのではない

でしょうか。府道にしても市道にしても、

歩行者の安全対策としてグリーンベルトを

設置し、車両側に歩行者が通行する区域だ

とわかるように明確にし、安全な通行を確

保するべきではないでしょうか。歩道幅員

を確保しなければならないからできないと

いえばそれまでですが、歩行者の安全対策

としてセンターラインを設置して、車道幅

員を確保して路側帯を引くというのではな

く、人が安全に通行できる空間を確保して

路側線を引くなど一工夫することはできな

いでしょうか。考えをお聞かせください。 

 淀川河川公園整備について、淀川河川内

にある既存運動施設及び本市が整備要望し

ているグラウンドゴルフ場を摂津市が優先

的に使用することはできないのか、お聞か

せください。 

 緑の基本計画について。緑の基本計画の

修正作業に入るに当たり、修正の方向性に

ついて聞かせてください。森山市長は就任

以来、行財政改革に取り組まれ大きな成果

を上げておられます。特に水道事業におい

ては、いち早く料金値上げを回避すること

を明言され、平成１９年度には料金値下げ

も実施されました。そして今回は、水需要

が大幅に減少する中であえて値下げを断行

されました。このことに敬意をあらわすと

ともに、今後とも、安全な水の安定供給に

一層努められることを要望します。 

 図書の利用や一層の促進について。市内

の各家庭に読み終わって本棚に眠ったまま

の本や、子どもが小さいころ読み聞かせ用

に買った本が成長とともに不要になった本

などが多くあると思います。それらの本を

有効活用するためにも、現在行っているリ

サイクルブックフェアの一層のＰＲと開催

回数増を要望します。 

 また、図書の選書に当たっては、今後も

大活字本や絵が飛び出すようになっている

いわゆる飛び出す絵本などの特色ある選書

に努めていただきたいと思います。また、

現在１０冊を上限に貸し出しされ返却冊数

に応じて追加貸し出しをされていますが、

より多くの場所で返却できれば、本の回転

率が上がり、借りたい人が一日でも早く本

を手にすることができるのではないでしょ

うか。市内の公民館や駅前の市民サービス

コーナーなど公共施設でも返却できるよう

検討していただくことを要望し、質問を終

わります。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 質問番号３の（２）

について、アドプトロードやアドプトリバ

ーの制度を利用してきれいな道路環境づく

りはできないかとのご質問にご答弁申し上

げます。 

 ご指摘のように環境に対する市民の意識

は高まっている中で、豊かでゆとりのある

公共空間としての道路環境づくりが、今、

求められている状況にあると認識しており

ます。 
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 アドプトロードやアドプトリバーの制度

につきましては、大阪府では平成１２年８

月より、府道や河川を中心に地域に愛され

る美しい道路づくり、住民と行政の新たな

パートナーシップの構築を目指して、大阪

府アドプトロードプログラムを進めておら

れます。活動の内容としましては、市民グ

ループや企業などの参加団体が清掃や緑化

活動などの美化活動を行い、大阪府が清掃

用具等の貸与を行い、本市がその場で発生

したごみの処理を行うという分担になって

おります。参加されます団体につきまして

は特に定めはございませんが、自治会、住

民団体ばかりではなく、企業体などさまざ

まな団体に取り組んでいただいている状況

でございます。本市域では現在、アドプト

ロードとしまして６団体、アドプトリバー

として１団体が活動されております。本市

ではこのようにアドプトロードですとか、

アドプトリバーの制度はございませんが、

南千里丘のエリアにおきまして、今後、美

化会などの設立がなされ、美化活動がなさ

れる状況となれば、私ども担当としまして

も他の美化会と同程度の協力はさせていた

だくというふうに考えております。 

 次に、質問番号４の（３）ＪＲ千里丘駅

周辺の整備、交通バリアフリーの取組みに

ついて、ご答弁申し上げます。 

 府道沢良宜東千里丘停車場線及び市道千

里丘４号線につきましては、歩道の拡幅が

必要なことは十分承知しております。しか

しながら、現況の道路では歩道を確保する

ことは難しく、歩行者が安全に通行する空

間をいかにつくり出すかがまず第一ではな

いかと考えております。そのためには、沿

道所有者と協議を行った上で、現況の側溝

を改良するなり、歩行者が通行できる空間

をつくり出すなりしまして、そのつくり出

した空間をもって路側線の設置やグリーン

ベルトの設置が可能か検討してまいりたい

と考えております。 

 次に、質問番号５の（１）淀川河川公園

整備について、ご答弁申し上げます。 

 既存スポーツ施設及び本市が要望いたし

ておりますグラウンドゴルフが可能な多目

的広場の優先使用についてでございますが、

国土交通省は、淀川河川公園の整備計画の

改定に伴い、新しい基本方針の一つである

多様な主体の参加と連携のもと、すべての

生物が共存できる健全かつ秩序ある利用を

促し、淀川流域とその周辺の人々が将来に

わたって自然と触れ合える河川公園とする

という、自然を守り回復を図っていく基本

方針から、既存スポーツ施設の今後の管理

運営上の問題を懸念されております。また、

本市にとって市域内での慢性的なスポーツ

施設の不足という問題点もございます。今

後、国土交通省との協議におきまして、国

の管理運営上の問題点と本市の問題点をう

まくすり合わせることができないか、この

内容につきまして教育委員会生涯学習部と

も連携を図り、検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、質問番号５の（４）緑の基本計画

でございますが、市内緑化の計画目標とい

たしまして重要な計画と認識いたしており

ます。現計画では、緑の保全に係る施策、

緑地等の整備に係る施策、都市緑化の推進

等に係る施策、緑の啓発等に係る施策の４

施策に分類しておりまして、それぞれの具

体的な施策や役割分担を定義してあります。

今回の修正作業はまさに社会動向の変化に

伴い、第４次総合計画に大きく反映される

であろう市民との協働作業の仕組みづくり

など、現在、取り組み可能な事業の仕分け

作業を行うとともに、優先順位を明確にし、
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実際に取り組める計画の策定を目指してい

きたいと考えております。 

○上村高義議長 都市整備部長。 

○中谷都市整備部長 質問番号３の（１）の

Ｄゾーンについてのご質問ですけれども、

現在、Ｄゾーンでは具体的に何がどうされ

るかということは決まっておりません。メ

リットデメリットということなんですけれ

ども、現段階でＤゾーンは民地ということ

で１月１日現在の登記名義人に固定資産税

が、土地に対する固定資産税がかかってい

くということがあります。これはデメリッ

トでいえば、この状況で置いておかれるの

が一番摂津市にとって税収入が少ないとい

うことになると思います。ここに建物を建

てられたということになれば当然、その建

物に対する固定資産税というのは摂津市の

ほうに入ってきますし、法人、会社等であ

ればそれが利益を上げている会社であれば、

それはそれなりに摂津市にお金が落ちると

いうメリットがございます。しかし、現段

階で、先ほども言いましたように、何が来

るかというのは全く民間サイドの問題であ

りますので、我々のほうとしては承知いた

しておりません。 

 以上です。 

○上村高義議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 南千里丘にかかわります、

いわゆるエコイクフェスタ、そのご質問に

ご答弁を申し上げたいと思います。 

 南千里丘まちづくりにおける環境への取

組みということで、平成１９年１１月に摂

津市、阪急電鉄、株式会社ジェイ・エス・

ビーの３者で締結いたしました南千里丘ま

ちづくりの地球温暖化対策モデル地区に関

する覚書に基づきまして、同地区にかかわ

る事業者それぞれが地球温暖化対策の取組

みを行い、摂津市から全国に発信できるモ

デル事業を目指すということで取組みをス

タートいたしております。平成２０年９月

には、環境省の地球温暖化対策協議会の登

録団体として南千里丘低炭素型まちづくり

協議会を設立し、低炭素型社会の実現を目

指す取組みを展開をしてきたところでござ

います。その後、同地区の事業者が増加し

たこともございまして、摂津市、阪急電車、

ジェイ・エス・ビー、三井不動産レジデン

シャル、ユニチカエステートの５者が構成

メンバー、事務局はジェイ・エス・ビーと

いう体制になり、環境モデル地区として具

体的な事業をおのおの取り組んでおります。

また、本協議会全体で取り組むべき課題が

あれば、協議会への提案により事業を行う

ということになっております。 

 エコイクプロジェクト委員会は、協議会

への提案によりつくられたものでございま

して、エコを学び、エコを実践し、エコな

心を育てる活動、エコイク活動としてプロ

ジェクトを立ち上げ、住民交流と豊かなコ

ミュニティづくりを目指すものであります。

今後、具体的な取組みが進められますが、

そのスタートとして３月１４日の駅開業ま

ちびらきに合わせまして、エコイクフェス

タが開催されるものでございます。 

 本市といたしましては、構成団体でもあ

り、また南千里丘が地球温暖化対策のモデ

ル地区でもあるとことから、これらの取組

みが今後の本市の環境施策に反映できれば

と考えておるころでございます。 

○上村高義議長 副市長。 

○小野副市長 第４次総合計画の財源確保に

かかわっての行革にどんな視点で確保しよ

うとしているのかという点と、ゾーニング

の変更についていま少し述べたいと思いま

す。 

 いずれにいたしましても、きのう、きょ
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うとの議論の中で第４次総合計画の基本は

やはり、以前から言っていますように、人

口がキーワードというように思っています。

８万人を目標にするというふうになってい

くと思いますが、平成３２年の人口推計で

高位が８万人、低位が７万４，０００人で

ございますから、今後の市民ニーズいろい

ろあります。この議会の中でいろいろ議論

が今後も出てまいると思います。それをい

かに財源確保するか。健康にしても、医療

にしても、さっきから市長が言われました

ように、駅前の再開発なり、西の再開発に

しても、これらがみんな５０％を超えてお

るというふうに思います。 

 それで私は、総合計画についてはすべて

の部門でどのような行政施策を打つことが

人口流出を防げるのかということは、これ

は市長とともにこの視点を基本に置かなけ

ればならないというふうに思います。そこ

は置いておかなければならない。それで、

財源の確保なんですが、どちらにいたしま

しても視点は現在の出口の見えないデフレ

状況から見まして、適正な市民負担もお願

いしなければならないということでありま

すけれども、より一層その説明責任が問わ

れるということを肝に銘じる必要があると

思います。 

 それから、人件費が相当またこれからも

上がってくると思います。ただ、国のほう

の国家公務員についても事務次官の廃止と

かいろんな中身で人事院の廃止であるとか、

いろんな形でこれからの議論はあると思い

ますが、一つ私どもが大きな視点を持って

いますのは、いわゆる地域手当であります。

地域手当そのものが、調整手当は４３市町

村すべて１０でありました。今、大阪市が

１５であります。最高の１５。今、１５を

支払っています。１２は、高槻市、吹田市、

箕面市であります。ここも１２、１１にな

りました。うちは１０から６に減りました。

能勢町はゼロであります。そういう状況の

中でそこをもう少しきちっと踏まえておか

なくてはならないというふうに思います。

それらを踏まえた上で、今後の給与制度は

国家公務員とのかね合い、民間企業とのか

ね合い等との中で、ここはきちっとやっぱ

り整理しておかなくてはならない、庁内合

意の部分が要るというふうに見ています。 

 それから、３２筆の土地活用を申し上げ

ました。これは、例えば都市計画決定を打

っていないその他公園の山田川公園、それ

からふれあいルーム、鯵生野、鳥飼野々、

若干議論が出ました。山田川公園は出てい

ませんが。これで約１万４，０００平米弱

あると思います。そうしますと、学校でも

９，５００平米、９，２００平米でありま

す味舌小学校をいかに、この議論は私ども

内部で十分議論しなければならないと思い

ますし、先ほどの議論にありましたように、

早い時期に議会との議論。そのためには、

若干出ましたけれども、景観とか緑化スペ

ースとか公共空間とか、近隣の公共施設と

の関係、自治会との関係、これらもした上

で、ある日突然出すわけにいかないと思い

ますから、これも相当早い時期に一定の整

合性を持って考え方を整理しなければなら

ないというふうには思っております。そう

いうことの議論を進めていかなければなら

ないということを思っています。 

 それから、ゾーニングはＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

ありますが、一応今のところ私ども、平成

２５年の３月までにはすべて入居が終わる

ような形といいますか、すべてでき上がる

と見ていますので、一応１，２００戸をク

リアできるというふうに考えました。それ

で、会館跡地というのは交換した土地でご



 

 

3－７１

ざいますけれども、当初はガランドのほう

から見ましての日陰が若干ありますので、

１５階建てからおろしてくる住宅でありま

した。最高１５階、千里丘三島線が１５階、

それがガランドにおろしてくる住宅であり

ました。それも否定はいたしておりません

が、市長答弁にありましたようにもう少し

幅広く、あそこはもともと第二種住居専用

地域でございますから、第二種住居専用地

域でありますゆえに、事務所でも店舗でも

できますので、その幅を広げて、もう少し

摂津市の主体的にそういうことの中で考え

ていってはどうかということで、この６月

議会でゾーニングの変更のみ、規制は一切

変更いたしませんが、変更をお願いすると。

したがって、あそこはもともと住居ゾーン

でそういうことを考えておったやつをもう

少し、摂津市として幅広くあそこのまちづ

くりとしての第二種住居専用地域を立てた

上で、一定の幅を広げた上でもう少し一定

の民間との形を考えたいと。これは当然、

議決をいただけたとしても６月末でござい

ますから、実際に動けるのは７月以降だと

思いますが、そういうことを幅広く考えた

いということでこのゾーニングの変更をさ

せていただいたということでございます。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 最後の答弁だと思いますが、３

度目の。今、副市長からお話し申し上げた

ことについてだと思いますが、行革とゾー

ニングのことでした。 

 この代表質問を通じまして行革の話、い

ろいろ申し上げましたけれども、行政改革

というやつは、何かともすれば切ることば

かりに目が行ってしまいますが、入ること

をしっかり考えないかんわけでありますか

ら、入る一番重点は何に置いてるねんとい

うお話だと思います。量的に言いますと、

人件費の縮小、これは６６０人体制を示し

ますから、これは大きい。それから、用地

の売却ということも視野に入ってきますか

ら、これは入ってくる話です。それから、

きのう、私、攻撃は最大の防御というふう

な話をしたと思いますけれども、できるだ

けお金をかけずにまちをつくっていって、

そこから固定資産税等々税金を上げると、

これも収入に結びつく。今、副市長から申

し上げましたけれども、今度のまちづくり

で、すべてできますと固定資産税等々、年

間３億円強の税収が得られると見積もって

おりますから、これは非常に大きな歳入に

つながってくるのではないかと思っていま

す。 

 質的な行革といいますと、１次、２次、

３次、一生懸命取り組んだけれども、なか

なか手のつけにくかった問題があると思い

ます。ここのところをもう一回チェックす

ること。それから、民間ではボーナスも出

ない、給料もどんどん減っていく中、まだ

まだ公務員は私は甘いと思いますが、そう

いう面から見てやっぱり民間の目線でもう

一回きっちりチェックする。これは量的に

はそんなに出ないかもわからないけど、や

っぱりこの視点、これは質になると思いま

すが。そんなことを見きわめてしっかり取

り組みたいと思っています。 

 ゾーニングのことについては、今、申し

上げましたように、より方針はしっかりと

元来の方針を変えずに、当初の産・官・学、

このテーマを生かして、で、税収増につな

がる、ということになればいいなというこ

とでの変更でございます。 

 以上です。 

○上村高義議長 野原議員の質問は終わり、

以上で代表質問が終わりました。 

 以上で本日の日程は終了しました。 



 

 

3－７２

 お諮りします。 

 ３月１０日から３月２９日まで休会する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午後４時３９分 散会） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 

 

 摂津市議会議長     上 村 高 義 

 

 

 摂津市議会議員     野 口   博 

 

 

 摂津市議会議員     村 上 英 明 
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４－４

（午前１０時 開議） 

○上村高義議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、本保議員及び

大澤議員を指名します。 

 日程１、議案第１号など３２件を議題と

します。 

 総務常任委員長。 

  （野口博総務常任委員長 登壇） 

○野口博総務常任委員長 ただいまから、総

務常任委員会の審査報告を行います。 

 去る３月８日の本会議において、本委員

会に付託されました議案第１号、平成２２

年度摂津市一般会計予算所管分、議案第５

号、平成２２年度摂津市財産区財産特別会

計予算、議案第１０号、平成２１年度摂津

市一般会計補正予算（第８号）所管分、議

案第２１号、摂津市公の施設の指定管理者

の指定の手続等に関する条例制定の件、議

案第２４号、摂津市立男女共同参画センタ

ー条例制定の件、議案第２５号、摂津市事

務分掌条例の一部を改正する条例制定の件、

議案第２６号、一般職の職員の給与に関す

る条例及び摂津市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例制定の

件、議案第２７号、特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例制定の件、議案第２９

号、摂津市税条例の一部を改正する条例制

定の件及び議案第３６号、摂津市火災予防

条例の一部を改正する条例制定の件の以上

１０件について、３月１５日及び３月１７

日の２日間にわたり、委員全員出席のもと

に委員会を開催し審議しました結果、いず

れも全員賛成をもって可決すべきものと決

定しましたので、報告します。 

○上村高義議長 建設常任委員長。 

  （山本靖一建設常任委員長 登壇） 

○山本靖一建設常任委員長 ただいまから、

建設常任委員会の審査報告を行います。 

 去る３月８日の本会議において、本委員

会に付託されました議案第１号、平成２２

年度摂津市一般会計予算所管分、議案第２

号、平成２２年度摂津市水道事業会計予算、

議案第６号、平成２２年度摂津市公共下水

道事業特別会計予算、議案第１０号、平成

２１年度摂津市一般会計補正予算（第８

号）所管分、議案第１１号、平成２１年度

摂津市水道事業会計補正予算（第３号）、

議案第１３号、平成２１年度摂津市公共下

水道事業特別会計補正予算（第３号）、議

案第２０号、摂津市立自転車駐車場指定管

理者指定の件、議案第３２号、摂津市立自

転車駐車場条例の一部を改正する条例制定

の件及び議案第３５号、摂津市道路占用料

徴収条例の一部を改正する条例制定の件の

以上９件について、３月１１日及び３月１

６日の２日間にわたり、委員全員出席のも

とに委員会を開催し審査しました結果、い

ずれも全員賛成をもって可決すべきものと

決定しましたので、報告いたします。 

○上村高義議長 文教常任委員長。 

  （柴田繁勝文教常任委員長 登壇） 

○柴田繁勝文教常任委員長 ただいまから、

文教常任委員会の審査報告を行います。 

 去る３月８日の本会議において、本委員

会に付託されました議案第１号、平成２２

年度摂津市一般会計予算所管分、議案第１

０号、平成２１年度摂津市一般会計補正予

算（第８号）所管分及び議案第３０号、摂

津市私立幼稚園の園児の保護者に対する補

助金交付条例の一部を改正する条例制定の

件の以上３件について、３月１５日、委員

全員出席のもとに委員会を開催し、審査を

行いました結果、議案第１号所管分につい

ては賛成多数、その他の案件については全
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員賛成をもって可決すべきものと決定しま

したので、報告いたします。 

○上村高義議長 民生常任委員長。 

  （森西正民生常任委員長 登壇） 

○森西正民生常任委員長 ただいまから、民

生常任委員会の審査報告を行います。 

 去る３月８日の本会議において本委員会

に付託されました議案第１号、平成２２年

度摂津市一般会計予算所管分、議案第３号、

平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計

予算、議案第４号、平成２２年度摂津市老

人保健医療特別会計予算、議案第７号、平

成２２年度摂津市パートタイマー等退職金

共済特別会計予算、議案第８号、平成２２

年度摂津市介護保険特別会計予算、議案第

９号、平成２２年度摂津市後期高齢者医療

特別会計予算、議案第１０号、平成２１年

度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管

分、議案第１２号、平成２１年度摂津市国

民健康保険特別会計補正予算（第４号）、

議案第１４号、平成２１年度摂津市介護保

険特別会計補正予算（第４号）、議案第１

５号、平成２１年度摂津市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）、議案第２３

号、摂津市商業の活性化に関する条例制定

の件、議案第２８号、摂津市墓地管理基金

条例の一部を改正する条例制定の件、議案

第３１号、摂津市保育の実施に関する条例

の一部を改正する条例制定の件、議案第３

３号、摂津市立保健センター条例の一部を

改正する条例制定の件及び議案第３４号、

摂津市国民健康保険条例の一部を改正する

条例制定の件の以上１５件について、３月

１１日及び３月１６日の２日間にわたり、

委員全員出席のもとに委員会を開催し審査

しました結果、議案第１号所管分、議案第

３号、議案第８号、議案第９号及び議案第

１５号については賛成多数、その他の案件

については全員賛成をもって可決すべきも

のと決定しましたので、報告します。 

○上村高義議長 議会運営委員長。 

  （森内一蔵議会運営委員長 登壇） 

○森内一蔵議会運営委員長 ただいまから、

議会運営委員会の審査報告を行います。 

 去る３月８日の本会議において、本委員

会に付託されました議案第１号、平成２２

年度摂津市一般会計予算所管分及び議案第

１０号、平成２１年度摂津市一般会計補正

予算（第８号）所管分の以上２件について、

３月２６日、委員全員出席のもとに委員会

を開催し、審査いたしました結果、いずれ

も全員賛成をもって可決すべきものと決定

いたしましたので、報告いたします。 

○上村高義議長 駅前等再開発特別委員長。 

（木村勝彦駅前等再開発特別委員長 登壇） 

○木村勝彦駅前等再開発特別委員長 ただい

まから、駅前等再開発特別委員会の審査報

告を行います。 

 去る３月８日の本会議において、本委員

会に付託されました議案第１号、平成２２

年度摂津市一般会計予算所管分、議案第１

０号、平成２１年度摂津市一般会計補正予

算（第８号）所管分及び議案第２２号、摂

津市立コミュニティプラザ条例制定の件の

以上３件について、３月１８日、委員全員

出席のもとに委員会を開催し審査しました

結果、議案第１号所管分については賛成多

数、その他の案件については全員賛成をも

って可決すべきものと決定しましたので、

報告します。 

○上村高義議長 委員長の報告が終わり、質

疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 討論に入ります。通告がありますので、
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許可します。 

 弘議員。 

  （弘豊議員 登壇） 

○弘豊議員 日本共産党議員団を代表して、

議案第１号、議案第３号、議案第６号、議

案第８号、議案第９号、議案第１３号及び

議案第１５号に対して、一括して反対討論

を行います。 

 先週、新年度政府予算が成立しました。

日本共産党は、国民は先の総選挙で貧困と

格差を拡大する構造改革路線に厳しい審判

を下し抜本的な転換を求めた。しかし、新

政権による今回の予算はその期待に応える

ものにはなっていないことを強調するとと

もに、具体的には①、後期高齢者医療制度

廃止の先送りに加え、保険料の負担軽減も

実行せず、障害者自立支援法の応益負担も

中途半端に残している。②、労働者派遣法

の抜本改正に当たって、製造業派遣の原則

禁止で常用型派遣を例外とし、登録型派遣

の原則禁止でも、現行の専門２６業務を例

外としている。③、財源では、軍事費や大

企業・大資産家への優遇税制を温存し、さ

らに、今後消費税増税を想定していること

などを述べ反対しました。 

 新政権ができて半年、公約違反の連続、

政治と金の問題、貧困と格差是正への中途

半端な取組みなどによって、内閣支持率は

不支持が支持を上回る状況となっています。

そんな中、国民の暮らしや中小業者の実態

はどうでしょうか。大阪府下的な資料で見

ますと、昨年の完全失業率は６．６％で全

国平均より１．５ポイント高く、完全失業

者は２８万人です。企業倒産件数は前年比

１８．３％も増え、全国の実に１５％。資

本金１００万円以下の企業の倒産件数の割

合が全国の２倍以上に上っています。また、

生活保護率も２．８％、就学援助金の受給

率は２７．８％といずれも全国平均の２倍

と、大阪全体の貧困と格差の広がりは一層

深刻になっている状況です。 

 こうしたときこそ、摂津市がこの間の新

政権の半年を反面教師にして、政治を変え

てほしいとの市民の期待に応え、暮らしと

雇用を守ることに持てる力を出し切るとい

う立場に立つべきです。 

 以上を踏まえ、市政運営における基本的

な問題について最初に申し上げます。 

 まず第１に、２０１０年度の位置づけに

ついて、そして新年度予算に対する評価と

開発問題を含めた今後の方向性についてで

す。 

 市長は、本市にとって未来を切り開く年

だと述べられましたが、新総合計画策定の

年であり、今後１０年間のまちづくりを議

論する上でも、市民の暮らしと雇用を守る

ことに最大限力を尽くし、同時に人口減少

社会に向けたまちづくりについての本格的

な市民的議論を起こす年という位置付けで

取り組むべきです。新年度予算には、市民

の願いに応える前進面として、国民健康保

険料をはじめ基本的にすべての公共料金の

値上げを見送ったこと、府営水道の値下げ

に伴い水道料金の引き下げを行うこと、市

融資制度の返還期間５年と全額利子補給の

継続、市内バス路線の見直し検討、昨年か

らの継続で実施されるＩｓ値０．３未満の

幼稚園、小・中学校の耐震補強工事、就学

援助金制度の現行制度維持、水道鉛管の取

りかえ等があります。 

 しかし、その一方で、第４次行革によっ

て一層の市民負担増と市民サービスの廃

止・縮小、公的な仕事の外部委託などに踏

み込むという予算にもなっています。また、

阪急新駅が開業しましたが、今後も多額の

予算を伴う大きな開発が計画されています。
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今年策定していく新総合計画では、予算を

どんどん投入して開発を進めるという、人

口が増加してきた時代のやり方を踏襲する

のではなく、子育て支援策を拡充すること

により出生率を高め、急激な人口減少を抑

制しながら、同時に生活のレベルを低下さ

せない、暮らしやすいまちづくりを追求し

ていく方向にこそまちづくりの重点を変え

ていくべきです。そうした視点に立って、

開発計画についてはゼロから根本的に見直

すことを求めます。 

 続いて、第４次行革実施計画についてで

す。 

 本市が９８年度に第１次行革をスタート

し、第２次、第３次とこの１２年間で行革

の効果額は１４５億円とされています。一

方で、９８年度、過去最大の市債残高総額

１，０５８億３，０００万円、市民１人当

たり１２２万７，０００円を削減するため

に、この１２年間、市の公共料金値上げで

市民負担を１６１億円増やし、市職員の大

幅削減と官製ワーキングプアの拡大、市民

生活関連施策の切り捨てを行ってきました。

それでも、２０１０年度末見込みで総額７

４２億６，０００万円、市民１人当たり８

８万４，０００円と、今なお大変な借金を

抱えている現状に変わりありません。一部、

他市に先駆けた進んだ施策も行っておりま

すが、行政水準は依然として北摂７市の中

でも低いままであります。５年後には約３

６億円の赤字が発生し、早期健全化団体に

なるとして、今後５年間で職員数を７１９

人から６６０人に削減することを中心に、

これまで築き上げてきた市民サービスの廃

止・縮小、本市として担ってきた仕事を民

間に投げ出そうとしています。第４次行革

には、これまでの取組みから教訓を引き出

し、自治体の一番の仕事である、市民の暮

らしを守り支えるという視点からの分析が

抜け落ちています。白紙に戻し、市民的な

議論をきちんと進めることを求めます。 

 次に、三つの角度から個別問題に触れた

いと思います。 

 １番目は、市民の暮らしと命を守るため

の諸施策についてです。 

 女性特有のがん検診や市民健診科目の拡

充、障害者地域生活支援事業の市民税非課

税世帯への利用料無料化、地域子育て支援

のつどいの広場事業の増設などが前進しま

した。しかし、民生予算の増額の主なもの

は子ども手当と扶助費の自然増であり、見

るべき増加とは言えません。 

 生活保護については、一昨年来の深刻な

不況のもと、本市でも保護世帯が１７％も

増加しています。それに伴いケースワーカ

ーが担当する世帯は１人当たり１１０世帯

にもなり、適切な支援を行う上で、ケース

ワーカーの資質の向上とともに増員などで

体制を強化することが不可欠です。また、

扶助費の支給では、銀行振り込みという約

束をほごにして、依然、保護世帯の５割が

市役所窓口に呼び出し手渡すというやり方

です。人権にかかわる点でも、業務上非効

率であるという点からも、近隣自治体と比

べ極めておくれたこうした対応は早急に改

善するよう強く求めます。 

 国民健康保険について、保険料が高い最

大の要因は、国が８４年には約５０％だっ

た国庫負担率を０７年には２５％とおよそ

半分にまで引き下げてきたことにあります。

国庫負担の増額を求めつつ、新年度予算で

ばっさり削った保険料軽減のための一般会

計繰り入れ５，０００万円をもとに戻すよ

う求めます。また、資格証の発行をやめ、

医療抑制で命を奪われることのない、市民

の命と健康を守る運用を求めます。 
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 後期高齢者医療制度の加入者は、同じ摂

津市民でも保険料が平均５．０７％の値上

げです。即時廃止を国に求めつつ、当面の

間負担増の抑制に全力をあげること、そし

て新たに実施される人間ドック助成の周知

徹底はもとより、特定健診の受診率を上げ

る取組みを強く求めます。 

 介護保険では、この年度末、介護保険制

度１０年の節目です。厚生労働省が意見募

集を行っていますが、上がり続ける保険料

と原則１割負担の利用料、介護報酬の改善

に手がつけられ始めましたが、現場の労働

条件は依然厳しく、職員給与を引き上げる

にはサービス利用料にはね返る仕組み、多

くの市民は介護に不安を抱えています。必

要になったとき安心して受けられる支援の

充実と抜本的な改善を国に働きかけること

も、この時期改めて求めます。 

 子どもの医療費助成については、先日、

国会で我が党から国の制度として行うこと

を求めたのに対し、優先課題と位置付けた

いと答弁を得ています。子どもの貧困が社

会問題化する中で、どの子にも健やかな成

長を保障する上でも充実が求められます。

また、子育て支援の厚い自治体に、近年、

人口増加の傾向も見られることなど注目し

ています。助成制度の年齢引き上げに要す

る経費は、小学生に上がれば１歳当たり約

１，６２０万円です。思い切った拡充を求

めるものです。 

 葬儀会館使用で、市営葬儀取扱店であり

ながら祭壇利用が全くない業者が存在する

ことなど、市営葬儀条例の理念に基づいた

運用と言えるのか。このことについて、実

態の解明に向けた毅然とした態度での指導

を強く求めます。 

 地元商工業の振興、不況・雇用対策につ

いては、今議会で商業の活性化に関する条

例が提案されました。昨年の小規模工事等

希望者登録制度の拡充や、市長自身が市内

企業を回っての雇用促進の申し入れなどを

評価するものです。しかし、今の深刻な経

済状況に対する手だてとして十分とは言え

ません。建設業の仕事おこしとして地域経

済への波及効果も大きい住宅リフォーム助

成制度の実施や、仕事の激減で苦しむ製造

業へは、貸し工場の家賃など固定費補助、

市内中小企業に直接支援を行って雇用の拡

大、景気対策を国任せにしない施策の充実

を求めます。また、この厳しい不況に対し

て、前年の所得で課せられる市民税や所得

に関係なく決定する固定資産税について、

かねてから訴えているよう税法上の減免規

定、条例にある減免規定を活用できるよう

な要綱の改定を求めるものです。 

 第２に、公共下水道事業の運営について

です。 

 補正第３号で、使用料収入が１億５，０

００万円もの減額、その穴埋めを雑入、つ

まり空財源７，１００万円と８，０００万

円の管理費、整備費の執行差金で行いまし

た。経済の落ち込みが最大の要因と説明さ

れましたが、しかしそれだけでなく、北摂

７市の中では２０立方メートル使用料で一

番高く、２，１９４円は池田市の１，０２

９円の倍という料金がそれに拍車をかけて

います。一般会計からの繰り入れを対前年

比で１億４，０００万円増やし、値上げを

見送ることとされたのは、市民生活の実態

に即した判断と評価されますが、水道料金

同様値下げすべきではありませんか。 

 また、０９年度で３，８００万円の累積

赤字を解消し終了するとしていた健全化計

画は１億２，８００万円と赤字が拡大し、

その改善方向は示されていません。さらに、

０８年度決算の討論でも指摘しましたが、
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流域下水道管理負担金は２００８年当初予

算比４，５００万円の増となっています。

これは燃料費の高騰と説明されていますが、

一元化で具体的に正していくことが求めら

れています。また、０５年、０６年度にわ

たり明らかになった４，５８０万円の下水

道使用料未徴収問題では、市の信頼回復に

向け大変な努力で２，７６０万円の回収が

図られましたが、まだ１，８００万円残っ

ています。今年度末には不納欠損にしてい

くのか、また強制徴収なのか、さらに努力

を重ねていくのか、その処理が問われてい

きます。信頼回復に向けての方針を示され

るように求めます。 

 最後に、水洗化の向上に改善資金貸付け

や助成金制度がありますが、３号補正では

その大半、５５０万円が不用額となってい

ます。改めて、実態調査と必要な制度を整

え、水洗化の向上を図られるよう求めます。 

 第３に、子どもと教育についてです。 

 全国学力テストがその役割を果たしたと

して、悉皆調査から抽出調査へ規模が縮小

されましたが、摂津市は引き続き任意に受

験することになっています。学力向上とい

うみんなが願う課題が、点数や順位を上げ

ることに矮小化されてしまう問題、学力テ

ストの結果が直ちに教育現場に生かせない

問題、３回の調査で学力定着度や地域性、

また経済格差や生活習慣との関連性などの

データが蓄積されていること、子どもと教

育現場の重い負担感などから、全国学力テ

ストへの参加は見直すべきです。 

 また、これまで、全国学力テストと並行

して行い、その意義は別にあると説明され

てきた市独自の学力定着度テストが中止に

なった理由は不明確です。これでは、行き

当たりばったりという批判は免れないので

はないでしょうか。学力向上は、少人数学

級の拡大など一人ひとりに目が行き届く環

境整備や、市教委がこの間努力してきた小

学校１年生への学級補助員、読書サポータ

ー、スクールソーシャルワーカーの配置な

どの人的保障の拡大、保護者や地域へ情報

を発信し、協力を求める取組みを粘り強く

行っていくことで前へ進めることができる

と考えます。 

 学校給食については、２年前に始まった

鳥飼西小学校に続き、新年度より鳥飼北小

学校で調理業務が民間委託となります。市

教委は、民間委託をしても食材、メニュー、

調理方法など民間会社との間で契約書のほ

かに仕様書など細かな指示と打ち合わせを

行い、チェック・検証を行うので、直営と

変わらない安全でおいしい給食に責任を持

つと説明しています。しかし、厚生労働省

の「労働者派遣事業と請負により行われる

事業との区分に関する基準」（３７号告

示）に係る質疑応答集についての中の７、

作業工程の指示の項目に照らすと、安心・

安全の担保となる市教委の指示やチェッ

ク・検証をやればやるほど偽装請負の疑い

が濃くなっていきます。安全な給食と労働

者保護それぞれの立場から相反する基準が

あるという矛盾が存在している以上、労働

の規制緩和で非正規労働者拡大という社会

問題が顕在化していなかった２５年も前に

文部省が出した学校給食の合理化方針に盲

目的に従うことは時代おくれです。学校給

食の民間委託方針の見直しを求めます。 

 学校施設の耐震化は、新年度予算に計上

されたのは千里丘小学校体育館の実施設計

だけです。新年度、繰越明許による補強工

事でＩｓ値０．３未満の施設は解消されま

すが、０．７未満の施設は１０校２２棟が

残されています。一年でも早く耐震化が図

られるよう、国の補助かさ上げ期限の延長
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など予算措置を強く求めること、施設の部

分的な補強など安全対策について研究・検

討することを求めます。べふ幼稚園と別府

保育所の統合、こども園化については地元

や保護者への説明責任を果たすこと、幼稚

園・保育所のそれぞれの役割や基準を後退

させないことはもちろんのこと、現場や子

どもにしわ寄せが押しつけられないよう、

人的保障を含めた支援体制を強く求めます。 

 学童保育では、補正予算において指導員

給与で５，０００万円が減額されました。

障害のある児童への対応など予測困難な事

情があるとしても、当初予算の２７％に当

たる減額は予算案への信頼性が問われる問

題です。年度当初の待機児童を減らす工夫

は評価できますが、同時に学童保育ガイド

ラインに示された適正な環境整備と対象学

年、開所日数、時間の拡大など、保護者が

求める学童保育の充実を求め、以上、反対

討論といたします。 

○上村高義議長 嶋野議員。 

  （嶋野浩一朗議員 登壇） 

○嶋野浩一朗議員 高志会を代表いたしまし

て、議案第１号から議案第１５号、議案第

２１号及び議案第２３号について、一括し

て賛成の立場から討論いたします。 

 平成２２年度の経済見通しと経済財政運

営の基本的態度によりますと、景気は緩や

かに回復すると見込まれております。しか

し、大きく萎縮した経済の回復ペースは遅

いと言わざるを得ず、世界同時不況以前と

比較すると、まだまだ回復したとは言えな

い状況にあります。個人消費を見ていくと、

勤労者所得の減少傾向が続く中、エコポイ

ント制度やエコカー減税、補助金などの政

策効果によって一時的に持ち直しているよ

うに見えますが、これは需要の先食いであ

る可能性が極めて強いと思われます。企業

収益を見ていくと、アジア向けを中心に輸

出が持ち直してはいるものの、設備投資は

必要最低限のものに限られる傾向が強く、

当面は厳しい状況が続くものと言わざるを

得ません。 

 本市でも、平成２２年度当初予算で２０

年ぶりに税収が１７０億円を下回ると見込

んでおり、厳しい財政運営が求められる状

況にあります。このような中で、２２年度

の一般会計当初予算は３１９億６，５６８

万円、その他の会計を含め総額５６８億８，

３０２万円余りの予算編成となっており、

前年度に比べて１．４％増となっておりま

す。特に民生費で１６．５％、衛生費では

８．５％の増額となるなど、厳しい財政状

況の中、市民の暮らしを守るための予算編

成がなされていると思います。しかし、先

行き不透明な中で、本来行政が担うべき役

割とは何かを今まで以上に問い直し、将来

にツケを回さない行財政運営が求められて

おり、２２年度から取り組まれる第４次行

財政改革によってどれだけの成果があげら

れるのか、我が会派もしっかりと見ていき

たいと思います。 

 それでは、個別の問題について述べてま

いります。 

 まず、行政運営については、職員６６０

人体制という指針が示されました。地方分

権という潮流を考えると、今まで以上に職

員一人ひとりが高いモチベーションを持つ

とともに、資質・能力の向上のための研修

体制の充実が求められます。併せて、その

職員が持てる能力を十分に発揮できる場所

がどこであるのかをつかみ、適材適所の配

置をし、その業務に対して適切に評価を行

うことも重要だと思われます。前例にとら

われず、勇気を持って改革を断行されるこ

とを要望いたします。 
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 また、先ほども述べましたが、本来行政

が担うべきものは何かということを市民と

ともに議論する場である事業仕分けにつき

ましても、実施に向けて検討していただく

ことを要望いたします。 

 次に、救急業務につきましては、４月か

ら救急安心センターが運営されます。これ

によって、市民からの問い合わせに対して

専門的な見地からのアドバイスがなされる

など、適切かつ迅速な救急業務の実施が期

待されます。 

 消防施策につきましても、位置情報通知

システムが導入されます。携帯電話、ＩＰ

電話からの通報が増えている状況を考える

と、大きな可能性を秘めているシステムだ

と思います。さまざまな場面を想定してい

ただいて、今まで以上に確実な指令業務が

実施されますことを要望いたします。 

 また、全国的にも大変注目を集めた機能

別消防分団が本年１月に発足されましたこ

とは大いに評価できます。これまでに出動

要請が出されたことはないということです

が、今後は地域と連携を深めていただくと

ともに、消防力を十分に発揮できるように

シミュレーションを重ねていただくことを

要望いたします。 

 次に、都市核づくりについて。 

 千里丘西地区市街地再開発支援事業につ

いては、準備組合の活動を支援するための

予算が計上されておりますが、現段階で状

況が進展しているようには見受けられませ

ん。難しい課題があるとは思いますが、安

全確保など行政として解決しなくてはなら

ない課題は何かということをしっかりと整

理しながら取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 吹田操車場跡地活用については、良好で

秩序ある都市型居住空間の創出に向けて、

基盤整備及び土地利用の誘導が行われよう

としておりますが、正雀処理場及びクリー

ンセンター問題の解決が大前提であること

は申し上げるまでもございません。将来に

禍根を残さないため、森山市長の政治力に

大いに期待しております。 

 南千里丘まちづくり事業においては、待

望の阪急摂津市駅が今月１４日に開業、７

月にはコミュニティプラザがオープン予定

となっております。市民交流の拠点、健康

づくりの拠点となるこの施設において、多

くの市民に利用されるための環境整備をお

願いいたします。 

 また、摂津市駅周辺を自転車放置禁止区

域に指定されたことを評価いたします。併

せて、特にＪＲ千里丘駅周辺及び阪急正雀

駅周辺の駐輪対策も今まで以上に実効性の

あるものとされますよう要望いたします。 

 公共交通のあり方では懇話会が設置され、

地域の実情に即したバス路線網の整備に向

けて検討されることは大いに期待されます。

市民ニーズがどこにあるのかをしっかりと

つかみ、安定した市民の足の確保が実現さ

れますことを要望いたします。 

 高齢者施策では、ひとり暮らしや認知症

の高齢者の実態把握に取り組まれることは、

高齢化の進展を考えると的を射たものであ

ると思います。地域の生活の実態をしっか

りとつかみ、本当に支援を必要とされてお

られる方に適切な支援が行き届くよう今後

の取組みに期待しております。 

 障害者施策では、障害者自立支援法の廃

止は決まったものの新しい制度が確立され

ておらず、今まさに過渡期にあると言えま

す。そのような状況の中で、地域生活支援

事業の利用者負担において、市民税非課税

世帯の方に対しては無料とされたこと、新

たな施設として（仮称）障害者総合支援セ
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ンターが開設されることは評価いたします。

今後も制度の推移をしっかりと把握し、福

祉サービスが滞りなく実施されることを要

望いたします。 

 子育て支援施策では、つどいの広場事業

を新たに１か所増設されたこと、保育所の

定員を拡大されたことも社会のニーズに合

致した取組みだと思います。また、保育サ

ービスの充実とともに、就学前教育の充実

を図るために、（仮称）べふこども園の開

設に向けて改修工事の実施設計が行われま

す。認定こども園の果たすべき役割がどこ

にあるのか、本当に求められている保育ニ

ーズとは何であるのか、就学前教育に何を

求めているのか等をしっかりと整理してい

ただくとともに、新たなサービスに対応す

るための体制強化にも取り組んでいただく

ことをお願いいたします。 

 くらしのセーフティーネットに関する施

策では、生活保護の受給世帯が増加するこ

とが予想されますが、現状ではきめ細かい

指導を行うには１人のケースワーカーが受

け持つ世帯数があまりにも多過ぎると言わ

ざるを得ません。行き届いた指導を行うに

は、ケースワーカーの役割はますます大き

くなります。よって、ケースワーカーの増

員を強く要望いたします。 

 次に、環境対策についてですが、市域全

体の温室効果ガス排出量の抑制を推進する

ために、地球温暖化防止地域計画の策定に

向けて取り組まれること、行政みずからが

せっつ・エコオフィス推進プログラムⅡに

基づいて環境に配慮した取組みを行うこと、

家庭での取組みとして、せっつエコポイン

ト事業を実施することは高く評価いたしま

す。本市では、平成１５年より環境家計簿

という事業が行われており、数値的な結果

も残しております。省エネルギー・省資源

社会の実現は喫緊の課題であり、この実現

にはより多くの事業所、ご家庭にご協力い

ただいてこそ大きな結果に結びつくと思わ

れます。環境業務の充実に向けて、体制の

強化を要望いたします。 

 廃棄物処理施策では、一般廃棄物処理基

本計画の策定に向けて取り組まれることも

高く評価いたします。これを機に、ゼロウ

ェスト社会の実現に向けた取組みがなされ

ることを要望いたします。 

 産業振興では、市内事業所の情報を発信

する摂津市事業所ネットへの登録増加を図

っていただくことを要望いたします。産業

振興では、商業の活性化に関する条例の制

定がなされることは評価いたします。今後

は、商業者や商工会、商店街と連携し、市

内での購買意欲の向上に向けた取り組みが

実施されますことを要望いたします。また、

プレミアムつきセッピィ商品券の第二弾実

施につきましては、生活支援という側面だ

けでなく、事業所の社会的貢献が図られる

ような取組みとしていただきます要望いた

します。 

 次に、教育行政では、小学校・中学校の

耐震補強工事及び耐震診断が進められ、今

年度は鳥飼小学校、第一中学校及び第四中

学校の体育館などの耐震補強工事が、千里

丘小学校の体育館の耐震補強実施設計が行

われます。学校施設については住民の緊急

避難場所にもなりますので、できるだけ早

い時期での取組みを行っていただき、施設

面の安全性を高めていかれることを期待い

たします。また、２１年度から全小学校の

すべての１年生の学級に学級補助員が配置

され、保護者からも高い評価の声が聞かれ

ます。２２年度以降も子どもたちがスムー

ズに学校生活になじむことができる取組み

に、大いに期待しております。 
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 スクールソーシャルワーカー等活用事業

では、スクールソーシャルワーカーが全中

学校区に配置され、問題行動に対して組織

的に対応されようとする姿勢は評価できま

すが、このような施策を打たなくてはなら

ないという現状を真摯に受けとめ、原因を

深く探るとともに効果的な問題解決策に着

手していただくことを強く要望いたします。 

 また、学力・体力の、本市の子どもたち

の現状も決して褒められるものではないと

いうことも明らかになりました。現場での

指導力の向上を要望するとともに、家庭へ

の啓発も今まで以上に効果的なものとなり

ますことを期待いたします。 

 文化事業では、（仮称）文化財保護条例

の策定、「新修摂津市史」の編集・編さん

が進められます。先人が私たちに残そうと

されたものが何であったのか、先人がどの

ような思いを後世に託そうとされたのかを

しっかりと受け継ぎ、そして次代に語り継

いでいかなくてはなりません。そのための

環境整備について、しっかりと行われてい

くことを強く要望いたします。 

 また、スポーツ振興では、総合型地域ス

ポーツクラブの設立準備会の活動を支援す

る指針が示されました。運動・スポーツを

推進し、運動機会の少ない人をも引き込ん

で、人間関係の充実した活力ある地域コミ

ュニティを目指すことは大きな意義がある

と思います。２２年度中に味舌体育館が閉

鎖されるなど、スポーツ振興を取り巻く環

境は厳しいものがありますが、総合型地域

スポーツクラブの設立を契機に、だれもが

気軽に運動・スポーツに親しめる環境の整

備を図っていただくことを要望いたします。 

 次に、公の施設における指定管理者の指

定について、その基本的な考え方が委員会

での議論等を通じ明らかにされました。特

に、福祉施設においては、今までその施設

が担ってきた役割を十分にしんしゃくし、

福祉の低下につながらないような決定がな

されることを強く要望いたします。 

 次に、各特別会計について。 

 まず、水道事業では料金を値下げする方

針が示されました。主な要因は、大阪府営

水道の料金値下げでありますが、貴重な資

産である水道水をどのような状況でも無駄

にすることなく、良質な水道水を将来にわ

たって安定供給することが行政にとって極

めて重要な責務であると考えます。そのた

めには、送水施設の計画的な改修や鉛管対

策、水道管の複線化、災害に強い水道管へ

の付け替えなど、まだまだ取り組むべき課

題は多いものと思います。市民生活に配慮

されての値下げには一定理解はいたします

が、将来にツケが回ることのないよう、長

期的な展望に立った事業運営がなされるこ

とを強く要望いたします。 

 公共下水道事業では、今まで健全化に向

けて鋭意努力されてきました。しかし、水

需要の低下等の影響で厳しい運営が迫られ

ております。未整備地域への早期の普及を

図るとともに、計画的な運営を要望いたし

ます。また、将来的な水道事業の一体化を

念頭に、企業会計への移行が行われること

を併せて要望いたします。 

 国民健康保険では、保険料の改定が見送

られました。しかし、今までに累積されて

きた赤字が財政を圧迫しており、今後も難

しい運営が求められております。本年７月

には新しい保健センターがオープンする予

定です。市民の健康づくりへの取り組みを

今まで以上に充実させるとともに、後発医

薬品の普及、また特定健康診査等の受診率

向上などによって医療費を抑制し、保険者

として健全な運営に向けた取組みを期待い
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たします。 

 介護保険では、さらに高齢化が進展する

ことを念頭に、介護予防を大きな柱とする

必要があります。今まで行ってきた介護予

防施策の効果を検証し、今後の効果的な実

施を図る必要があります。また、ケアプラ

ンのチェックや給付実績のチェック等の充

実、適切な事業支援の指導に努められ、適

正な事業運営に取り組まれることを要望い

たします。 

 今、本市は財政運営をはじめさまざまな

課題が山積しており、極めて厳しい状況に

あります。このような状況は、行政の努力

だけで乗り切れるものではありません。多

くの耳目を集め英知を結集しなくてはなり

ません。第４次総合計画の策定に当たって

は、広く市民の声をちょうだいするという

今までにない作業がなされました。これは

大きなシフトチェンジであると我々は考え

ます。行政が何のためにあるのか、このま

ちをつくっている主体が一体だれであるの

かをいま一度見詰め直し、改めるべきは勇

気を持って改めていくべきです。「今の私

たちの暮らしがあるのは、あの時代のあの

先輩の努力のおかげなんだ」と後人が感じ

ることができるように、私たちはたゆまぬ

努力をしていかなくてはなりません。市民

が思いやりと優しさの心を持ち、夢と希望

と志を持って、そして未来の発展を願い行

動に移す、そんな魅力あるまち「摂津」を

創造していくことを願い、以上で賛成討論

といたします。 

○上村高義議長 本保議員。 

  （本保加津枝議員 登壇） 

○本保加津枝議員 公明党議員団を代表いた

しまして、議案第１号、平成２２年度摂津

市一般会計予算、議案第２号、平成２２年

度摂津市水道事業会計予算、議案第３号、

平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計

予算及び議案第６号、平成２２年度摂津市

公共下水道事業特別会計予算に対しまして、

賛成の立場から討論させていただきます。 

 まず初めに、平成２２年度は長引く不況

の影響で税収入の落ち込みが予想されてお

り、市政方針でも景気の低迷が本市の台所

を直撃し始めたと表現されておりますが、

相当厳しく切り詰められた予算編成がなさ

れています。しかし、こうした状態におい

ても、暮らしに直接関係のある施策につい

ては削ることなく継続を決定されており、

また、景気低迷が続く中、何よりも市民生

活に最大限配慮する必要から引き続き本年

度も国民健康保険料を据え置き、さらに水

道料金については引き下げを断行し、また

昨年に引き続きセッピィ商品券の発行をご

決断いただいたことに対して高く評価をい

たします。これらのことは、私たち公明党

議員団としても、暮らしを守る３点セット

として森山市長に強く要望してまいりまし

たことであり、まず初めに賛成理由として

挙げておきたいと思います。 

 議案第１号では、南千里丘まちづくり事

業費が計上されておりますが、平成１９年

に着工された区画整理事業及び新駅設置工

事は、今年３月１３日にまちびらき及び１

４日には阪急摂津市駅が開業しました。こ

の事業の実施に当たっては、たばこ税の増

収分が実質利用されたことになり、私たち

公明党議員団も財源不足が懸念される中、

賛成に向けた大きなはずみになったことを

記憶しております。数字的にも、南千里丘

まちづくり事業と新駅設置にかかった総額

は約４４億円で、そのうち本市の負担は２

７億円に対し、たばこ税の増収分は奨励金

を引いてもおよそ４１億円を優に超えてお

り、結果として基金の温存につながってお
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ります。 

 今までに、たばこ税の是非を議論する声

もありましたが、平成１６年に森山市長が

誕生されたときは、「財政が厳しい中市民

に辛抱していただく、その先にどのような

摂津市があるのかをお示しいただきたい」

と要望したことを思い出します。そのとき

から考えますと、夢を形にする新たなまち

づくりに実際に着手されここまでなし得た

ことは、たばこ税も追い風になったという

点においては事実であり、このことは市民

レベルで高く評価されるべきことであると

思います。政府の指導により奨励金が廃止

され、たばこ税による増収は平成２１年度

で終了となりますが、私たちはこれをまち

づくりも一定のめどがつき、その役目を終

えて終了するものであると理解をいたしま

す。 

 また、総合福祉会館など多くの公共施設

の建て替えとして、建設中の（仮称）コミ

ュニティプラザについても、６月ごろを完

成予定として着々と工事が進んでおります。

これまでに、さまざまな工法による検討が

なされてまいりましたが、最終的に寄贈と

なることで実現できたことは、市民レベル

においても歓迎されるものと確信をいたし

ます。これから新たな市民交流の拠点、市

民の健康づくりの拠点を目指していかれる

とのことですが、市民と行政の協働につい

て、市民団体が主役となって活発に活動で

きるよう行政がサポートし、支援すべき点

を明確に打ち出すことが必要であると考え

ます。近い将来において行政が行うサポー

トや管理運営については市民団体に委託し

て、直接的な部分を最小限とする、市民団

体による自主運営方式を目指していくべき

であると提案し、要望といたします。 

 また、市民の健康づくりの拠点について

は、健康づくり運動のより一層の推進、機

能訓練事業の充実・強化、通所介護事業の

充実などさまざまな観点から取り組みが強

化されていくとのことでしたが、特定健診

やがん検診の健診率の向上など、健康施策

全般にわたって強化・充実を行い、摂津市

民の健康度が大きく向上するよう最大限の

努力がなされるよう期待し、要望といたし

ます。 

 また、平成２２年度はこれら一連の事業

の最終年度として仕上げの年となりますが、

計画に従って着実に執行していただきます

ようお願いし、賛成理由といたします。 

 また、摂津市駅の開業に伴い、予想どお

り踏切の遮断時間が延び渋滞が始まりまし

た。特に、朝夕は込みぐあいが激しくなっ

ており改善が望まれます。時間測定など詳

細な調査の上、遮断時間を一秒でも短くで

きるよう、最大の努力を払っていただくよ

うお願いいたします。 

 次に、連続立体交差事業の推進ですが、

平成２２年度はそのための調査事業も最終

年となります。まずは準備採択に向け着実

に進めていただき、さらに実施に向けてよ

り粘り強く推進がなされるようお願いし、

賛成理由といたします。 

 吹田操車場跡地まちづくり事業について、

平成２２年度では良好な秩序ある都市型居

住空間の創出を図るため、民間によるまち

づくりを誘導するまちづくりガイドライン

を策定する委託料が計上されております。

南千里丘と並ぶ、将来の本市の発展のため

のまちづくりとして着実に実施いただきま

すよう要望し、賛成といたします。また、

その中で隣接する吹田市の正雀下水処理場

区域の対応については、委員会において副

市長からも力強い答弁がありましたが、機

能廃止後の土地利用について本市のまちづ
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くりに協力するよう働きかけるとともに、

本市域に貯水池の設置を認めないようにお

願いいたします。 

 また、本市クリーンセンターの移設につ

いても早急に結論を出せるよう要望といた

します。また、今までに何度もその対応に

ついて質問してまいりました山田川河川敷

の未整備地区につきましては、速やかに整

備できるように大阪府に引き続き強く要望

していただきますようお願い申し上げ、賛

成とさせていただきます。 

 ＪＲ千里丘西口構外のエレベーター設置

のための調査委託費用が盛り込まれており

ますが、市民ニーズに応える事業と評価い

たします。高齢者の多くは、新たに開通し

た千里丘ガードの歩道の傾斜角度がきつい

ため、上りに苦慮するとの声があります。

その解消として、西口構外のエレベーター

設置は周辺の高齢者の悲願であります。予

定では、平成２２年度基本設計、平成２３

年度実施設計、平成２４年度工事となって

いるようですが、できるだけ前倒しで実施

していただけますよう要望し、賛成理由と

させていただきます。 

 子宮頸がん検診及び乳がん検診の無料ク

ーポン継続実施につきましては高く評価を

いたします。これは、平成２１年度の補正

予算で全額国費負担で始められた事業です

が、新政権による平成２２年度予算では大

きく削減されており、実施できない自治体

もある中、本市においては実施される決断

をされました。平成２１年度の実績では、

子宮がん検診につきましては約４８％増加

予定、乳がん検診は微増との予測ですが、

これはマンモグラフィー車の絶対量が決ま

っていることから、これが検診率の向上に

困難を来している要因とみなされるため、

改善は可能だと考えております。それでも

まだまだ摂津市での検診率は目標の５０％

にほど遠い現状であります。今後も市民の

がん検診受診率の向上に対しては積極的に

取り組まれるとともに、子宮頸がん検診及

び乳がん検診の無料クーポン券の発行につ

きましては、少なくとも都合５年間の継続

実施をお願いいたします。 

 マンモグラフィー検診車の増設につきま

しては、大阪府に強く要請していただきた

い旨を要望とし賛成理由といたします。ま

た、今後の取組みにおいて、予防施策とし

て子宮頸がんワクチン接種の公費負担も視

野に入れた検討をお願いし、要望といたし

ます。 

 こども園設置事業ですが、平成２４年度

実施に向けた取組みとして進められますが、

ゼロ歳児保育の実施、幼稚園の預かり保育

や給食の実施など新たなサービスが検討さ

れていることに対し高く評価をいたします。

こども園設置に向け十分な検討を行い実績

をあげられるように、そして市内の他の園

にも設置事業が展開されることを要望し、

賛成理由といたします。 

 学校ＩＣＴ環境整備事業についてですが、

学校において電子黒板や教育用及び教員用

パソコンの設置費用が計上されています。

これは、前政権が取り組んだスクール・ニ

ューディール政策によるものであり、教育

環境の向上に大きく貢献できるものとして

高く評価をいたします。 

 学校の耐震についてですが、平成２１年

度からの継続ですが、Ｉｓ値０．３以下の

園、小・中学校６棟すべての校舎の耐震化

を実施されることは、子どもたちの安全を

最優先に考え、また災害時の地域住民の緊

急避難場所を安全にする意味から高く評価

をいたします。平成２２年度では、次に危

険度の高い千里丘小学校の体育館が実施設
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計を行うための予算が取られておりますが、

併せて評価をいたします。Ｉｓ値０．７以

下の残る校舎においても計画を策定し、着

実に実施されるよう要望し、賛成理由とい

たします。 

 図書館運営事業として、平成２２年度よ

りインターネットでの本の予約が可能にな

り、（仮称）コミュニティプラザにおいて

も予約本の貸し出し、返却が可能になりま

す。このことは、千里丘公民館での取組み

を通してインターネット利用を要望してき

たことでもあり、ようやく実施となり評価

するところです。さらには、受け渡し場所

を各公民館や学校などに増やすことでさら

なる利便性が向上するよう要望し、賛成理

由といたします。 

 セッピィ商品券の発売については、昨年

に引き続き第二弾となりますが、昨年の実

施は各商店街としても期待を寄せる年末商

戦に活気をもたらし、地域商店街の活性化

に資する施策として継続実施要望の声が寄

せられておりました。また、実態も小売店

に予想を上回る利用があり大成功であった

と評価いたします。私たち公明党も要望し

続けてまいりましたが、引き続き平成２２

年度の実施を決断されましたことは、市長

みずからが提唱されております人間基礎教

育の実践をなされた施策の一つとして、ま

た本市の経済活性化と市民の暮らしの安定

を願う姿勢を示された施策として高く評価

をいたします。 

 せっつエコポイント事業の実施について、

新たに家庭で取り組む地球温暖化防止活動

への支援としてせっつエコポイント事業を

創設されましたことは、大変ユニークな事

業として評価をいたします。この取組みを

通して、環境家計簿取り組み家庭目標の７

００世帯達成実現に期待し賛成といたしま

す。 

 千里丘三島線の道路整備につきましては、

今まで長年にわたり歩道が整備されていな

い危険な状態が続いておりましたが、阪急

摂津市駅開業を機に人通りが多くなること

を考慮し拡幅整備が実施となりました。こ

れはどうしてもやらなければならない事業

として認識しており、予算化されたことに

対し賛成をいたします。 

 バス路線の検討については、長年の課題

でありました市内の利便性向上への見直し

が行われることにつきましては高く評価い

たします。今までも、コミュニティバスの

実施などについて検討されてきております

が、なかなか納得のいく形になっていない

状況の中、本市の交通インフラの現状が変

わってきたことや、他市での取組みが始ま

ったことなど、環境の変化を視野に入れた

施策に本腰を入れて取り組む時期に来てい

ると考えます。ぜひ、利便性が向上するバ

ス路線網ができますよう要望し、賛成とい

たします。 

 以上が、議案第１号、平成２２年度摂津

市一般会計予算の賛成理由でございます。 

 次に、議案第２号、平成２２年度摂津市

水道事業会計予算についてですが、内部留

保資金が１０億円以上ある中で、このたび

４月より府営水の立米単価が８８円１０銭

から７８円に値下げされます。施設の更新

に多額の予算が伴うとしても、ここは少し

でも値下げをするべきであり、私ども公明

党としても森山市長に要望してまいりまし

たが、市民生活に配慮する形で値下げを決

断されたことに対しては高く評価をいたし

ますが、問題は金額です。１０月実施に向

けてできる限り最大限の水道料金の引き下

げを実施していただきますよう要望し、賛

成理由といたします。 
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 次に、議案第３号、平成２２年度摂津市

国民健康保険特別会計予算については、保

険料値上げについて凍結されましたことに

ついて高く評価をいたします。最初は赤字

幅が大きく膨らむ予定であったものが、高

額医療費の共同事業交付金の増、共同拠出

金の削減で相殺されました。このことは、

摂津市が守られていると実感をいたしまし

た。さらに、明年以降も保険料値上げの据

え置きを要望して賛成といたします。 

 最後に、議案第６号、平成２２年度摂津

市公共下水道事業特別会計予算については、

市内全体の下水道人口普及率が２１年度末

見込みで９７．１％まで進められて、今年

度は東別府２丁目の下水管布設が見込まれ

ており、この地域の長年の懸案事項であり

ました公共下水道普及にあと一歩というと

ころまで参りました。道路底地所有者であ

るＩ社の解散以来、本市としても強気の対

応によってここまで進めてこられたことに

つきましては高く評価をいたします。今後

も引き続き東別府地域に早期に下水管布設

ができますよう力を尽くしていただきたく

要望して賛成といたします。 

 私たち公明党は、少子・高齢化と人口減

少が同時に進む中で中長期的な観点から、

第１に自助・共助・公助の調和した、地域

で支える協働型福祉社会。第２に、子ども

たちの個性・能力・創造性・思いやりの心

をはぐくむことを最優先する、教育のため

に行動する社会。第３に、人間の安全保障

に立脚し、平和・環境で世界に貢献できる

まちづくりを目指しています。現在、平成

２３年度からの新たなまちづくりの方向性

と本市の進むべき目標を定める第４次摂津

市総合計画の策定に取り組んでおられると

ころでありますが、こうしたことをぜひ考

慮に入れていただき、心豊かな摂津市構築

への確かなかじ取りをお願い申し上げ、公

明党を代表しての賛成討論を終わります。 

○上村高義議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 以上で討論を終わります。 

 議案第１号、議案第３号、議案第６号、

議案第８号、議案第９号、議案第１３号及

び議案第１５号を一括採決します。 

 本７件について、可決することに賛成の

方の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○上村高義議長 起立者多数です。よって本

７件は可決されました。 

 議案第２号、議案第４号、議案第５号、

議案第７号、議案第１０号、議案第１１号、

議案第１２号、議案第１４号、議案第２０

号、議案第２１号、議案第２２号、議案第

２３号、議案第２４号、議案第２５号、議

案第２６号、議案第２７号、議案第２８号、

議案第２９号、議案第３０号、議案第３１

号、議案第３２号、議案第３３号、議案第

３４号、議案第３５号及び議案第３６号を

一括採決します。 

 本２５件について、可決することに異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、本２５件

は可決されました。 

 日程２、議会議案第１号を議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野原議員。 

  （野原修議員 登壇） 

○野原修議員 ただいま上程となりました議

会議案第１号、専決処分事項の指定変更の

件につきまして、提出者を代表いたしまし

て提案理由の説明を申し上げます。 

 本件は、市の債権のうち使用料の一部や
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手数料、貸付金など地方税の例により強制

徴収できない債権について、資力があると

思料されるにもかかわらず支払われない方、

支払いについて交渉にも応じていただけな

い方など一部の方を相手方とし、民事訴訟

法に基づく訴えを提起する場合において必

要となる議会の議決について、地方自治法

第１８０条第１項の規定により、市長にお

いて専決処分できる事項の指定を行うもの

であります。 

 本件提出の趣旨は、市債権の回収を図る

こともさることながら、その本質はお支払

いをされる方と特段の事情もないのに支払

わない方との不公平を是正することにあり

ます。支払いが滞っている方々の中には、

払いたくても払えないという方も大勢おら

れると思われ、市債権の回収に当たっては、

地方自治法及び同法施行令の規定にのっと

り、遺漏なく事務手続きを経るとともに、

支払いが滞っている方への誠意ある対応と

諸事情も斟酌した上で、それでもなお司法

対応が必要となる場合のため、本件におい

て指定事項の変更を行うものであります。 

 それでは、指定の内容について説明させ

ていただきます。 

 昭和５２年３月２９日に議決しました専

決処分事項の指定の全部を次のように変更

します。 

 １点目、従来どおりの１件３０万円以下

の損害賠償の額を定めることでございます。 

 ２点目以降が、今回新たに指定しようと

するものであります。 

 まず、２点目につきましては、支払いの

督促の申し立てを市が行い、それに基づく

裁判所の支払い督促に対し相手方が異議を

申し立てた場合には、支払い督促の申し立

てのときに訴えの提起があったものとみな

され、直ちに通常訴訟に移行しますので、

この場合の訴えの提起及び和解に関するこ

とでございます。 

 ３点目につきましては、１件６０万円以

下の訴えの提起及び和解に関することでご

ざいます。この場合、通常訴訟と、原則と

して１回の審理でその日のうちに判決が下

される少額訴訟の二つの訴訟形態があり、

１件６０万円以下とするのは民事訴訟法第

３６８条に規定されます少額訴訟の限度額

に合わせたものでございます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただき

ます。 

○上村高義議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議会議案第１号を採決します。 

 本件について可決することに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、本件は可

決されました。 

 日程３、議会議案第２号など１０件を議

題とします。 

 お諮りします。 

 本１０件については、提案理由の説明を

省略することに異議ありませんか。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本１０件については、委員会付託を省略

することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。通告がありますので、

許可します。 

 山崎議員。 

  （山崎雅数議員 登壇） 

○山崎雅数議員 日本共産党議員団を代表い

たしまして、議会議案第４号、議会議案第

５号及び議会議案第６号について反対討論

を行います。 

 まず、議会議案第４号です。 

 歴代政府は工業製品輸出を優先し、見返

りの農産物輸入自由化を前提に農業経営の

大規模化を進めてきました。日本の農業は、

小規模家族経営も含め多様な規模の経営に

支えられてきました。耕地面積が４ヘクタ

ール未満の経営が稲作の７５％までを担っ

ています。食料自給率の向上、農業再生に

は経営の規模で選別をせず、農業を続けた

い人すべてを応援する農政が必要です。政

府の戸別所得補償制度が不十分であること

は確かですが、農業を続けたい人すべての

支援を求めて、議会議案第４号に対する反

対討論といたします。 

 次に、議会議案第５号です。 

 今、介護職場は低い賃金や重労働で、働

きたくても働き続けていくことが難しい労

働実態となっています。介護職場の労働条

件を整えない限り、弱い立場の外国人労働

者がより厳しい状態に置かれることは明白

です。これらの改善もなく、一般的な制度

で外国人の受け入れを積極的に行うことに

は反対をするものです。 

 最後に、議会議案第６号です。 

 鳩山内閣は、３月５日、保育所や福祉施

設などの最低基準の原則撤廃を盛り込んだ

地域主権改革一括法案と、国と地方の協議

の場を設置する法案を閣議決定しました。

これは、地方分権・地域主権に名を借りて

国の仕事を地方に押しつけ、公共サービス

を後退させることになりかねないものです。

国の基準をなくして地方任せにすれば、国

が財源保障の責任を果たさないことになり、

地域格差をさらに広げることになりかねま

せん。この指摘に、原口総務大臣は、「間

違ったリーダーを選べば、そのツケは選ん

だ人に来るのは当たり前。自治体任せのど

こが悪い」と言わんばかりの無責任な姿勢

です。鳩山内閣の地域主権改革に反対を表

明して、反対討論とするものです。 

 以上です。 

○上村高義議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 以上で討論を終わります。 

 議会議案第２号、議会議案第３号、議会

議案第７号、議会議案第８号、議会議案第

９号、議会議案第１０号及び議会議案第１

１号を採決します。 

 本７件について、可決することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、本７件は

可決されました。 

 議会議案第４号、議会議案第５号及び議

会議案第６号を採決します。 
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 本３件について、可決することに賛成の

方の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○上村高義議長 起立者多数です。よって、

本３件は可決されました。 

 以上で本日の日程は終了し、これで平成

２２年第１回摂津市議会定例会を閉会しま

す。 

（午前１１時１３分 閉会） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により

署名する。 

 

 

 摂津市議会議長     上 村 高 義 

 

 

 摂津市議会議員     本 保 加津枝 

 

 

 摂津市議会議員     大 澤 千恵子 
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月 日 曜 会 議 名 内 容 開 議 時 刻

2／23 火 本会議（第１日） 平成２２年度市政運営の基本方針 １０‥００

 提案理由説明、即決

 （議会議案届出締切　１７‥１５）

24 水

25 木

26 金  （代表質問届出締切　１２‥００）
27 土

28 日

3／1 月

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月 本会議（第２日） 質疑・委員会付託・代表質問 １０‥００
9 火 本会議（第３日） 代表質問 １０‥００

10 水

11 木  建設常任委員会（第二委員会室） １０‥００

 民生常任委員会（大会議室） １０‥００

12 金

13 土

14 日

15 月  総務常任委員会（大会議室） １０‥００

 文教常任委員会（第二委員会室） １０‥００

16 火  （常任委員会予備日）

17 水  （常任委員会予備日）

18 木 駅前等再開発特別委員会（第二委員会室） １０‥００

19 金 （一般質問届出締切　１２‥００）
20 土

21 日  

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金  議会運営委員会（第一委員会室） １０‥００

27 土

28 日

29 月

30 火 本会議（第４日） 一般質問・委員長報告（休会分）・議会議案 １０‥００

 議会運営委員会（第一委員会室） 本会議終了後

平 成 ２２年 第 １ 回 定 例 会 審 議 日 程 （案）
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議　  案　  付　  託　  表

平成２２年第１回定例会

〈総務常任委員会〉

議案第 1号平成２２年度摂津市一般会計予算所管分

議案第 5号平成２２年度摂津市財産区財産特別会計予算

議案第 10号平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分

議案第 21号摂津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例制定の件

議案第 24号摂津市立男女共同参画センター条例制定の件

議案第 25号摂津市事務分掌条例の一部を改正する条例制定の件

議案第 26号一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市職員の勤務時間、休暇等に関
する条例の一部を改正する条例制定の件

議案第 27号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改
正する条例制定の件

議案第 29号摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件

議案第 36号摂津市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件

〈建設常任委員会〉

議案第 1号平成２２年度摂津市一般会計予算所管分

議案第 2号平成２２年度摂津市水道事業会計予算

議案第 6号平成２２年度摂津市公共下水道事業特別会計予算

議案第 10号平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分

議案第 11号平成２１年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）

議案第 13号平成２１年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

議案第 20号摂津市立自転車駐車場指定管理者指定の件

議案第 32号摂津市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件

議案第 35号摂津市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定の件

〈文教常任委員会〉

議案第 1号平成２２年度摂津市一般会計予算所管分

議案第 10号平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分

議案第 30号摂津市私立幼稚園の園児の保護者に対する補助金交付条例の一部を改正す
る条例制定の件
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〈民生常任委員会〉

議案第 1号平成２２年度摂津市一般会計予算所管分

議案第 3号平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議案第 4号平成２２年度摂津市老人保健医療特別会計予算

議案第 7号平成２２年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議案第 8号平成２２年度摂津市介護保険特別会計予算

議案第 9号平成２２年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 10号平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分

議案第 12号平成２１年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議案第 14号平成２１年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号）

議案第 15号平成２１年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案第 23号摂津市商業の活性化に関する条例制定の件

議案第 28号摂津市墓地管理基金条例の一部を改正する条例制定の件

議案第 31号摂津市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議案第 33号摂津市立保健センター条例の一部を改正する条例制定の件

議案第 34号摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

〈議会運営委員会〉

議案第 1号平成２２年度摂津市一般会計予算所管分

議案第 10号平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分

〈駅前等再開発特別委員会〉

議案第 1号平成２２年度摂津市一般会計予算所管分

議案第 10号平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分

議案第 22号摂津市立コミュニティプラザ条例制定の件
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平成２２年第１回定例会　代表質問要旨

質問順位

　１番　日本共産党　山崎雅数議員

　２番　新生クラブ　森内一蔵議員

　３番　民主党　三好義治議員

　４番　高志会　嶋野浩一朗議員

　５番　市民ネットワーク　木村勝彦議員

　６番　公明党　川端福江議員

　７番　自民党　野原　修議員

山崎雅数議員
１　市民にとって最も身近な自治体としての基本方向について

　（１）森山市政６年間について

　（２）新年度予算が市民のくらしと雇用を守り応援する予算になっているか

　（３）第４次行財政改革実施計画と財政運営について

　（４）新総合計画の策定について

２　市民のくらしを守る具体的な問題について

　（１）国民健康保険について

　（２）生活保護の取り組みについて

　（３）後期高齢者医療制度について

　（４）障害者自立支援法の改善方向と本市の取り組みについて

　（５）介護保険制度と地域包括支援について

　（６）保育所保育料や住民税の減免制度の実施に向けて

　（７）緊急に対応可能な貸付金制度の創設について

３　地元商工業の振興、不況対策について

　（１）商業活性化条例における自治体の積極的役割について

　（２）需要の喚起にもなる住宅リフォーム助成の実施と、小規模工事等希望者登録制度の

　　　　拡充について

　（３）市独自の融資制度の利用実態と制度拡充について

４　子育て支援と教育の充実について

　（１）摂津市の子育て支援策の方向性について

　（２）子どもの学力保障について

　（３）学校給食の民間委託について

　（４）日の丸・君が代の押しつけはやめること

５　まちづくり、環境について

　（１）生活道路と歩道の改善、市内バス路線の見直し、検討について

　（２）旧三宅・味舌小学校跡地を保有し、活用することについて
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　（３）南千里丘開発について

　（４）吹田操車場跡地開発とクリーンセンター問題について

　（５）総合計画の策定に合わせ、以前から提案している「小学校ごとのまちづくり

　　　　委員会」の設置について

　（６）環境アセスメント条例の制定について

森内一蔵議員
１　第３次総合計画と第4次総合計画について

　（１）第３次総合計画の成果をふまえた第4次総合計画策定に向けた取り組みについて

　（２）中・長期の財政見通しの上にたった総合計画について

２　安心安全のまちづくりについて

　（１）道路の改修整備と歩道改善整備について

　（２）道路安全パトロールの強化と夜間防犯パトロールについて

３　地域格差是正について

　（１）安威川以南、以北地域の公共施設・交通アクセスの拡大する格差是正について

４　学校教育について

　（１）小・中学校のクラブ活動の学校間格差改善に向けた取り組みについて

　（２）学力・体力向上への取り組みと道徳教育の充実について

５　商・工業の振興施策と活力ある摂津のまちづくりについて

三好義治議員
１　「市民とともに創りあげる高感都市づくり」について

　（１）行財政改革について

　（２）指定管理者制度について

２　「つどい、いこい、にぎわう好感都市づくり」について

　（１）コミュニティプラザ複合施設の施設管理と市民活動支援に関する基本構想について

３　「やさしさあふれるこころづくりを進める幸感都市づくり」について

　（１）高齢者施策について

　（２）障害者施策について

４　「地球時代のひとづくりを進める交歓都市づくり」について

　（１）（仮称）文化財保護条例制定について

　（２）就学前教育と保育サービスの充実について

　（３）子どもの安全施策について

　（４）新学習指導要領に対応した諸施策について

５　「暮らしをささえ、活力にあふれたものづくりを進める広環都市づくり」について

　（１）商工業の活性化の取り組みについて

６　「安全で快適な生活を生みだす好環都市づくり」について

　（１）安全安心の街づくりについて

　（２）道路整備について

　（３）火災予防業務について
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　（４）環境施策について

嶋野浩一朗議員
１　「つどい、いこい、にぎわう好感都市づくり」について

　（１）南千里丘のまちづくりについて

　（２）ＪＲ千里丘西口の再開発について

　（３）吹田操車場の跡地活用について

２　「やさしさあふれるこころづくりを進める幸感都市づくり」について

　（１）高齢者福祉施策について

　（２）障害者福祉施策について

　（３）子育て支援施策について

　（４）国保運営と市民の健康づくりについて

３　「地球時代のひとづくりを進める交歓都市づくり」について

　（１）文化財保護について

　（２）摂津市史の編纂について

　（３）就学前教育の充実について

　（４）子どもの安全施策について

　（５）学校教育について

　（６）スポーツ振興について

４　「暮らしをささえ、活力にあふれたものづくりを進める広環都市づくり」について

　（１）産業振興について

　（２）商業振興について

　（３）地域就労支援について

５　「安全で快適な生活を生みだす好環都市づくり」について

　（１）消防施策について

　（２）救急業務について

　（３）環境施策について

　（４）廃棄物処理施策について

　（５）公共交通のあり方について

　（６）上水道事業について

６　「市民とともに創りあげる高感都市づくり」について

　（１）市政運営について

　（２）総合計画について

７　人口の推移について

木村勝彦議員
１　つどい、いこい、にぎわう好感都市づくり　について

　（１）低炭素型社会を目指す具体的取り組みについて

　（２）健康増進への取り組みについて

　（３）吹田操車場の跡地利用について
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２　地球時代のひとづくりを進める交歓都市づくりについて

　（１）仮称べふこども園の開設について

　（２）「スクールソーシャルワーカー」の配置について

　（３）災害時における地域住民の緊急避難場所の耐震補強工事について

３　暮らしをささえ、活力にあふれたものづくりを進める広環都市づくりについて

　（１）商業者・商店会・商工会・市が協働して商業の活性化に向けた取り組みについて

　（２）「セッピィ商品券」の第２弾の実施について

４　安全で快適な生活を生みだす好環都市づくり　について

　（１）環境に配慮したCO2排出量の削減の取り組みについて

　（２）住宅用火災警報器の設置促進　について

　（３）市内公共交通の課題を検討するための懇談会設置について

　（４）東別府地域の公共下水道整備促進について

５　市民とともに創りあげる高感都市づくりについて

　（１）行政への市民参加とともに政策決定の過程に議会の声を盛り込むことについて

６　第４次行財政改革について

　　　基本的な考え方について

川端福江議員
１　「つどい、いこい、にぎわう好感都市づくり」について

　（１）南千里丘のまちづくり

　（２）コミュニティプラザ複合施設と市民活動支援に関する基本構想の策定について

　（３）JR千里丘西口の駅前再開発事業とJR千里丘駅西口のエレベーターの設置について

　（４）吹田操車場の跡地活用について

２　「やさしさあふれるこころづくりを進める幸感都市づくり」について

　（１）男女共同参画社会の実現に向けての取り組みについて

　（２）「（仮称）障害者総合支援センター」について

　（３）子育て支援施策について

　（４）子宮頚がん検診及び乳がん検診について

３　「地球時代のひとづくりを進める交歓都市づくり」について

　（１）「（仮称）べふこども園」の開設について

　（２）学校施設整備及び教育環境の整備について

　　　ア．学校の耐震化について

　　　イ．電子黒板及び教育用・教員用パソコンの導入について

　　　ウ．全中学校配置のスクールソーシャルワーカーの活用について

　　　エ．小中一貫教育の推進について

　　　オ．「（仮称）教育センター」の開設について

　（３）味舌体育館の閉館と摂津小学校の学校給食ドライ化調理施設の建設について

４　「暮らしをささえ、活力にあふれたものづくりを進める広環都市づくり」について

　（１）プレミアム付き商品券の発行について

　（２）地域就労支援施策について
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５　「安全で快適な生活を生みだす好環都市づくり」について

　（１）市営住宅の建替えと跡地利用について

　（２）地球温暖化防止と循環型社会の構築について

　　　ア．「地球温暖化防止地域計画」について

　　　イ．「一般廃棄物処理基本計画」について

　　　ウ．エコアクション21の認証取得の促進について

　　　エ．「せっつエコポイント」について

　（３）阪急京都線連続立体交差化の着工準備について

　（４）地域の実情に即したバス路線網の検討について

６　「市民とともに創りあげる高感都市づくり」について

　（１）安威川以南地域における地域コミュニティセンターの構想について

　（２）電子自治体の推進について

　（３）第4次総合計画について

７　第4次行財政改革実施計画について

８　中期財政見通しについて

　野原　修議員
１　第４次行財政改革について

　（１）人材育成の取り組みについて

　　　ア．やる気、元気、本気、「勇気」について

　（２）市債権の滞納について

２　第４次総合計画について

３　南千里丘まちづくりについて

　（１）地区計画のゾーン変更と（仮称）商業の活性化に関する条例について

　（２）駅前たばこポイ捨て禁止地区指定について

　（３）放置自転車等の放置禁止について

　（４）保健センターと健康増進の取り組みについて

４　ＪＲ千里丘駅周辺整備について

　（１）ＪＲ千里丘駅西口構外エレベーター設置について

　（２）ＪＲ千里丘ガードをアートで楽しい明るい通路として活用することについて

　（３）交通バリアフリーの取り組みについて

５　公園施設、緑で快適な生活を生みだす取り組みについて

　（１）淀川河川公園整備について

　（２）新幹線公園整備について

　（３）誕生植樹について

　（４）緑の基本計画について

６　市内公共交通について

７　水道料金値下げについて

８　生涯学習の取り組みについて

９　図書の利用の一層の促進をはかることについて
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議決結果一覧

議  案  番  号 件ᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽ名 議決月日 結 果

報 告 第 1号 損害賠償ᶒ額ᶶ定ᶥᶯ専決処分報告ᶒ件 ᳗2月23日 報告᳘

議 案 第 1号 平成ᴩᴩ年度摂津市一般会計予算 3月30日 可 決

議 案 第 2号 平成ᴩᴩ年度摂津市水道事業会計予算 3月30日 可 決

Ჽ議 案 第 3号 平成ᴩᴩ年度摂津市国民健康保険特別会計予算 3月30日 可 決

議 案 第 4号 平成ᴩᴩ年度摂津市老人保健医療特別会計予算 3月30日 可 決

議 案 第 5号 平成ᴩᴩ年度摂津市財産区財産特別会計予算 3月30日 可 決

議 案 第 6号 平成ᴩᴩ年度摂津市公共下水道事業特別会計予算 3月30日 可 決

議 案 第 7号
平成ᴩᴩ年度摂津市ᷨ᳐ᷟᷖᶻ᷵᳐等退職金共済特別会計

予算
3月30日 可 決

議 案 第 8号 平成ᴩᴩ年度摂津市介護保険特別会計予算 3月30日 可 決

議 案 第 9号 平成ᴩᴩ年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算 3月30日 可 決

議 案 第 10号 平成ᴩᴨ年度摂津市一般会計補正予算᳗第ᴯ号᳘ 3月30日 可 決

Ჽ議 案 第 11号 平成ᴩᴨ年度摂津市水道事業会計補正予算᳗第ᴪ号᳘ 3月30日 可 決

議 案 第 12号
平成ᴩᴨ年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算᳗第ᴫ

号᳘
3月30日 可 決

議 案 第 13号
平成ᴩᴨ年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算᳗第

ᴪ号᳘
3月30日 可 決

議 案 第 14号 平成ᴩᴨ年度摂津市介護保険特別会計補正予算᳗第ᴫ号᳘ 3月30日 可 決

議 案 第 15号
平成ᴩᴨ年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算᳗第

ᴨ号᳘
3月30日 可 決

議 案 第 16号 公平委員会委員ᶒ選任ᶏᶈᵨᶊ同意ᶶ求ᶥᶯ件 2月23日 同 意

議 案 第 17号 監査委員ᶒ選任ᶏᶈᵨᶊ同意ᶶ求ᶥᶯ件 2月23日 同 意

議 案 第 18号 市道路線認定ᶒ件 2月23日 可 決

議 案 第 19号 市道路線廃止ᶒ件 2月23日 可 決

議 案 第 20号 摂津市立自転車駐車場指定管理者指定ᶒ件 3月30日 可 決

議 案 第 21号
摂津市公ᶒ施設ᶒ指定管理者ᶒ指定ᶒ手続等ᶏ関ᵽᶯ条

例制定ᶒ件
3月30日 可 決

議 案 第 22号 摂津市立᷊ᷢᷝ᷶᷼ᶺᷮḀ᷍条例制定ᶒ件 3月30日 可 決

議 案 第 23号 摂津市商業ᶒ活性化ᶏ関ᵽᶯ条例制定ᶒ件 3月30日 可 決

議 案 第 24号 摂津市立男女共同参画᷒Ḋᷖ᳐条例制定ᶒ件 3月30日 可 決

議 案 第 25号 摂津市事務分掌条例ᶒ一部ᶶ改正ᵽᶯ条例制定ᶒ件 3月30日 可 決

議 案 第 26号
一般職ᶒ職員ᶒ給与ᶏ関ᵽᶯ条例及ᶗ摂津市職員ᶒ勤務

時間Ჾ休暇等ᶏ関ᵽᶯ条例ᶒ一部ᶶ改正ᵽᶯ条例制定ᶒ件
3月30日 可 決

議 案 第 27号
特別職ᶒ職員ᶋ非常勤ᶒᶦᶒᶒ報酬及ᶗ費用弁償ᶏ関ᵽᶯ

条例ᶒ一部ᶶ改正ᵽᶯ条例制定ᶒ件
3月30日 可 決

議 案 第 28号 摂津市墓地管理基金条例ᶒ一部ᶶ改正ᵽᶯ条例制定ᶒ件 3月30日 可 決

議 案 第 29号 摂津市税条例ᶒ一部ᶶ改正ᵽᶯ条例制定ᶒ件 3月30日 可 決

議 案 第 30号
摂津市私立幼稚園ᶒ園児ᶒ保護者ᶏ対ᵽᶯ補助金交付条

例ᶒ一部ᶶ改正ᵽᶯ条例制定ᶒ件
3月30日 可 決
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議  案  番  号 件ᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽ名 議決月日 結 果

議 案 第 31号
摂津市保育ᶒ実施ᶏ関ᵽᶯ条例ᶒ一部ᶶ改正ᵽᶯ条例制

定ᶒ件
3月30日 可 決

議 案 第 32号
摂津市立自転車駐車場条例ᶒ一部ᶶ改正ᵽᶯ条例制定ᶒ

件
3月30日 可 決

議 案 第 33号 摂津市立保健᷒Ḋᷖ᳐条例ᶒ一部ᶶ改正ᵽᶯ条例制定ᶒ件 3月30日 可 決

議 案 第 34号 摂津市国民健康保険条例ᶒ一部ᶶ改正ᵽᶯ条例制定ᶒ件 3月30日 可 決

議 案 第 35号
摂津市道路占用料徴収条例ᶒ一部ᶶ改正ᵽᶯ条例制定ᶒ

件
3月30日 可 決

議 案 第 36号 摂津市火災予防条例ᶒ一部ᶶ改正ᵽᶯ条例制定ᶒ件 3月30日 可 決

議会議案 第 1号 専決処分事項ᶒ指定変更ᶒ件 3月30日 可 決

議会議案 第 2号
石綿被害ᶒ根絶ᶌ被害者ᶒ早期全面救済ᶶ求ᶥᶯ意見書

ᶒ件
3月30日 可 決

議会議案 第 3号
幼児教育ᶒ無償化ᶌ保育᷐᷌᳐ᷪᶒ充実ᶶ求ᶥᶯ意見書ᶒ

件
3月30日 可 決

議会議案 第 4号
生産性ᶒ高ᵨ競争力ᶏ富ᶷᶄ農家ᶒ育成ᶶ求ᶥᶯ意見書ᶒ

件
3月30日 可 決

議会議案 第 5号
介護分野ᶏᵮᵵᶯ外国人従事者ᶒ受入ᶰᶶ求ᶥᶯ意見書ᶒ

件
3月30日 可 決

議会議案 第 6号 地域主権ᶒ確立ᶏ関ᵽᶯ意見書ᶒ件 3月30日 可 決

議会議案 第 7号 児童虐待ᶶ防止ᵽᶯᶃᶥᶒ親権制限ᶶ求ᶥᶯ意見書ᶒ件 3月30日 可 決

議会議案 第 8号 若者ᶒ雇用創出ᶌ新卒者支援ᶒ充実ᶶ求ᶥᶯ意見書ᶒ件 3月30日 可 決

議会議案 第 9号 政治資金規正法ᶒ制裁強化ᶶ求ᶥᶯ意見書ᶒ件 3月30日 可 決

議会議案 第 10号 介護保険制度ᶒ抜本的ᶎ基盤整備ᶶ求ᶥᶯ意見書ᶒ件 3月30日 可 決

議会議案 第 11号
᳣ᷩḄ᷎᷵᳂ᷡ᷃᷌᷄議定書᳤ᶒᴾᵀᵄ再検討会議ᶋᶒ採択ᶏ

向ᵵᶃ取ᶮ組ᶣᶶ求ᶥᶯ意見書ᶒ件
3月30日 可 決
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